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第一編 通則 
第一章 本法の趣旨，民事訴訟の目的，裁判所・

当事者の責務 
 
第１条（本法の趣旨） 
 民事訴訟に関する手続は，他の法律に特別の定めがある
場合のほか，この法律の定めるところによらなければなら
ない。（１）（２） 
 
＜注＞ 
（１）本条の趣旨は，カンボジア王国民事訴訟法典が，カ
ンボジア王国内で行われる民事訴訟手続を規律する一般
法であることを明らかにすることにある。また法治国家に
おいては，裁判所の行う民事訴訟手続は，立法権の帰属す
る国会の制定した法律を遵守して行われなければならな
い。本条は，カンボジア王国の裁判所が民事訴訟手続を行
うときは，原則として，この民事訴訟法典の定める諸規定
を遵守しなければならないということをも定めている。 
ただ，他の法律によって，特別の種類の事件に関する訴
訟手続について，特別の規定が定められているときには，
裁判所は，その種類の訴訟手続を行うには，その限度では，
それらの特別規定を遵守しなければならない。例えば，将
来，婚姻関係訴訟，親子関係訴訟等の家庭関係訴訟につい
て，人事訴訟手続法という特別の法律が制定され，あるい
は，商事裁判所法が制定され，その中で商事関係訴訟につ
いて，特別の規定が定められれば，裁判所は，この種類の
訴訟手続を行うときは，その特別規定が定めている事項に
ついては，それらの規定を遵守しなければならない。 
（２）民事訴訟に関する一般原則のうち，裁判官の独立
は，カンボジア王国憲法第１２８条１項，第１３２条，
１３３条に定められており，また法による裁判の原則は，
同法１２９条２項に定められている。 
 
 
第２条（民事訴訟の目的，裁判を受ける権利） 
１ 民事訴訟は，裁判所が，私人の権利を保護するために，
民事上の紛争を法の定めるところに従って解決するこ
とを目的とする。（１） 
２ 何人も，民事上の紛争につき，裁判所において裁判を
受ける権利を保障される。（２） 
 
＜注＞ 
（１）本条は，民事訴訟が「私権の保護」を目的とすると
いう，簡明な訴訟イデオロギーを鮮明に打ち出す趣旨であ
る。法治国家においては，法によって私人に認められた権
利が他の者によって侵害され，あるいは争われたときは，
その権利者の求めに応じ，裁判所による保護が与えられな
ければならない。本条は，民事訴訟制度がその権利保護の
役割を担うものであることを示すものである。 
（２）民事訴訟による私権の保護は，国家による恩恵とし
て与えられるのではない。むしろカンボジア国民を始めと
して，私人には，民事上の紛争によって自己の権利が害さ
れるときは，裁判所に訴えを起こして，裁判による保護を
求める権利があり，国家はこれに応じて裁判をする義務が
あると考えられる。本条２項は，このような考え方に基づ
くものである。同様の規定は，日本国憲法３２条にも定め

られている。 
 
 
第３条（審問請求権，対審審理の原則） 
１ いかなる当事者も，聴聞され又は呼び出されることな
しに，裁判されることはない。（１） 
２ 裁判所は，いかなる場合においても，対審の原則を遵
守しなければならない。（２） 
 
＜注＞ 
（１）民事訴訟の当事者は，裁判の効力によって自己の権
利に不利な影響を受ける恐れがあるから，その訴訟で裁判
所によって裁判される事項について，原則として，裁判が
なされる前に，自己の意見を述べ，相手方の意見に対し反
論をする機会が与えられなければならない。これによって，
訴訟当事者には，自己の意見を述べ，相手方の意見に反論
する機会を与えられることを要求できる権利があること
になる。この権利を審問請求権と呼ぶ。審問請求権の保障
も，近代的法治国家における訴訟制度の基本的原則の一つ
であり，ドイツ基本法第１０３条第１項，フランス民訴法
第１４条にも，同趣旨の規定がある。本条第１項は，この
原則を定めたものである。 
ただ，迅速を要する場合等には，まず先に裁判をして，
後からそれによって不利益をうける当事者の意見を聴く
ことも許されることがある。本法第３２３条所定の督促決
定及びそれに対する督促異議の申立て，第５４５条・第５
４８条所定の仮差押決定・仮処分決定及びそれに対する第
５５０条・第５５２条所定の保全決定に対する異議の審理
が，その例である。 
（２）審問請求権を実効的に保障するには，両当事者が同
一期日に出頭し，直接に対決する形式で審理をすることが
望ましい。また裁判所が，当事者の一方のみを呼び出して，
他方のいない期日・場所で意見を聴くことを許すと，審理
の公平さに対する信頼が損なわれる恐れがある。そこで，
本条第２項では，裁判所は，いかなる場合でも，対審の原
則を遵守しなければならないこととした。フランス民訴法
第１６条第１項にも，同趣旨の規定がある。ただ，第１項
と同じく，特別の場合には，例外が認められる。 
 
 
第４条（裁判所及び当事者の責務） 
 裁判所は，民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努
め，当事者は，信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなけれ
ばならない。（１）（２） 
 
＜注＞ 
（１）裁判所は，手続の主宰者として，民事訴訟が公正で，
かつ迅速に行われるように努めなければならない。裁判所
は，訴訟を実際に不公正に行ってはならないばかりでなく，
不公正に行われているのではないと疑われるような言動
をしないよう努めるべきである。また「遅れた正義は，正
義の否定に等しい。」（Justice delayed, justice denied）
との法格言があるように，裁判所は，手続の迅速化に努め
なければならない。本条は，裁判所の責務として，このこ
とを定めたものである。ただ，言うまでもなく，訴訟は，
その裁判が適正であり，しかもその手続も適正でなければ
ならないから，具体的場合には，手続の迅速化を裁判の適
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正・手続の適正の要請と調和させるように努める必要があ
る。 
（２）民事訴訟においては，両当事者には，勝訴判決を求
めて，自己に有利に訴訟を追行する自由が認められる。し
かし，相手方に対する信義に反し，不誠実となる行動をと
ることは許されない。本条は，当事者の責務として，この
ことを定めている。いかなる行動が信義に反し，不誠実に
当たるかは，個々の場合に即して判断される。ただ，この
法律の規定の中には，当事者の，ある種の行為を類型的に
信義・誠実の責務に反するとして，一定の不利益な効果を
定めたと見ることもできるものもある。例えば，第９４
条・第１０８条・第１５３条などが，それである。 
 
 
第５条（裁判所の用語，当事者の通訳依頼権） 
１ 裁判所では，クメール語を用いる。 
２ クメール語を理解しえない当事者は，資格を有する通
訳を依頼することができる。当事者が自らこれを依頼す
ることができないときは，国がこれを付する。（１） 
 
＜注＞ 
（１）裁判所は，クメール語を理解しえない当事者のため
に通訳人を選任するときは，その当事者に，通訳人に支給
する通訳料・旅費・日当・宿泊費を予納させる（第６２条
第１項・第３項）。訴訟上の救助の決定を得た者は，費用
の支払いを猶予され，あるいは免除される（第７０条第１
項）。通訳人の通訳料・旅費等の費用は，訴訟費用に含ま
れる。第１００条は，当事者以外の訴訟手続関与者につき，
同旨を定めている。 
 
 
第６条（検察官の立会い） 
１ 裁判所は，公益上必要があると認めるときは，検察官
に訴状が受理されたことを通知しなければならない。 
２ 検察官は，第１項の通知がない場合においても，公益
上必要があると認めるときは，民事訴訟の手続に立ち会
い，意見を述べることができる。（１）（２） 
 
＜注＞ 
（１）日本では，人事訴訟手続に限り検察官の立会いが認
められており（人事訴訟手続法５条・６条参照），通常の
民事訴訟に検察官が関与することはない。これに対して，
カンボジア王国では，従来，通常の民事訴訟においても，
検察官の立会いを認めており，今後もこれを認める必要が
あると考えられているようであるので，本条を定めた。カ
ンボジア王国裁判所構成法案（the Preliminary Draft of 
Law on Organization on the Courts）第４２条と本条と
は必ずしも抵触しないと思われる。同条に対する日本側修
正案が採択されれば，そのことは一層明確になる。 
（２）検察官が民事訴訟に立ち会うのは，公益の代表者と
してである。当事者が未成年者であるなどの場合に，その
当事者を保護するのは，親権者，後見人などの法定代理人
（第３２条（当事者能力，訴訟能力，訴訟無能力者の法定
代理）第３項）の役割であり，検察官の役割ではない。た
だ，法定代理人がない場合に，他に適任者がいなければ，
検察官を特別代理人（第３６条（特別代理人））に選任す
ることはできるであろう。 

 
 

第二章 裁判所 
第一節 管轄 
 

第７条（管轄権を有する裁判所の意義） 
 管轄権を有する裁判所とは，訴えを適法に受理し，事件
につき審理し，判決を下すことができる裁判所をいう。 
 
〈注〉 
 日本民事訴訟法には該当する条文はない。本条は，管轄
について分かりやすく説明するために，特に書き下ろした
ものである。 
 
 
第８条（住所等によって定まる管轄） 
 次の各号に掲げる者を被告とする訴えは，それぞれ当該
各号に定める地を管轄する始審裁判所に対してする。 
一 自然人 住所地，カンボジア国内に住所地がな

いとき又は住所地が知れないときは
居所地，カンボジア国内に居所地がな
いとき又は居所地が知れないときは
最後の住所地 

二 内国の法人 主たる事務所又は営業所の所在地，事
務所又は営業所がないときは代表者
その他の主たる業務担当者の住所地 

三 外国の法人 カンボジアにおける主たる事務所又
は営業所の所在地，カンボジア国内に
事務所又は営業所がないときはカン
ボジアにおける代表者その他の主た
る業務担当者の住所地 

 
〈注〉 日本民事訴訟法第４条。本条は，自然人について
住所地，居所地等，内国法人及び外国法人について主たる
事務所，代表者の住所地等によって管轄を定めることをそ
の目的としている。現在のカンボジア法では本条のような
明確な規定はない。 
 外交関係に関するウィーン条約第３１条・３７条等は，
外交官等に対する民事訴訟のうち，外交特権を享受し得な
い場合を定め，接受国の裁判権を認めている。この場合に
は，カンボジア国内における管轄権を有する裁判所は，本
条及び第９条（財産等によって定まる管轄）によって定ま
ることになる。 
 
 
第９条（財産等によって定まる管轄） 
 次の各号に掲げる訴えは，訴えは第８条（住所等によっ
て定まる管轄）に定める裁判所のほか，それぞれ当該各号
に定める地を管轄する裁判所に提起することもできる。 
一 債務の履行を請求する訴え 債務を履行すべき地 
二 手形又は小切手による金銭

の支払の請求を目的とする
訴え 

手形又は小切手の支払
地 

三 カンボジア国内に住所がな
い者又は住所が知れない者
に対する債務の履行を請求
する訴え 

請求若しくはその担保
の目的又は差し押さえ
ることができる被告の
財産の所在地 
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四 カンボジア国内に事務所若
しくは営業所がない法人又
は事務所若しくは営業所が
知れない法人に対する債務
の履行を請求する訴え 

請求若しくはその担保
の目的又は差し押さえ
ることができる被告の
財産の所在地 

五 事務所又は営業所を有する
者に対する訴えでその事務
所又は営業所における業務
に関するもの 

当該事務所又は営業所
の所在地 

六 不法行為に関する訴え 不法行為があった地 
七 不動産に関する訴え 不動産の所在地 
八 登記又は登録に関する訴え 登記又は登録をすべき

地 
九 相続財産に関する訴え 相続開始の時における

被相続人の住所地，又
は，カンボジア国内に
住所がないとき又は住
所が知れないときは居
所，カンボジア国内に
居所がないとき又は居
所が知れないときは最
後の住所地 

 
〈注〉 第８条（住所等によって定まる管轄）と合わせて，
原告は複数の管轄権を有する裁判所の中から一つを選択
できる趣旨である。日本民訴法５条と同旨。 
第六号にいう「不法行為に関する訴え」については，原告
が不法行為を主張することで足りる。不法行為の存否は審
理の結果として明らかになるところである。 
なお，国際裁判管轄に関しては，最高裁判所平成１３年６
月８日 第二小法廷判決（著作権確認等請求事件）が，日
本民訴法の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して日本の
裁判所の国際裁判管轄を肯定するには，原則として，被告
が日本においてした行為により原告の守られるべき法益
について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれ
ば足りる，としている。 
 ちなみに，知的財産関係事件の管轄規定について特則を
設けるべきかどうかについては，新たに制定される裁判所
構成法の内容を踏まえ，必要が生じた際に，あらためて検
討されるべきである。 
 
 
第１０条（離婚事件・親子関係事件に関する特別管轄） 
１ 離婚の訴え及び親子関係の存在又は不存在の確認の
訴えは，当該訴えに関する身分関係の当事者の住所地又
はその死亡の時の住所地を管轄する始審裁判所の管轄
に専属する。 
２ 第１項の住所地がカンボジア国内にないとき又はカ
ンボジア国内における住所地が明らかでないときは，居
所地による。居所地がないとき又は居所地が明らかでな
いときは，最後の住所地による。 

 
＜注＞ カンボジア人事訴訟法第４条，日本人事訴訟法第
４条参照。 
 本条は，人事訴訟事件の中で特に少なからぬ件数が見込
まれる離婚事件と親子関係事件につき，その管轄について
特別の定めを設けたものである。その他一般の人事訴訟事

件の管轄については，人事訴訟法に特別の規定がある。 
 
 
第１１条（併合請求における管轄） 
 一つの訴えで異なる裁判所の管轄に属する複数の数個
の請求をする場合には，一つの請求についての管轄権を有
する裁判所にその他の請求の訴えを合わせて提起するこ
とができる。 
 
〈注〉 原告側又は被告側が複数の事案は本条の対象外で
ある。あくまで，同一当事者間の事案を対象とする（原告
１人，被告１人）。日本民訴法７条と同旨であるが，原告
側又は被告側が複数の事案を除外している。 
 
 
第１２条（管轄権を有する裁判所の指定） 
 管轄権を有する裁判所が法律上又は事実上裁判権を行
うことができないとき，又は管轄区域が明確でないため管
轄権を有する裁判所が定まらないときは，申立てにより，
最高裁判所が決定で，管轄権を有する裁判所を定める。 
 
〈注〉 当事者の申立権を認めたのは，Sub-Committee
グループによるヒアリング調査の際に，Kompong Speu 
裁判所での要望があったことを斟酌した。日本民事訴訟法
第１０条。 
法律上裁判権を行なうことができないときとは，例えば，
ある裁判所の裁判官がすべて法定の事由に基づいて忌避
してしまった場合などを指し，事実上裁判権を行なうこと
ができないときとは，例えば，裁判所が天災を蒙った場合
などをいう。 
管轄区域が明確でないために管轄裁判所が定まらない
場合とは，例えば，不法行為が行なわれた地が明確でない
ためにどの管轄区域内にあるのかが不明である場合など
である。 
 
 
第１３条（管轄の合意） 
１ 管轄権を有する裁判所を定める合意は，第一審に限り，
かつ商人又は法人の間でなされたものに限り効力を有
する。 
２ 第１項の合意は，一定の法律関係に基づく訴えに関し，
かつ，書面でしなければ，その効力を生じない。 

 
〈注〉 フランス民訴法４８条をより分かりやすく表現し
た。管轄の合意を商人間に限定する趣旨である。ドイツ民
訴法３８条（１９７４年）は，原則として商人や公法人間
での管轄合意のみを有効とする。日本民事訴訟法第１１条
に相当するが，日本法では管轄の合意をする主体に制限を
設けていない。カンボジアの実情を踏まえ，管轄の合意を
商人又は法人の間でなされたものに限り効力を認めるこ
ととした。 
 
 
第１４条（応訴管轄） 
 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出し
ないで弁論準備手続期日において本案について申述し，又
は口頭弁論期日において本案について弁論をしたときは，
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その裁判所は，管轄権を有する。 
 
〈注〉 日本民訴法１２条と同旨。 
被告が管轄違いの抗弁を提出しないまま，原告が示して
いる本案について応答した場合は，手続の安定を図る必要
があり，そのあとから受訴裁判所の管轄がないと争うこと
はできなくなる。 
ここでいう管轄違いの抗弁は，明確にその旨を積極的に
示す必要はなく，管轄を問題とする態度を示していれば足
りる。 
 
 
第１５条（法定専属管轄の場合の適用除外） 
 第１３条（管轄の合意）及び第１４条（応訴管轄）の規
定は，訴えについて法律に専属管轄の定めがある場合には，
適用しない。 
 
〈注〉 日本民訴法１３条。専属管轄の例としては，再審
の訴え（第３０９条），督促手続（第３２０条），強制執行
（第３４６条），保全処分（第５３３条）などがある 
 
 
第１６条（職権証拠調べ） 
 裁判所は，管轄に関する事項について，職権で証拠調べ
をすることができる。 
 
〈注〉 日本民訴法１４条と同旨。 
本条は，受訴裁判所は，管轄違いの申立てがなくても，
管轄の有無を調べる義務を負っており，調査のために必要
な証拠調べを職権で行なえることを定めている。 
第１２４条（証拠調べ）第２項は，「裁判所は，当事者
の申し出た証拠によって事実についての主張を真実と認
めるべきか否かを判断することができないときその他必
要があると認めるときは，職権で，証拠調べを行うことが
できる。」とするが，これは本案について，証拠調べは，
当事者の証拠の申出に基づいて行うのが原則とし，証拠を
提出する第１次的な責任を当事者に求めるものである。本
条は，この規定とは異なる。 
 
 
第１７条（管轄の標準時） 
 裁判所の管轄は，訴えの提起の時を標準として定める。 
 
〈注〉 日本民訴法１５条と同旨。 
 
 
第１８条（管轄違いの場合の取扱い） 
１ 裁判所は，訴訟の全部又は一部がその管轄に属しない
と認めるときは，申立てにより又は職権で，これを管轄
裁判所に移送する。 
２ 移送の申立ては，期日においてする場合を除き，書面
でしなければならない。この申立てをするときは，申立
ての理由を明らかにしなければならない。 

 
〈注〉 日本民訴法１６条と同旨。 
 本条は，管轄違いの訴えについての裁判所の措置を定め
るものである。裁判所が自らに管轄がないことを理由に訴

えを却下してしまうと，当事者は管轄裁判所に新たに訴え
を提起しなければならなくなり，時間的にも経済的にも当
事者の利益が害されることになる。したがって，裁判所が
管轄裁判所に移送することを規定した。 
 訴えの一部が管轄に属しない場合であっても，第１１条
（併合請求における管轄）により裁判所はその訴えについ
て審理することができる。ただし，訴えの一部が他の裁判
所の専属管轄に属するときには，訴えの提起を受けた裁判
所はその一部を管轄裁判所に移送しなければならない。 
 
 
第１９条（遅滞を避ける等のための移送） 
１ 第一審裁判所は，訴訟がその管轄に属する場合におい
ても，当事者及び尋問を受けるべき証人の住所，使用す
べき検証物の所在地その他の事情を考慮して，訴訟の著
しい遅滞を避け，又は当事者間の衡平を図るため必要が
あると認めるときは，申立てにより又は職権で，訴訟の
全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができ
る。 
２ 第１項の申立てがあったときは，裁判所は，相手方の
意見を聴いて決定をするものとする。裁判所が，職権に
より第１項の規定による移送の決定をするときは，当事
者の意見を聴くことができる。 

 
〈注〉 日本民訴法１７条と同旨。 
移送の判断に当たり裁判官の裁量を拡大することについ
ては問題もある。この場合，さらに移送要件を明確にする
か，移送の余地を制限することが考えられる。 
もっとも，原告は複数の管轄裁判所を自由に選択できるこ
ととの関係で，移送制度を被告のために弾力的に運用する
ことは，原告と被告の公平な扱いにとって重要なことであ
る。 
 
 
第２０条（法定専属管轄の場合の移送の制限） 
 第１９条（遅滞を避ける等のための移送）の規定は，訴
訟が法律によりその係属する裁判所の専属管轄に属する
場合には，適用しない。 
 
〈注〉 日本民訴法２０条と同旨。 
本条は，裁判所は，その専属管轄に属する訴訟について
は，第１９条（遅滞を避けるための移送）に定める事由が
あっても，移送を禁じている。例えば，第１０条に定める
離婚事件・親子関係事件に関する特別管轄の場合がこれに
あたる。 
専属的合意管轄の濫用事案に対処する。専属的管轄合意
の効力自体を制限する立法技術もあるが，実質的な違いは
ない。 
 
 
第２１条（抗告） 
 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対して
は，抗告をすることができる。 
 
〈注〉 日本民訴法２１条と同旨。本条は，第１審地方裁
判所の判断について，控訴裁判所による監督権の行使を期
待するものである。事件審理を担当する裁判所がどこにな
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るかは，当事者にとって訴訟における攻撃防御のしやすさ
にも関連し，場合によっては訴訟の結果さえ左右しかねな
い重要性に鑑み，規定されるものである。 
 
 
第２２条（移送の決定の拘束力等） 
１ 確定した移送の決定は，移送を受けた裁判所を拘束す
る。 
２ 移送を受けた裁判所は，更に事件を他の裁判所に移送
することができない。 
３ 移送の決定が確定したときは，訴訟は，初めから移送
を受けた裁判所に係属していたものとみなす。 
４ 移送の決定が確定したときは，移送の決定をした裁判
所は，移送を受けた裁判所に対し，訴訟記録を送付しな
ければならない。 

 
〈注〉 日本民訴法２２条と同旨。４項は日本民訴規則９
条参照。 
 
 

第二節 裁判所の構成 
 
第２３条（第一審における単独制と合議制）（１） 
１ 始審裁判所は，第２項に規定する場合を除き，１人の
裁判官でその事件を取り扱う。 
２ 次の事件は，裁判官の合議体でこれを取り扱う。（２） 
 一 訴訟の目的の価額が５００万リエル以上であり，か
つ，当事者の人数その他の事情を勘案し，合議体で審
理及び裁判をすることが適切と認められる事件（３） 

 二 法律において合議体で審理及び裁判をすべきもの
と定められた事件（４） 

３ 第２項の合議体の裁判官の員数は３人とし，そのうち
１人を裁判長とする。（５） 
４ 第２項第１号に基づき，合議体が審理及び裁判をする
ときは，合議体がその旨の決定をしなければならない。 
 
＜注＞ 
（１）控訴審（控訴裁判所）と上告審（最高裁判所）の構
成については，カンボジア裁判所構成法草案によって，民
事・社会部，刑事部，商事部などの構成や合議体の人数等
が規定されることになっている。そこで，民事訴訟法では，
始審裁判所（第一審）における民事事件の合議体について
のみ規定することにした。 
（２）日本の裁判所法２６条参照。なお，カンボジア裁判
所構成法草案の第４章３７条１項には，「下級裁判所（第
一審）では，単独の裁判官によって裁判する。」という定
めがあるが，本条２項はその例外に当たるので，裁判所構
成法には「別に法律で定める場合を除き」という留保を付
けるのが適切であろう。ちなみに，刑事事件については，
カンボジア裁判所構成法草案３７条３項は，「重罪事件で
は，３人の合議体による。」との例外を既に規定している。 
（３）これは，裁量による合議事件である。訴訟の目的の
価額（第６０条（訴訟の目的の価額の算定，併合請求の場
合の価額の算定）参照）が５００万リエル以上であって，
複雑な事件については，裁判所の裁量で合議体による審
理・裁判を可能とする趣旨である。合議体で審理・裁判す
るには，合議体でその旨の決定をすべきである。 

（４）これは，法定合議事件である。例えば，この民事訴
訟法の第３０条（除斥又は忌避の裁判）１項や，第９１条
（訴訟指揮等に対する異議）［合議体の訴訟指揮に対して
異議を述べた場合］がその例である。また，裁判所構成法
など他の法律で，第一審につき，商事裁判所など特別な専
門裁判所を設け，合議体で審理・判決する旨を定める場合
も，本条２項２号の例といえる。 
（５）合議体を構成する裁判官及び裁判長を決定する仕組
みは，しかるべき国家機関が事前に定めておく必要がある。
参考までに，日本では最高裁判所が「下級裁判所事務処理
規則」を定めており，これによると，地方裁判所にも部を
置き，部には合議体を構成するに足りる人数の裁判官を配
置するとともに，そのうちの１人が部の職務を総括する
（部総括判事）。そして，合議体は各部に属する裁判官に
よって構成され，部総括判事が裁判長となるものとされて
いる。 
 
 
第２４条（合議体における評議） 
１ 合議体でする裁判の評議は，これを公開しない。 
２ 評議は，裁判長がこれを開き，かつ整理する。 
３ 各裁判官は，評議において，その意見を述べなければ
ならない。 
４ 評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数
については，秘密を守らなければならない。 
 
＜注＞ 
日本の裁判所法７５条，７６条参照。 
 
 
第２５条（合議体における評決） 
１ 裁判は，合議体を構成する裁判官の過半数の意見によ
り決する。（１） 
２ 合議体を構成する裁判官は，それぞれ同等の評決権を
有する。 
 
＜注＞ 
日本の裁判所法７７条１項参照。 
 
 

第三節 事件の分配及び裁判官等の除
斥・忌避 

 
第２６条（事件の分配） 
１ 裁判所における事件の分配及び裁判官に差し支えの
あるときの代理順序については，毎年あらかじめ，当該
裁判所の所長の決定により，これを定める。 
２ 事件は，第１項の規定により，自動的に各裁判官に分
配しなければならない。 
３ 第１項の規定により定められた事件の分配及び裁判
官に差し支えのあるときの代理順序は，一の裁判官の事
務が多すぎる場合，裁判官が退官若しくは転任した場合
又は長期にわたる欠勤等のため裁判官に引き続き差し
支えのある場合を除いては，その年度中，これを変更し
てはならない。この場合の変更は，当該裁判所の所長の
決定により，定める。 
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＜注＞ 
 本条は裁判所における事件の分配の基本原則を定める
（日本では最高裁判所の定める下級裁判所事務処理規則
に同旨の規定がある）。第１項により，事件の分配及び裁
判官に急病等の執務の支障が生じた場合の任務の代理方
法を，毎年あらかじめ，司法行政上の措置として定める旨
を定める。事件を裁判所が受理するごとに担当裁判官を決
めると，その決定が恣意的になるおそれがあるからであり，
事前に定められた方法により自動的に担当裁判官を決定
する（第２項）のが裁判所の中立に適うものである。ただ，
そのような事務分配の定めがあらかじめ予見できなかっ
たような事由（一の裁判官への事務集中，裁判官の転任・
退任，長期欠勤等）で維持できないときには，変更が可能
であるが，その場合も個々の事件ごとに変更するのではな
く，第１項に準じて司法行政上の措置が必要となる。なお，
裁判官が第２７条（裁判官の除斥）以下の規定により除斥
し，又は忌避されたときの代理順序も，第１項の規定によ
る代理順序による。 
 
 
第２７条（裁判官の除斥） 
１ 裁判官は，次に掲げる場合には，その職務の執行から
除斥される。 
 一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者
が事件の当事者であるとき 

 二 裁判官が当事者と６親等内の血族の関係にあると
き又は３親等内の姻族の関係にあるとき若しくはあ
ったとき 

 三 裁判官が当事者の後見人であるとき 
 四 事件を担当する裁判官が当事者のいずれかとの間
で裁判上の争いがあるとき又はあったとき 

 五 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったと
き 

 六 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人
であるとき又はあったとき 

 七 裁判官が事件について仲裁判断に関与し，不服を申
し立てられた裁判又はその前審の裁判に関与し，又は
事件について法的な助言をしたとき 

２ 第１項に規定する除斥の原因があるときは，裁判所は，
申立てにより又は職権で，除斥の裁判をする。 
 
＜注＞ 
民訴法２３条 
 本条は，一定の事由がある場合に裁判所が自動的に職務
執行から排除される除斥について定めたものである。事件
を担当する裁判官に公正性・中立性に疑問がある場合には，
その者を担当から排除することについては諸国の民事訴
訟法は一致しているものの，その方法としては後述の忌避
の制度のみを設ける国（アメリカなど）もあるが，除斥制
度は，定型的な類型を抽出して自動的な排除を定めること
で，判断の容易化を図るものである（ドイツ民訴法４１条，
オーストリア裁判管轄法２０条，イタリア民訴法５１条，
フランス民訴法３４１条など）。除斥原因を定める１項は，
１号から４号までの事件当事者との関係に関する原因（４
号は裁判官が個人の資格で当事者を相手方とする訴訟事
件に関与している場合を指す），５号から７号までは事件
自体に関係している原因を定める。また，２項は，裁判に

よって除斥をすることで，除斥の有無を明確にする趣旨で
ある。この規定が採用される場合には，裁判所構成法案９
３条の規定について，「他の法律において別に定める場合
を除き」という文言を挿入するなど何らかの修正をして整
合性を確保する必要がある。 
 
 
第２８条（裁判官の忌避） 
１ 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情がある
ときは，当事者は，その裁判官を忌避することができる。 
２ 当事者は，裁判官の面前において弁論をし，又は弁論
準備手続で申述をしたときは，その裁判官を忌避するこ
とができない。ただし，忌避の原因があることを知らな
かったとき，又は忌避の原因がその後に生じたときは，
この限りでない。 
 
＜注＞ 
民訴法２４条 
 本条は，第２７条（裁判官の除斥）の除斥原因には該当
しない場合であっても，「裁判の公正を妨げるべき事情」
が裁判官にあるときは，やはり任務から排除するという忌
避制度を定めたものである。除斥原因は網羅的に規定する
ことは不可能であるので，それを補うものとして忌避の制
度は不可欠である（ドイツ民訴法４３条，オーストリア裁
判管轄法２１条，アメリカ合衆国連邦法律集２８章１４４
条など）。忌避事由は，裁判の公正を妨げるべき事情とい
う抽象的なものであるが，具体的な事由としては，裁判官
が当事者の一方と親友であること，逆に敵対関係にあるこ
と，裁判官がその事件に財産上の利害関係を有すること
（当事者会社の大株主である場合等）などが典型的な場合
とされるが，事件の訴訟指揮に関するものは一般には含ま
れないとされている。また，忌避の主張は，いつまでもで
きるとすると手続を不安定にするので，本案の審理に入る
前に時期的に限定したのが第２項の趣旨である（但し，忌
避事由がその後に発生した場合や当事者が忌避事由を知
らなかった場合には，主張の期待可能性がないので，この
限りでないとされる）。 
 
 
第２９条（裁判官の回避） 
 裁判官は，第２７条（裁判官の除斥）第１項又は第２８
条（裁判官の忌避）第１項に規定する場合には，所属する
裁判所長の許可を得て，回避することができる。 
 
＜注＞ 
民訴規則１２条 
 裁判官に除斥原因・忌避事由がある場合には，所属裁判
所長の許可を得て，自ら事件の担当を辞退する回避の制度
も，多くの国が有している（ドイツ民訴法４８条，フラン
ス民訴法３３９条，アメリカ合衆国連邦法律集２８章４５
５条など）。裁判官が恣意的に回避したり，当事者からの
忌避申立てを受けて安易に回避したりすることで，実質的
に第２６条（事件の分配）の事務分配の規定を骨抜きにし
てしまうおそれもあるので，裁判所長は，除斥原因・忌避
事由の存在を厳格に判断する必要があるところである。 
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第３０条（除斥又は忌避の裁判） 
１ 裁判官の除斥又は忌避については，その裁判官の所属
する裁判所の合議体が，決定で，裁判をする。 
２ 裁判官は，自らの除斥又は忌避についての裁判に関与
することができない。ただし，裁判官は，その申立てに
ついての意見を述べることができる。 
３ 除斥又は忌避の申立ては，書面により，その原因を疎
明してしなければならない。 
４ 除斥又は忌避の申立てがあったときは，その申立てに
ついての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなけれ
ばならない。ただし，証拠保全その他急速を要する行為
については，この限りでない。 
５ 除斥又は忌避を正当とする決定に対しては，不服を申
し立てることができない。 
６ 除斥又は忌避を正当でないとする決定に対しては，抗
告をすることができる。 
 
＜注＞ 
民訴法２５条，２６条 
 本条は，除斥及び忌避の手続を定めるものである。 
 第１項は，裁判をするのは，問題となっている裁判官の
所属する裁判所の合議体としている。この点は上級審の合
議体とすることも考えられないではないが（フランス民訴
法３４９条），簡易迅速な判断を可能としたものである。 
 第２項は，忌避等の裁判について対象裁判官の関与禁止
を定めるが，忌避等の裁判の公正・中立を考えれば当然の
規定である。ただ，対象裁判官も言わば当事者の立場で自
らの意見を述べることはできる。なお，対象裁判官を除い
ては合議体を組めない裁判所との関係で，裁判所構成法等
の中に，他の裁判所の裁判官が臨時に当該裁判所で任務を
行うことができる旨の規定（日本では，「転補」という）
を設ける必要があろう。 
 第３項は，忌避等の申立てに忌避事由等の疎明を求め，
濫用的な忌避申立てを防止し，忌避等の審理の迅速化を図
る趣旨である。 
 第４項は，忌避等の手続中の訴訟手続本体の停止を定め
る。手続をそのまま進めて仮に後に忌避等が認められれば，
当該裁判官が行った訴訟行為は無効となり無駄になって
しまうので，それを防ぐために手続を停止することとした
ものである。ただ，証拠保全などその時期にしておかない
と，取り返しのつかないことになるような訴訟行為につい
ては，例外的に忌避等の手続中でも可能とする。 
 第５項と第６項は忌避等の裁判に対する不服申立てを
定める。第５項は忌避等を認める裁判については，対象裁
判官には不服を認めるべきではなく，相手方にも不服の利
益はないので，不服申立てを禁止し，第６項は忌避等を認
めない裁判については，忌避等の申立人に上級審への不服
申立てを認めるものである。 
 
 
第３１条（書記官への準用） 
 この節の規定は，書記官について準用する。この場合に
おいては，除斥又は忌避の申立てに係る裁判は，書記官の
所属する裁判所がする。 
 
＜注＞ 
民訴法２７条 

 本条は，本節の裁判官に関する事件の分配・除斥・忌避
の規定を書記官にも準用するものである（ドイツ民訴法４
９条，オーストリア裁判管轄法２６条など）。書記官も，
判断行為を行うものではないが，訴訟の公正にとって重要
な公証行為を広く担当する任務を負うものであるから，や
はりその中立性・公正性は訴訟制度にとって不可欠のもの
と考えられるからである。 
 
 

第三章 当事者 
第一節 当事者能力及び訴訟能力 
 

第３２条（当事者能力，訴訟能力，訴訟無能力者の法定代
理） 
１ 民法その他の法律の規定により権利又は義務の主体
となることができる者は，民事訴訟において，原告又は
被告となることができる。 
２ 民法その他の法律の規定により独立して行為をする
能力を有する者は，自ら原告として訴えを提起し，被告
として応訴し，又はその他必要な訴訟行為をすることが
できる。 
３ 未成年者及び一般被後見人は，法定代理人によらなけ
れば，有効な訴訟行為をすることができない。ただし，
未成年者が独立して行為をすることができる場合は，こ
の限りでない。 
４ 法定代理人及びその代理権については，民法その他の
法律の規定に従う。 
 
注１） 日本民訴法２８条，３１条参照。 
注２） 本条第１項は当事者能力について，第２項は訴訟
能力について規定する。 
注３） カンボジア民法草案第１５条では，「契約」，「単
独行為」を総称して「行為」としている。そこで，本条２
項では単に「行為」と表現した。 
注４） 第３項は，カンボジア民法草案第１８条及び第２
６条を前提として，未成年者及び一般被後見人を訴訟無能
力者として，法定代理人によらなければ訴訟行為ができな
いことを規定するものである。なお，未成年者が独立して
行為をすることができる場合とは，保護者が特定の財産に
つき未成年者に処分を許した場合（同草案第１９条）及び
保護者が未成年者の営業を許した場合（同草案第２０条）
がある。 
注５） 用語確定会議の議論を受けて，第３項の表現を「有
効な」訴訟行為と改めた。 
 
 
第３３条（被保佐人及び法定代理人の訴訟行為の特則） 
１ 被保佐人又は法定代理人が相手方の提起した訴え又
は上訴について訴訟行為をするには，保佐人又は後見監
督人の同意その他の授権を要しない。 
２ 被保佐人又は法定代理人が次にかかげる訴訟行為を
するには，特別の授権がなければならない。 
 一 訴えの取下げ，和解，請求の放棄又は請求の認諾 
 二 控訴又は上告の取下げ 
 
注１） 日本民訴法３２条参照。 
注２） 本条１項は，被保佐人に対して訴訟行為をしよう
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とする相手方当事者を保護するための規定である。一般に，
被保佐人が訴訟行為をするには，保佐人の同意が必要であ
り，同意を得ずにした訴訟行為は無効である（民訴法３２
条２項・３５条２項，民法案３０条）。しかし，この一般
的規律によると，被保佐人が同意をしない場合，相手方は
被保佐人に対して訴訟行為をすることができなくなり，紛
争解決の途が閉ざされてしまう（保佐人は代理人ではない
ので，これを被保佐人の法定代理人として訴訟行為をする
こともできない）。そこで，本条１項は，被保佐人が相手
方の提起した訴えや上訴に応訴する場合には，保佐人の同
意は不要であるものとして，保佐人の不同意によって相手
方の訴訟行為が不可能になる不合理を解消している。同様
のことは，後見人が法定代理人として訴訟行為をすべき場
合に後見監督人が同意をしない場面でも生ずるので，本条
１項はその点にも同様に対応している。 
注３） 訴えの取下げ，和解，請求の放棄，請求の認諾，
控訴の取下げ及び上告の取下げは，被保佐人または代理さ
れる者の利益に大きな影響を与える訴訟行為であるため，
特別の授権を必要とした（第２項）。 
法定代理人で監督人を必要としない者（親権者），法定
代理人で監督人がいない者（後見監督人のいない後見人）
については，特別の授権を必要としない。 
 
 
第３４条（外国人の訴訟能力の特則） 
 外国人は，その本国法によれば訴訟能力を有しない場合
であっても，カンボジア王国の法律によれば訴訟能力を有
すべきときは，訴訟能力者とみなす。 
 
注１） 日本民訴法３３条参照。 
注２） 本条は外国人の訴訟能力についてカンボジアの法
律によることを定める。したがって，その外国人の本国法
によれば訴訟能力がない場合であっても，本法によれば訴
訟能力を有するときには訴訟能力者とする。 
 
 
第３５条（訴訟能力等を欠く場合の措置等） 
１ 訴訟能力，法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な
授権を欠くときは，裁判所は，期間を定めて，その補正
を命じなければならない。この場合において，遅滞のた
め損害を生ずるおそれがあるときは，裁判所は，一時訴
訟行為をさせることができる。 
２ 訴訟能力，法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な
授権を欠く者がした訴訟行為は，これらを有するに至っ
た当事者又は法定代理人の追認により，行為の時にさか
のぼってその効力を生ずる。 
３ 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は，書
面で証明しなければならない。 
 
注１） 日本民訴法３４条，規則１５条参照。 
注２） 本条は，裁判所における当事者の平等を確保する
ため，当事者の処分権と対審の原則を保障するものである
が，一方の当事者が能力者で，他方の当事者が訴訟能力を
欠き，または他方当事者の法定代理人が代理権若しくは特
別の授権を欠く場合（「法定代理人が法定代理権を欠く」
というのは不正確なのですが，他の表現が見つかりません
でした）には，裁判所は，訴訟能力等の欠缺について職権

で調査し，適当な期間を定めてその補正を命じなければな
らない。遅滞のために損害を生じるおそれがあると認める
ときは，裁判所は訴訟能力等を欠く者に一時訴訟行為をさ
せることができる。 
注３） 一時訴訟行為は，訴訟能力等の欠缺が治癒されれ
ば，訴訟能力を有するに至った当事者，法定代理権または
特別の授権を受けた法定代理人の追認により，効力を有す
ることになる。 
 
 
第３６条（特別代理人） 
１ 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行
うことができない場合において，訴訟能力を有しない者
に対し訴訟行為をしようとする者は，遅滞のため損害を
受けるおそれがあることを疎明して，受訴裁判所に特別
代理人の選任を申し立てることができる。 
２ 裁判所は，いつでも特別代理人を改任することができ
る。 
３ 特別代理人の選任及び改任の裁判は，特別代理人にも
告知しなければならない。 
４ 特別代理人が訴訟行為をするには，後見人と同一の授
権がなければならない。 
 
注１） 日本民訴法３５条，規則１６条参照。 
注２） 未成年及び一般被後見人は，訴訟無能力者であり，
法定代理人によらなければ，訴訟行為をすることができな
い。しかし，これらの者に法定代理人がいないとき，また
は，法定代理人が代理権を行使できないときには，これら
の者に対して訴訟行為をしようとする相手方に困難が生
ずる。したがって，本条は，このような場合に，特別代理
人の選任を求めることを認め，また特別代理人の選任の要
件，特別代理人の権限を定めている。 
注３） 本条により検察官を特別代理人に選任することも
可能である。 
注４） 疎明については，第１３１条（疎明）を参照。 
 
 
第３７条（法定代理権の消滅の通知） 
１ 法定代理権の消滅は，本人又は代理人から相手方に通
知しなければ，その効力を生じない。 
２ 法定代理権の消滅の通知をした者は，その旨を裁判所
に書面で届け出なければならない。 
 
注１） 日本民訴法３６条，規則１７条参照。 
注２） 民法によれば，法定代理権は，代理権の消滅事由
が生じたときに消滅する。しかし，訴訟手続においては手
続の安定を図る必要があるので，本条１項は，法定代理権
の消滅につき相手方へ通知しなければ消滅の効力が発生
しないものと規定した。なお，本条２項は，通知した旨を
裁判所へ届けることを求めている。 
 
 
第３８条（法人の代表者への準用） 
 この法律中の法定代理及び法定代理人に関する規定は，
法人の代表者について準用する。 
 
注１） 日本民訴法３７条参照。 
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注２） 準用の例としては，法人を代表する権利の消滅に
ついては，相手方に通知しなければならないこと等が挙げ
られる。 
 
 

第二節 共同訴訟 
 

第３９条（共同訴訟の一般的要件） 
 数人の者の間に次のいずれかの事由があるときは，その
数人は共同訴訟人として訴え，又は訴えられることができ
る。 
 一 訴訟の目的である権利又は義務が共通であるとき 
 二 訴訟の目的である権利又は義務が同一の事実上及
び法律上の原因に基づくとき 

 三 訴訟の目的である権利又は義務が同種であって，事
実上及び法律上同種の原因に基づくとき 

 
＜注＞ 
 日本民訴法第３８条参照。 
 共同訴訟とは，原告若しくは被告又はその双方が複数で
ある訴訟形態をいい，訴えの主観的併合ともいう。本条は，
共同訴訟の一般的要件として，併合して審理することが合
理的と認められるだけの関連性を要求する趣旨である。 
 一号の例としては，数人の被告に対する同一物の所有権
確認の訴え，数人の連帯債務者に対する履行請求，二号の
例としては，同一の飛行機事故に基づき多数の被害者が航
空会社に対してする損害賠償請求，三号の例としては，家
主がアパートの各賃借人に対してする賃料の支払請求な
どがあげられる。 
 共同訴訟は請求の併合（訴えの客観的併合）を伴うので，
客観的併合の要件，すなわち，同種の手続で処理される請
求であること（第７７条（請求の併合）），及び，各請求に
ついて共通に管轄権が認められることも，必要である。な
お，併合請求における管轄（第１１条（併合請求における
管轄））は，主観的併合の場合には適用がない。 
 
 
第４０条（通常共同訴訟における共同訴訟人の地位） 
 共同訴訟人の一人の訴訟行為，共同訴訟人の一人に対す
る相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じ
た事項は，他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３９条参照。 
 共同訴訟の形態をとることが必要条件ではなく，本来
別々に訴えたり訴えられたりすることができ，共同訴訟と
して提起された場合でも，各共同訴訟人と相手方との間の
それぞれの請求（＝訴訟の目的である権利又は義務）を統
一的に解決する法律的要請がない場合を，通常共同訴訟と
いう。 
 通常共同訴訟は，訴訟の目的である権利又は義務につい
て各共同訴訟人が独立して処分する権利を有する場合で
ある。そこで，本条は，通常共同訴訟における共同訴訟人
独立の原則を定める。すなわち，通常共同訴訟においては，
例えば，共同訴訟人の１人のみがした（又は受けた）事実
主張は，他の共同訴訟人に当然には効力を生じない。従っ
て，判決において統一的な解決がされる保障はない（もっ

とも，自由心証主義を基礎として，同一事実の認定のため
の証拠の評価は共同訴訟人の間で共通に行ってよいので，
事実上，統一的解決に役立つ。これを共同訴訟人間の証拠
共通という）。 
 また，共同訴訟人の１人について生じた手続中断事由も，
他の共同訴訟人に影響を与えない。弁論の分離や一部判決
が可能である。従って，訴訟の進行が統一されるという法
的保障はない。 
 
 
第４１条（必要的共同訴訟における審理の規律） 
１ 訴訟の目的である権利又は義務が共同訴訟人の全員
について統一的にのみ確定されるべき場合には，第４０
条（通常共同訴訟における共同訴訟人の地位）の規定に
かかわらず，共同訴訟人の一人の訴訟行為は，全員の利
益においてのみその効力を生ずる。 
２ 第１項に規定する場合には，共同訴訟人の一人に対す
る相手方の訴訟行為は，全員に対してその効力を生ずる。 
３ 第１項に規定する場合において，共同訴訟人の一人に
ついて訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは，そ
の中断又は中止は，全員についてその効力を生ずる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法４０条１項～３項参照。 
 「訴訟の目的である権利又は義務が共同訴訟人の全員に
ついて統一的にのみ確定されるべき場合」の共同訴訟を，
必要的共同訴訟という。これには，ⅰ）各自が単独で訴訟
を提起する当事者適格を有するけれども，共同訴訟として
提起されたときは統一的に解決する必要がある場合（日本
の例では，数人の株主が提起した株主総会決議取消しの訴
えなど）と，ⅱ）全員が共同して訴え又は訴えられなけれ
ば，当事者適格の欠如を理由に訴えが不適法とされる場合
（日本の例では，共有者間での共有物分割の訴え，共同相
続人間での遺産確認の訴えなど）がある（前者を類似必要
的共同訴訟，後者を固有必要的共同訴訟という）。いずれ
においても，判決による解決内容は全員について統一的で
矛盾のないものにしなければならないので，本条のような
特則が必要となる。 
 有利な行為は共同訴訟人の１人がしただけで全員のた
めに効力を生じ，不利な行為は全員がそろってしなければ
効力を生じない（１項）。相手方の訴訟行為は，有利・不
利を問わず，共同訴訟人の１人に対してすれば，全員に対
して効力を生ずる（２項）。 
 
 
第４２条（当事者の選定） 
１ 共同の利益を有する多数の者は，その中から，全員の
ために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定す
ることができる。 
２ 訴訟の係属中，第１項の規定により原告又は被告とな
るべき者を選定したときは，他の当事者は，当然に訴訟
から脱退する。 
３ 第１項の規定により原告又は被告となるべき者を選
定した者は，その選定を取り消し，又は選定された当事
者を変更することができる。 
４ 選定された当事者のうち死亡その他の事由によりそ
の資格を喪失した者があるときは，他の選定された当事
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者において全員のために訴訟行為をすることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴第３０条参照。当事者の選定の制度は任意的訴
訟担当の一種である。選定した者は，１項の場合は最初か
ら当事者とならず，また，２項の場合は選定時に訴訟から
脱退し，選定された当事者が選定した者のためにも訴訟を
追行する。従って，選定された当事者が受けた判決の効力
は選定した者にも及ぶ（第１９８条（確定判決の効力が及
ぶ者の範囲）２号［訴訟担当における被担当者への判決効
の拡張］参照）。 
 例えば，事故の被害者が多数いるような事件においては，
当事者の選定制度を活用すると，全員が訴訟当事者になる
場合に比べ，訴訟事務の簡素化を図ることができる。もっ
とも，多数の当事者全員が一致して共通の任意代理人（弁
護士）を選任することができれば，事実上，これと同様の
簡素化を図ることができよう。 
 
 

第三節 訴訟参加 
 
第４３条（補助参加） 
 訴訟の結果について法律上の利害関係を有する第三者
は，当事者の一方を補助するため，その訴訟に参加するこ
とができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法４２条参照。 
 補助参加とは，他人間の訴訟の結果に「法律上の利害関
係」を有する第三者が，当事者の一方（＝被参加人）を補
助して勝訴させることにより自己の利益を守るため，訴訟
に参加することをいう。 
 この利害関係は法律上のものでなければならず，その訴
訟の結果によって補助参加人自身の権利・義務が実体法上
影響を受けるはずであるといえる場合に認められる（これ
を「補助参加の利益」という）。例えば，債権者が保証人
に対して保証債務の履行を請求する訴訟では，保証人が敗
訴すると主債務者は保証人から求償請求を受ける関係に
あるので，主債務者は保証人側に補助参加する利益がある
とされる。これに対し，単に友人や親族を補助したいとい
うのは感情的な利益にすぎず，補助参加の利益は認められ
ない。 
 なお，第三者が判決の確定力の拡張を受ける立場にある
か否かは，補助参加の利益とは関係がない。 
 
 
第４４条（補助参加の申出） 
１ 補助参加の申出は，どの訴訟のどの当事者のために参
加するか，及び，参加の理由を明らかにして，補助参加
により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 
２ 補助参加の申出は，補助参加人としてすることができ
る訴訟行為とともにすることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法４３条参照。 
 補助参加の申出は，書面又は口頭により，参加後に訴訟
行為をすべき裁判所に対してしなければならない。例えば，

第一審裁判所が既に判決を言い渡した後で，かつ，被参加
人（敗訴者）の控訴提起期間が満了前であれば，補助参加
人は控訴裁判所に対して，控訴の提起と同時に，補助参加
の申出をすることになる。 
 本条第１項にいう「参加の理由」とは，第４３条（補助
参加）及びその注に示されたような法律上の利害関係（＝
補助参加の利益）を示すに足りる事実関係を意味する。 
 訴訟能力や代理権など，訴訟行為をする場合の一般的な
要件については，職権調査事項であり，補助参加の申出の
ときに疑問があれば，裁判所が職権で補正を命ずる決定を
すべきである。補助参加人がこれに従わなければ，申出を
却下することになる。 
 補助参加の理由（補助参加の利益）については，それを
示すための何らかの事実関係が示されていれば，それが明
白に不適法でない限り，申出の審査はパスし，その後，当
事者が異議を述べたときに限り，補助参加人に補助参加の
理由を疎明（立証）させて，審査することになる。当事者
が異議を述べなければ，補助参加の申出をした者をそのま
ま補助参加人として扱ってよい。その意味では，参加の理
由が必ずしも明確でなくても，補助参加人として扱われる
場合があり得る。 
 
 
第４５条（補助参加についての異議等） 
１ 当事者が補助参加について異議を述べたときは，裁判
所は，補助参加の許否について，決定で裁判をする。こ
の場合においては，補助参加人は，参加の理由を疎明し
なければならない。 
２ 第１項の異議は，当事者がこれを述べないで弁論準備
手続において申述をし，又は口頭弁論において弁論をし
た後は，述べることができない。 
３ 第１項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法４４条参照。 
 
 
第４６条（補助参加人の訴訟行為） 
１ 補助参加人は，訴訟について，攻撃又は防御の方法の
提出，異議の申立て，上訴の提起，再審の訴えの提起そ
の他一切の訴訟行為をすることができる。ただし，補助
参加の時において被参加人がすることのできないもの
は，この限りでない。 
２ 補助参加人の訴訟行為は，被参加人の訴訟行為と抵触
するときは，その効力を有しない。 
３ 補助参加人は，補助参加について異議があった場合に
おいても，補助参加を許さない旨の裁判が確定するまで
の間は，訴訟行為をすることができる。 
４ 補助参加人の訴訟行為は，補助参加を許さない旨の裁
判が確定した場合においても，当事者が援用したときは，
その効力を有する。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法４５条参照。 
 補助参加人はあくまで当事者（被参加人）を補助するも
のであり，従たる当事者であって（従属的地位），本来の
訴訟当事者ではない。従って，補助参加人のなしうる行為
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には制約がある。 
 本条１項ただし書きは，補助参加した時点で既に被参加
人がなしえなくなっている行為は，補助参加人もすること
ができないと定める。例えば，被参加人が時機に後れたと
して却下される攻撃防御方法は，補助参加人も提出できな
いし，被参加人の上訴期間が徒過したときは，補助参加人
も上訴を提起することはできない。 
 また，２項によれば，被参加人がまだ自白していない事
実を補助参加人が否認しても，被参加人がその後に自白す
れば，否認の効果はなくなる。 
 なお，補助参加人は，訴えの取下げ，請求の放棄，請求
の認諾，訴訟上の和解，訴えの変更などをすることはでき
ないと解される。 
 
 
第４７条（補助参加人に対する裁判の効力） 
 補助参加のあった訴訟において被参加人に対して不利
な判決が確定したときは，次に掲げる場合を除き，補助参
加人は，被参加人との関係において，その判決の判断に拘
束される。 
 一 第４６条（補助参加人の訴訟行為）第１項第２文の
規定により補助参加人が訴訟行為をすることができ
なかったとき。 

 二 第４６条（補助参加人の訴訟行為）第２項の規定に
より補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったと
き。 

 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。 
 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟
行為を故意又は過失によってしなかったとき。 

 
＜注＞ 
 日本民訴法４６条参照。 
 補助参加がなされた訴訟の判決は，原告・被告間で確定
力を有するが，それ以外にも特別な効力，すなわち参加的
効力を有する。参加的効力は，自分が補助した被参加人が
敗訴したときには，補助参加人も敗訴の責任を分担するの
が公平であるという考えに基づくものである。従って，被
参加人が敗訴したときに，被参加人と補助参加人の間での
み生ずる。確定力とは異なるので，判決主文中の判断に限
らず，判決理由中の判断にも生ずる。例えば，第４３条（補
助参加）の注であげた例では，保証人側に補助参加して主
債務の存在を争った主債務者は，敗訴した保証人から求償
請求の訴えを提起された場合，主債務の存在を争うことは，
参加的効力によってできない。 
 ただし，敗訴の責任の公平な分担が根拠であるから，補
助参加人が自由に訴訟追行をなしえなかったとき，つまり，
敗訴の責任を補助参加人にも負わせることが公平に反す
るときは，参加的効力は生じない。本条各号はそのような
例外に当たる場合を定めている。 
 
 
第４８条（共同訴訟的補助参加） 
１ 判決が補助参加人と被参加人の相手方との間で確定
力を有するときは，補助参加人の訴訟上の地位は，第４
１条（必要的共同訴訟における審理の規律）における共
同訴訟人のそれに準ずる。 
２ 第１項の場合，第４６条（補助参加人の訴訟行為）第

２項並びに第４７条（補助参加人に対する裁判の効力）
第二号及び第三号は適用しない。 
 
＜注＞ 
 ドイツ民訴法６９条参照（日本では明文の規定はないが，
通説・判例は解釈上，共同訴訟的補助参加を認めている）。 
 判決が補助参加人と被参加人の相手方との間でも確定
力を有するときは，相手方に対する関係で十分な訴訟追行
をする機会を補助参加人に保障する必要がある。そこで，
通常の補助参加人よりも独立性の強い地位を認めるべき
である。１項は，被参加人の必要的共同訴訟人に準じた地
位を，補助参加人に認める趣旨である（この第三者が当事
者適格を有するときは第４９条（共同訴訟参加）の共同訴
訟参加をすることができるが，適格を有しないときに共同
訴訟的補助参加の存在が意味を持つ）。 
 例えば，日本の例では，株主総会の取締役選任決議の取
消訴訟において当該取締役が被告会社側に補助参加する
場合（日本商法２４７条・１０９条参照。原告側に参加す
る場合は共同訴訟参加になる）や，債権者代位訴訟に債務
者が補助参加する場合（第１９８条（確定判決の効力が及
ぶ者の範囲）二号）などがこれに当たる。 
 共同訴訟的補助参加の場合，①補助参加人の訴訟行為は，
被参加人の訴訟行為と抵触する場合でも，被参加人に有利
なものであるかぎり，効力を生ずる（本条２項，第４１条
（必要的共同訴訟における審理の規律）１項参照）。例え
ば，被参加人が上訴権を放棄していても，参加人は有効に
上訴することができ，また，被参加人がこの上訴を取り下
げることは許されない。②補助参加人の上訴期間は，被参
加人とは独立に計算される。③補助参加人に手続の中断・
中止の事由が生じたときは，裁判所は訴訟手続の中止を命
ずることができる（中断・中止と受継については，第二編
第四章（訴訟手続の中断及び中止）［第１７３条（訴訟手
続の中断及び受継）以下］参照）。 
 
 
第４９条（共同訴訟参加） 
１ 訴訟の目的である権利又は義務が当事者の一方及び
第三者について統一的にのみ確定されるべき場合には，
その第三者は，共同訴訟人としてその訴訟に参加するこ
とができる。 
２ 第４４条（補助参加の申出）の規定は，第１項の規定
による参加の申出について準用する。 
３ 第１項の規定による参加の申出は，書面でしなければ
ならない。 
４ 第３項の書面は，他の共同訴訟人及び相手方に送達し
なければならない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法５２条参照。 
 共同訴訟参加とは，判決の効力（確定力）を受ける第三
者が，係属中の訴訟の当事者の一方に共同訴訟人として参
加する場合をいう。当事者として参加する点で，共同訴訟
的補助参加（第４８条（共同訴訟的補助参加））と異なる。 
 「当事者の一方及び第三者について統一的にのみ確定さ
れるべき場合」とは，第４１条（必要的共同訴訟における
審理の規律）の必要的共同訴訟に該当する場合であって，
かつ，①共同訴訟人となることができる者，又は，②共同
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訴訟人となるべき者が，そうなっていない場合を意味する。
①の場合，共同訴訟参加がなされると，類似必要的共同訴
訟になる（例えば，一部の株主が提起した株主総会決議取
消しの訴訟で，他の株主が原告側に共同訴訟参加をする場
合）。②の場合，固有必要的共同訴訟で原告又は被告とな
るべき者が欠落しているという，当事者適格に関する瑕疵
が，共同訴訟参加によって治癒される。 
 
 
第５０条（訴訟告知） 
１ 当事者は，訴訟の係属中，参加することができる第三
者にその訴訟の告知をすることができる。 
２ 訴訟告知は，その理由及び訴訟の進行の程度を記載し
た書面を裁判所に提出してしなければならない。裁判所
は，訴訟告知を受けるべき者及び訴訟の相手方に，この
書面を送達しなければならない。 
３ 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合において
も，第４７条（補助参加人に対する裁判の効力）の規定
の適用については，参加することができた時に参加した
ものとみなす。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法５３条・規則２２条参照。 
 訴訟告知は，ⅰ）第三者（被告知者）にとっては，訴訟
への参加によって自分の利益を擁護する機会が提供され
るという機能を有するとともに，ⅱ）告知者にとっては，
一定の場合，被告知者に敗訴の場合の参加的効力を及ぼす
ことにより，後日の紛争を予防することができるという機
能をも有する。 
 被告知者は告知によって当然に補助参加人になるわけ
ではなく，参加するかしないかは自由であるが，参加しな
い場合でも，訴訟告知を受けて遅滞なく参加することので
きた時に参加した場合と同様に，参加的効力を受ける（本
条３項）。例えば，債権者が保証人に対して保証債務の履
行を請求する訴訟で，保証人が主債務者に訴訟告知をして
おけば，主債務者が補助参加しなくても，敗訴した保証人
が後に主債務者に対して求償請求の訴訟をする場合に，主
債務者は参加的効力を受ける。もっとも，補助参加の利益
を有しない第三者に訴訟告知がなされても，本条３項によ
る参加的効力は生じない。 
 
 
第５１条（原告・被告を共同被告とする訴え） 
１ 他人間の訴訟の目的である権利の全部又は一部が自
己のものであることを主張する第三者は，その訴訟の係
属中，当事者双方を共同被告として，その訴訟の第一審
の受訴裁判所に訴えを提起することができる。 
２ 第１項の規定による訴えの提起があった場合におい
て，他人間の訴訟が第一審に係属中であるときは，受訴
裁判所は両事件を併合することができる。 
 
＜注＞日本旧民訴法第６０条。 
 裁判所の管轄権については，主として，第８条（住所

等によって定まる管轄）及び第９条（財産等によって定ま
る管轄）に規定されているが，本条１項は，一定の場合に
ついて，さらに特別な管轄権を定めた規定である。 
本条１項により第三者が提起する訴えは，単なる共同訴訟

であって，訴訟参加ではない。例えば，同一の土地につい
てＸ・Ｙ・Ｚがそれぞれ所有権を主張して争っている場合，
Ｘ・Ｙ間の訴訟と，ＺがＸ・Ｙを共同被告として提起する
訴訟とは，別個の訴訟であり，当然に同一の手続で審理さ
れるわけではない。ただ，両方の訴えを担当することにな
った裁判所は，第９９条（事件の分離・併合）１項に基づ
き，同一の権利が争われている２つの事件を裁量により併
合して，同一の手続で審理することができる。本条２項は
このことを確認的に規定したものである。この併合がなさ
れても，事件のもともとの性質が必要的共同訴訟ではない
ので，Ｘ・Ｙ・Ｚの間で矛盾のない統一的な判決が必ずな
されるという法的な保障はないが，同一の裁判官が同一の
期日に審理するのであるから，実際上は，統一的な解決が
かなりの程度期待できる。 
 
 

第四節 任意代理人及び補佐人 
 
第５２条（任意代理人による訴訟行為） 
１ 当事者は，訴訟に関する一切の行為を自ら行うか，又
は，自らが選任した任意代理人を通じて行うことができ
る。（１） 
２ 当事者は，任意代理人を選任した場合であっても，代
理人とともに法廷に同席し，自ら口頭で弁論を行うこと
ができる。（２） 
３ 任意代理人が行った訴訟行為は，当事者本人が行った
場合と同一の効果を生ずる。ただし，事実の自白その他
の事実に関する陳述は，当事者がただちに取消し又は訂
正したときは，その効力を生じない。（３） 
 
＜注＞ 
（１）当事者は，任意代理人を選任することができるが，
任意代理人の選任は義務ではなく，当事者本人が自ら訴訟
を遂行することもできる。弁護士強制主義を採用しないこ
とを明らかにする趣旨である。オーストリア民訴法２６条
１項参照。 
（２）オーストリア民訴法２６条２項参照。 
（３）日本民訴法５７条に相当する規定である。ドイツ民
訴法８５条参照。任意代理人は自己に代わって訴訟行為を
行なうために，当事者自らが選任するもので，任意代理人
の行為は，本人の行為とみなされる。ただし，任意代理人
が事実の自白またはその他の事実に関する陳述を行った
が，当事者が直ちに取消しまたは訂正した場合には，任意
代理人の自白又は陳述は効力を生じない。何故なら，当事
者こそが事実を知る者であるからである。 
（４）「直ちに」という語は，当事者が代理人とともに期
日に出頭しているときには，その期日において，当事者が
出頭していないときには，次の期日において取消しまたは
訂正すればよいという意味である。 
 
 
第５３条（任意代理人の資格） 
１ 第５２条（任意代理人による訴訟行為）に規定する任
意代理人は，次の各号に掲げる場合を除き，弁護士でな
ければならない。 
 一 本法又はその他の法律により，弁護士以外の第三者
が当事者に代わって訴訟行為を行うことが認められ
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ている場合（１） 
 二 当事者が国，行政庁又はその他の国家機関である場
合において，その機関又は機関の代表者がその機関の
職員を代理人として指定した場合（２） 

 三 訴訟の目的の価額が１００万リエル未満の事件に
おいて，裁判所が弁護士以外の特定の第三者による代
理を許可した場合（３） 

２ 任意代理人の権限は，書面をもって証明しなければな
らない。（４） 
３ 裁判所は，第１項第三号の許可を，いつでも取り消す
ことができる。（５） 
 
＜注＞ 
（１）本法において弁護士以外の者に任意代理人として訴
訟行為をすることを認めた例としては，本条第１項二号，
三号のほか，さらに，３４８条１項二号及び三号がある。
３４８条では，強制執行に関する手続に関して，任意代理
人となることができる者の範囲を本条よりも拡大してい
る。 
（２）国又は行政庁を当事者とする場合の指定代理人につ
いての規定である。 
（３）わが国の５４条１項但書きに相当する規定であるが，
カンボジアでは簡易裁判所が存在しないので，訴額が一定
額未満の事件とした。なお，カンボジア６４年法１３３条
及び２２９条にみられる夫婦間の当然の相互代理は，夫婦
間で利害が対立する事件も少なくないことや，事実上夫の
妻に対する支配を認めることにつながりやすいため，採用
できない。 
（４）わが国の民訴規則２３条１項に相当する規定である。 
（５）わが国の民訴法５４条２項参照。 
 
 
第５４条（任意代理人の権限） 
１ 任意代理人は，委任を受けた事件について，訴えの提
起，応訴，反訴，訴訟参加，上訴，和解，請求の放棄及
び認諾を含め，一切の訴訟行為を行う権限を有する。
（１） 
２ 訴訟のために付与された代理権は，保全処分，強制執
行，復代理人の選任及び弁済の受領の権限を含む。（２） 
３ 任意代理人が弁護士であるときは，当事者は，反訴の
提起，訴えの取下げ，和解，請求の放棄，請求の認諾，
訴訟脱退，上訴及びその取下げ並びに復代理人の選任に
関わる場合を除き，代理権の範囲を制限することができ
ない。（３） 
４ 任意代理人が弁護士でないときは，当事者は，個別に
定めた訴訟行為についてだけ代理させることもできる。
（４） 
５ 前４項の規定は，法律により当事者に代わって訴訟行
為を行うことが認められている代理人には適用しない。
（５） 
 
＜注＞ 
（１）多種多様な訴訟行為のひとつひとつについて，裁判
所が任意代理権の有無を調査することは不可能であるの
で，代理権の範囲の法定（１項）と，制限禁止（３項）は
必要である。ドイツ民訴法８１条参照。 
（２）本項は，第１項に併せて規定してもよいであろうが，

本案訴訟の代理権と区別するために，ドイツ民訴法８２条
にならって項を分けた。 
（３）弁護士の代理権に対する制限の禁止は，日本の民訴
法５５条３項と同趣旨である。弁護士の場合は，代理に対
する信頼が定型的に期待できることが，その理由である。
なお，ドイツ民訴法８３条１項参照。 
（４）オーストリア民訴法３３条１項参照。 
（５）わが国の民訴法５５条４項と同趣旨である。法律に
基づく代理人は，その権限の範囲も法律で定まっていると
いう趣旨である。 
 
 
第５５条（任意代理権が消滅しない場合） 
 任意代理人の権限は，当事者の死亡若しくは訴訟能力の
喪失又は法定代理人の交替等の事由があった場合でも，消
滅しない。（１）（２） 
 
＜注＞ 
（１）わが国の民訴法５８条，オーストリア民訴法３５条
１項，ドイツ民訴法８６条などに相当する規定である。本
条は，民法の代理に関する原則の例外を定める。訴訟にお
ける任意代理については，訴訟手続を円滑かつ迅速に進め
る必要があること，及び，代理権が原則として弁護士に限
定されていることから，民法では代理権が消滅するような
場合でも，訴訟上の任意代理権は消滅しないこととしたも
のである。 
（２）例示列挙である。 
 
 
第５６条（任意代理権の消滅事由） 
１ 任意代理人の権限は，代理人の死亡，資格の喪失又は
委任事務の終了等の事由により消滅する。（１） 
２ 当事者はいつでも任意代理人を解任することができ，
任意代理人はいつでも辞任することができる。（２） 
３ 任意代理人の権限の消滅は，本人又は代理人から相手
方に通知しなければ，その効力を生じない。（３） 
 
＜注＞ 
（１）例示列挙である。 
（２）イタリア民訴法８５条は，これと同趣旨を明文で規
定する。 
（３）わが国の民訴法５９条が準用する３６条１項と同趣
旨の規定である。ドイツ法８７条１項，オーストリア法３
６条も同旨。 
 
 
第５７条（代理権を欠く場合の措置） 
１ 任意代理権を欠く疑いがあるときは，訴訟のいかなる
段階であるかを問わず，裁判所は職権で代理権の有無を
調査しなければならない。（１） 
２ 任意代理権を欠くときは，裁判所は，期間を定めて，
その補正をうながさなければならない。この場合におい
て，裁判所は，一時的に訴訟行為をさせることができる。
（２） 
３ 任意代理権を欠く者がした訴訟行為は，当事者の追認
により行為の時にさかのぼって効力を有する。（２） 
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＜注＞ 
（１）ドイツ法８８条２項，オーストリア法３７条に同様
の規定がある。 
（２）本条の２項，３項は，わが国の民訴法５９条が準用
する３４条１項，２項に相当する規定である。 
（３）第３５条の注参照。 
 
 
第５８条（補佐人） 
１ 当事者又は任意代理人は，訴訟関係を明瞭にするため
に必要があるときは，裁判所の許可を得て，補佐人とと
もに出廷することができる。（１） 
２ 第１項の許可は，いつでも取り消すことができる。 
３ 補佐人の陳述は，当事者又は任意代理人がただちに取
消し又は訂正しないときは，当事者又は任意代理人が自
らしたものとみなす。（２） 
 
＜注＞ 
（１）わが国の民訴法６０条参照。補佐人は，当事者又は
その訴訟代理人に付き添って期日に出頭し，その補助を行
う者である。補佐人の制度が利用されるのは，知的財産権
に関する訴訟のように専門的知識が必要な訴訟において
当事者又は任意代理人がその知識を有しない場合や，当事
者に言語障害又は聴力の欠陥などがあるときにその陳述
を補足する必要がある場合などである。補佐人を認めるか
どうかは裁判所の裁量にかかっており，補佐人を出廷させ
るときは裁判所の許可を得る必要があるし，裁判所はその
許可をいつでも取り消すことができる。 
（２）ドイツ法８９条も類似の規定である。 
 
 

第四章 訴訟費用 
 

第一節 訴訟費用の意義及び種類 
 
第５９条（当事者その他の者が負担すべき民事訴訟の費
用の範囲及び額） 
 当事者又はその他の者が，第６４条（負担割合及び費用
償還）の規定に従い，第６１条（申立て手数料）及び第６
２条（手数料以外の裁判費用）が定める裁判費用並びに第
６３条（当事者費用）が定める当事者費用を負担する。 
 
＜注＞ 
訴訟費用の範囲は，手数料（第６１条（申立て手数料））
と立替金（第６２条（手数料以外の裁判費用））とからな
る裁判費用及び当事者費用（第６３条（当事者費用））で
あることを示す。裁判費用と当事者費用との区別は，前者
が訴訟救助の対象になるのに対して後者はならない，とい
う点に意味を持つ（第７０条（救助の内容）１項参照）。「そ
の他の者」とは，第６４条（負担割合及び費用償還）第４
項に言う任意代理人及び書記官を指す。 
原則として，国家は，私人の裁判を受ける権利を保障す
るために必要な費用を負担する。ただし，民事訴訟は当事
者の利益に関するものであるために，民事訴訟の手続に必
要な費用のうち，ある部分については，当事者が負担する。 
 

 
第６０条（訴訟の目的の価額の算定，併合請求の場合の価
額の算定） 
１ 訴訟の目的の価額は，訴えで主張する利益によって算
定する。一つの訴えで数個の請求をする場合には，その
価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし，
その訴えで主張する利益が各請求について共通である
場合におけるその各請求については，この限りでない。 
２ 果実，損害賠償，違約金又は費用の請求が訴訟の附帯
の目的であるときは，その価額は，訴訟の目的の価額に
算入しない。 
３ 第１項の価額を算定することが困難である場合には，
裁判所が合理的な裁量により定める。これを算定するこ
とができないときは，その価額は５５０万リエルとみな
す。 
 
＜注＞ 
訴額の算定が意味を持つのは，訴訟費用がいくらになる

か（第６１条（申立て手数料）），裁量合議事件になるかど
うか（第２３条（第一審における単独制と合議制）（１）
２項１号），弁護士代理の原則が適用される事件かどうか
（第５３条（任意代理人の資格）１項４号），少額事件と
して審理手続の特則が適用されるかどうか（第２２４条
（少額訴訟の要件等）１項），控訴の制限を受ける事件か
どうか（第２６０条（控訴をすることができる判決等）１
項２号），といった事項に関係する。 
 第１項第２文は，例えば，債務者及び保証人に対して請
求している場合をいう。この場合に，請求額を合算して訴
訟費用を算定することはできない。 
 ３項の「５５０万リエル」は，控訴の制限が適用されず，
少額事件にもならず，裁量合議事件となる額として選ばれ
た額である。 
 
 
第６１条（申立て手数料） 
１ 訴えの提起をする場合には，以下の各号の定めるとこ
ろにより訴訟の目的の価額に応じて算出した額の手数
料を裁判所に納めなければならない。 
 一 訴訟の目的の価額が１０００万リエルまでの部分
について，その価額１０万リエルまでごとに１０００
リエル 

 二 訴訟の目的の価額が１０００万リエルを超え１億
リエルまでの部分について，その価額１０万リエルま
でごとに７００リエル 

 三 訴訟の目的の価額が１億リエルを超え１０億リエ
ルまでの部分について，その価額１０万リエルまでご
とに３００リエル 

 四 訴訟の目的の価額が１０億リエルを超える部分に
ついて，その価額１０万リエルまでごとに１００リエ
ル 

２ 第１項において手数料の額の算出の基礎とされてい
る訴訟の目的の価額は，第６０条（訴訟の目的の価額の
算定，併合請求の場合の価額の算定）の規定により算定
する。 
３ 控訴の提起をする場合には，第１項及び第２項により
算出した額の１．５倍の額の手数料を，上告の提起をす
る場合には，その２倍の額の手数料を裁判所に納めなけ
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ればならない。 
４ 再審の訴えの提起をする場合には，１万リエルを裁判
所に納めなければならない。 
５ 督促決定の発付を求める申立てをする場合には，請求
の目的の価額に応じ，第１項により算出して得た額の２
分の１の額の手数料を裁判所に納めなければならない。
第３２７条（仮執行の宣言前になされた督促異議の申立
ての効果）第２項又は第３３１条（仮執行の宣言後にな
された督促異議の申立てによる訴訟への移行）の規定に
より，訴えの提起があったものとみなされたときは，督
促決定の発付を求める申立てをした者は，第１項により
算出して得た手数料の額から督促決定の発付を求める
申立てについて納めた手数料の額を控除した額を納め
なければならない。 
６ 第１項及び第３項から第５項に定めるものの他，裁判
所の裁判を求める申立てをする場合には，５０００リエ
ルを裁判所に納めなければならない。 
７ 手数料は裁判所窓口において現金で納める。申立ての
際に手数料の納付がない申立ては，不適法な申立てとす
る。 
８ 次に掲げる場合には，納付した者の申立てにより，各
号に定める手数料を還付する。 
一 手数料が過大に納められた場

合 
過大に納められた
手数料 

二 口頭弁論前に和解が成立した
場合，最初の口頭弁論期日の
終了前に訴えが取り下げられ
た場合及び口頭弁論を経ない
却下の裁判が確定した場合 

納められた手数料
の半額 

 
＜注＞ 
日本民訴費用法２条１項，３条１項，別表第一，６条に対
応。 
第１項は，訴額が大きくなるにつれて手数料の上昇の割
合が小さくなる逆累進型によっている。 
第６項の「申立て」には，忌避申立て，証拠保全の申立て
及び抗告の申立てが含まれる。 
なお第１項が定める訴え提起の手数料を，上記のような逆
累進型ではなく，定額制とすることも考えられる。定額制
をとるとすれば，少額の請求を抑止することのないように
相当低い額で定めることになり，それが高額の請求の場合
にも公平かどうかについて作業部会内部でも議論が分か
れたことから，上記においては逆累進型を採用することと
した。この点も含めて第６４条（負担割合及び費用償還）
＜注＞参照。 
 本条は，１９９３年１月２８日公布のカンボジアの訴訟
費用法が，和解の試みが不調に終わったときに手数料を払
わせると定めているのとは異っている。すなわち，申立て
のときに訴訟費用の一つである申立て手数料を裁判所に
納めなければならない。 
 このように規定することにより，国家が費用をたてかえ
るという負担を減らし，また濫訴によって裁判所の業務が
滞ることを予防できるために，裁判所が手続を円滑にすす
めることが可能になる。 
 
 

第６２条（手数料以外の裁判費用） 
１ 次に掲げるもののうち裁判所が定める金額は，費用と
して，当事者又は事件の関係人が納めるものとする。 
 一 裁判所が証拠調べ，書類の送達その他の民事訴訟に
おける手続上の行為をするため必要な金額 

 二 証拠調べ又は事実の調査その他の行為を裁判所外
でする場合に必要な裁判官及び書記官の旅費及び宿
泊料に相当する金額 

２ 第１項の費用を納めるべき当事者又は事件の関係人
は，申立てによつてする行為に係る費用についてはその
申立人とし，職権でする行為に係る費用については裁判
所が定める者とする。 
３ 第１項の費用を要する行為については，裁判所は，当
事者又は事件の関係人にその額を予納させなければな
らない。 
４ 裁判所は，第３項の規定により予納を命じた場合にお
いてその予納がないときは，当該費用を要する行為を行
なわないことができる。 
５ 第１項の費用で予納のないものは，裁判所の決定にも
とづき，第６４条（負担割合及び費用償還）により費用
を負担すべき者から取り立てることができる。 
 
＜注＞ 
日本民訴費用法１１条，１２条，１４条，１５条に対応す
る。 
 手数料以外の裁判費用とは，裁判所が民事手続上の行為
をするために必要な費用として，当事者または事件の関係
人が予納しなければならない裁判費用であり，証拠調べや
送達に必要な費用，裁判所外で行われる証拠調べ，調査，
証人尋問のために必要な裁判官及び書記官の旅費及び日
当等がこれにあたる。 
 これらの行為は，当事者もしくは事件の関係人の申立て
により，または職権により行われるが，申立てによって行
われる場合には，その申立て人が費用を納めなければなら
ない。職権によって行われる場合には，裁判所が当事者の
資力や経済状況等を考慮に入れて，費用を納めるべき者を
定める。 
 
 
第６３条（当事者費用） 
 第６１条（申立て手数料）及び第６２条（手数料以外の
裁判費用）に定めるものの他，以下の各号に定めるものの
うち裁判所が事案の性質や当事者の資力等を考慮して相
当と定める金額を訴訟費用とする。 
 一 訴状その他の申立書，準備書面等の書類の書記料及
び裁判所に対する提出費用 

 二 当事者及び代理人が期日に出頭するための旅費，日
当及び宿泊料 

 三 その他訴訟追行のために必要であると裁判所が認
めた費用 

 
＜注＞ 
 当事者費用の限定列挙は煩瑣であることから，１号及び
２号で例を挙げ，３号で包括的な受け皿を作り，さらにこ
れらの費用のうち裁判所が相当と認めた金額の範囲での
み訴訟費用とする。３号に含まれうるものとしては，官庁
その他の公の団体から書類等を受け取るための費用（例え
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ば登記簿謄本や納税証明書など，日本民訴費用法２条７
号），文書や物の送付費用（日本民訴費用法２条９号），測
量費用，訴訟準備のための事実関係の調査費用などが考え
られる。 
 弁護士報酬については，第６回現地ＷＳで訴訟費用化せ
ず各自負担とするとされた。 
 当事者費用とは，訴訟手続の進行のために必要な費用で，
裁判所が事案の性質や当事者の資力等を考慮して定める
訴訟費用の一種である 。 
 当事者費用は，裁判費用とは異なり，救助の対象とはな
らない（第７０条（救助の内容）参照）。 
 
 

第二節 訴訟費用の負担 
 
第６４条（負担割合及び費用償還） 
１ 訴訟費用は，敗訴の当事者の負担とする。一部敗訴の
場合における各当事者の訴訟費用の負担は，裁判所が，
その裁量で定める。 
２ 第１項にかかわらず，裁判所は，事情により，攻撃又
は防御のために不要な訴訟行為をし，又は訴訟を遅滞さ
せた勝訴の当事者に訴訟費用の全部又は一部を負担さ
せることができる。 
３ 共同訴訟人は，等しい割合で訴訟費用を負担する。た
だし，裁判所は，事情により，共同訴訟人に連帯して訴
訟費用を負担させ，又は攻撃又は防御のために不要な訴
訟行為をした当事者により多く訴訟費用を負担させる
ことができる。 
４ 法定代理人，任意代理人又は書記官が故意又は重大な
過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは，受訴
裁判所は，申立てにより又は職権で，決定で，これらの
者に対し，その費用額の償還を命ずることができる。 
５ 第４項の規定による決定に対しては，抗告をすること
ができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法６１条～６５条，６９条１項に対応。 
 現在カンボジアで行われているように，訴え提起手数料
は定額にしておき，原告が勝訴により得た利益の一定割合
を訴訟費用として支払う，という２段階の納付制度は，高
額の訴え提起手数料が訴え提起の事実上の障害となると
いう事態を避けるためには合理的な制度である。しかし他
方，原告が勝訴により得た利益の一定割合から訴訟費用を
支払うこととすると，裁判官が原告を勝訴させようとする
動機付けを持つことになる点が懸念される。そのような懸
念から，この条文では敗訴者負担を原則としている。 
 本条は敗訴者負担を原則とする点で，現行の訴訟費用法
と同趣旨である。しかし，本条は一部敗訴の場合の負担割
合についても定めており，この点において現行の訴訟費用
法とは異なる。このような定めを置くことにより，例えば
不法行為に基づく損害賠償請求で，裁判所が認める賠償額
をはるかに超えて原告が恣意的に請求額をつりあげるこ
とが防止できる。 
 
 
第６５条（訴訟費用の負担の裁判） 
１ 裁判所は，事件を完結する裁判において，職権で，そ

の審級における訴訟費用の全部について，その負担の裁
判をしなければならない。 
２ 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には，訴訟
の総費用について，その負担の裁判をしなければならな
い。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を
完結する裁判をする場合も，同様とする。 
３ 訴訟が裁判によらないで完結したときは，申立てによ
り，第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命ずる。た
だし和解の場合には，当事者の定めに従い，定めがない
場合には費用は各自が負担する。 
 
＜注＞ 
日本民訴法６７条（，６８条），７３条１項の一部に対応。
第３項の「訴訟が裁判によらないで完結したとき」には，
訴えの取下げ，請求の放棄又は請求の認諾，訴訟上の和解
が含まれる（第２２２条（和解調書等の効力）の＜注＞参
照）。 
 原則として，裁判所は，事件を完結させる裁判において，
その審級における訴訟費用の全部について，その負担の裁
判をしなければならない。しかし，ある審級（始審裁判所
または控訴裁判所）における事件を完結させる裁判に対す
る上訴があり，上級審において，原判決を変更する場合に
おいては，第６４条により，（原審の費用も含め，）すべて
の費用について裁判しなければならない。 
 
 
第６６条（訴訟費用額の確定手続） 
１ 訴訟費用の負担の額は，その負担の裁判が執行力を生
じた後に，申立てにより，第一審裁判所の書記官が定め
る。 
２ 第１項の場合において，当事者双方が訴訟費用を負担
するときは，各当事者の負担すべき費用は，その対当額
について相殺があったものとみなす。 
３ 第１項の申立てに関する処分は，相当と認める方法で
告知することによって，その効力を生ずる。 
４ 第３項の処分に対する異議の申立ては，その告知を受
けた日から一週間内にしなければならない。裁判所は，
異議の申立てを理由があると認める場合においては，自
ら訴訟費用の負担の額を定めなければならない。 
５ 第４項の期間は，伸長することができない。 
 
＜注＞ 
日本民訴法７１条，７３条の一部に対応。第４項の書記官
の処分に対する異議については，第２１５条（書記官の処
分に対する異議）参照。 
 現在のカンボジアの実務においては，裁判所は事件を完
結する裁判において，当事者のどちらかが訴訟費用を負担
するかという点だけではなく，その額も定めている。しか
し，本条においては，訴訟費用の負担の裁判が執行力を生
じた後に，申立てにより，書記官がその額を定めることと
している。 
 訴訟費用額の確定を求める申立てに関する処分につい
ては，相当と認める方法で告知すればよく，本法第８章第
２節に定める送達の方法によらなくてもよい。申立てに関
する処分に対する異議の申立ては法定期間内にしなけれ
ばならず，異議の申立てを正当とする場合には，裁判所は
自ら訴訟費用の負担の額をさだめなければならない。 
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第三節 訴訟費用の担保 
 
第６７条（担保の提供を命ずる決定） 
１ 原告がカンボジア国内に住所，事務所及び営業所を有
しないときは，裁判所は，被告の申立てにより，決定で，
訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなけれ
ばならない。その担保に不足を生じたときも，同様とす
る。 
２ 被告は，担保を立てるべき事由があることを知った後
に弁論準備手続期日において本案について申述し，又は
口頭弁論期日において本案について弁論をしたときは，
第一項の申立てをすることができない。 
３ 第一項の申立てをした被告は，原告が担保を立てるま
で応訴を拒むことができる。 
４ 裁判所は，第一項の決定において，担保の額及び担保
を立てるべき期間を定めなければならない。 
５ 担保の額は，被告が全審級において支出すべき訴訟費
用の総額を標準として定める。 
６ 第一項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法７５条に対応する（ただし７５条２項は必要
性が低いので除いてある）。 
第１項： 原告が国内に住所や営業所を有していない場合
には，被告が勝訴してもその支出した訴訟費用の償還を受
けることが困難となる事態が考えられることから，そのよ
うな場合には被告の申立てに基づいて裁判所は担保の提
供を命ずることができる。 
第２項： 第３項の応訴拒絶権が行使できる状態が発生す
るかどうかいつまでも決まらないと手続の円滑な進行が
困難になる事態が考えられることから，本案について被告
が応訴した場合には，担保提供の申立て権がなくなる。 
第３項： 被告は，担保提供の申立てをしても実際に提供
がなされないうちに応訴して訴訟費用の支出をしなけれ
ばならないとすれば，勝訴した場合の償還請求権が弁済さ
れるかどうか不安定であることから，実際の提供がなされ
るまで応訴を拒むことができる。 
第４項・第５項： その事件において３審級で被告が支出
することが予想される額を裁判所が裁量により決める（例
えば，原告が控訴審係属中に国外に移転した場合には，控
訴審と上告審の２審級での費用になる場合もある）。 
 なお１９５４年の民事訴訟手続に関する条約１７条は，
締約国の裁判所において原告となる者がいずれかの締約
国に住所を有するいずれかの締約国の国民である場合に
は，訴訟費用の担保提供義務を負わない，と定めている。 
 
 
第６８条（担保不提供の効果） 
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないとき
は，裁判所は，口頭弁論を経ないで，判決で，訴えを却下
することができる。ただし，判決前に担保を立てたときは，
この限りでない。 
 
＜注＞ 

 日本民訴法７８条に対応する。「担保を立てるべき期
間」は，第６７条（担保の提供を命ずる決定）第４項によ
り定められるものである。担保の不提供は，口頭弁論を開
かなくても審理できる事項であることから，必要的口頭弁
論の原則（第１１４条（口頭弁論の必要性））の例外とし
て，訴えを却下できる。 
 
 

第四節 訴訟上の救助 
 
第６９条（救助の付与） 
１ 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がな
い者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者
に対しては，裁判所は，申立てにより，訴訟上の救助の
決定をすることができる。ただし，勝訴の見込みがない
ことが明らかであるときを除く。 
２ 訴訟上の救助の決定は，審級ごとにする。 
３ 訴訟上の救助の事由は，疎明しなければならない。 
 
＜注＞ 
日本民訴法８２条，日本民訴規則３０条に対応。 
 原則として，訴えを提起したり，裁判所に何らかの行為
を求める申立てをする場合には，訴えを提起した者または
申立人が，申立て手数料及び（必要に応じて）申立て手数
料以外の裁判費用（いずれも裁判費用）を支払わなければ
ならない。しかし，訴訟費用を支払うことで生活に支障を
きたす者の私法上の権利を守るため，またそのような者の
裁判を受ける権利を保障するため，第７０条に定める内容
の救助を，申立てにより，認めることとした。 
 救助が認められた場合には，裁判費用は裁判所がたてか
えることになる。救助を受けた当事者が勝訴または一部勝
訴すれば，たてかえた費用は回収できるが，敗訴の場合に
はそれができない。したがって，当事者に勝訴の見込みが
ないことが明らかであるときには，救助の決定は行わない。 
 
 
第７０条（救助の内容） 
１ 訴訟上の救助の決定は，その定めるところに従い以下
の各号の効力を有する。 
 一 裁判費用の支払いの猶予 
 二 裁判費用の支払いの免除。ただし猶予の効力が消滅
した時点で，裁判所が，当事者の資力等を考慮して相
当と認める場合に限る。 

２ 訴訟上の救助の決定は，これを受けた者のためにのみ
その効力を有する。 
３ 訴訟上の救助の決定を受けた者が第６９条（救助の付
与）に規定する要件を欠くことが判明し，又はこれを欠
くに至ったときは，訴訟記録の存する裁判所は，利害関
係人の申立てにより又は職権で，決定により，いつでも
訴訟上の救助の決定を取り消し，猶予又は免除した費用
の支払を命ずることができる。 
４ 第６９条（救助の付与）及び本条に規定する決定に対
しては，抗告をすることができる。 
 
＜注＞ 
日本民訴法８３条１項柱書き・１号，２項，８４条，８６
条にほぼ対応。第１項第２号の趣旨は次のとおりである。
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即ち，本節第６９条（救助の付与）２項で，救助の効力は
審級毎に生ずることになっているので，当該審級が終了し
た時点で，当事者の資力が回復していない場合に限り，裁
判費用の支払いが免除されることになる。 
 
 

第五章 訴訟上の担保 
 
第７１条（担保の提供方法及び担保の変換） 
１ 担保を立てるには，供託所に金銭又は裁判所が相当と
認める有価証券を供託する方法，裁判所に金銭又は裁判
所が相当と認める有価証券を寄託する方法その他別に
定める方法によらなければならない。 
２ 裁判所は，担保を立てた者の申立てにより，決定で，
その担保の変換を命ずることができる。ただし，その担
保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。 
 
＜注＞ 
「訴訟上の担保」の規定が具体的に適用される場面は以下
のとおり。 
・訴訟費用の担保（第一編第四章第三節（訴訟費用の担保）） 
・仮執行のために債権者の立てる担保（第１９６条（仮執
行の宣言）第１項） 
・仮執行を免れるために債務者の立てる担保（第１９６条
（仮執行の宣言）第２項） 
・仮執行宣言付き欠席判決に対する故障の申立てに伴う執
行停止（第３６６条（再審の訴えの提起等に伴う執行停止
の裁判）第１項第４号） 
・控訴審の判決における仮執行の宣言（第２８２条（控訴
審の判決における仮執行の宣言）） 
・上訴，再審の訴え等の提起に伴う執行停止（第３４３条
（強制執行の手続における抗告の特則）第２項第１号及び
第２号） 
・強制執行及び担保権の実行手続における各種の担保（第
３６１条（執行機関が調査すべき執行開始の要件）第２項，
第３６６条（再審の訴えの提起等に伴う執行停止の裁判）
第１項柱書及び第２項，第３６７条（請求異議の訴え等の
提起に伴う執行停止の裁判）第１項及び第２項，第３６９
条（執行文の付与等に関する異議の申立てに伴う執行停止
の裁判等），第３７０条（強制執行の停止及び取消し）第
１項第６号，第３７７条（担保の提供），第３８１条（差
押禁止動産の範囲の変更）第３項，第３８３条（差押禁止
債権の範囲の変更）第３項，第４２９条（保全処分）第１
項） 
・民事保全手続における各種の担保（第５３６条（担保の
提供），第５４２条（保全決定の担保），第５５１条（保全
執行の停止の裁判等）第１項，第５５４条（保全決定に対
する異議の申立てに関する決定）第２項，第５５９条（特
別の事情による仮処分決定の取消し）第１項） 
 第１項は日本民訴法７６条に，第２項は日本民訴法８０
条にそれぞれ対応する。 
 第１項は，担保を立てる方法として以下の２つを定める。 
（１）供託又は寄託 
 担保提供義務者が供託所に金銭あるいは国債等の有価
証券を寄託し，担保権利者（この意味については第７３条
（担保の取消し）の条文参照）がその供託物の還付請求権
を有する，という仕組みであり，民法が定める弁済供託に

おける供託と同様の仕組みである。どこの供託所を利用す
るか（例えば，担保を立てるべきことを命じた裁判所の管
轄区域内の供託所）は，カンボジアの実情にあわせて定め
ることが考えられる。担保権利者の権利の内容については
次の第７２条（担保の提供を受けた者の権利）が定める。
供託所を設けないのであれば，裁判所への寄託という方法
をとることになろう。 
（２）別に定める方法 
 ちなみに日本においては，金融機関との間で支払保証委
託契約を締結する方法が定められている（日本民訴規則２
９条１項）。 
 第２項は，例えば，供託した有価証券が値上がりしたの
で換価をするために，別の有価証券あるいは金銭を代わり
に供託するような場合のための規定である。 
 
 
第７２条（担保の提供を受けた者の権利） 
その者の利益のために担保の提供を受けた者は，被担保
債権の弁済のために，第７１条（担保の提供方法及び担保
の変換）の規定により供託又は寄託した金銭又は有価証券
について，他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法７７条に対応する。担保権利者について債権
が発生した場合には，供託・寄託物の還付を受けることで
債権について優先的な満足を受けられることを定める。
「担保権利者について債権が発生した場合」とは，例えば，
訴訟において被告が訴訟費用を支出した後に勝訴して訴
訟費用の償還請求権が発生する場合や，仮執行宣言付き判
決の取消しが確定して仮執行により生じた損害の賠償請
求権が発生する場合である。 
 
 
第７３条（担保の取消し） 
１ 本条において「担保権利者」とは，その者の利益のた
めに担保の提供を受けた者をいう。 
２ 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明
したときは，裁判所は，申立てにより，担保の取消しの
決定をしなければならない。 
３ 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者
の同意を得たことを証明したときも，第２項と同様とす
る。 
４ 担保権利者がその権利を行使できる事由が発生した
後，裁判所が，担保を立てた者の申立てにより，担保権
利者に対し，２週間内にその権利を行使すべき旨を催告
し，担保権利者がその行使をしないときは，担保の取消
しについて担保権利者の同意があったものとみなす。 
５ 第２項及び第３項の規定による決定に対しては，抗告
をすることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法７９条に対応する。担保を立てた者（訴訟で
いえば原告）が自ら担保の取消を求めることができる場合
を３つ定めている。 
（１）担保の事由の消滅 
 当初は存在した担保を立てる必要性が後に消滅した場
合をいう。具体的には，以下のとおり。 
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・訴訟費用については，原告がカンボジア国内に住所・営
業所を有するに至った場合や，原告が全面勝訴し被告が訴
訟費用の償還請求権を有しないことが確定した場合であ
る。 
・仮執行のために提供した担保（第１９６条（仮執行の宣
言）第１項）については，仮執行宣言の付された判決が確
定した場合である。 
・仮執行を免れるために債務者の立てる担保（第１９６条
（仮執行の宣言）第２項）については，仮執行宣言の付さ
れた判決の取消が確定した場合である。 
（２）担保権利者の同意 
 担保権利者が担保の取消について同意をすれば，担保を
存続させる必要がないことから，担保を取り消す。 
（３）担保権者のみなし同意 
 被担保債権が発生し，かつそれが客観的にも確定したと
一応認められる状態になったにもかかわらず，担保権者が
その権利をいつまでも行使しないと，担保提供者は担保物
の利用が妨げられたままの状態に置かれることになる。そ
こでその不確定な状態を解消するために，担保権利者に権
利行使を催告し，担保権利者が権利行使をしない場合には
担保取消についての同意があったものとみなすこととし
ている。「権利を行使できる事由」とは，具体的には，訴
訟費用の担保であれば訴訟費用額確定手続（第６６条（訴
訟費用額の確定手続））による確定であり，仮執行のため
の担保（第１９６条１項）であれば上級審判決による仮執
行宣言の取消や原判決の変更による第１審原告の敗訴（第
１９７条１項）である。 
 
 
第二編 第一審の訴訟手続 

第一章 訴え 
 
第７４条（訴えの利益） 
 訴えは，具体的な法律上の争いを対象とし，かつ判決に
よってその争いが解決される場合に提起することができ
る。 
 
＜注＞ 
 日本民事訴訟法には，本条に直接該当する明文の規定は
ない。 
 民事の訴えは，裁判所に対して民事上の紛争を法律に基
づいて解決することを求めるものである。したがって，裁
判所が紛争を解決するためには，その紛争が私法上の権利
に関するものでなければならない。紛争によっては，判決
によって解決できず，また法律上の争いが対象となってい
ないものもある。例えば，理論の解釈上の争いや神の存在
に関する争いなど。 
 
 
第７５条（訴え提起の方式・訴状の記載事項） 
１ 訴えの提起は，訴状を裁判所に提出してしなければな
らない。 
２ 訴状には，次に掲げる事項を記載しなければならない。 
 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人
の氏名及び住所 

 二 求める判決及び請求を特定するのに必要な事実 
３ 原告は，訴状に，第２項２号に掲げる事項のほか，請

求を理由づける事実を具体的に記載し，かつ，立証を要
する事由ごとに，当該事実に関連する事実で重要なもの
及び証拠を記載するよう努めなければならない。 
４ 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は，準備書面を兼
ねる。 

 
＜注＞ 
 日本民事訴訟法１３３条，日本民事訴訟規則第５３条。 
第１項は，訴状の提出を求める。訴えの提起を手続上明
らかにするためである。 
第２項は，訴状に必ず記載しなければならない事項を定
める。これらの事項の記載が不明瞭であったり，記載がな
い場合には，裁判所は当事者に補正を命ずる。本条にした
がって訴状を提出することで，その後の訴訟行為や裁判所
の行う手続きが円滑になるといえる。請求の内容や主張す
る事実を明らかにすることで，裁判所は手続を開始する前
に，まず訴えの適法性を判断でき，また被告も原告の請求
を理解し，対応を講じることができるからである。  
 
 
第７６条（将来の給付の訴え） 
 将来の給付を求める訴えは，あらかじめその請求をする
必要がある場合に限り，提起することができる。 
 
＜注＞日本民事訴訟法１３５条 
 
 
第７７条（請求の併合） 
 数個の請求は，同種の手続による場合に限り，一つの訴
えですることができる。 
 
＜注＞日本民事訴訟法１３６条 
請求が数個あり，それらを同種の手続で解決することが
できる場合には，それらを併合することができる。同種の
手続とは民事訴訟手続を指すだけにとどまらない。例えば，
離婚の訴えも民事の訴えであり，財産に関する訴えも民事
の訴えであるが，これらを併合することはできない。 
離婚の請求，財産分与の請求，子の親権の請求について
は，同種の手続で判断することができ，併合が可能である。 
 
 
第７８条（訴状審査） 
１ 訴状が第７５条（訴え提起の方式・訴状の記載事項）
第２項の規定に違反する場合には，裁判所は，相当の期
間を定め，その期間内に不備を補正すべきことを命じな
ければならない。第６１条（申立て手数料）の規定に従
い納付すべき訴えの提起の手数料を納付しない場合も，
同様とする。 
２ 第１項の場合において，原告が不備を補正しないとき
は，裁判所は，決定で，訴状を却下しなければならない。 
３ 第２項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民事訴訟法１３７条と同趣旨の規定である。 
 裁判所に訴状が提出されると，まず訴訟審査が行われる。
訴状に不備があったり，手数料が納付されない場合には，
裁判所は，相当の期間を定めて，その不備を補正すべきこ
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とを命じなければならない。相当の期間は，裁判所が裁量
で定める。 
 不備を補正しないときには，裁判所が決定で訴状を却下
する。 
 
 
第７９条（訴状の送達） 
１ 訴状は，被告に送達しなければならない。 
２ 第７８条（訴状審査）の規定は，訴状の送達をするこ
とができない場合について準用する。原告が訴状の送達
に必要な費用を予納しない場合も同様とする。 

 
＜注＞ 日本民事訴訟法１３８条。 
 訴状は必ず被告に送達されなければならない。なぜなら，
被告は，送達によって，誰が原告か，訴えの目的は何か，
攻撃方法が何かを知ることになり，それらに対する答弁や
防御方法を講ずることができるからである。訴状の送達に
より，訴訟が係属する。 
 訴状が送達できない場合とは，原告が届け出た被告の住
所が不明確である場合，被告が無能力者で法定代理人がい
ない場合，被告が治外法権を享受する外国人で訴状の送達
を受領しない場合などである。 
 
 
第８０条（最初の弁論準備手続期日の指定） 
１ 訴えが提起されたときは，裁判所は，速やかに弁論準
備手続の期日を指定し，当事者を呼び出さなければなら
ない。 
２ 第１項の期日は，特別の事由がある場合を除き，訴え
が提起された日から３０日以内の日に指定しなければ
ならない。 

 
＜注＞ 
日本民事訴訟法１３９条・日本民事訴訟規則６０条は，口
頭弁論期日の指定に関する同旨の規定である。 
 日本では，口頭弁論が審理の場である。第１回口頭弁論
期日に被告が理由なく欠席し，争う旨の書面も裁判所に提
出していない場合，原告の主張を被告が自白したものとみ
なす（擬制自白）。その上で，判決がなされる。当事者間
で争いがある場合で，争点整理の必要があるときは，通常
は弁論準備手続によってこれを行う。これは第１回口頭弁
論期日を開いてから，別の期日に行われるのが実務上通例
である。 
 しかし，この法律では，調査手続を実施してから口頭弁
論を開くというカンボジアの従来の手順を尊重し，まず弁
論準備手続を開き，争点整理の必要がある事件ではそこで
争点整理を済ませてから，集中的な口頭弁論を開くという
方式を採用している。 
 なお，和解前置主義をどのように手続の中に組み込むか
は１つの問題である。この法律では，後述のように，弁論
準備手続の中で（弁論準備手続の最初の段階でも，途中で
も，最後の段階でも）裁判所は事件の状況をみながらいつ
でも和解を試みることが裁判所の責務であると規定し，実
質的にカンボジア側の意向に配慮している（第１０４条
（弁論準備手続における和解の試み））。 
 最初の期日は，被告側の弁護士の選任や被告が最初に提
出すべき準備書面の作成・提出など，防御の準備に必要な

期間を考慮して決めるが，必要と認められれば，３０日を
超える期間を定めることもできる。 
 
 
第８１条（口頭弁論を経ない訴えの却下） 
 訴えが不適法でその不備を補正することができないと
きは，裁判所は，口頭弁論を経ないで，判決で，訴えを却
下することができる。 
 
＜注＞日本民事訴訟法１４０条。 
 
 
第８２条（呼出費用の予納がない場合の訴えの却下） 
１ 裁判所は，この法律の規定に従い当事者に対する期日
の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原
告に命じた場合において，その予納がないときは，被告
に異議がない場合に限り，決定で，訴えを却下すること
ができる。 
２ 第１項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
＜注＞日本民事訴訟法１４１条。原告は，被告に訴状が送
達された後，当事者を呼び出すために必要な費用（申立て
手数料以外の裁判費用）を予納しなければならない。原告
が裁判所の命じた通りに費用を予納しないときには，裁判
所は決定で訴えを却下することができる。しかし被告が異
議を述べた場合には，裁判所は，訴えを却下することはで
きない。被告が事実についての判決を受けることを望む場
合のように，場合によっては，訴えの却下が被告の利益を
害することがあるからである。 
 
 
第８３条（重複する訴えの提起の禁止） 
 裁判所に係属する事件については，当事者は，更に訴え
を提起することができない。 
 
＜注＞日本民事訴訟法１４２条。 
 本条はすでにある裁判所に訴えが提起され，その裁判所
に係属している事件と同一の目的，当事者の訴えの提起を
禁じている。例えば A が B に対して利息つき貸金返還を
求めてプノンペン市裁判所に訴えを提起し，同裁判所に事
件が係属しているときに，Bがカンダル州に住所を移転し，
A はカンダル州裁判所に B を相手取って同じ貸金請求の
訴えを提起したような場合，カンダル州裁判所は第８１条
にもとづき，判決で訴えを却下しなければならない。 
 
 
第８４条（訴えの変更） 
１ 原告は，請求の基礎に変更がない限り，口頭弁論の終
結に至るまで，訴えを変更することができる。ただし，
これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなると
きは，この限りでない。 
２ 訴えの変更は，書面でしなければならない。 
３ 第２項の書面は，相手方に送達しなければならない。 
４ 裁判所は，訴えの変更を不当であると認めるときは，
申立てにより又は職権で，その変更を許さない旨の決定
をしなければならない。 
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＜注＞ 日本民事訴訟法１４３条。訴えの変更には，訴え
の追加的変更と訴えの交換的変更がある。前者は，原告が
従来の請求を維持しつつ，新たな請求を付け加えるもので
ある。例えば，賃料不払いによる家屋明け渡し訴訟で，明
け渡しまでの賃料相当損害金の支払いを新たに求める場
合などがある。後者は，従来の請求を撤回し，新たな請求
とそっくり入れ替えるものである。例えば，賃料不払いに
よる家屋明け渡し訴訟で，訴訟の係属中に，被告の賃借人
の火の不始末で家屋が滅失したときに，原告が滅失した家
屋の明け渡しという無意味となる従来の請求を撤回し，新
しく家屋滅失による損害の賠償請求に全面的に切り替え
る場合などがある。いずれの場合も，本条の定めるところ
によって，許容されるかどうかが判断される。上記の事案
は，いずれも許容事例である。 
 
 
第８５条（中間確認の訴え） 
１ 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の
成立又は不成立に係るときは，原告は請求の拡張により，
また被告は反訴の提起によって，裁判所が判決において
その争いとなっている法律関係の成立又は不成立を確
認するよう求めることができる。ただし，その確認の請
求が法律により他の裁判所の専属管轄に属するときは，
この限りでない。 
２ 第８４条（訴えの変更）第２項及び第３項の規定は，
第１項の規定による請求の拡張について準用する。 

 
＜注＞日本民事訴訟法１４５条。 
 
 
第８６条（反訴） 
１ 被告は，本訴の目的である請求又は防御の方法と関連
する請求を目的とする場合に限り，口頭弁論の終結に至
るまで，本訴の係属する裁判所に反訴を提起することか
できる。ただし，反訴の目的である請求が法律により他
の裁判所の専属管轄に属するとき，又は反訴の提起によ
り著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは，この
限りでない。 
２ 反訴については，訴えに関する規定による。 
 
＜注＞ 日本民事訴訟法１４６条，日本民事訴訟規則第５
９条。 
反訴は，原告に対して，もう一方の当事者が提起する訴
えである。反訴は，本訴の目的である請求または防御の方
法と関連する請求を目的とする場合に限り提起できる。例
えば A が B に対し，賃貸借契約の終了に基づき，家屋の
明渡しを請求している事件において，Bが同契約において
賃借人が契約を更新する権利を認めていることを理由に，
契約の更新を求めて反訴を提起する場合などがある。 
 
 
第８７条（時効中断等の効力発生の時期） 
 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁
判上の請求は，訴えを提起した時，第８４条（訴えの変更）
第２項又は第８５条（中間確認の訴え）第２項において準
用する第８４条（訴えの変更）第２項の書面を裁判所に提
出した時に，その効力を生ずる。 

 
＜注＞日本民事訴訟法１４７条。時効中断については民法
において規定されるところであるが，訴えの提起について
は中断効果の発生時期に関して，訴状提出時か被告への訴
状送達時かの疑義が生じ得るため，本条により訴状提出時
であることを明確にしたものである。 
 訴えの変更，中間確認の訴えの場合も同様に，その旨の
書面提出時である。 
 
 
第８８条（係争物の譲渡等） 
１ 当事者は，訴訟の係属後においても，係争中の物又は
訴訟の目的である権利若しくは義務を譲渡又は移転す
ることを妨げられない。 
２ 第１項の譲渡又は移転は，訴訟に影響を及ぼさない。
第１項の譲渡又は移転をした者は，その後も当事者とし
ての地位を有する。 
３ 第１項の譲渡又は移転を受けた者が補助参加人とな
るときは，第４８条（共同訴訟的補助参加）の規定を適
用する。 

 
＜注＞ 
 ドイツ民訴法２６５条・３２５条参照。 
 訴訟係属後に係争権利関係ないしは係争物が第三者に
譲渡・移転された場合の立法例としては，当事者恒定（＝
固定）主義と訴訟承継主義がある。当事者恒定主義は，訴
訟上はこの譲渡・移転を無視するものとし，従って，譲渡
人である当事者は原告適格又は被告適格をそのまま保持
し，訴訟は従来の当事者間で続行され，その判決の効力を
承継人（＝譲渡又は移転を受けた者）にも及ぼすことによ
って紛争を解決するものである。訴訟承継主義は，当事者
適格が承継人に引き継がれることを認め，従って，承継人
が前主に代わって訴訟に参加することや，相手方が承継人
に訴訟を引き受けさせることによって，真の利害関係人を
訴訟当事者にして，判決しようとするものである。日本は
訴訟承継主義を採用しているが（日本民訴法４９条～５１
条），承継原因が発生しても実際には必ずしも訴訟参加や
訴訟引受けがなされるとは限らず，その場合，手続の無駄
が生じるおそれがあること，また，係争物が転々と譲渡さ
れるおそれがあり，原告が処分禁止又は占有移転禁 
止の仮処分をかけないとこれを阻止できないこと，などの
問題点がある。 
 そこで，カンボジア民事訴訟法としては，簡明さを優先
して，ドイツ民事訴訟法が原則として採用している当事者
恒定主義を，より徹底して採用することとした（本条２項）。 
なお，当事者恒定主義をとった場合の承継人への判決効の
拡張については，第１９８条（確定判決の効力が及ぶ者の
範囲）の３号を参照。 
 譲渡又は移転を受けた者は，補助参加をすることができ
る。ドイツ法はこれを通常の補助参加であると規定してい
るけれども，判決効の拡張を受ける承継人の手続権保障を
重視すると，共同訴訟的補助参加として扱うべきであるの
で，確認的な規定をおくことにした（本条３項）。 
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第二章 口頭弁論及びその準備 
第一節 通則 

 
第８９条（裁判長による訴訟指揮） 
１ 弁論準備手続及び口頭弁論は，裁判長が指揮する。（１） 
２ 裁判長は，発言を許し，又はその命令に従わない者の発
言を禁ずることができる。（２） 
 
＜注＞ 
（１）日本民訴１４８条・１７０条６項，ドイツ民訴法１
３６条，フランス民訴法４４０条参照。本条は，手続の進
行については「職権進行主義」を採用することに基づく。
「裁判長」という文言は，合議制で審理する場合に即して
規定しているのであり，単独制で審理するときは，その単
独裁判官を指す。以下の条文も，同様に読み替える必要が
ある。なお，合議体で審理する場合，裁判長は合議体を代
表して訴訟指揮権を行使する。 
（２）法廷において裁判長の指揮に従わない者がいる場合，
日本では，「法廷等の秩序維持に関する法律」により，２
０日以下の身柄拘束又は３万円以下の過料の制裁に処せ
られる。 
 
 
第９０条（釈明権等） 
１ 裁判所は，当該訴訟に関する事実上及び法律上の事項を明瞭
にするため，弁論準備手続又は口頭弁論の期日において，それ
らの事項に関し，当事者に対して問いを発し，又は主張若しく
は立証を促すことができる（１）。 
２ 当事者は，弁論準備手続又は口頭弁論の期日において，相手
方に対して必要な問いを発するように，裁判所に求めることが
できる。（２） 
３ 裁判所は，期日外において，釈明の必要があると認める事項
を指示して，次回期日における釈明を準備するよう，当事者に
命ずることができる。（３） 
 
＜注＞ 
 日本民訴１４９条・１７０条６項，フランス民訴法８
条・１３条・４４２条，ドイツ民訴法１３９条参照。 
（１）判決の内容を形成するための資料となる事実を主張
することは，当事者の役割である（弁論主義 第９５条（判
決の基礎にすることのできる事実））。裁判所は，当事者が
この役割を十分に果たすことができるようにするため，当
事者の主張事実の不明瞭な点や矛盾点を質問したり（消極
的釈明という），さらには，適切な新たな事実の主張や新
たな証拠の提出を促すことができる（積極的釈明という）。
適正かつ公平な裁判を行うためには，このような「釈明権」
の行使は，一定の場合には裁判所の義務でもあると考えら
れている。 
（２）当事者のこのような権能を求問権という。 
（３）日本旧民訴１２８条（釈明準備命令）参照。 
 
 
第９１条（訴訟指揮等に対する異議） 
 当事者が，弁論準備手続若しくは口頭弁論の指揮又は第９
０条（釈明権等）第１項の規定による裁判所の処置に対し，
異議を述べたときは，裁判所は，決定で，その異議について
裁判をする。 

 
＜注＞ 
日本民訴１５０条・１７０条６項参照。本条は，合議制で
あれ単独制であれ，訴訟指揮について裁判所に再考を促す
権利を，当事者に与える趣旨である。合議体の措置に対す
る異議はその合議体が，単独体の措置に対する異議はその
単独裁判官が，決定で裁判する。 
 なお，本条の異議についての決定に対しては，抗告はで
きない。 
 
 
第９２条（当事者の調査義務） 
 当事者は，訴訟において主張及び立証を尽くすため，あら
かじめ，証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査し
なければならない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴規則第８５条参照。 
 
 
第９３条（攻撃防御方法の提出時期） 
 攻撃又は防御の方法（１）は，訴訟の進行状況に応じ適切
な時期に提出しなければならない。（２） 
 
＜注＞ 
 日本民訴１５６条・１７０条６項，ドイツ民訴法２８２
条参照。 
（１）攻撃防御方法は，判決の基礎資料と言い換えてもよ
い。攻撃方法とは，原告がその申立て（例えば，訴え）を
基礎づけるために提出する一切の資料を指し，防御方法と
は，被告がその反対申立て（例えば，訴え却下の申立て，
請求棄却の申立て）を基礎づけるために提出する一切の資
料を指す。とりわけ，事実と証拠が，主要な攻撃防御方法
である。 
（２）本条は攻撃防御方法の提出時期について，適時提出
主義と呼ばれる理念を宣言する趣旨である。日本の旧法１
３７条は，攻撃防御方法をいつでも提出できるという随時
提出主義を宣言していた（フランス民訴法７２条・１２３
条も同様）。しかし，これが文字とおりに受け取られると，
当事者の誠実な訴訟追行態度を確保することができず，審
理の進行スケジュールを乱すおそれがあるし，相手方の防
御活動にも支障を来すおそれがあるので，日本の現行法は
適時提出主義を採用した。 
 
 
第９４条（時機に後れた攻撃防御方法の却下） 
１ 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出し
た攻撃又は防御の方法については，これにより訴訟の完結
を遅延させることとなると認めたときは，裁判所は，申立
てにより又は職権で，却下の決定をすることができる。 
２ 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについ
て当事者が必要な釈明をせず，又は釈明をすべき期日に出
頭しないときも，第１項と同様とする。 
 
＜注＞ 
 日本民訴１５７条・１７０条６項，ドイツ民訴法２９６
条参照。第９３条（攻撃防御方法の提出時期）の適時提出
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主義を保障し，具体化するための，一般的な手段である。 
本条による却下決定に対しては，抗告はできない。 

 
 
第９５条（判決の基礎にすることのできる事実） 
 裁判所は，いずれの当事者も主張しない事実を，判決の基
礎に採用することができない。 
 
＜注＞ 
 日本では，通常の民事訴訟（財産的法律関係に関する民
事訴訟）においては，事実の主張及び証拠の提出を当事者
の権能かつ責任であるとする原則，すなわち「弁論主義」
が採用されている。その理由は，実体法上当事者が自由に
処分することのできる権利・法律関係については，どのよ
うな事実や証拠を判決の基礎資料とするかについても当
事者の意思を尊重すべきであるからである。 
 事実に関しては，弁論主義は，２つのルールを内包する。
１つは，本条に規定するものである。このルールは，当事
者からみれば，主張しておかなかった事実は判決に採用さ
れないという不利益を蒙る，すなわち（結果責任としての）
主張責任として機能するので，本来は判決のところで規定
すべきかもしれない。しかし，審理の過程において必要な
事実がもれなく主張されることを奨励するため，行為責任
としての機能を重視して，ここで規定しておく方が適切で
あろう（なお，日本法ではこのルールは当然のこととされ，
従って，本条のような明文の定めはない）。 
 弁論主義のもう１つのルールは，自白された事実は裁判
所を拘束するということであり，従って，自白された事実
については証拠による認定が不要となる。ある事実の存否
について当事者間で主張が一致している以上，裁判所は当
事者の意思を尊重し，もはやその真偽の問題に立ち入って
はならない。このルールについては，第１２３条（証拠裁
判主義）２項を参照。 
 日本その他多くの国々では，事実認定に用いられる証拠
についても，原則として，当事者が提出したものに限ると
いうルールが採用されている（日本ではこれも弁論主義に
含まれている）。しかし，この法律では，カンボジアにお
ける当事者の証拠収集能力の低さゆえに，職権による証拠
調べを補充的に採用しているので（第１２４条（証拠調べ）
第２項），証拠に関しては弁論主義を採用しないことにな
る。これと同様の立法は，フランス法やイタリア法などに
もみられる。 
 なお，日本では，人の身分関係に関する訴訟など公益性
の強い訴訟については弁論主義は排除され，職権探知主義
が採用されている。 
 
 
第９６条（自白の擬制） 
１ 当事者が弁論準備手続及び口頭弁論において相手方
の主張した事実を争う意思を明らかにしない場合は，そ
の事実を自白したものとみなす。ただし，審理の経緯及
び内容を勘案し，当事者がその事実を争ったものと裁判
所が認めるときは，この限りでない。 
２ 当事者が相手方の主張した事実を知らない旨の陳述
をしたときは，その事実を争ったものと推定する。 
 
＜注＞ 

 日本民訴法１５９条１項・２項，同１７０条６項参照。 
 否認の陳述がなされるか，又は，争う意思が訴訟行為の
全体から間接的にでも示されている場合は，自白は擬制さ
れない。 
 弁論準備手続で否認しなかった場合，その終結後の口頭
弁論において初めて否認の陳述をすることが許されるか
どうかは，弁論準備手続の失権効（第１０８条（弁論準備
手続の終結の効果））及び時機に後れた攻撃防御方法とし
て却下（第９４条（時機に後れた攻撃防御方法の却下））
されるか否かによって決まる。失権又は却下される場合は
擬制自白が成立し，失権又は却下されない場合は否認がで
きるので，それによって擬制自白は成立しないことになる。 
 自白が擬制された事実については証明を要しない。これ
は弁論主義に基づくものであり，職権探知主義が妥当する
事項については，擬制自白は成り立たない。 
 
 
第９７条（和解の試み） 
 裁判所は，訴訟がいかなる段階にあるかを問わず，和解を
試みることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴８９条，フランス民訴法２１条・１２７条・１
２８条参照（ドイツ民訴２７９条は義務規定の形を取って
いるが，違反に対するサンクションはないので，日本やフ
ランスの規定に近い）。 
 本条は訴訟手続の通則である。これに対し，弁論準備手
続においては，裁判所は原則として和解を試みなければな
らないものとする規定をおいている。第１０４条（弁論準
備手続における和解の試み）参照。 
 
 
第９８条（訴訟手続に関する異議権の喪失） 
１ 相手方又は裁判所が訴訟手続に関する規定に違反する訴訟
行為をしたときは，当事者は，これについて裁判所に異議を述
べ，無効を主張することができる。 
２ 当事者が第１項に規定する違法を知り，又は知ることができ
た場合において，遅滞なく異議を述べないときは，これを述べ
る権利を失う。ただし，放棄することができないものについて
は， 
この限りでない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴９０条参照。 
 訴訟手続に関する規定の違反を主張し，異議を述べる権
利を，責問権という（１項）。 
 なお，本条の重点は，むしろ２項にある。異議を述べる
ことが期待できたのに，速やかにこれを述べなかった者が，
かなり時間が経過してからでも異議を主張できるとする
と，訴訟手続の安定を害し，訴訟経済に反するので，この
ような規定を置いている。もっとも，２項ただし書は，公
益性の強い強行規定の違反については，遅滞なく異議を述
べなくても責問権は失われないという趣旨である（例えば，
裁判所の構成，裁判官の除斥，専属管轄など）。 
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第９９条（事件の分離・併合） 
１ 裁判所は，決定で，事件の分離若しくは併合を命じ，又は
その決定を取り消すことができる。 
２ 裁判所は，口頭弁論において当事者を異にする事件の併合
を命じた場合において，その前に尋問された証人について，
尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは，そ
の尋問をしなければならない。 
 
＜注＞ 
日本民訴１５２条・１７０条６項参照。１項の決定に対し
ては，抗告はできない。 
 
 
第１００条（通訳人の立会い等） 
１ 民事訴訟の手続に関与する者が，クメール語に通じな
いとき，又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者
であるときは，裁判所は，資格を有する通訳人を立ち会
わせる。ただし，耳が聞こえない者又は口がきけない者
には，文字で問い，又は陳述をさせることができる。 
２ 通訳人については，その性質に反しない限り，鑑定人
に関する規定を準用する。 
 
＜注＞ 
日本民訴１５４条・１７０条６項参照。 
本条１項にいうクメール語に通じない者とは，外国人で

あってクメール語を理解できない者や，カンボジア国籍を
有するけれどもクメール語を理解できない少数民族など
を意味する。 
 鑑定人の宣誓や忌避に関する規定（例えば，第１４５条
（鑑定人の忌避）・第１４７条（証人尋問の規定の準用，
宣誓の方式））は，通訳人にも準用される。 
 
 

第二節 準備書面 
 
第１０１条（準備書面） 
１ 裁判所は，弁論準備手続及び口頭弁論において，当事
者に準備書面を提出させることができる。 
２ 準備書面には，攻撃又は防御の方法，及び，相手方の
攻撃又は防御の方法に対する陳述を記載する。 
３ 被告が最初に提出する準備書面には，訴状に記載され
た判決の要求に対する答弁，並びに，訴状に記載された
事実に対する認否及び抗弁事実等を記載する。 
 
＜注＞ 
日本民訴１６１条・１７０条１項参照。 
被告が最初に提出する準備書面を答弁書という。 
 
 
第１０２条（準備書面等の提出期間） 
 裁判所は，被告の最初の準備書面若しくは特定の事項に
関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に
関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴１６２条参照。特定の事項に関して準備書面や
証拠の申出をすべき期間を裁判所が具体的に設定するこ

とは，訴訟の迅速かつ効率的な進行を確保する上で，重要
である。 
 
 

第三節 弁論準備手続 
 
第１０３条（弁論準備手続の目的） 
 弁論準備手続においては，裁判所は，当事者の主張を整理
し，事件の争点を明らかにし，かつ，争点に関する証拠を整
理して，口頭弁論における集中的な審理が可能になるように
努めなければならない。 
 
＜注＞ 
 弁論準備手続の目的に関する規定であり，争点及び証拠
の整理手続であることを明確にするとともに，そこでの裁
判所の責務を定めている。 
 
 
第１０４条（弁論準備手続における和解の試み） 
 弁論準備手続においては，裁判所は，相当でないと認め
る場合を除き，まず和解を試みなければならない。 
 
＜注＞ 
 和解の試みをなしうる旨の一般規定については，第９７
条（和解の試み）参照。本条は，弁論準備手続においては，
一定の事件や一定の場合を除き，まず最初に和解を試みな
ければならない旨を規定して，和解を奨励する趣旨である。
和解を成立させるべき努力義務を定めた例として，フラン
ス民訴法８４０条（小審裁判所），ドイツ民訴法２７９条
参照。 
 本条は，厳格な「和解前置主義」に対する代替案である。
事件の性質や当事者の意向によっては和解前置主義は不
可能又は不適切な場合がある。従って，民事訴訟の手続構
造として，審理に先立ってすべての事件についてまず和解
期日を設けて和解を試みるという構造は，そのような措置
が不必要な事件についてまで和解期日を盛り込むことに
なり，迅速性・効率性という点で疑問である。また，前置
される和解の期日に原告が欠席したら訴えの取下げとみ
なすのは，理論的に筋が通らない（和解ができないなら，
審理・判決に移るべきであろう）。ほとんどの国では，民
事訴訟の審理のプロセスに入ってから，適当な時期に和解
を試みるという方式をとっている（フランスでは，小審裁
判所において和解前置主義が採られていたが，１９７０年
代に廃止され，前置的な和解を利用するか否かは原告の任
意とされている）。 
 本条にいう「相当でないと認める場合」とは，原告が訴
えによって主張している権利又は法律関係が当事者だけ
の合意によって解決することが許されないものである場
合や，和解する意思はないとの当事者の態度が明白である
場合が考えられる。「相当でないと認める場合」以外の場
合には，裁判所は，弁論準備手続の最初の段階でも，途中
でも，最後の段階でも，事件の状況をみながらいつでも，
できる限り和解を試みるべきである。 
 弁論準備手続の途中で和解の成立の可能性がかなり高
いと裁判官が考えるときは，その場で，和解の成立のみを
目的とする期日に切り替えることを検討すべきであろう。
和解手続においては，交互面接方式（当事者の一方を退室
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させて，片方ずつ言い分を聞く方式）を採ることも可能で
あるが，この方式には大きな弊害を伴うおそれがあるので，
両当事者の明示の同意を得なければ交互面接方式の採用
はできないものとすべきであろう。 
 
 
第１０５条（弁論準備手続の期日） 
１ 弁論準備手続は，当事者双方が立ち会うことのできる期
日において行わなければならない。（１） 
２ 弁論準備手続の期日は，公開することを要しない。但
し，裁判所は，相当と認める者の傍聴を許すことができ
る。（２） 
 
＜注＞ 
 日本民訴１６９条参照。 
（１）対審審理の原則（第３条（審問請求権，対審審理の
原則）第２項）に照らし，双方の当事者には弁論準備手続
への出席の機会を保障しなければならない（このことを当
事者公開ともいう）ので，裁判所は弁論準備手続の期日を
指定して，両当事者を呼び出すべきである。もっとも，呼
出しを受けた当事者の一方が実際には欠席しても，１項の
要求は満たされる。 
（２）口頭弁論と異なり，弁論準備手続は，一般公開の法
廷で行う必要はなく，準備室などという名前を付けた普通
の部屋でよい。しかし，傍聴をまったく禁止する必要もな
い。傍聴を許すかどうかは裁判所の裁量に委ねられている
が，傍聴希望の理由，当事者の意向などを考慮すべきであ
る。当該事件の関係者から傍聴希望が出された場合，審理
に支障がないのであれば，傍聴を認めてよいであろう。し
かし，その者の傍聴によって当事者が心理的に萎縮してし
まうと認められるときは，傍聴を許すべきではない。 
 
 
第１０６条（弁論準備手続における訴訟行為等） 
 裁判所は，弁論準備手続の期日において，証拠の申出に
関する決定（１）その他口頭弁論の期日外においてするこ
とができる決定（２）をすることができ，また，争点及び
証拠の整理を行うのに必要な限度で，文書の証拠調べをす
ることができる。（３） 
 
＜注＞ 
 日本民訴１７０条２項参照。 
（１）例えば，文書提出を命ずる決定，文書送付嘱託，鑑
定の嘱託，証拠決定など。 
（２）例えば，訴えの変更の許否の裁判，補助参加の許否
の裁判など。 
（３）証拠調べは，本来，一般公開の口頭弁論において行
われるべきであるが，文書の証拠調べ（書証）は裁判官の
閲読によるので（証人尋問などに比べ）公開主義との結び
つきは弱いし，的確な争点整理のためには多くの場合に証
拠文書が必要であることから，弁論準備手続においても，
争点整理に必要な限度で文書の証拠調べを許す趣旨であ
る。 
 
 
第１０７条（証明すべき事実の確認等） 
 裁判所は，争点及び証拠の整理が完了して弁論準備手続

を終了するときは，その後の証拠調べにより証明すべき事
実を当事者との間で確認するものとする。 
 
＜注＞ 
日本民訴１７０条６項により準用される１６５条参照。争
点整理の結果を口頭で確認して認識を共通にし，口頭弁論
における集中証拠調べに備える趣旨である。 
 
 
第１０８条（弁論準備手続の終結の効果） 
 弁論準備手続の終結後は，新たな攻撃防御方法を提出す
ることはできない。ただし，裁判所が職権で調査すべき事
項に関するものである場合，訴訟手続を著しく遅滞させな
い場合又は当事者が重大な過失なくして手続の終結前に
提出することができなかったことを疎明した場合は，この
限りでない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴１７４条は，「弁論準備手続の終了後に攻撃又
は防御の方法を提出した当事者は，相手方の求めがあると
きは，相手方に対し，弁論準備手続の終了前にこれを提出
することができなかった理由を説明しなければならな
い。」と規定するにとどまり，特別な失権効を規定してい
ない。これは，日本の旧法において，任意的な手続であっ
た準備手続が利用されなかった原因の１つとして，準備手
続に伴う失権効の制裁がかえって関連の薄い資料の過剰
提出を招き，争点整理の効率的な遂行を妨げたという判断
があったためである。しかし，現在の日本民訴１７４条の
説明義務はかなり曖昧な手法であって，運用が難しくなる
おそれがあるので，カンボジアには適切ではないと考えら
れる。世界的にみれば，むしろ，何らかの失権効を定める
立法がふつうである。また，この法律では，弁論準備手続
を口頭弁論の事前手続として必ず開くものとする以上，日
本とは前提が異なるので，その面からも日本民訴１７４条
はカンボジアにはそのまま妥当しないと思われる。 
 もっとも，失権効と審理の効率をどのように調和させる
かは，難しい課題である。カンボジアにおいて失権効をど
の程度厳しいものにするか（例外をどの程度認めるか）は，
カンボジアの法律家の実感に即して検討されることが望
ましいが，本条でも帰責事由のない不提出などは救済され
る。 
 
 
第１０９条（弁論準備手続調書） 
 裁判所は，弁論準備手続について，期日ごとに，書記官
に調書を作成させなければならない。 
 
＜注＞ 
日本民訴規則８８条及び日本民訴法１６０条参照。 
 
 
第１１０条（弁論準備手続調書の形式的記載事項） 
１ 弁論準備手続の調書には，次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。 
 一 事件の表示 
 二 裁判官及び書記官の氏名 
 三 出頭した当事者，代理人，補佐人及び通訳人の氏名 
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 四 日時及び場所 
２ 第１項の調書には，裁判長及び書記官が署名しなければ
ならない。 
 
＜注＞ 
日本民訴規則８８条・６６条参照。 
 
 
第１１１条（弁論準備手続調書の実質的記載事項） 
 弁論準備手続の調書には，期日になされた事柄の要領を記
載し，特に，次に掲げる事項を明確にしなければならない。 
 一 原告による判決の要求及びこれに対する被告の答弁 
 二 主張事実の要旨及び証拠の申出 
 三 相手方の事実の主張に対する認否及び文書の成立の真
正についての認否 

 四 訴えの取下げ，和解，請求の放棄及び請求の認諾 
 五 裁判所が記載を命じた事項及び当事者の請求により記
載を許した事項 

 六 当該期日において書面を作成しないでした裁判 
 
＜注＞ 
日本民訴規則８８条・６７条１項参照。 
六号の例としては，時機に後れた攻撃防御方法の却下の決
定，証拠申出の採否の決定などがある。 
 
 
第１１２条（弁論準備手続調書の記載についての異議等） 
１ 弁論準備手続の調書の記載内容について当事者その他の
関係人が異議を述べたときは，調書にその旨を記載しなけ
ればならない。 
２ 弁論準備手続の方式に関する規定の遵守は，弁論準備
手続の調書によってのみ証明することができる。ただし，
調書が滅失したときは，この限りでない。 
 
＜注＞ 
日本民訴規則８８条及び日本民訴法１６０条参照。 
 
 

第四節 口頭弁論 
 
第１１３条（口頭弁論期日の指定） 
 弁論準備手続を終了するときは，裁判所は，口頭弁論期
日を指定し，当事者を呼び出さなければならない。 
 
 
第１１４条（口頭弁論の必要性） 
１ 裁判所は，訴えについて判決をするには，口頭弁論を経な
ければならない。ただし，決定で裁判すべき事件又は事項に
ついては，裁判所が口頭弁論をすべきか否かを定める。（１） 
２ 第１項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には，
裁判所は当事者を審尋することができる。（２） 
３ 第１項及び第２項の規定は，法律に特別の定めがある場合
には，適用しない。（３） 
 
＜注＞ 
（１）日本民訴８７条参照。民事訴訟は，原則として，口
頭弁論を開くことが要求され，判決で処理される（必要的

口頭弁論＝判決手続）。これに対し，決定という形式の裁
判は，民事訴訟における派生的な事項（例えば，第１８条
（管轄違いの場合の取扱い）・第１９条（遅滞を避ける等
のための移送））や訴訟指揮上の事項（例えば，第９１条
（訴訟指揮等に対する異議））について判断する場合に用
いられ，その場合は口頭弁論によらないで審理してよい
（裁量による口頭弁論＝決定手続）。なお，保全手続や執
行手続も，決定で処理すべき事件である。 
（２）審尋とは，特に定まった方式によらずに，個別的に
書面又は口頭で当事者に陳述の機会を与えることをいう。
対席や公開は必要でない。 
（３）例えば，第８１条（口頭弁論を経ない訴えの却下）
は，本条１項本文の例外である。 
 
 
第１１５条（口頭弁論） 
１ 口頭弁論は，当事者双方が立ち会うことのできる期日に
おいて行わなければならない。 
２ 口頭弁論は，公開の法廷で行わなければならない。た
だし，公開することが公の秩序を害するおそれがあると
き，又は法律に特別の定めがあるときは，この限りでは
ない。（１） 
 
＜注＞ 
（１）カンボジア裁判所組織法草案第４条に公開原則に関
する規定があるが，例外的に非公開とすることが許される
場合は，法律で規定すべきである。 
 なお，裁判所が法律の定めに従って例外的に非公開とし
たときは，口頭弁論調書に非公開としたこと及びその理由
を記載することになる（第１１８条（口頭弁論調書の形式
的記載事項）１項６号参照）。 
 
 
第１１６条（弁論準備手続の結果の陳述及び弁論） 
１ 当事者は，口頭弁論において，弁論準備手続の結果を陳述
しなければならない。（１） 
２ 第１項の陳述は，口頭弁論におけるその後の証拠調べによ
って証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
（２） 
３ 当事者は，口頭弁論において，さらに，事実を主張し，証
拠を提出することができる。ただし，それが第１０８条（弁
論準備手続の終結の効果）に違反するときは，この限りで
はない。（３） 
４ 口頭弁論期日において証拠調べ等をした結果，特に必要と
認めるときは，裁判所は，決定で，弁論準備手続を再開する
ことができる。（４） 
５ 裁判所は，口頭弁論を終結する前に，各当事者に最終
弁論をすることを許すことができる。 
 
＜注＞ 
（１）日本民訴１７３条参照。この結果陳述（概略陳述）
により，弁論準備手続でなされた事実主張，証拠提出，文
書の証拠調べの結果，争点整理の結果は，口頭弁論期日に
おいてあらためてやり直さなくても，すべて口頭弁論期日
でなされたことになる。結果陳述は，必ずしも両方の当事
者がしなくてもよく，どちらかが代表して行ってもよい。 
（２）日本規則８９条参照。これは最低限の要求であり，
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できるだけ，事件の概要，それぞれの当事者の主張の要旨，
争点は何か，証拠方法（主として証人・当事者本人）は何
か，証拠方法と争点との関連性などを要領よく陳述すべき
である。なお，当事者にその陳述能力がなければ，裁判所
が代わって行い，両当事者に異存がないかどうか確認する
という運用も考えられる。 
（３）当事者は，口頭弁論において事実を主張したり，証
拠を提出したりすることができるのであるが，口頭弁論に
おける審理が混乱なくスムーズに進むように，事実に関す
る争点や証拠を整理するために弁論準備手続が設けられ
ており，さらに第１０８条（弁論準備手続の終結の効果）
の失権効があるのであるから，その制限には服しなければ
ならない。従って，弁論準備手続がきちんと実施された場
合，口頭弁論期日で行われることは，ほとんどの事件では，
予定された証人尋問などの証拠調べ（第二編第三章（証拠）
参照）及び最終弁論であろう。 
（４）証拠調べを実施してみた結果，重大な争点がほかに
も存在することが判明し，かつ，それが複雑な問題であっ
て，口頭弁論期日において簡単に整理できそうもないと考
えられるときは，弁論準備手続を再度実施することができ
るという趣旨である。この決定に対して，抗告はできない。 
 
 
第１１７条（口頭弁論調書） 
１ 裁判所は，口頭弁論について，期日ごとに，書記官に調
書を作成させなければならない。 
２ 第１１２条（弁論準備手続調書の記載についての異議
等）の規定は，口頭弁論調書に準用する。 
 
＜注＞ 
日本民訴１６０条参照。 
 
 
第１１８条（口頭弁論調書の形式的記載事項） 
１ 口頭弁論の調書には，次に掲げる事項を記載しなければ
ならない。 
 一 事件の表示 
 二 裁判官及び書記官の氏名 
 三 立ち会った検察官の氏名 
 四 出頭した当事者，代理人，補佐人及び通訳人の氏名 
 五 弁論の日時及び場所 
 六 弁論を公開したこと又は公開しなかったときはその旨
及びその理由 

２ 第１項の調書には，裁判長及び書記官が署名しなければ
ならない。 
 
＜注＞ 
日本民訴規則６６条参照。 
 
 
第１１９条（口頭弁論調書の実質的記載事項） 
１ 口頭弁論の調書には，弁論の要領を記載し，特に，次に
掲げる事項を明確にしなければならない。 
 一 訴えの取下げ，和解，請求の放棄，請求の認諾及び自
白 

 二 証人，当事者本人及び鑑定人の陳述 
 三 証人，当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人

及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由 
 四 検証の結果 
 五 裁判所が記載を命じた事項及び当事者の請求により記
載を許した事項 

 六 書面を作成しないでした裁判 
 七 裁判の言渡し 
２ 第１項の規定にかかわらず，訴訟が裁判によらないで
完結した場合には，裁判所の許可を得て，証人，当事者
本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略
することができる。ただし，当事者が訴訟の完結を知っ
た日から１週間以内にその記載をすべき旨の申出をし
たときは，この限りでない。 
 
＜注＞ 
日本民訴規則６７条参照。 
 
 
第１２０条（調書の記載に代わる録音テープ等への記録） 
１ 書記官は，第１１９条（口頭弁論調書の実質的記載事項）
第１項の規定にかかわらず，裁判所の許可があったときは，
証人，当事者本人又は鑑定人の陳述を録音テープ又はビデオ
テープに記録し，これをもって調書の記載に代えることがで
きる。この場合において，当事者は，裁判所が許可をする際
に，意見を述べることができる。 
２ 第１項の場合において，訴訟が完結するまでに当事者
の申出があったときは，証人，当事者本人又は鑑定人の
陳述を記載した書面を作成しなければならない。訴訟が
上訴審に係属中である場合において，上訴裁判所が必要
があると認めたときも，同様とする。 
 
＜注＞ 
日本民訴規則６８条参照。 
 
 
第１２１条（書面等の引用添付） 
 口頭弁論の調書には，書面，写真，録音テープ，ビデオ
テープその他裁判所において適当と認めるものを引用し，
訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。 
 
＜注＞ 
日本民訴規則６９条参照。 
 
 
第１２２条（法廷における写真の撮影等の制限） 
 法廷における写真の撮影，速記，録音，録画又は放送は，
裁判所の許可を得なければすることができない。 
 
＜注＞ 
日本民訴規則７７条参照。 
 
 

第三章 証拠 
第一節 通則 

 
第１２３条（証拠裁判主義） 
１ 裁判所は，証拠に基づいて事実を認定しなければなら
ない。ただし，口頭弁論のときに顕れたすべての事情を
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斟酌することができる。 
２ 裁判所において当事者が自白した事実及び裁判所に
その存在が顕著な事実は，証拠に基づいて認定すること
を要しない。 
３ 当事者は，以下に掲げる場合には，自白を撤回するこ
とができる。 
 一 相手方の異議がないとき 
 二 自白が真実に反し，かつ，錯誤に基づくとき 
 三 自白が他人の犯罪行為によってもたらされたとき 
 
＜注＞ 
民訴法１７９条 
 本条は，判決において認定する事実は原則として証拠に
基づいて行わなければならないという近代法に普遍的な
証拠裁判主義の原則を明らかにしたものである。ただ，口
頭弁論に顕れたその他の事情を斟酌することは許され，例
えば，ある事実の存在を当事者が争っているがその争い方
が強くない場合には，裁判所は証拠によらずにその事実を
認定することも認められる。 
 また，弁論主義から当事者が自白した事実はそのまま存
在が認められ，証拠に基づく認定は不要である。裁判所は
自白された事実と異なる事実を認定することは許されな
い。さらに，裁判所に顕著な事実として，著名な天災の日
時など一般に広く知られている事実や裁判官が職務上取
り扱った事件に関する事実なども証拠によって認定する
必要はない。 
 自白がいったんされると，それに基づいて審理がされ，
相手方もそれを信頼して攻撃防禦を展開するので，無条件
に自白を撤回することは認められない。ただ，相手方が自
白の撤回に特に異議を述べない場合には，それを認めてよ
いし，自白した事実が真実に反し，かつ，その自白が当事
者の錯誤に基づくときは，自白に当事者を拘束することは
酷であるので，やはり自白の撤回を認めることとしている
ものである。また，詐欺・脅迫等の犯罪行為の結果として
自白がされた場合も，同様の扱いとしている。 
 
 
第１２４条（証拠調べ） 
１ 証拠調べは，当事者の証拠の申出により，行う。 
２ 裁判所は，当事者の申し出た証拠によって事実につい
ての主張を真実と認めるべきか否かを判断することが
できないときその他必要があると認めるときは，職権で，
証拠調べを行うことができる。 
 
【本条の趣旨】 
 証拠調べは，当事者の証拠の申出に基づいて行うのが原
則である。証拠を提出する第１次的な責任を当事者に求め
るのが近代法の原則と言える。 
 ただ，当事者の証拠によって裁判所が十分な心証が得ら
れない場合など例外的な場合には，裁判所の職権で証拠調
べを行うことができる。カンボジアの実情に鑑み，当面は
職権証拠調べが活用されるのはやむを得ないと考えられ
るが，将来的には第１項の本則を中心に運用されるべきも
のである（日本では１９４７年に本条２項に相当する規定
は削除された）。なお，職権証拠調べを活用するには，証
拠調べの費用（証人の日当，鑑定人の報酬，検証のための
裁判官の旅費等）を国庫が仮に負担する制度が必要である

が，そのようなことが可能か，国家財政等の観点からも検
討することが必要と見られる。 
 
 
第１２５条（証拠の申出） 
１ 証拠の申出をする当事者は，証明すべき事実を特定し
なければならない。 
２ 証拠の申出をする当事者は，証明すべき事実及びこれ
と証拠との関係を具体的に明示するよう努めなければ
ならない。 
３ 証拠の申出は，弁論準備手続の期日又は口頭弁論期日
の前においてもすることができる。 
４ 証人及び当事者本人の尋問の申出は，できる限り，一
括してしなければならない。 
 
＜注＞ 
民訴法１８０条，民訴規則９９条，１００条 
 本条は証拠申出の方法について規定するものである。証
明すべき事実の特定や証拠との関係が明らかにされない
と，証拠の必要性（第１２６条（証拠の採用）参照）など
採否の判断ができない。また，証拠申出の時期も，期日前
にできることとし，機動的な証拠採否を可能とし，また証
人・当事者の証拠申出はできるだけ一括にして，集中証拠
調べ（第１２７条（集中証拠調べ）参照）を容易にしよう
としたものである。なお，本条１項は「しなければならな
い」とし，２項は「するよう努めなければならない」とし
ているが，これは，１項が義務的規定（特定しない証拠申
出は却下される）であるのに対し，２項は訓示規定（明示
しなくても証拠申出は却下されない）であることを明らか
にしたものである。 
 
 
第１２６条（証拠の採用） 
 裁判所は，当事者が申し出た証拠を取り調べなければな
らない。ただし，証明すべき事実と関連性のない証拠その
他裁判所が必要がないと認める証拠については，この限り
でない。 
 
＜注＞ 
民訴法１８１条１項 
 証拠調べは当事者の証拠申出によるのが原則であるが
（第１２４条（証拠調べ）），その反映として，当然に裁
判所は当事者の申し出た証拠を取り調べるのが原則であ
る。ただ，証明すべき事実と関連性のない証拠や既にその
事実について裁判所が心証を得ている場合の証拠などに
ついては，それを取り調べても判決に役立たないので，例
外的に裁判所はその証拠を取り調べる必要はないものと
する。なお，重要な証人が所在不明であるなど証拠調べに
障害があるような場合も証拠調べは要しないが，この点は
自明なものとしてあえて規定は置いていない。 
 
 
第１２７条（集中証拠調べ） 
１ 裁判所は，争点及び証拠の整理が終了した後における
最初の口頭弁論期日において，直ちに証拠調べをするこ
とができるようにしなければならない。 
２ 証人及び当事者本人の尋問は，できる限り，集中して
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行わなければならない。 
３ 証人等の尋問において使用する予定の文書は，証人等
の陳述の信用性を争うための証拠として使用するもの
を除き，その証人等の尋問を開始する時の相当期間前ま
でに，提出しなければならない。 
 
＜注＞ 
民訴法１８２条，民訴規則１０１条，１０２条 
 証拠調べは，弁論準備手続で争点整理が終了した後又は
弁論準備手続終了後の口頭弁論で争点整理が終了した後
の最初の口頭弁論期日で，直ちに行うのが原則である。こ
の点が訴訟の迅速・充実のカギとなる。そして，証拠調べ
の中でも最も重要な人証の取調べは，できるだけ集中して
行わなければならない。そのために，証人尋問等で使用す
る書証の提出は，相手方の準備のため，集中証拠調べのた
めの期日の相当期間前までにする必要があるものとする。
但し，証人の予定される証言の内容を明らかに否定でき，
それによって証人の証言内容が信用し難いことを示すこ
とができるような証拠（これは一般に「弾劾証拠」と呼ば
れる）については，例外的に，尋問の場で提出することが
認められている。 
 
 
第１２８条（当事者の立会権） 
１ 裁判所は，当事者に証拠調べに立ち会う機会を保障し
なければならない。 
２ 証拠調べは，当事者が期日に出頭しない場合において
も，することができる。 
 
＜注＞ 
民訴法１８３条 
 証拠調べを行う場合には，裁判所は当事者に必ず立ち会
う機会を与えてしなければならない。例えば，証人尋問に
は双方の当事者に立ち会わせ，尋問の機会を付与しなけれ
ばならないし，裁判所外で検証を行う場合にも当事者に立
会いの機会を与える必要がある。この点は，当事者の攻撃
防御の権利を保障する訴訟基本権とも言える重要なもの
である。ただ，立会いの機会を与えても，当事者が期日等
に出頭しないような場合には，一方当事者の立会いだけで
も，また両当事者が出頭しない場合でも，証拠調べを行う
ことができる。このような場合に，証拠調べができないと
すると，出頭した証人に迷惑が掛かり，訴訟が遅延するか
らである。 
 
 
第１２９条（外国における証拠調べ） 
１ 外国においてすべき証拠調べは，裁判所がその国の管
轄官庁又はその国に駐在するカンボジア王国の大使，公
使若しくは領事に嘱託してしなければならない。 
２ 外国においてした証拠調べは，その国の法律に違反す
る場合であっても，この法律に違反しないときは，その
効力を有する。 
 
＜注＞ 
民訴法１８４条 
 本条は，外国で証拠調べをする場合の規定である。ただ，
外国での証拠調べは国家主権の行使であるので，相手国の

同意が必ず必要であり，条約や個別取決めに基づくことが
前提である（このような多国間条約として，ハーグ民事訴
訟条約や証拠収集条約がある）。２項は，外国の証拠法と
カンボジアの証拠法とが異なる場合に，外国では違法な証
拠調べの結果でも，カンボジア証拠法では適法なものはカ
ンボジアの訴訟で利用できることを明らかにしたもので
ある。 
 
 
第１３０条（調査の嘱託） 
 裁判所は，必要な調査を官庁又は外国の官庁に嘱託する
ことができる。 
 
＜注＞ 
民訴法１８６条 
 本条は，次節以下で規定する正規の証拠調べ方法のほか
に，より簡易な証拠調べの方法として，国内・国外の官庁
への調査嘱託を認めたものである。この方法が認められる
のは，その調査の公正さに疑いがもたれないような客観的
事実を対象とする場合に限られる。たとえば，ある日の天
候が争点となった場合に，気象庁にその天候の調査を嘱託
するような場合である。なお，本条ではその相手方を国又
は地方公共団体の組織（官庁）に限定しているが，運用に
よってはそれを他の団体にも拡大することが考えられよ
う（日本民訴法１８６条は，学校，取引所その他の団体に
ついても，調査嘱託を認めている）。 
 
 
第１３１条（疎明） 
 疎明は，即時に取り調べることができる証拠によってし
なければならない。 
 
＜注＞ 
民訴法１８８条 
 疎明は，証明に比べて心証の度合い（証明度）が低くて
も事実の確定を認めるものである。特に迅速な処理が必要
とされる手続において事実の確定を要する場合に，疎明が
利用される（例えば，保全処分，訴訟救助の要件，証拠保
全の理由など）。疎明はそのような迅速性が前提となるの
で，証拠調べの方法としても，即時に取り調べ得る証拠に
限定したものである。したがって，調査嘱託，文書提出を
命ずる決定，呼び出しを必要とする証人尋問などは疎明に
ついては認められない。 
 
 

第二節 証人尋問 
 
第１３２条（証人義務） 
１ 裁判所は，本法又はその他の法律に特別の定めがある
ときを除き，何人でも証人として尋問することができる。 
２ 裁判所は，決定で，正当な理由なく出頭しない証人の
勾引を命ずることができる。 
３ 証人が正当な理由なく出頭しないときは，裁判所は，
決定で，１００万リエル以下の過料に処することができ
る。 
４ 第２項又は第３項の決定に対しては，抗告をすること
ができる。 
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＜注＞ 
民訴法１９０条，１９２条，１９３条 
 本条はすべての人について証人義務を定める。証人義務
とは，証人として裁判所に出頭し証言する国家に対する公
法上の義務である。例外として，外国の外交官など治外法
権を有する者や監督官庁の承認を得られない公務員（第１
３３条（公務員の尋問）参照）などがある。正当な理由が
ないのに証人義務を履行しない証人については，強制的に
裁判所に連れて来ること（勾引）ができるし，またさらに
罰金により処罰されうる。 
 第１３４条に定めるように，証人が証言を拒絶すること
は可能である。 
 
 
第１３３条（公務員の尋問） 
１ 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の
秘密について尋問する場合には，裁判所は，その者の監
督官庁の承認を得なければならない。 
２ 第１項の監督官庁は，上院議員又はその職にあった者
については上院，国民議会の議員又はその職にあった者
については国民議会，政府のメンバー又はその職にあっ
た者については内閣とする。 
３ 第１項の承認は，公共の利益を害し，又は公務の遂行
に重大な支障を生ずるおそれがある場合を除き，拒むこ
とができない。 
 
＜注＞ 
民訴法１９１条 
 本条は，公務員の証人尋問について規定する（なお，こ
こでの「公務員」には，議員や政府のメンバー等も含まれ
る）。公務員は職務上の秘密について守秘義務を負ってい
るので，その秘密を明かすことは許されない。しかし，判
決のために秘密に関する事実を明らかにする必要がある
場合もある。そこで，監督官庁の承認がある場合に限って，
尋問を可能としたものである（議員については議会，政府
のメンバーについては内閣の承認を必要とする）。監督官
庁は自由に承認の有無を決めることは許されず，その秘密
が開示されることで，公共の利益を害し又は公務の遂行に
著しい支障を生ずるおそれがある場合に限って承認を拒
否できるものとする。 
 
 
第１３４条（証言拒絶権） 
１ 証言が証人又は証人の配偶者その他の親族が刑事訴
追を受け，又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関
するときは，証人は，証言を拒むことができる。証言が
これらの者の名誉を害し，又はその家族関係を重大に害
すべき事項に関するときも，同様とする。 
２ 次に掲げる場合には，証人は，証言を拒むことができ
る。 
 一 第１３３条（公務員の尋問）第１項の場合 
 二 医師，歯科医師，助産師，看護師，薬剤師，弁護士，
宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が職務
上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受
ける場合 

 三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を

受ける場合 
３ 第２項の規定は，証人が黙秘の義務を免除された場合
には，適用しない。 
 
＜注＞ 
民訴法１９６条，１９７条 
 本条は，第１３２条（証人義務）の一般的な証人義務の
例外として，一定の場合に証言を拒絶できることを定める。
１項は，証人自身又はその配偶者や親族（どの範囲の親族
に証言拒絶を認めるかは民法の親族規定と関連する）がそ
の証言により有罪判決を受けたり，名誉を害されるおそれ
があるときは，証言を拒絶できる。また，守秘義務が認め
られる場合も証言拒絶が許される（２項２号で，どの範囲
の者に証言拒絶を認めるかは，カンボジアの守秘義務に関
する法制・実情による。なお，日本でも，マスコミに証言
拒絶権を認めるかが議論されている）。 
 
 
第１３５条（証言拒絶の決定） 
１ 証言拒絶の理由は，疎明しなければならない。 
２ 第１３４条（証言拒絶権）第２項第１号の場合を除き，
証言拒絶の当否については，受訴裁判所が，当事者を審
尋して，決定で，裁判する。 
３ 第２項の決定に対しては，当事者及び証人は，抗告を
することができる。 
４ 第１３２条（証人義務）第３項の規定は，証言拒絶を
理由がないとする決定が確定した後に証人が正当な理
由なく証言を拒む場合について準用する。 
 
＜注＞ 
民訴法１９８条～２００条 
 第１３４条（証言拒絶権）により認められる証言拒絶権
を行使する手続を定めたのが本条である。証言を拒否する
証人はその理由を疎明し，裁判所はそれに基づきその当否
を決定で判断するが（なお，公務員の場合は監督官庁が判
断権を有する），それに対しては抗告が許されるものとす
る。 
 
 
第１３６条（裁判所外での証人尋問） 
１ 裁判所は，次に掲げる場合に限り，裁判所外で証人の
尋問をすることができる。 
 一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき，又は
正当な理由により出頭することができないとき。 

 二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費
用又は時間を要するとき。 

 三 当事者に異議がないとき。 
２ 第１項の場合においては，裁判所は，受命裁判官又は
受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることがで
きる。 
３ 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合に
は，裁判所及び裁判長の職務は，その裁判官が行う。 
 
＜注＞ 
民訴法１９５条，２０６条 
 証拠調べは，裁判所において公開の法廷で行うのが大原
則である。本条は証人尋問について例外的に裁判所外で行
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うことができる場合を定める。１項１号は病気や高齢のた
めに裁判所に出頭できないときが典型的である。ただ，あ
くまで裁判所での証人尋問が原則であるので，１項の事由
は拡大的に解釈されるべきではない。裁判所外で証人尋問
を行う場合には，合議体の裁判官全員が赴くのは過大な負
担となる場合があるので，構成員の一人（受命裁判官）に
任せたり，証人の住所に近い他の裁判所の裁判官（受託裁
判官）に任せたりすることも許されるものとする。 
 
 
第１３７条（宣誓） 
１ 裁判所は，証人には，特別の定めがある場合を除き，
宣誓をさせなければならない。 
２ 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することがで
きない者を証人として尋問する場合には，裁判所は宣誓
をさせることができない。 
３ 第１３４条（証言拒絶権）の規定に該当する証人で証
言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には，宣
誓をさせないことができる。 
４ 証人の宣誓は，尋問の前にさせなければならない。た
だし，特別の事由があるときは，尋問の後にさせること
ができる。 
５ 宣誓の方式については，本法の別表の定めるところに
よる。 
６ 裁判長は，宣誓の前に，宣誓の趣旨を説明し，かつ，
偽証の罰を告げなければならない。 
 
＜注＞ 
民訴法２０１条，民訴規則１１２条 
 本条は，証人の宣誓の手続について定めるものである。
日本法では，証人は法廷等において起立して一定の文言の
宣誓書を読み上げる方法で行うことを規定している。ただ，
カンボジアでは，現在異なる方法で宣誓がされているとの
ことであり，この点は宗教感などに関わるところであり，
どのような方法を採用するかは最終的にはカンボジアの
判断によるものであるため，本法律に別表を付してそれに
その具体的内容の定めを譲っている。ただ，少なくとも法
廷において裁判官の面前で行うか，書記官が宣誓がされた
ことを確認することができる方法で行う必要があろう。ま
た，６項で偽証罪を告知すべきことを定めるが，刑法上の
偽証罪の存在を前提としたものである。 
 
 
第１３８条（証人尋問の方法） 
１ 証人尋問の申出は，証人を明確に指定してしなければ
ならない。 
２ 証人尋問の申出をする者は，同時に尋問事項を記載し
た書面を提出しなければならない。 
３ 証人は，尋問の２週間前までに，呼出しを受けなけれ
ばならない。 
４ 証人の呼出状には，次に掲げる事項を記載し，尋問事
項を記載した書面を添付しなければならない。 
 一 当事者の氏名又は名称及び住所 
 二 出頭すべき日時及び場所 
 三 出頭しない場合における法律上の制裁 
５ 証人の尋問は，裁判長，その尋問の申出をした当事者，
他の当事者の順序でする。陪席裁判官は，裁判長に告げ

て，証人を尋問することができる。 
６ 裁判所は，適当と認めるときは，第５項の順序を変更
することができる。 
７ 証人は，書類に基づいて陳述することができない。た
だし，裁判所の許可を受けたときは，この限りでない。 
８ 裁判所は，必要があると認めるときは，既に尋問した
証人又は後に尋問すべき証人に在廷を許すことができ
る。 
９ 裁判所は，証人が特定の傍聴人の面前においては威圧
され十分な陳述をすることができないと認めるときは，
その証人が陳述する間，その傍聴人を退廷させることが
できる。 
１０ 裁判所は，必要があると認めるときは，証人と他の
証人とを同時に尋問することを命ずることができる。 

 
＜注＞ 
民訴法２０２条，２０３条，民訴規則１０６条～１０８条，
１１８条，１２０条，１２１条 
 本条は，証人尋問の手続について規定したものである。
本条５項は，証人尋問の順序として，まず裁判長（又は陪
席裁判官）が尋問をし，その後に各当事者が尋問をすると
いう方式を採用している。その他の方法としては，当事者
がまず尋問する方式（交互尋問方式）も存在する。概ね前
者は大陸法の国，後者は英米法の国が採用する方式である
が（日本では戦前は前者，戦後は後者の方式を採っている），
カンボジアの現状を前提にすれば，裁判官が主体的に尋問
する方法が現実的ではないかと判断される。ただ，６項で
順序の変更は可能であり，将来弁護士の力量が高まってく
れば交互尋問方式の運用も可能となる。なお，本条１０項
は複数の証人を同時に同じ事項について尋問することで
相互の矛盾が明らかになり真実の発見が容易になるとさ
れる対質の方法を規定したものである。 
 
 
第１３９条（質問の制限） 
１ 質問は，できる限り，個別的かつ具体的にしなければ
ならない。 
２ 正当な理由がある場合を除き，次に掲げる質問をして
はならない。 
 一 証人を侮辱し，又は困惑させる質問 
 二 誘導質問 
 三 既にした質問 
 四 争点に関係のない質問 
 五 証人自身の意見の陳述を求める質問 
 六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を
求める質問 

３ 裁判所は，当事者の質問が第２項の規定に違反するも
のであると認めるときは，申立てにより又は職権で，こ
れを制限することができる。 
４ 当事者は，第３項の規定による制限に対し，異議を述
べることができる。 
 
＜注＞ 
民訴規則１１５条，１１７条 
 本条は，証人尋問の質問の制限について定めたものであ
る。１項・２項は裁判官・当事者両方の質問に対する制約
であり，３項・４項は当事者の質問に対する制限の方法を
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定めたものである。 
 
 

第三節 当事者尋問 
 
第１４０条（当事者本人の尋問） 
１ 裁判所は，当事者本人を尋問することができる。この
場合においては，その当事者に宣誓をさせることができ
る。 
２ 当事者本人を尋問する場合において，その当事者が，
正当な理由なく，出頭せず，又は宣誓若しくは陳述を拒
んだときは，裁判所は，尋問事項に関する相手方の主張
を真実と認めることができる。 
３ 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは，裁判所は，
決定で，２００万リエル以下の過料に処することができ
る。 
４ 第３項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
＜注＞ 
民訴法２０７条～２０９条 
 本条は，当事者本人の尋問を規定したものである。当事
者本人は，自己に有利な事実のみを陳述することが予想で
き，その意味でバイアスの掛かった証拠方法であるが（そ
の点から当事者尋問を補充的にしか実施できないものと
する立法例もある），他方で事実について最も豊富な情報
を持った人証であることも多い。そこで，本条は，特に制
限を付することなく，当事者尋問を可能としたものである
（その前提として，弁論準備手続や口頭弁論で十分に当事
者の主張が展開されることを予定している）。なお，一般
に正当な理由のない不出頭や宣誓・陳述拒絶に対しては，
相手方主張の真実擬制の制裁が課されるが，１項により当
事者が宣誓しながら虚偽の陳述をした場合はさらに何ら
かの制裁を設ける必要があると見られるところ，禁固等の
刑罰を課すことは適当でないと思われるので，刑罰ではな
い制裁金（過料と呼ぶ）を課すものとした。 
 
 
第１４１条（証人尋問の規定の準用等） 
１ 第１３６条（裁判所外での証人尋問），第１３７条（宣
誓）（第１項及び第３項を除く。），第１３８条（証人
尋問の方法）（第８項及び第１０項を除く。）及び第１
３９条（質問の制限）の規定は，当事者本人の尋問につ
いて準用する。 
２ 裁判所は，必要があると認めるときは，当事者本人と
他の当事者本人又は証人とを同時に尋問することを命
ずることができる。 
 
＜注＞ 
民訴法２１０条，民訴規則１２６条・１２７条 
 当事者尋問は，尋問の対象が第三者か当事者かの違いが
あるが，実質的には証人尋問と共通する部分が多い。そこ
で，本条は証人尋問の規定の多くを準用したものである。
ただ，当事者尋問について適当でない事項（宣誓義務に関
する第１３７条（宣誓）１項・３項など）については，適
用除外したものである。なお，本条２項は対質に関する規
定である（第１３８条（証人尋問の方法）１０項及びその
解説参照）が，当事者本人と証人との間の対質も可能であ

る旨を明らかにするため，準用ではなく書き下ろしている。 
 
 
第１４２条（法定代理人の尋問） 
 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は，訴訟にお
いて当事者を代表する法定代理人について準用する。ただ
し，当事者本人を尋問することを妨げない。 
 
＜注＞ 
民訴法２１１条 
 訴訟無能力者（未成年，被後見人など）を代理する法定
代理人（親権者，後見人など）や法人を代表する代表者（会
社の代表取締役など）については，当事者本人に準じるも
のとして，第三者に関する証人尋問ではなく，当事者尋問
に関する規定を準用したものである。ただ，この場合も，
当事者本人（訴訟無能力者）を当事者尋問することも可能
である。 
 
 

第四節 鑑定 
 
第１４３条（鑑定の申出，鑑定事項） 
１ 裁判所は，当事者の申出に基づいて，鑑定を命ずるこ
とができる。 
２ 鑑定の申出をするときは，申出をする当事者は，鑑定
を求める事項を記載した書面を提出しなければならな
い。ただし，やむを得ない事由があるときは，裁判所の
定める期間内に提出すれば足りる。 
３ 裁判所は，第２項の申出について，相手方の意見を聴
かなければならない。 
４ 裁判所は，第２項の書面に基づき，第３項の意見も考
慮して，鑑定事項を定める。この場合においては，鑑定
事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならな
い。 
 
注） 
 日本民訴規則１２９条参照。 
 鑑定は，第三者である鑑定人に経験や知識，またはそれ
らに基づいた特定の事項についての判断を提供させるこ
とによって，裁判官の知識を補う証拠調べである。鑑定も，
証拠調べの一種である以上，他の証拠調べと同様に，原則
として当事者の申出によって行うほか，補充的に職権で命
ずることができる。第１２４条（証拠調べ）参照。当事者
の鑑定の申出により鑑定事項を定めるときには，もう一方
の当事者の意見を聞かなければならない。 
 
 
第１４４条（鑑定人の指定，鑑定義務） 
１ 鑑定人は，裁判所が指定する。 
２ 鑑定に必要な学識経験を有する者は，鑑定をする義務
を負う。 
３ 以下の者は鑑定人となることができない。 
 一 鑑定をすることによって，鑑定人又は鑑定人の配偶
者その他の親族が刑事訴追を受け，又は有罪判決を受
けるおそれがあるとき。これらの者の名誉を害し，又
はその家族関係を重大に害するおそれがあるときも
同様とする。 
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 二 鑑定事項が，公務員又は公務員であった者の職務上
の秘密に関する事項に関するとき。ただし，その者の
監督官庁の承認があった場合はこの限りでない。監督
官庁は，公共の利益を害し，又は公務の遂行に重大な
支障を生ずるおそれがある場合を除き，承認を拒むこ
とができない。 

 三 医師，歯科医師，助産師，看護師，薬剤師，弁護士，
宗教の職にある者又はこれらの職にあった者で，鑑定
事項がその職務上知りえた事実で黙秘すべきものに
関するとき。 

 四 鑑定事項が，技術又は職業の秘密に関する事項に関
するとき。 

４ 第３項第２号の監督官庁は，上院議員又はその職にあ
った者については上院，国民議会の議員又はその職にあ
った者については国民議会，政府のメンバー又はその職
にあった者については内閣とする。 
５ 第３項第２号，第３号及び第４号の規定は，鑑定人が
黙秘の義務を免除された場合には，適用しない。 
 
注） 
 日本民訴法２１２条・２１３条参照。 
 本条は，鑑定義務を負う者の範囲について，証人義務の
場合とほぼ同様の定めを置くものである。第１３２条，第
１３３条，第１３４条参照。 
 
 
第１４５条（鑑定人の忌避） 
１ 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき
事情があるときは，当事者は，その鑑定人が鑑定事項に
ついて陳述をする前に，これを忌避することができる。
鑑定人が陳述をした場合であっても，その後に，忌避の
原因が生じ，又は当事者がその原因があることを知った
ときは，同様とする。 
２ 忌避の申立ては，弁論準備手続の期日又は口頭弁論期
日においてする場合を除き，書面でしなければならない。 
３ 忌避の申立てをする当事者は，忌避の原因を疎明しな
ければならない。 
４ 忌避を正当な理由があるとする決定に対しては，不服
を申し立てることができない。 
５ 忌避を正当な理由がないとする決定に対しては，抗告
をすることができる。 
 
注１） 日本民訴法２１４条，日本民訴規則１３０条参照
注２） 用語確定会議の議論を踏まえて第４項・第５項に，
「正当な」という文言を加えた。 
 
 
第１４６条（鑑定人の陳述の方式，鑑定人の発問等） 
１ 裁判所は，鑑定人に，書面又は口頭で，意見を述べさ
せることができる。 
２ 鑑定人は，鑑定のため必要があるときは，審理に立ち
会い，裁判所に証人若しくは当事者本人に対する尋問を
求め，又は裁判所の許可を得て，これらの者に対し直接
に問いを発することができる。 
 
注１） 日本民訴法２１５条，日本民訴規則１３２条・１
３３条参照。 

注２） 鑑定人に口頭で意見を述べさせるためには，裁判
所による呼び出しが必要である旨を明文で規定して欲し
いとの意見が，用語確定会議であった。しかし，次の第１
４７条（証人尋問の規定の準用，宣誓の方式）で証人尋問
の規定が準用されるので，この点を明文で規定する必要は
ないであろう。 
注３） 鑑定人は裁判所によって指定されるが，鑑定人の
鑑定における誠実さを妨げる事情があるときは，当事者は
忌避を申し立てることができる。忌避の申立ては，鑑定人
が鑑定事項について陳述をする前に行わなければならな
いが，例外的に，記事の原因が鑑定人の陳述後に生じたと
き，または，当事者が鑑定人の陳述後に忌避の原因につい
て知ったときには，なお鑑定人を忌避することができる。 
 忌避を正当な理由があるという決定に対しては，不服申
立ては許されない。これは，当事者の利益と手続の迅速性
を考慮した結果である。 
 
 
第１４７条（証人尋問の規定の準用，宣誓の方式） 
 第二編第三章第二節（証人尋問）の規定は，特別の定め
がある場合を除き，鑑定について準用する。ただし，第１
３２条（証人義務）第２項の規定は，この限りでない。 
 
注） 
 日本民訴法２１６条，日本民訴規則１３１条・１３４条
参照。 
 本条は，特別の定めがある場合を除いて，証人尋問に関
する規定を，鑑定に準用することを定める，なぜなら，鑑
定人は，証人としての性格と，裁判所を補助する者として
の性格を有するからである。ただし，第１３２条（証人義
務）第２項は準用されない。鑑定は，証人尋問とは異なり，
代わりの鑑定人を指定でき，また，鑑定人を勾引しても公
正な鑑定結果が望めないからである。 
 
 

第五節 書証 
 
第１４８条（書証の申出等） 
１ 書証の申出は，当事者が自己の所持する文書を提出し，
又は文書の所持者にその提出を命ずることを裁判所に
申し立ててしなければならない。 
２ 書証の申出は，第１項の規定にかかわらず，文書の所
持者にその文書の送付を嘱託することを裁判所に申し
立ててすることができる。 
３ 裁判所は，必要があると認めるときは，提出又は送付
に係る文書を留め置くことができる。 
 
注１） 日本民訴法２１９条・２２６条・２２７条，日本
民訴規則１４３条参照。 
注２） 本条は，書証の申出をする方法として，①当事者
が自己の所持する文書を提出する方法，②他人の所持する
文書について文書提出を命ずる決定を裁判所に申し立て
る方法，③他人の所持する文書について裁判所に文書の送
付嘱託を申し立てる方法があることを明らかにするもの
である。③は，②と異なり，相手方（文書の所持者）に対
する強制力がなく，所持者が嘱託に応じて任意に文書を提
出することに期待する手続である。一般に，裁判への協力
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が期待できる官庁等が文書を所持する場合に使われるこ
とになろう。 
注３） なお，文書の送付嘱託については，日本法の解釈
として，送付された文書は当事者の提出行為を経てはじめ
て証拠調べの対象となるのであって，文書の証拠調べの準
備行為にすぎず，書証の提出方法それ自体ではない，との
有力な見解がある。同様の議論は，文書提出を命ずる決定
についてもなされている。しかし，このような細かな問題
の解決は，カンボジア側の実務での運用に委ねるのが妥当
である。 
 他方で，本民事訴訟法では，文書の証拠調べは，他の証
拠方法と同様に，裁判所が補充的に職権ですることができ
る（第１２４条（証拠調べ）第２項参照）。このこととの
関係で，文書の送付嘱託や文書提出を命ずる決定の申立て
についての上述の議論は，（送付ないし提出された文章を
当事者が書証として提出しなくても，裁判所が職権で証拠
調べをする余地があるので），議論の実益に乏しいと思わ
れる。 
 結論として，条文としては，わかりやすさを重視して，
書証の申出の方法として３種類のものがあることを規定
することとした。 
注４） 用語確定会議の議論を受けて，第１項・第２項に
「裁判所に」との文言を追加した。 
 
 
第１４９条（訳文の添付等） 
１ 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をす
るときは，申出をする当事者は，取調べを求める部分に
ついてその文書の訳文を添付しなければならない。 
２ 相手方は，第１項の訳文の正確性について意見がある
ときは，意見を記載した書面を裁判所に提出しなければ
ならない。 
 
注１） 日本民訴規則１３７条・１３８条参照。 
注２） 憲法第５条は，「公用語及び文字は，クメール語
及びクメール文字である」と定める。そこで，本条は，裁
判所に外国語で書かれた文書を提出して書証の申出をす
る際には，取調べを求める部分の訳文を添付することを定
めている。なお，翻訳は公的機関によるものでなくてもよ
い。 
注３） 相手方が，訳文が外国語の原文と異なるとすると
きには，その旨の意見を裁判所に提出できる。 
 
 
第１５０条（文書提出義務） 
１ 文書の所持者は，本法その他の法律に特別の定めがあ
るときを除き，その提出を拒むことができない。 
２ 文書の所持者は，文書が次の各号のいずれかに該当す
るときは，その提出を拒むことができる。 
 一 文書の所持者又は文書の所持者の配偶者その他の
親族が刑事訴追を受け，若しくは有罪判決を受けるお
それがある事項，又はこれらの者の名誉を害し，又は
その家族関係を重大に害すべき事項が記載されてい
る文書 

 二 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出に
より公務の遂行に重大な支障を生ずるおそれがある
もの 

 三 医師，歯科医師，助産師，看護師，薬剤師，弁護士，
宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が職務
上知りえた事実又は技術若しくは職業の秘密に関す
る事項で，黙秘の義務が免除されていないものが記載
されている文書 

 
注１） 日本民訴法２２０条及び同条改正案参照。 
注２） 本条は，文書の所持者が，本条に該当する事由が
ない限り，公文書・私文書を問わず，一般的に文書提出義
務を負うことを明らかにしたものである。 
注３） 本条第２項第１号は，証人拒絶権に関する第１３
４条（証言拒絶権）第１項に相当する場合について，また，
本条第３号は，同条第２項第２号及び同項第３号に相当す
る場合について，それぞれ提出義務を否定するものである。 
注４） 本条第２項第２号は，公務員をその職務上の秘密
につき証人として尋問するにあたって，公務の遂行に重大
な支障を生ずるおそれがある場合には監督官庁が承認を
拒否できること（第１３３条（公務員の尋問）第２項）を
考慮して，同様の場合につき文書提出義務を否定する趣旨
である。 
 
 
第１５１条（文書提出を命ずる決定の申立て） 
１ 文書提出を命ずる決定の申立ては，次に掲げる事項を
明らかにしてしなければならない。 
 一 文書の表題及び趣旨 
 二 文書の所持者 
 三 証明すべき事実 
２ 文書提出を命ずる決定の申立ては，書面でしなければ
ならない。 
３ 相手方は，第２項の申立てについて意見があるときは，
意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならな
い。 
 
注１） 日本民訴法２２１条，日本民訴規則１４０条参照。 
注２） 日本法とは異なり，文書提出義務は一般義務とさ
れているので（第１５０条（文書提出義務）），文書提出を
命ずる決定の申立てにあたって挙証者は，第１５０条（文
書提出義務）の拒絶事由なきことを申立書に記載する必要
はない。拒絶事由の存在は，相手方（文書の所持者）が主
張・立証することを要する。 
 
 
第１５２条（文書提出を命ずる決定等） 
１ 裁判所は，文書提出を命ずる決定の申立てを理由があ
ると認めるときは，決定で，文書の所持者に対し，その
提出を命ずる。この場合において，文書に取り調べる必
要がないと認める部分又は提出の義務があると認める
ことができない部分があるときは，その部分を除いて，
提出を命ずることができる。 
２ 裁判所は，第三者に対して文書の提出を命じようとす
る場合には，その第三者を審尋しなければならない。 
３ 文書提出を命ずる決定の申立てについての決定に対
しては，抗告をすることができる。 
 
注１） 日本民訴法２２３条，日本民訴規則１４１条参照。
文書の全部の提出を命ずるか，一部のみの提出を命ずるか
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は，申立ての妥当性と取調べの必要により判断される。 
注２） 公文書につき第１５０条（文書提出義務）２項２
号の拒絶事由の審査のために，特別の手続を設けることも
考えられよう（日本民訴法２２３条３項参照）。 
 
 
第１５３条（当事者が文書提出を命ずる決定に従わない
場合等の効果） 
１ 当事者が文書提出を命ずる決定に従わないときは，裁
判所は，当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と
認めることができる。 
２ 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務が
ある文書を滅失させ，その他これを使用することができ
ないようにしたときも，第１項と同様とする。 
３ 第１項及び第２項に規定する場合において，相手方が，
当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び
当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明
することが著しく困難であるときは，裁判所は，その事
実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 
 
注１） 日本民訴法２２４条参照。 
注２） 本条は，文書の提出を命ぜられた当事者が文書を
提出しなかったり，文書を滅失させ又はその他の方法で使
用不可能とした場合の効力を定めるものである。なお，文
書提出を命ずる決定に基づいて所持者に対する強制執行
の方法により文書の提出を実現することはできない。相手
方当事者の不提出等の効果として，基本的には（第１項・
第２項）は，当該文書の記載に関する挙証者（文書提出を
命ずる決定を申し立てた当事者）の主張が真実と認められ，
そのような文書が証拠として提出されたのと同様の状態
となる。しかし，その文書によって証明しようとしている
事実を認定するかどうかは，裁判官の自由心証による判断
にまかされる。しかし，挙証者が文書の記載に関して具体
的な主張をすること及びその文書によって証明しようと
している事実を他の証拠によって証明することが著しく
困難な場合は，裁判所は，例外的に，この事実それ自体が
証明されたものと扱うことができる（第３項）。 
 
 
第１５４条（第三者が文書提出を命ずる決定に従わない
場合の過料） 
１ 第三者が文書提出を命ずる決定に従わないときは，裁
判所は，決定で，２００万リエル以下の過料に処するこ
とができる。 
２ 第１項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
注１） 日本民訴法２２５条参照。 
注２） 第１５３条（当事者が文書提出を命ずる決定に従
わない場合等の効果）の場合と異なり，第三者が文書を所
持している場合は，過料による制裁を通じて，間接的に文
書の提出を促すことができるにすぎない。 
 
 
第１５５条（文書の成立） 
１ 書証の申出をした当事者は，文書の成立が真正である
ことを証明しなければならない。 
２ 文書は，その方式及び趣旨により公務員が職務上作成

したものと認めるべきときは，真正に成立した公文書と
推定する。 
３ 公文書の成立の真否について疑いがあるときは，裁判
所は，職権で，当該官庁に照会をすることができる。 
４ 私文書は，本人又はその代理人の署名があるときは，
真正に成立したものと推定する。 
５ 第２項及び第３項の規定は，外国の官庁の作成に係る
ものと認めるべき文書について準用する。 
 
注１） 日本民訴法２２８条参照。 
注２） 本条は，文書について，成立の真正が証明されな
ければならないことを定め，この点についての証拠法則を
規定する。文書の成立の真正とは，文書が作成名義人の意
思に基づいて作成されたことをいう。しかし，文書が真正
に成立したと認められても，ただちにその記載内容が真実
であると認められるわけではない。それは，その文書の記
載内容を信用できるかどうかの問題であり，裁判官の自由
心証によって判断される。 
注３） 用語確定会議の議論を受けて，第１項の文言を修
正した。 
 
 
第１５６条（筆跡の対照による証明） 
１ 文書の成立の真否は，筆跡の対照によっても，証明す
ることができる。 
２ 第１４８条（書証の申出等），第１５２条（文書提出
を命ずる決定等），並びに第１５３条（当事者が文書提
出を命ずる決定に従わない場合等の効果）第１項及び第
２項の規定は，対照の用に供すべき筆跡を備える文書そ
の他の物件の提出又は送付について準用する。 
３ 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは，裁
判所は，決定で，対照の用に供すべき文字の筆記を相手
方に命ずることができる。 
４ 相手方が正当な理由なく第３項の規定による決定に
従わないときは，裁判所は，文書の成立の真否に関する
挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変え
て筆記したときも，同様とする。 
５ 第三者が正当な理由なく第２項において準用する第
１５３条（当事者が文書提出を命ずる決定に従わない場
合等の効果）第１項の規定による提出の命令に従わない
ときは，裁判所は，決定で，２００万リエル以下の過料
に処することができる。 
６ 第５項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
注１） 日本民訴法２２９条参照。 
注２） 本条は，文書の成立の真否は，文書の作成名義人
や第三者を証人として尋問して作成名義人がその文書を
作成したことを証明する方法以外に，「筆跡の対照によっ
ても」証明することができる旨を定めたものである。 
 
 
第１５７条（文書の成立の真正を争った者に対する過料） 
１ 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により
真実に反して文書の成立の真正を争ったときは，裁判所
は，決定で，１００万リエル以下の過料に処することが
できる。 
２ 第１項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
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３ 第１項の場合において，文書の成立の真正を争った当
事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正
であることを認めたときは，裁判所は，事情により，同
項の決定を取り消すことができる。 
 
注１） 日本民訴法２３０条参照。 
注２） 過料の制裁については，第１４０条（当事者本人
の尋問）参照。 
注３） 書証は，民事訴訟においては，重要な証拠（方法）
の一つである。文書の成立の真正を争うことは，当事者の
利益と手続の迅速性に大きな影響を及ぼす。そこで，本条
は，故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の
真正を争った者を，決定で，過料に処することを定めてい
る。しかし，訴訟の継続中に，文書の成立の真正を争った
者が，その文書の成立が真正であることを認めた場合には，
裁判所は，この決定を取り消すことができる。 
 
 
第１５８条（文書に準ずる物件への準用） 
 この節の規定は，図面，写真，録音テープ，ビデオテー
プその他の情報を表すために作成された物件で文書でな
いものについて準用する。 
 
注１） 日本民訴法２３１条，日本民訴規則１４７条参照。 
注２） 本条は，文書と異なり，文字や記号を用いずに他
の方法で情報を記録した物件を証拠方法として許容し，そ
の証拠調べについては，原則的に文書と同様に（準文書）
扱うことを定めるものである。本条の規定は，例示にすぎ
ず，本条は，コンピューター等で用いられる様々な記録媒
体（メディア）に広く適用される。 
 
 
第１５９条（録音テープ等の反訳文書の書証の申出があ
った場合の取扱い） 
 録音テープ，ビデオテープ又はこれらに準ずる方法によ
り一定の事項を記録することができる物の記録内容を反
訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は，相手方
がこれらの物の複製物の交付を求めたときは，相手方にこ
れを交付しなければならない。 
 
注１） 日本民訴規則６８条・１４４条参照。 
注２） 本条は，当事者が録音テープ等の証拠調べを求め
るのではなく，録音テープ等の内容を反訳した文書の証拠
調べを求めた場合に，相手方当事者に，内容の反訳をチェ
ックするために，録音テープ等の複製物の交付を求める権
利を認めた規定である。 
 
 
第１６０条（録音テープ等の内容を説明した書面の提出
等） 
１ 録音テープ，ビデオテープ又はこれらに準ずる方法に
より一定の事項を記録することができる物の証拠調べ
の申出をした当事者は，裁判所又は相手方の求めがある
ときは，その物の記録内容を反訳した書面又はその物の
内容を説明した書面を提出しなければならない。 
２ 相手方は，第１項の書面における説明の内容について
意見があるときは，意見を記載した書面を裁判所に提出

しなければならない。 
 
注１） 日本民訴規則６８条・１４９条参照。 
注２） 証拠の申出は，当事者の権利であり，責任でもあ
る。したがって，録音テープ等の証拠調べの申出をした当
事者は，裁判所又は相手方の求めがあるときには，その物
の内容を反訳した書面又は内容を説明した書面を提出し
なければならない。 
注３） 相手方は，書面の内容について意見があるときに
は，その意見を書面で裁判所に提出しなければならない。 
 
 

第六節 検証 
 
第１６１条（検証の申出） 
 検証の申出は，検証の対象を表示してしなければならな
い。 
 
注１） 日本民訴規則１５０条参照。 
注２） 検証とは，裁判官が五官の作用により，直接に対
象物の形状・性質を観察し，その結果得られた内容を証拠
資料とする証拠調べである。文書であっても，その記載内
容を問題にするのではなく，その紙質，筆跡などを証拠方
法とする場合は，検証の対象となる。自然人について，そ
の供述内容を問題にする場合は証人尋問，当事者尋問の方
法によるが，その身体や容貌を問題にする場合は検証の対
象となる。 
 
 
第１６２条（検証の目的の提示等） 
１ 第１４８条（書証の申出等），第１５２条（文書提出
を命ずる決定等），及び第１５３条（当事者が文書提出
を命ずる決定に従わない場合等の効果）の規定は，検証
の対象の提示又は送付について準用する。 
２ 第三者が正当な理由なく第１項において準用する第
１５２条（文書提出を命ずる決定等）第１項の規定によ
る提示の命令に従わないときは，裁判所は，決定で，２
００万リエル以下の過料に処することができる。 
３ 第２項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
注１） 日本民訴法２３２条参照。 
注２） 本条は，検証の対象の提示・送付につき，書証に
関する規定を準用する。第１５０条が準用されないのは，
検証に協力することは司法権の及ぶ者の一般義務である
という理由からである。 
 
 

第七節 証拠保全 
 
第１６３条（証拠保全） 
１ 裁判所は，あらかじめ証拠調べをしておかなければそ
の証拠を使用することが困難となる事情があると認め
るときは，申立てにより，この章の規定に従い，証拠調
べをすることができる。 
２ 第１項によりされた証拠調べの結果は，本案の訴訟に
おいてその効力を有する。 
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３ 当事者は，本案の訴訟の口頭弁論において，第１項に
よりされた証拠調べの結果を陳述しなければならない。 
 
注１） 日本民訴法２３４条，日本民訴規則１５２条参照。 
注２） 証拠調べは，通常，当事者の申出により，口頭弁
論期日において行われる。しかし，証拠の滅失，変質等の
恐れがある場合には，訴えの提起前においても，証拠保全
として証拠調べをすることができる。生命の危機に瀕して
いる者に対する尋問や，変造の恐れのある患者のカルテを
書証として証拠調べする等の例がある。 
注３） 証拠保全としてなされた証拠調べの結果は，本案
の訴訟においてその効力を有する（本条第２項）が，その
ためには，当事者がその結果を本案の訴訟の口頭弁論で陳
述することを要する（本条第３項）。これは，口頭弁論で
得られた資料のみが判決の基礎とされ，また，判決をする
裁判官は口頭弁論に関与した者でなければならないとい
う直接主義の要請から必要となる手続である（本案の訴訟
を担当する裁判官が，証拠保全として証拠調べを担当する
裁判官とは異なる裁判官である場合がある。）。この点で，
本条第３項は，弁論準備手続の結果のその後の口頭弁論で
の陳述（第１１６条（弁論準備手続の結果の陳述及び弁
論））と類似の趣旨の規定と位置付けられる。 
 
 
第１６４条（管轄裁判所） 
１ 訴えの提起後における証拠保全の申立ては，その証拠
を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。 
２ 訴えの提起前における証拠保全の申立ては，尋問を受
けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証
の対象の所在地を管轄する始審裁判所にしなければな
らない。 
３ 急迫の事情がある場合には，訴えの提起後であっても，
第２項の始審裁判所に証拠保全の申立てをすることが
できる。 
 
注１） 日本民訴法２３５条参照。本条は，証拠保全の申
立てをすべき管轄裁判所について定める。 
注２） 第３項は，第１項の例外として，訴えの提起後に
おいても，急迫の事情がある場合は，尋問を受けるべき者
若しくは文書を所持する者の居所又は検証の対象の所在
地を管轄する始審裁判所に証拠保全の申立をすることが
できる旨を規定したものである。 
 
 
第１６５条（証拠保全の申立ての方式） 
１ 証拠保全の申立ては，書面でしなければならない。 
２ 第１項の書面には，次に掲げる事項を記載しなければ
ならない。 
 一 相手方の氏名又は名称及び住所 
 二 証明すべき事実 
 三 保全すべき証拠 
 四 証拠保全の事由 
３ 証拠保全の事由は，疎明しなければならない。 
 
注） 日本民訴規則１５３条参照。 
 
 

第１６６条（相手方の指定ができない場合の取扱い） 
 証拠保全の申立ては，相手方を指定することができない
場合においても，することができる。この場合においては，
裁判所は，相手方となるべき者のために特別代理人を選任
することができる。 
 
注） 日本民訴法２３６条参照。 
 通常は，証拠保全の申立ては，相手方を特定してする。
しかし，申立人が相手方を指定することができない場合に
おいては，裁判所が，相手方となるべき者のために特別代
理人（第３６条）を選任することができることを定めたの
が本条である。 
 
 
第１６７条（職権による証拠保全） 
 裁判所は，必要があると認めるときは，訴訟の係属中，
職権で，証拠保全の決定をすることができる。 
 
注） 日本民訴法２３７条参照。 
 本条は，職権による証拠保全を定める。裁判所は，必要
があると認めるときには，当事者の申立てがなくとも，証
拠保全の決定をすることができる。 
 
 
第１６８条（不服申立て） 
証拠保全の申立てを却下する決定に対しては，申立人は，
抗告をすることができる。 
 
注） 日本民訴法２３８条参照。 
 証拠保全の申立てを却下する決定に対して，申立人が抗
告できることを定める。 
 
 
第１６９条（期日の呼出し） 
 証拠調べの期日には，申立人及び相手方を呼び出さなけ
ればならない。ただし，急速を要する場合は，この限りで
ない。 
 
注） 日本民訴法２４０条参照。 
 証拠保全も証拠調べであるので，その期日には申立人及
び相手方を呼び出さねばならない。しかし，証人が生命の
危機にある場合や，証拠の隠滅，変造等の恐れのある場合
など，急を要する場合には，申立人及び相手方を呼び出さ
ずに証拠調べを行うことができる。 
 
 
第１７０条（証拠保全の費用） 
 証拠保全に関する費用は，訴訟費用の一部とする。 
 
注） 日本民訴法２４１条参照。 
 
 
第１７１条（口頭弁論における再尋問） 
 証拠保全の手続において尋問をした証人について，当事
者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは，裁判所は，
その尋問をしなければならない。 
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注１） 日本民訴法２４２条参照。 
注２） 証拠保全の手続でなされた証拠調べの結果は，本
案の訴訟において効力を有する（第１６３条（証拠保全）
第２項参照）。しかし，証人尋問については，本案の審理
及び判決を担当する裁判官がみずから証人の供述を聴く
ことが，適切に心証を形成する上で重要であるので，この
ような直接主義の要請を重視して，当事者が望む場合には
当該証人を再度尋問するものとしたのが，本条の趣旨であ
る。 
 
 
第１７２条（証拠保全の記録の送付） 
 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には，その証
拠調べを行った裁判所は，本案の訴訟記録の存する裁判所
に対し，証拠調べに関する記録を送付しなければならない。 
 
注１） 日本民訴規則１５４条参照。 
注２） 本条は，証拠保全の手続でなされた証拠調べの結
果が本案の訴訟において効力を有する（第１６３条（証拠
保全）第２項参照）ことを前提として，証拠保全による証
拠調べを行った裁判所から，本案の係属する裁判所に，そ
の記録を送付することを定めるものである。 
 
 

第四章 訴訟手続の中断及び中止 
 
第１７３条（訴訟手続の中断及び受継） 
１ 次の各号に掲げる事由があるときは，訴訟手続は中断
する。 
 一 当事者の死亡 
 二 当事者である法人の合併による消滅 
 三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若
しくは代理権の消滅 

 四 一定の資格を有する者で自己の名で他人に代わっ
て訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由によ
る資格の喪失 

 五 第４２条（当事者の選定）の規定により選定された
当事者全員の死亡その他の事由による資格の喪失 

２ 第１項各号に掲げる事由があるときは，次の者が訴訟
手続を受け継がなければならない。 
 一 当事者の死亡のときは，相続人その他法令により訴
訟を続行すべきもの 

 二 当事者である法人の合併による消滅のときは，合併
後に権利義務を承継する法人 

 三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若
しくは代理権の消滅のときは，法定代理人又は訴訟能
力を有するに至った当事者 

 四 一定の資格を有する者で自己の名で他人に代わっ
て訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由によ
る資格の喪失のときは，同一の資格を有する者 

 五 第４２条（当事者の選定）の規定により選定された
当事者全員の死亡その他の事由による資格の喪失の
ときは，同条により選定していた者の全員又は同条に
より新たに選定された当事者 

３ 第１項の規定は任意代理人がある間は，適用しない。
ただし，任意代理人は，第１項各号の事由が生じた旨を
裁判所に届け出なければならない。 

４ 第１項第１号に掲げる事由がある場合においても，相
続人は，相続の放棄をすることができる間は，訴訟手続
を受け継ぐことができない。 
 
〈注〉 
日本民訴法１２４条，民訴規則５２条参照。 
 訴訟手続の中断の事由及びその場合に訴訟手続を受継
する者を規定する。以下のような事由が生じた場合は，新
たな当事者が攻撃防御をすることができる状態となるま
で，いったん訴訟手続を停止させなければ，当事者の手続
権が保障されないからである。中断は，以下の事由が発生
した場合に自動的に生ずる（裁判は必要とされない）。 
 （１） 当事者が死亡した場合においては，権利義務を
承継する者がない場合（例えば，離婚訴訟）等を除き（第
１７４条（訴訟手続の当然終了）参照），訴訟手続は中断
する（１項１号）。この場合に受継すべき者は原則として
相続人であるが，相続放棄ができる間は相続人が確定しな
いので，受継はされない（４項）。「法令により訴訟を続
行すべき者」としては，相続人がいない場合に相続財産を
管理する者として裁判所が定めるもの（相続財産管理人）
等が想定されている。なお，これらの規律は，相続におけ
る承継の制度・放棄の制度の存在を前提としており，民法
の相続法制との調整の必要がある。 
 （２） 当事者である法人が合併によって消滅した場合
も，訴訟手続は中断する（１項２号）。合併においては，
合併後に権利義務を包括的に承継する法人が手続を受継
する。 
 （３） 当事者が訴訟能力を喪失したり，法定代理人に
死亡・代理権消滅があった場合は，当事者は変わらないも
のの，そのまま訴訟手続を続行することは当事者の手続権
保障の趣旨から問題がある。そこで，この場合も訴訟手続
を中断し，新たな法定代理人が受継するか，当事者の能力
回復により法定代理権が消滅した場合はその本人が受継
する（１項３号及び２項３号）。 
 （４） 一定の資格に基づき第三者が当事者適格をもつ
法定訴訟担当の場合（例えば，遺言の場合の遺言執行者），
その者が資格を喪失したときは（例えば，遺言執行者が辞
任した場合），訴訟手続を中断し，その後任の者が受継す
る（１項４号及び２項４号）。 
 （５） 第４２条（当事者の選定）の規定により選定さ
れた当事者の一部が死亡・資格喪失した場合は，他の選定
された当事者が訴訟行為をできるが（第４２条（当事者の
選定）４項），その全員が死亡・資格喪失した場合は，訴
訟手続は中断し，新たに選定された当事者か，選定がない
場合は選定していた者自身が受継する（１項５号及び２項
５号）。 
 以上のような事由が生じた場合においても，その当事者
に任意代理人がいるときは，訴訟を続行しても，任意代理
人が的確な攻撃防御を遂行することが期待でき，問題はな
いと見られる。そこで，任意代理人がいる場合には，訴訟
手続の中断は生じないものとした（３項）。但し，その場
合でも，裁判所に前記のような事由が生じたことを知らせ
ておく必要はあるので，任意代理人の報告義務を定めたも
のである。 
 （６） 第３項（法律家委員会案では第４項）は，相続
放棄をできる間の相続人の訴訟手続の受継を不可能とし
ている。受継が可能であるとすると，受継後に相続放棄が
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なされた場合に，その間に行われた訴訟行為が無駄になっ
てしまうためである。 
 
 
第１７４条（訴訟手続の当然終了） 
 当事者が死亡し又は合併により消滅した場合において，
訴訟の目的である権利若しくは義務を承継する者がない
とき又は当該権利若しくは義務が同一人に帰属するに至
ったときは，訴訟手続は終了する。この場合には，裁判所
は訴訟の終了を宣言する判決をしなければならない。 
 
〈注〉 
 当事者が死亡等した場合も，相続人等が権利義務関係を
承継することができれば，第１７３条（訴訟手続の中断及
び受継）により訴訟手続は続行するが，そのような承継が
生じないとき（例えば，離婚訴訟）には，当事者が一人し
かいないので，訴訟手続は当然に終了する。親子間の訴訟
で，親の死亡により相手方である子が唯一の相続人となる
場合も同様に当事者が一人だけになるので，訴訟手続は終
了する。この点は，日本法には明文の規定はないが，確定
判例で認められているところである。なお，法人の合併に
ついても，日本では，会社の設立無効の訴えや株主総会決
議取消しの訴えなどは，新たな法人に承継されないものと
されているが，この点はカンボジアの会社法の規定により
定まり，そのような例がなければ，合併の場合には，「訴
訟の目的である権利若しくは義務を承継する者がないと
き」という部分は空振りということになる。 
 そして，この場合は，死亡等の事実が発生した時点で訴
訟手続は当然に終了するが，それを明確化するため，必ず
訴訟終了宣言判決をすることにしたものである。この判決
は，残存する一方当事者のみに送達される。なお，訴訟の
目的である権利義務関係の承継を主張する者がいるとき
は，この訴訟終了宣言判決に対して上訴を提起することが
できる。 
 
 
第１７５条（受継の手続） 
１ 訴訟手続の受継の申立ては，手続を受け継ごうとする
者及び相手方がすることができる。 
２ 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には，裁判所は，
受継の申立ての相手方に通知しなければならない。 
３ 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には，裁判所は，
職権で調査し，理由がないと認めるときは，決定で，そ
の申立てを却下しなければならない。その決定に対して
は，抗告をすることができる。 
４ 第３項の場合において，裁判所は，受継の申立てに理
由があると認めるときは，決定で，受継を許可しなけれ
ばならない。 
５ 判決書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立て
があった場合には，その判決をした裁判所がその申立て
についての裁判をしなければならない。 
 
〈注〉 
日本民訴法１２６条，１２７条，１２８条 
 本条は受継の手続を定めるものである。まず，受継の申
立権を有するは，死亡等の事由が生じた当事者の相手方当
事者か，第１７３条（訴訟手続の中断及び受継）等によっ

て受継の資格が定められた者である（１項）。相手方も訴
訟手続を迅速に確定する利益があるので，受継申立権が認
められる。申立てがあると，裁判所はその旨を通知する（２
項）。受継資格者により申立ての場合は相手方当事者，相
手方の申立ての場合は受継資格者に通知がされる（なお，
相手方が受継を申し立てるときは，受継資格者を特定する
必要がある）。受継の当否は訴訟手続上の裁判であるので，
決定手続により，職権調査事項となる。調査の結果，受継
の理由がなければ申立ては却下され（３項），理由があれ
ば受継決定がされる（４項）。なお，判決書送達後に中断
した場合は，上訴すべき裁判所ではなく，判決をした裁判
所に受継申立てがされ，その裁判所が決定をする（５項）
（上訴がされた後は，上訴裁判所が受継の許否の決定をす
る）。 
 
 
第１７６条（職権による続行命令） 
 当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合におい
ても，裁判所は，職権で，訴訟手続の続行を決定で命ずる
ことができる。 
 
〈注〉 
日本民訴法１２９条 
 訴訟手続の進行については，職権進行主義がとられてい
るので，受継資格者が存するにもかかわらず，受継資格
者・相手方のいずれからも受継申立てがない場合には，裁
判所が職権で訴訟手続の続行を命ずることを可能とした
ものである。 
 
 
第１７７条（訴訟手続の中止） 
１ 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うこと
ができないときは，訴訟手続は，その事由が消滅するま
で中止する。 
２ 終期を予測できない長期の支障により当事者が訴訟
手続を続行することができないときは，裁判所は，決定
で，その中止を命ずることができる。この場合において，
その支障が消滅したときは，裁判所はその決定を取り消
すことができる。 
３ 民事訴訟事件に係る請求を理由付ける事実について
刑事事件が係属しているときは，裁判所は，決定で，そ
の民事訴訟事件の訴訟手続の中止を命ずることができ
る。この場合において，当該刑事事件が終了したときは，
裁判所はその決定を取り消すことができる。 
 
〈注〉 
日本民訴法１３０条，１３１条 
 一定の事由が発生した場合に，中断のように新たな訴訟
追行者が生じるものではないが，やはり当事者の手続保障
の観点から訴訟手続を停止すべき場合には，訴訟手続は中
止される。本条は，そのような中止の発生する場合を定め
たものである。 
（１） 裁判所の存する地域の大火災，水害，地震等の天
災や，戦争，内乱，暴動等の事由によって，裁判所全体が
職務を行うことができない場合は，裁判所の裁判なしに法
律上当然に訴訟手続は中止する（１項）。個々の裁判官の
事情（病気等）はこれに含まれない。前記の事由が消滅し
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たときは，当然に中止は解消され，訴訟手続は続行される。 
（２） 当事者の存する地域の天災による交通の途絶や当
事者の伝染病による隔離等，当事者が訴訟手続を続行する
ことが社会通念上著しく困難な事情があり，その事情が継
続的で終期が予想できないような場合には，やはり当事者
の手続権保障のために訴訟手続は中止される（２項）。当
事者の旅行や一時的な病気はこれに含まれない。この場合
は，中止は裁判所の決定により，前記のような事情が消滅
した場合も，やはり裁判所の決定により，中止決定が取り
消され，訴訟手続が続行する。なお，中止決定及び中止取
消決定に対しては，不服申立てはできない。 
（３） ある刑事事件が係属している場合に，その事件の
被害者は，附帯私訴を求めることもできるが，別途通常の
民事訴訟を提起することもできる。しかし，後者の場合も，
刑事の有罪判決は民事事件にも拘束力を持つものと考え
られ，民事訴訟手続の進行を停止できるのが望ましい。た
だ，自動的に民事訴訟が中止するとすると，引き延ばし目
的での刑事告訴等を招き望ましくないので，裁判所の裁量
的な判断に基づき，民事訴訟手続を中止できることとした
ものである（３項）。 
 
 
第１７８条（中断及び中止の効果） 
１ 訴訟手続の中断又は中止があったときは，当事者及び
裁判所は訴訟行為をすることができない。ただし，判決
の言渡しは，訴訟手続の中断中であっても，することが
できる。 
２ 訴訟手続の中断又は中止があったときは，期間は進行
を停止する。この場合においては，訴訟手続の受継の通
知又はその続行の時から，新たに全期間の進行を始める。 
 
〈注〉 
日本民訴法１３２条 
 本条は中断及び中止の効果を定めたものである。中断・
中止は当事者の手続権保障のための制度であるので，中
断・中止中は訴訟行為はすることができず（１項），期間
も進行しない（２項）のが原則である。したがって，中断・
中止中にされた訴訟行為は原則として無効であるが，判決
の言渡しについては，特に当事者の手続権に配慮する必要
はなく，迅速な言渡しに対する法の要請もあるので，例外
的に，中断中にも言渡しを可能としたものである。このほ
か，続行を命ずる決定，裁判官の回避などの裁判所の訴訟
行為，受継の申立て，任意代理人の選任，救助の申立て等
相手方に影響を及ぼさない当事者の訴訟行為も，中断中に
行うことができる。また，期間は進行を停止し，中断・中
止が終了した時点から，全部の期間について改めて進行を
始めるものとされる。例えば，１ヶ月の上訴期間のうち３
週間が経過した時点で中断・中止が生じた場合，その事由
が消滅した時点から改めて（残りの１週間ではなく）１ヶ
月の上訴期間が認められる。 
 
 

第五章 裁判 
第一節 裁判通則 
 

第１７９条（裁判の種類） 
１ 判決とは，裁判所が，本法又はその他の法律に別段の

定めがある場合を除き，口頭弁論に基づいて法定の方式
を具備した判決書を作成してする裁判で，これに基づく
言渡しによって効力を生じるものをいう。（１） 
２ 決定とは，裁判所又は裁判官が，口頭弁論を経ないで
することができる裁判で，判決以外のものをいう。（２） 

 
＜注＞ 
（１）通常の訴訟では，原告の訴えが訴訟要件を具備して
適法であるか否か，又は，本案に関する原告の請求が正当
であるか否かの判断は，判決によるのが原則である。 
（２）付随的な事項又は軽易な事項については，決定によ
るのが原則である。決定は，相当と認める方法で当事者に
告知すれば，その効力を生ずる。 
 
 

第二節 判決通則 
 
第１８０条（終局判決） 
１ 裁判所は，弁論及び証拠調べの結果により審理を完了
すべきときは，口頭弁論を終結して終局判決をしなけれ
ばならない。（１） 
２ 併合された複数の請求のうちの一について審理を完
了すべきときは，その一について終局判決をすることが
できる。（２） 
３ 裁判所は，終局判決をするために必要があると認める
ときは，終結した口頭弁論の再開を命じることができる。
（３） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２４３条及び１５３条参照。 
（１）本項は，ある審級に係属する訴訟事件を完結させる
判決である「終局判決」についての規定である。終局判決
に対する概念は「中間判決」であり，第１８１条（中間判
決）に規定する。終局判決には上訴が認められるが，中間
判決に対する独立の上訴は認められない。ここにいう終局
判決の種類としては，訴え却下判決，請求棄却判決，請求
認容判決などがある。オーストリア民訴法３９０条１項及
び韓国民訴法１８３条参照。 
（２）終局判決には，訴訟事件の全部の審理を完結させる
「全部判決」のほかに，一部について審理を完結させる「一
部判決」がある。本項は，一部判決に関する規定である。 
（３）日本民訴法１５３条参照。 
 
 
第１８１条（中間判決） 
次の各号に定める事項につき争いがあるときは，裁判所
はまずその事項についてのみ審理を完了して中間判決を
することができる。 
一 請求の存在及び数額について争いがある場合にお
ける請求の存在（１） 
二 独立して判断することができる攻撃又は防御の方
法（２） 
三 訴訟要件の存否（３） 
四 訴訟の終了に関する事項（４） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２４５条参照。 
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（１）本条でいう「中間判決（Salkrom Robiep）」の語は
従前用いられてきたこの語の意味とは大きく異なってい
る。 
（２）請求の原因と数額の双方が争われ，数額に関する審
理が複雑で長期化が予想される場合，双方について審理を
進めると，請求の原因がないと判断されたときは数額に関
する審理が無駄になるので，そのような事態を防止するた
めに，まず請求の原因について中間判決をすることを認め
たもので，訴訟経済を図る趣旨の規定である。オーストリ
ア民訴法３９３条参照。 
（３）「独立して判断することができる」という意味は，
その攻撃防御方法の存在又は不存在によって，自動的にあ
る権利関係の発生，変更又は消滅がもたらされるものをい
う。たとえば，原告が所有権の確認を請求している事件の
場合，その所有権の取得原因である売買や取得時効などが
これに当たる。 
（４）たとえば，係属している事件につき，カンボジアの
裁判所に裁判権があるかどうか，当事者に当事者能力があ
るかどうか，訴状の送達が有効に行われたかどうかなどの
訴訟要件の存否が争いになった際に，訴訟要件が存在する
旨の中間判決をすることができる。これと反対に，訴訟要
件が存在しない旨の判断をするときは，訴えを却下する終
局判決をすることになる。 
（５）訴えの取下げ，訴訟上の和解，請求の放棄・認諾な
どにつき，これらが有効に行われたか，それとも無効であ
るかが争いになったときに，無効であったという旨の中間
判決をして訴訟を続行することができる。これと反対に，
有効であった旨の判断をするときは，終局判決で訴訟の終
了を宣言することになる。 
 
 
第１８２条（判決事項） 
１ 裁判所は，当事者が申し立てた請求のすべてにつき，
判決をしなければならない。（１） 
２ 裁判所は，当事者が申し立てていない事項について，
判決をすることができない。（２） 
３ 裁判所は，訴訟費用の負担義務については，当事者の
申立てがなくても裁判しなければならない。（３） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２４６条参照。 
（１）裁判所は，当事者が申し立てたすべての請求に対し
て，これに応答する義務があることを定めた規定である。
イタリア民訴法１１２条及びフランス民訴法５条参照。本
項は，第１８３条（判決の脱漏）の論理的な前提となる。 
（２）直接的には，当事者の申立事項と裁判所の判決事項
の原則的な一致を意味し，さらに「訴えなければ裁判なし」
という処分権主義の原則を明らかにする意味を有する。 
（３）ドイツ民訴法３０８条２項参照。 
（４）第３項は，訴訟費用については当事者の申立てがな
くとも，第４章（訴訟費用）の規定に従い，敗訴者の負担
であると裁判しなければならない（第１４条第１項参照）。 
 
 
第１８３条（判決の脱漏） 
裁判所が請求の一部について判決を脱漏したときは，訴
訟は，その脱漏した請求の部分については，なおその裁判

所に係属する。（１） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２５８条参照。 
（１）本条は，裁判所が誤って請求の一部につき判決をし
なかった場合を判決の脱漏と呼び，脱漏した部分の請求は
依然として裁判所に係属していることになることを明ら
かにしたものである。したがって，後に，この脱漏部分に
ついても判決がなされてはじめて訴訟係属が終了するこ
とになる。この脱漏部分について後になされる判決のこと
を「追加判決」という。 
 
 
第１８４条（自由心証主義） 
裁判所は，判決をするに当たり，証拠調べの結果並びに
口頭弁論の経緯及び内容を慎重に考慮して，自由な心証に
より，事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判
断する。 
 
＜注＞ 
自由心証主義とは，審理に適法に提出されたすべての資料
を裁判官が自由に判断し，その確信に基づいて裁判の基礎
となる事実の認定をすることができる原則をいう。これと
対立するのが法定証拠主義で，たとえば不動産の譲渡は文
書以外の証拠では証明することができないというように，
証拠の種類又は証拠の証明力について，制約を課すという
原則である。法定証拠主義は，中世のヨーロッパで行われ
ていた原則であるが，１９世紀にフランス民事訴訟法が自
由心証主義を採用して以来，近代国家の民事訴訟法はすべ
て自由心証主義を採用している。日本民訴法２４７条参照。 
 
 
第１８５条（直接主義） 
１ 判決は，その基礎となる口頭弁論に関与した裁判官に
よってのみ，これを行うことができる。（１） 
２ 口頭弁論終結前に裁判官が代わった場合には，当事者
は，従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
（２） 
３ 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の
過半数が代わった場合において，その前に尋問をした証
人について，当事者が更に尋問の申出をしたときは，裁
判所は，その尋問をしなければならない。 
 
＜注＞ 
日本民訴法２４９条参照。 
（１）判決はその基礎となる口頭弁論に関与した裁判官の
みがすることができる旨の規定である。ドイツ民訴法３０
９条及びオーストリア民訴法４１２条１項参照。 
（２）日本民訴法２４９条２項に相当する規定であるが，
時期を明確にするために「口頭弁論終結前に」という文言
を挿入している。 
（３）裁判官が代わった場合には，すでに尋問が終わった
証人について，当事者が再度尋問の申出をしたときには，
代わった裁判官が証言を聞き，直接尋問して自由な心証に
より判断する材料とするために，再び尋問を行う。 
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第三節 判決の言渡し 
 
第１８６条（判決の効力の発生） 
判決は，言渡しによってその効力を生ずる。（１） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２５０条参照。 
（１）本条は，判決は，「言渡し」という第１８７条（言
渡しの期日）以下に規定する特別の告知方式によってはじ
めてその効力を生じ，かつ，言渡し以外の方式では効力が
発生しないことを意味する。「判決の効力」の意味や内容
については，第二編第五章第四節（判決の効力）の節に具
体的な規定を置いている。 
 
 
第１８７条（言渡しの期日） 
 判決の言渡しは，口頭弁論の終結の日から１か月以内に
しなければならない。ただし，事件が複雑であるときその
他特別の事情があるときはこの限りでない。（１） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２５１条参照。 
（１）判決の言渡しは，裁判長の指定した期日に当事者を
呼びだして行わなければならないが，本条は，その言渡期
日は原則として口頭弁論終結の日から１か月以内の日と
すべきことを定めるものである。この期間は，裁判所が事
件について，事実関係，法律関係について熟慮し正しい判
断をするためのものである。 
 
 
第１８８条（言渡しの方式） 
１ 判決の言渡しは，期日に公開の法廷で，判決書の原本
に基づいて，裁判長が主文を朗読してする。ただし，裁
判長に支障がある場合は，陪席裁判官が代わって行うこ
とができる。（１） 
２ 判決の言渡しは，当事者が在廷しない場合においても，
することができる。（２） 
３ 裁判長は，相当と認めるときは，判決の理由を朗読し，
又は口頭でその要旨を告げることができる。（３） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２５１条２項，２５２条及び日本民訴規則１５
５条参照。 
（１）日本民訴法２５２条と日本民訴規則１５５条１項を
合体させた規定である。 
（２）当事者双方が口頭弁論期日に出頭しない場合には訴
訟行為をすることができないのが原則であるが，判決の言
渡しについては当事者の訴訟行為は必要がないので，例外
的に当事者が在廷しない場合であっても判決の言渡しを
することができる旨を定めたものである。日本民訴法２５
１条２項参照。 
（３）「相当と認めるとき」とは，社会の注目を集める事
件であって多数の傍聴人がいる場合や，当事者が判決言渡
期日に出廷しており，特に法廷における理由の開示を望ん
でいる場合などが，これに当たる。 
（４）裁判長に支障がある場合に，陪席裁判官が代わって
言渡しを行うことができるのは，判断は合議体の評議でな

され，言渡しは，それを読むだけなので，判決の中で判断
された内容に関して，何の影響もないからである。 
 
 
第１８９条（判決書） 
１ 判決書には，次に掲げる事項を記載しなければならな
い。 
 一 裁判所 
 二 口頭弁論の終結の日 
 三 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人
の氏名及び住所 

 四 事実及び争点 
 五 理由 
 六 主文 
２ 事実及び争点の記載は，当事者の陳述に基づきその要
旨を摘示して，これをしなければならない。 
３ 判決書には，判決をした裁判官が署名しなければなら
ない。 
４ 合議体の裁判官が判決書に署名することに支障があ
るときは，他の裁判官が判決書にその事由を付記して署
名しなければならない。 
 
＜注＞ 
日本民訴法２５３条及び日本民訴規則１５７条参照。また，
日本旧民訴法１９１条も参照。第１項に掲げた判決の記載
事項は必要的記載事項であり，これ以外に事件番号，判決
の種類等の任意的記載事項もありうる。 
 
 
第１９０条（判決書の送達） 
１ 判決書は，判決言渡しの日から２週間以内に，当事者
に送達しなければならない。（１） 
２ 第１項に規定する送達は，判決書の正本によってする。 
 
＜注＞ 
日本民訴法２５５条及び日本民訴規則１５９条参照。 
（１）判決は，主文を朗読して言い渡されるが，判決の理
由は必ずしも告知されるわけではないし，当事者が在廷し
ない場合でも言渡しは可能である。そこで，当事者が言渡
し期日に出席したか否かを問わず，当事者に判決書を送達
して判決の内容を知らせる必要がある。また，この送達に
よって，上訴の期間の進行が開始し，さらに勝訴当事者に
とっては強制執行を行うことが可能となる。 
 
 

第四節 判決の効力 
 
第１９１条（判決の自己拘束力） 
判決をした裁判所は，第１９２条（更正決定）に定める
場合を除き，これを取消又は変更することはできない。
（１） 
 
＜注＞ 
（１）判決には，これを言い渡した裁判所自身をも拘束す
る効力があることを定める規定である。なお，第１９２条
（更正決定）の更正決定の規定は，判決に自己拘束力があ
ることが前提となっている。 
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第１９２条（更正決定） 
１ 判決に計算違い，誤記その他これらに類する明白な誤
りがあるときは，裁判所は，申立てにより又は職権で，
いつでも更正決定をすることができる。（１）（２） 
２ 更正決定に対しては，抗告をすることができる。ただ
し，判決に対し適法な控訴があったときは，この限りで
ない。（３） 
３ 更正決定は，判決書の原本及び正本に付記しなければ
ならない。ただし，裁判所は，相当と認めるときは，判
決書の原本及び正本への付記に代えて，決定書を作成し，
その正本を当事者に送達することができる。（４） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２５７条及び日本民訴規則１６０条参照。 
（１）判決には自己拘束力があるが，表現上の明白な誤り
を訂正することは判決の実質を変更することにはならな
いし，このような場合にも上級審の判断を経なければなら
ないとすることは無用の手間と労力を要求することにも
なるので，判決裁判所が自ら訂正することを認めたもので
ある。 
（２）判決書の書き誤りは当事者が発見することが多いし，
それによって不利益を受けるのは当事者であるから，当事
者に申立権が認められる。 
（３）更正決定によって不利益を受けた当事者は，これに
対して抗告ができるが，判決に対して適法な控訴があれば，
更正決定の当否も控訴審の審判の際に判断を受けること
になるから，更正決定に対する独立の抗告は許されない。 
（４）更正決定は，判決書に付記されることにより従前の
判決と一体となり，判決当時にさかのぼって最初から更正
された内容の判決がなされたのと同一の効力を生ずる。更
正の決定書を作成したときは，判決書への付記は必要がな
い。 
 
 
第１９３条（判決の確定時期） 
１ 判決は，適法な上訴又は適法な故障の申立てについて
定めた期間の満了前には，確定しないものとする。 
２ 判決の確定は，第１項の期間内にした上訴の提起又は
故障の申立てにより遮断される。 
 
＜注＞ 
日本民訴法１１６条，日本旧旧民訴法４９８条及びドイツ
民訴法７０５条参照。 
 適法な上訴又は故障の申立てができる期間の満了前は，
判決は確定しない。 
 通常共同訴訟において，共同訴訟人の一人が上訴したが
他の共同訴訟人は上訴しない場合には，上訴期間が経過に
より，上訴をしなかった共同訴訟人については判決が確定
する。 
 
 
第１９４条（判決で判断した事項の確定力） 
１ 判決が確定したときは，終局的な確定力が発生する。 
２ 第１項の確定力は，口頭弁論の終結時における権利又
は法律関係を確定する。 

３ 第１項の確定力の範囲は，訴え又は反訴により申し立
てた請求につき主文において判断をした範囲に限られ，
判決の理由中における判断には及ばない。（１） 
４ 第３項の規定にかかわらず，被告が反対債権による相
殺を主張したときは，確定判決における反対債権が存在
しない旨の判断につき，相殺をもって対抗した額につい
て確定力が発生する。（２） 
 
＜注＞ 
日本民訴法１１４条及びドイツ民訴法３２２条参照。 
（１）第３項は，判決理由中の判断には第１項の終局的な
確定力は発生しないという原則を定めるものである。この
ような原則を定めたのは，次の理由による。判決理由中の
判断に終局的な確定力が生じないことにすれば，当事者は，
結論がどうなるかだけを念頭に置いて訴訟活動をすれば
よく，前提となる攻撃防御方法はあくまでも手段として割
り切って，自由に訴訟活動を行うことができる。また，裁
判所も，最も審理のしやすい争点から判断して結論を導く
という，弾力的な訴訟指揮が可能になる。 
（２）第４項は，第３項の原則の例外を定めている。すな
わち，相殺の抗弁について判決理由中で判断されたときは，
例外的に終局的な確定力が発生する。このような例外を認
めたのは，次の理由による。相殺の抗弁が成立すると，原
告が有する請求権と被告が有する請求権が，同時に消滅す
ることになる。この場合，原告の請求権の消滅については
主文で判断されるので，第１項により当然に確定力を生じ
る。これに対し，被告の請求権の消滅は判決理由中で判断
されるので，第３項の原則を適用すると確定力が生じない
ことになり，バランスを欠くことになる。そこで，第４項
の例外を設けて，相殺の抗弁が主張された場合に限って，
例外的に判決理由中の判断にも確定力を認めたものであ
る。 
 
 
第１９５条（執行力の発生時期） 
判決は，法律に別段の定めがある場合を除き，第１９４
条（判決で判断した事項の確定力）に定める確定力が発生
したときから，執行することができる。 
 
＜注＞ 
フランス民訴法５０１条参照。例外としては，第２３７条
（判決による支払の猶予）第１項の場合などがある。 
 
 
第１９６条（仮執行の宣言）（１） 
１ 財産権上の請求に関する判決については，裁判所は，
必要があると認めるときは，申立てにより又は職権で，
勝訴した原告に担保を立てさせて又は立てさせないで，
その判決を仮執行することができることを宣言するこ
とができる。（２） 
２ 裁判所は，申立てにより又は職権で，担保を立てて，
仮執行を免れることができることを宣言することがで
きる。 
３ 仮執行の宣言は，判決の主文に掲げなければならない。
第２項の規定による宣言についても，同様とする。 
４ 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったと
き，又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれ
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をしなかったときは，裁判所は，申立てにより又は職権
で，補充の決定をする。第２項の申立てについて裁判を
しなかったときも，同様とする。 
 
＜注＞ 
日本民訴法２５９条参照。 
（１）本条の仮執行宣言は，第一審で勝訴した原告に，早
期に権利実現の利益を与えるための手段である。第一審で
敗訴した被告には上訴が認められるが，上訴があると判決
の確定が先に延ばされ，判決の確定によって生じる執行力
の発生も遅れるために，それだけ勝訴者の権利の実現が阻
止される。仮執行宣言は，このような不利益から勝訴者を
保護し，敗訴者の上訴の利益との均衡を図るために認めら
れた制度である。 
（２）仮執行宣言は，財産権上の請求についてのみ認めら
れる。財産権上の請求は，身分上の請求の場合と異なり，
仮りに執行が行われた後に上級審で請求が棄却されるこ
とになっても，原状の回復が比較的容易である場合が多く，
あるいは金銭賠償で解決がつくからである。 
 
 
第１９７条（仮執行の宣言の失効及び原状回復） 
１ 仮執行の宣言は，その宣言又は本案判決を変更する上
訴裁判所の判決の言渡しにより，変更の限度においてそ
の効力を失う。（１） 
２ 本案判決を変更する場合には，裁判所は，被告の申立
てにより，その判決において，仮執行の宣言に基づき被
告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを
免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じな
ければならない。（２） 
３ 裁判所が，仮執行の宣言のみを変更したときは，後に
本案判決を変更する判決について，第２項の規定を適用
する。（３） 
 
＜注＞ 
日本民訴法２６０条参照。 
（１）仮執行宣言は，給付判決の確定前にその宣言自体が
変更されるか，又は基本である終局判決が変更を受ければ，
その限度で失効する。 
（２）仮執行宣言が失効した場合，被告は既に原告に給付
した物の返還，及び，仮執行によって又はこれを免れるた
めに受けた損害の賠償を請求できる。 
（３）仮執行宣言を変更する判決は，必ずしも本案判決と
同時にしかできないわけではなく，弁論を分離して一部判
決として本案判決に先立って行うこともできる。このよう
な場合に，仮執行宣言だけが先行的に取り消されても，原
告の被告に対する原状回復や損害賠償の義務は，本案判決
それ自体が変更されなければ発生しない。しかし，後にな
って本案判決が変更され，既になされていた執行が不当で
あったことになれば，本条２項の場合と同様に，原状回復
や損害賠償を認める必要がある。これが本条３項の趣旨で
ある。 
 
 
第１９８条（確定判決の効力が及ぶ者の範囲） 
確定判決は，次に掲げる者に対してその効力を有する。 
一 当事者（１） 

二 当事者が他人に代わって原告又は被告となった場
合のその他人（２） 
三 前二号に掲げる者の訴訟係属後における権利又は
義務の承継人（３） 
四 前三号に掲げる者の利益のために請求の目的物を
所持する者（４） 

 
＜注＞ 
日本民訴法１１５条参照 
（１）確定判決の効力は原則として当事者間にのみ及ぶ。
これを判決効の相対性の原則という。判決の効力は紛争の
当事者間にのみ及べば足りるし，訴訟を自ら追行していな
い第三者に判決効が及ぶとすると，その者の手続保障を侵
害するおそれがあるからである。 
（２）紛争の対象となっている権利関係の主体でない者が，
訴訟当事者として他人の権利関係について訴訟を追行す
ることが認められている場合（訴訟担当）に，訴訟担当者
が当事者として受けた判決の効力が，権利関係の主体にも
及ぶことを定めた規定である。たとえば，第４２条（当事
者の選定）に定めのある選定当事者の制度はここにいう訴
訟担当の一つの例であるが，この場合には，「選定されて
原告又は被告となった者」が本条二号にいう「当事者」に
当たり，「選定した者」が「他人」に当たる。 
（３）本項にいう「承継人」は，原則として，訴訟物であ
る権利義務を承継した者である。カンボジア民訴法では，
第８８条（係争物の譲渡等）で当事者恒定主義を採用して
いるが，当事者恒定主義は訴訟の係属中に係争権利関係又
は係争物が第三者に譲渡されても，原告適格又は被告適格
に影響を及ぼさないとする原則である。したがって，それ
までの当事者が引き続いて訴訟を追行する権能を有し，そ
の訴訟追行に基づいて下された判決の効力は訴訟継続後
の承継人にも及ぶことになる。 
（４）本項にいう「請求の目的物を所持する者」とは，訴
訟上の請求の対象となる特定の動産又は不動産につき，そ
の所持に自己固有の利益はなく，もっぱら当事者等のため
に所持する者をいう。たとえば，管理人，留守番，隣家の
荷物を一時預かった隣人などである。これらの者には，そ
の目的物について固有の利益がないので，当事者等に対す
る判決の効力をそのまま及ぼしても問題はない。 
（５）「訴訟係属後」というのは，訴状が被告に送達され
た後のことを指す。 
 
 
第１９９条（外国裁判所の確定判決の効力） 
外国裁判所の確定判決は，次に掲げる要件のすべてを具
備する場合に限り，その効力を有する。 
一 法律又はカンボジア王国が締約国である条約によ
り外国裁判所の裁判権が認められること。 
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは
命令の送達を受けたこと又はこれを受けなかったが
応訴したこと。 
三 判決の内容及び訴訟手続がカンボジアにおける公
の秩序又は善良な風俗に反しないこと。 
四 カンボジアと外国との間に相互の保証があること。 
 
＜注＞ 
日本民訴法１１８条参照 
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（１）通常，国家には，外国の裁判所の判決を承認する義
務はない。しかし，本条は一定の要件を備えた外国裁判所
の判決の効力を認めている。これは，すでに一度判断され
終結した紛争について再度判断することを避けるため，時
間的な無駄を避けるため，一つの事件につき２つの異なっ
た判断がなされるのを避けるため，そして国際取引の安定
を図るためである。 
（２）外国裁判所の判決に基づいて執行をする際には，カ
ンボジアの裁判所の執行判決が必要となる（第３５２条参
照）。 
（３）第二号は，敗訴した被告が呼出しを受けていなかっ
たとしたら，被告の権利が侵害されたことになることから
定められた要件である。 
（４）外国裁判所の判決がカンボジアの公序良俗に反する
場合には，その判決は効力を有しない。 
（５）第四号は国家の利益，国民の利益を守るための二国
間の相互主義の原則である。 
 
 

第五節 欠席判決 
 
第２００条（原告に対する欠席判決） 
１ 原告が弁論準備手続の第１回期日に出頭しないとき
は，裁判所は，欠席判決によって原告の請求を棄却しな
ければならない。（１） 
２ 原告が弁論準備手続の続行期日に出頭しないときは，
裁判所は，弁論準備手続を直ちに打ち切って，口頭弁論
の第１回期日を指定することができる。（２） 
３ 原告が口頭弁論期日に出頭しないときは，裁判所は，
欠席判決によって原告の請求を棄却しなければならな
い。（３） 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２４６条，２４７条，ドイツ民訴法３３０
条及びオーストリア民訴法３９６条参照 
（１）原告が弁論準備手続の第１回期日に欠席したときは，
訴訟を追行する意思のないものとみなして，欠席判決によ
り請求を棄却する。これは，必要的口頭弁論の原則の例外
に当たる。 
（２）弁論準備手続の続行期日に原告が欠席したときは，
原告に訴訟を追行する意思のないものと即断することは
できず，原告は既に争点の整理は十分なされたと判断して
おり，口頭弁論の場における審理を望んでいるということ
も考えられるので，ただちに欠席判決をすることはできな
い。 
（３）口頭弁論の第１回期日のみならず続行期日に欠席し
た場合にも本項の適用があるが，口頭弁論期日では主とし
て集中証拠調べが行われるので，続行期日が開かれること
は稀であろう。 
（４）本条及び第２０１条（被告に対する欠席判決）以下
において，当事者が「出頭しないとき」とは，物理的に出
頭はしたが弁論や申述をしないで退席した場合のように，
実質的には出頭したとはいえない場合を含む。 
 
 
第２０１条（被告に対する欠席判決） 
１ 被告が弁論準備手続の第１回期日に出頭しないとき

は，裁判所は，弁論準備手続を直ちに打ち切って，口頭
弁論の第１回期日を指定しなければならない。（１） 
２ 被告が口頭弁論期日に出頭しないときは，裁判所は，
被告が原告の事実上の陳述を自白したものとみなし，原
告の請求を正当とするときは欠席判決により原告の請
求を認容し，正当としないときは原告の請求を棄却しな
ければならない。（２）ただし，被告がそれよりも前の
弁論準備手続期日または口頭弁論期日で原告の主張を
争っていた場合には，この限りではない。（３） 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２４６条，２４８条，ドイツ民訴法３３１
条及びオーストリア民訴法３９６条参照 
（１）被告が弁論準備手続に欠席の場合は，原告の請求が
主張それ自体において失当である場合がありうるので，た
だちに欠席判決をするわけにはいかない。また，口頭弁論
を経ずに請求認容判決をするわけにもいかないので，結局，
口頭弁論の期日を指定すべきことになる。 
（２）被告が口頭弁論期日に欠席した場合には，原告の主
張事実がすべて自白されたものとみなし，これにより原告
の請求が正当であると認められるときは欠席判決により
原告の請求を認容するが，原告の主張事実がすべて自白さ
れたと仮定しても請求に理由がないときは，請求を棄却す
べきである。この場合の請求を棄却する判決は，欠席判決
ではなく通常判決である。 
（３）本条は，被告が口頭弁論期日に出頭しないことによ
って，原告の主張を否認するのか自白するのかが分からな
い場合に，これによって審理が進められなくなることを防
ぐために，被告が原告の事実上の陳述を自白したものとみ
なすことによって，請求認容または請求棄却の判決をする
ことができるようにするものである。したがって，被告が
以前の口頭弁論期日において原告の主張を否認していた
場合には，その後の口頭弁論期日に欠席をしたとしても，
これによって以前の否認が覆って自白になるわけではな
い。また，被告が弁論準備手続において原告の主張を否認
し，その結果が１１６条１項に基づいて口頭弁論において
陳述された後に，被告が口頭弁論期日に欠席した場合につ
いても，否認の効果は維持される。これらの場合には，裁
判所は，それまでの被告の主張に基づいて，判決をするこ
とができる。この判決は，欠席判決ではなく通常判決であ
る。 
 
 
第２０２条（欠席判決が許されない場合）（１） 
次の事由があるときは，裁判所は，欠席判決をしてはな
らない。 
一 出頭しなかった当事者が適法な呼び出しを受けて
いなかったとき。（２） 
二 出頭しなかった当事者が，天災その他のやむを得な
い事情により，出頭することができなかったと認める
に足る事情のあるとき。（３） 
三 訴えが不適法なとき。（４） 
四 被告が出頭しなかった口頭弁論期日における原告
の陳述の内容が，被告に対して，その期日前に通知さ
れていなかったとき。（５） 

 
＜注＞ 
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日本旧旧民訴法２５２条，２５４条及びドイツ民訴法３３
５条参照 
（１）本条は第３条（審問請求権，対審審理の原則）に基
づく。第３条＜注＞参照。 
（２）呼出状には，不出頭の場合には欠席判決による不利
益を受けるおそれがあることを記載しておかなければな
らない。本号は，日本旧旧民訴法２５４条１項では期日延
期の事由とされているが，ドイツ民訴法３３５条１項２号
では欠席判決の申立ての却下事由とされており，ここでは
後者にならった。 
（３）第二号の事由を定めたのは，欠席が，欠席した当事
者の意思ではなく，避けられない事由により生じたもので
あるためである。 
（４）日本旧旧民訴法２５２条１項１号，ドイツ民訴法３
３５条１項１号など参照。具体的には，専属管轄，当事者
能力，訴訟能力，代理権などが欠けている場合がこれに当
たる。これらの場合においては，欠席判決は許されず，個々
のケースに応じて裁判を行う（例，事件を移送する決定(第
１８条），当事者能力が欠けている場合における訴え却下
の判決（第８１条）など）。 
（５）日本旧旧民訴法２５２条１項２号，ドイツ民訴法３
３５条１項３号参照。本号は，被告が欠席した場合でも，
原告の陳述の内容が期日前に被告に通知されていなかっ
たときは，原告の事実上の陳述を被告が自白したものとみ
なして原告の請求を認容する欠席判決をすることは許さ
れない旨を規定する。欠席判決が欠席した被告にとって不
意打ちとなることを避ける趣旨である。たとえば，訴状の
記載だけでは首尾一貫性を欠く訴えについて，原告だけが
出席した（被告が欠席した）口頭弁論期日において，原告
が準備書面に記載していない事実を主張し，その結果，訴
えが首尾一貫性のあるものとなったとしても，その事実は
被告に事前に通知されていないので，請求認容の欠席判決
をすることはできない。なお，この場合，原告の訴えは，
新たな事実の主張により首尾一貫性のあるものとなって
いるので，請求棄却判決をすることもできず，審理を続行
すべきことになる。 
 
 
第２０３条（期日の延期） 
１ 裁判所は，呼出期間が短すぎると認めるとき，又は当
事者が過失なくして出頭できなかったと認めるときは，
弁論準備期日又は口頭弁論期日を延期することができ
る。 
２ 裁判所は，第１項により期日を延期したときは，出頭
しなかった当事者を新期日に呼び出さなければならな
い。 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２５２条及びドイツ民訴法３３７条参照。
当事者が期日に出席できるよう，適切な呼出期間を与える
趣旨である。 
 
 
第２０４条（故障の申立て） 
１ 当事者が，予見することができなかった事由又は避け
ることができなかった事由のために，やむをえず適時に
期日に出頭することができず，欠席判決を受けた場合に

は，その判決に対して故障の申立てをすることができる。
（１）（２） 
２ 第１項に定める故障の申立ては，欠席判決の送達を受
けた日から２週間以内に，行わなければならない。（３）
この期間は，伸長することができない。 
３ 欠席判決の送達を公示送達又は外国における送達に
よってなすべきときは，裁判所は，欠席判決の中で故障
の申立期間を定めなければならない。（４） 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２５５条，２５６条１項，ドイツ民訴法３
３８条，３３９条参照及びオーストリア民訴法１４６条１
項参照。 
（１）日本旧旧民訴法やドイツ民訴法は，理由のいかんを
問わず自由に故障の申立てを認めるが，これでは当事者が
欠席と故障の申立てを繰り返すことにより無限に訴訟を
引き延ばすことができる可能性があるので，オーストリア
民訴法１４６条１項にならって，予見することができなか
った事由又は避けることができなかった事由のために，や
むをえず適時に期日に出頭することができなかった場合
に限ることにした。 
（２）故障の申立てが認められない場合でも，欠席判決に
対して上訴をすることはできるものとする。故障申立がな
された場合には，上訴期間は故障の申立てに対する裁判が
告知された日から進行をはじめるものとする。これらにつ
いては，「上訴」について定める箇所で規定する。 
（３）日本旧旧民訴法２５５条２項参照。 
（４）日本旧旧民訴法２５５条４項及びドイツ民訴法３３
９条２項参照。 
 
 
第２０５条（故障申立の方式） 
１ 故障の申立ては，欠席判決をした裁判所に故障申立書
を提出することにより，これをなす。 
２ 故障申立書には，次に掲げる事項を記載しなければな
らない。（１） 
 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人
の氏名及び住所 

 二 故障申立の対象である欠席判決の表示。 
 三 第二号の判決に対して故障を申し立てる旨。 
 四 期日に適時に出頭できなかった理由。（２） 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２５６条１項及びドイツ民訴法３４０条
参照。 
（１）故障の申立ては，判決に対する不服申立である点で
控訴や上告と性質を同じくするので，故障申立書の記載事
項も控訴状や上告状と同じく必要的記載事項であり，これ
に不備がある場合には故障申立は無効となる（第２０５条
（故障申立の方式）参照）。 
（２）第２０４条（故障の申立て）で，故障の申立には「予
見することができなかった事由又は避けることができな
かった事由のために，やむをえず適時に期日に出頭するこ
とができなかった」という事情が必要であるとしたので，
それを受けて故障申立書にもその旨の記載を要求したも
のである。故障申立の方式は，今までカンボジアで行われ
てきた故障申立の方式よりも厳格であり，また故障申立の
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事由についても厳しくなっている。 
 
 
第２０６条（故障申立書の審査及び送達） 
１ 故障申立書が第２０５条（故障申立の方式）の規定に
違反する場合には，裁判所は，相当の期間を定め，その
期間内に不備を補正すべきことを命じなければならな
い。 
２ 第１項の場合において，故障の申立てをした当事者が
不備を補正しないときは，裁判所は，決定で故障申立書
を却下しなければならない。 
３ 第２項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
４ 故障申立書に不備がない場合には，裁判所は，故障申
立書を相手方に送達し，かつ，故障申立の審理のための
新たな期日を指定して，当事者を呼び出さなければなら
ない。 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２５７条，２５８条参照。第１項，第２項
及び第３項は，第７８条（訴状審査）とほぼ同内容である。
故障申立書の審査はその方式についてのみ行う。 
 
 
第２０７条（故障申立についての審理と裁判） 
１ 裁判所は，職権をもって，故障の申立てが法定の方式
及び期間を遵守して提起されたかどうか，並びに，故障
の申立てに正当な理由があるかどうかを調査しなけれ
ばならない。 
２ 裁判所は，故障の申立てが不適法である場合は決定に
よってこれを却下し，故障の申立てに正当な理由がない
場合は決定によってこれを棄却しなければならない。 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２５９条，ドイツ民訴法３４１条参照。
「法定の方式」は形式的な事項であり，「正当な理由」と
は，第２０４条（故障の申立て）に定める理由をいう。 
 
 
第２０８条（故障の効果） 
１ 故障の申立てが認められたときは，訴訟は，欠席前の
状態に復する。 
２ 第１項の場合には，裁判所は，弁論準備手続又は口頭
弁論を再開して新たな期日を指定し，これを当事者に通
知しなければならない。 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２６０条，ドイツ民訴法３４１条ａ，３４
２条参照。 
裁判所により，欠席の理由が正当なものと認められた場合
には，対審審理の原則を遵守するため，訴訟は，欠席が起
こったその時点の状態に復する。 
 
 
第２０９条（新判決） 
１ 再開後の審理に基づいてなすべき判決が欠席判決と
一致するときは，裁判所は，欠席判決を維持する旨を宣
言する判決をしなければならない。 

２ 再開後の審理に基づいてなすべき判決が欠席判決と
一致しないときは，裁判所は，新たな判決において欠席
判決を取り消さなければならない。（１） 

 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２６１条，ドイツ民訴法３４３条参照。 
（１）裁判所が欠席判決を取り消す場合には，その全部を
取り消す場合と，一部のみを取り消す場合の両方がありう
る。 
 
 
第２１０条（欠席により生じた費用） 
欠席判決が法定の方法でなされたときは，欠席によって
発生した費用は，それが相手方の不当な訴訟行為によって
発生したものでない限り，故障申立に基づいて欠席判決を
取り消す場合においても欠席をした当事者の負担とする。 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２６２条，ドイツ民訴法３４４条参照。 
（１）故障申立書の送達にかかる費用，故障申立ての事由
の審理にかかる費用等，欠席により生じた費用は，通常，
相手方の過失等によって発生したものではないため，欠席
した当事者の負担とする。 
 
 
第２１１条（再度の欠席判決）（１） 
１ 故障の申立てをした当事者が再開後の最初の期日に
出頭しないときは，第２０２条（欠席判決が許されない
場合）及び第２０３条（期日の延期）第２項に規定する
場合を除き，裁判所は，再度の欠席判決により故障の申
立てを棄却しなければならない。 
２ 第１項に定める再度の欠席判決に対しては，故障の申
立てをすることができない。 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２６３条，ドイツ民訴法３４５条参照。 
（１）故障後に再開された最初の期日に欠席した場合は本
条で対処できるが，最初の期日には出席してその後の期日
に欠席した場合には本条１項によることができず，通常の
欠席判決をすることになる。この欠席判決には本条２項は
適用されないため，再度故障の申立てをすることが可能と
なり，訴訟引き延ばしに利用されるとの指摘がある。しか
し，本法では，故障申立の要件として「予見することがで
きなかった事由又は避けることができなかった事由のた
めに，やむをえず適時に期日に出頭することができなかっ
た場合」が必要であるため（第２０４条（故障の申立て）），
指摘のような濫用事例はほとんど考えられないものと思
われる。 
 
 
第２１２条（準用規定） 
１ 故障の申立ての取下げについては，控訴の取下げに関
する規定を準用する。 
２ 本節の規定は，反訴について準用する。 
 
＜注＞ 
日本旧旧民訴法２６４条，２６５条，ドイツ民訴法３４６



公布 2006年 7月 6日 

 48

条，３４７条参照。第２６９条（控訴の取下げ）参照。 
 
 

第六節 決定 
 
第２１３条（決定の告知） 
１ 決定は，相当と認める方法で告知することによって，
その効力を生ずる。（１） 
２ 書面で決定をする場合は，決定書には，決定をした裁
判官が署名しなければならない。 
３ 決定の告知がされたときは，書記官は，その旨及び告
知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
（２） 
 
＜注＞ 
日本民訴法１１９条及び日本民訴規則５０条参照 
（１）決定は，訴訟指揮上の措置又は訴訟審理の派生的な
事項を処理するためになされる裁判であり，判決のように
訴訟事件そのものに対して判断を下すという重要な裁判
ではないので，その告知の方法も簡易でよいし，その効力
も確定を待たずに直ちに生じる。しかし，督促決定のよう
に，送達されてはじめて効力が生じるという例外も存在す
る（第３２５条）。 
（２）「訴訟記録上」明らかにするとは，必ずしも調書に
記載する必要はなく，何らかの方法により訴訟記録上明確
にするという趣旨である。したがって，たとえば決定書の
送達によって告知がなされた場合には，その送達の報告書
を記録に添付することでも足りる。 
 
 
第２１４条（訴訟指揮に関する決定の取消し） 
訴訟の指揮に関する決定は，いつでも取り消すことがで
きる。（１） 
 
＜注＞ 
日本民訴法１２０条参照 
（１）判決については自己拘束力が定められており，裁判
所はみずからのした判決であっても原則としてこれを変
更又は取消すことができない（第１９１条（判決の自己拘
束力））。これに対し，訴訟指揮に関する決定は，訴訟の進
行を円滑にする目的で適宜になすものであり，また，これ
によって一定の事項を確定するものではないから，後に不
必要又は不適当となれば，自由に取り消すことができるこ
とが望ましい。本条は，こうした趣旨を明らかにしたもの
である。決定で訴訟指揮に関しないものに自己拘束力があ
るかどうかについては，それぞれの重要性や内容に応じて
判断するべきであり，一律に論じることはできない。 
 
 
第２１５条（書記官の処分に対する異議） 
書記官の処分に対する異議の申立てについては，その書
記官の所属する裁判所が，決定で，裁判をする。 
 
＜注＞ 
日本民訴法１２１条参照。訴訟手続において，書記官は訴
訟記録の管理や様々な処分を担当する重要な役割を果た
している。そこで，本条では書記官の処分に対する異議の

申立てを認め，異議の申立ての裁判については，その書記
官が所属する裁判所が行うことを定める。 
 
 
第２１６条（判決に関する規定の準用） 
決定には，その性質に反しない限り，判決に関する規定
を準用する。（１） 
 
＜注＞ 
日本民訴法１２２条参照 
（１）判決に関する規定が，決定の性質に反するために，
決定に準用されない場合としては，仮執行宣言に関する一
連の規定が代表的な例である。すなわち，決定は告知によ
り効力を生じるため（第２１３条（決定の告知）），仮執行
宣言を付ける必要がないからである。その他の規定につい
ては，原則として準用されるが，具体的にはそれぞれの場
合において判断することになる。 
 
 

第六章 裁判によらない訴訟の完結 
 
第２１７条（訴えの取下げ） 
１ 原告は，判決が確定するまで，訴えの全部又は一部を
取り下げることができる。 
２ 訴えの取下げは，被告が本案について準備書面を提出
し，本案について弁論準備手続において申述をし，又は
本案について口頭弁論をした後にあっては，被告の同意
を得なければ，その効力を生じない。ただし，本訴の取
下げがあった場合における反訴の取下げについては，こ
の限りでない。 
３ 訴えの取下げは，書面でしなければならない。ただし，
弁論準備手続の期日，口頭弁論の期日又は和解の期日に
おいては，口頭ですることもできる。 
４ 第二項本文の場合において，訴えの取下げが書面でさ
れたときはその書面を，訴えの取下げが弁論準備手続の
期日，口頭弁論の期日又は和解の期日において口頭でさ
れたときはその期日の調書の謄本を被告に送達しなけ
ればならない。ただし，訴えの取下げが弁論準備手続の
期日，口頭弁論の期日又は和解の期日において口頭でさ
れ，かつ被告がその期日に出頭したときはこの限りでは
ない。 
５ 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以
内に被告が異議を述べないときは，訴えの取下げに同意
したものとみなす。訴えの取下げが弁論準備手続の期日，
口頭弁論の期日又は和解の期日において口頭でされた
場合において，被告がその期日に出頭したときは訴えの
取下げがあった日から，被告がその期日に出頭しなかっ
たときは第４項の謄本の送達があった日から二週間以
内に被告が異議を述べないときも，同様とする。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民事訴訟法２６１条に対応する。 
 原告は，裁判所に対して判決を求める申立てを取り下げ
て，訴訟係属を訴え提起時に遡って消滅させることができ
る。訴えの取下げは終局判決が確定するまですることがで
きる（１項）。即ち，第１審の終局判決が出る前はもちろ
ん，第１審判決が出された後，控訴審の係属中でも，さら
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に上告審の係属中でも，訴えを取り下げることができる。
訴えの取下げは原告の単独の意思表示による。期日以外で
行う場合には証明を容易にするために書面で行う（３項）。
被告が本案について応訴した時点以降は，被告が勝訴する
判決が出される可能性があることから，被告の同意がない
と原告は訴えを取り下げることができない（２項）。５項
は被告の同意がみなされる場合を規定する。 
なお第７回ＷＳでは，「代理人が勝手に和解や取り下げ
をしてしまう弊害が大変大きいので，当事者本人の保護の
措置（当事者に対する通知制度等）を設けてほしい。」と
の要望がなされている。この点について作業部会で検討し
たが，民事訴訟法に規定を設けると取下げの効力の規律が
複雑となることから，民事訴訟法には規定を設けず，弁護
士倫理や損害賠償一般の問題として議論すべきであると
の結論に至った。 
 
 
第２１８条（訴えの取下げの効果） 
１ 訴訟は，訴えの取下げがあった部分については，初め
から係属していなかったものとみなす。 
２ 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げ
た者は，同一の訴えを提起することができない。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民事訴訟法２６２条に対応する。 
 訴え取下げの第１の効果は，訴訟係属が訴え提起時に遡
って消滅することである（１項）。第２の効果は，終局判
決がなされた後に訴えを取り下げた場合には，同一の訴え
を提起できなくなることである。本案判決がなされていな
がら取下げによりこれを失効させた原告が，再度訴えを提
起して裁判所や被告を前の訴訟におけるのと同じ審理に
関与させることを防止する必要がある，という趣旨である。
もっとも，新たに訴えを提起する必要が発生した場合には
同じ訴えを提起することを認めるべきである。例えば，前
訴提起後に原告が被告と訴訟外で和解して期限の猶予を
認めて訴えを取り下げたところ，期限が到来しても被告が
弁済しない場合には，同一の給付訴訟を再度提起すること
が認められる。 
 
 
第２１９条（訴えの取下げの擬制） 
当事者双方が，弁論準備手続の期日又は口頭弁論の期日
に出頭しない場合において，一月以内に期日指定の申立て
をしないときは，訴えの取下げがあったものとみなす。当
事者双方が，連続して二回，口頭弁論の期日又は弁論準備
手続の期日に出頭しないときも，同様とする。 
 
＜注＞ 本条は，日本民事訴訟法２６３条に対応する。 
 原告も被告も口頭弁論期日又は弁論準備期日に出席せ
ず，その後も一定期間以内に次の期日の指定の申立てをし
ない場合には，当事者双方とも訴訟追行の熱意と必要を欠
くとして，訴えの取下げがあったものとみなされる。当事
者双方の欠席が一定回数続いた場合にも，同様に訴え取下
げがみなされる。 
 本条において「出頭しない場合」には，①法廷に現れな
い場合の他に，②法廷には現れたが，弁論準備手続におけ
る申述をせず，又は口頭弁論における弁論をしないでその

場を去った場合も含む。 
 
 
第２２０条（裁判上の和解） 
１ 当事者は，弁論準備手続の期日，口頭弁論の期日又は
和解の期日において和解をすることができる。 
２ 第１項の和解は，裁判所が相当と認めるときは，裁判
所外においてもすることができる。 
 
＜注＞ 第１項は，当事者は弁論準備期日，口頭弁論期日，
あるいは和解期日においていつでも，争いのある権利関係
についてお互いに譲り合って訴訟を終了させることがで
きる旨を明らかにする。なお第９７条（和解の試み）及び
第１０４条（弁論準備手続における和解の試み）は，裁判
所から和解を勧めることについての規定である。 
 第２項は，日本民事訴訟規則３２条２項に対応し，現地
和解と呼ばれるものである。例えば，境界線の確定や建築
物の瑕疵が争点となっている場合には，現地で状況を確認
しながら和解に向けた協議をした方が効果的である。また
当事者が重病で裁判所に来られない場合に，その者の面前
で和解の協議をした方が効果的な場合も考えられる。 
 
 なお一方当事者が期日に出席困難な場合にも和解を成
立させることができるように，「当事者が遠隔の地に居住
していることその他の事由により出頭することが困難で
あると認められる場合において，その当事者があらかじめ
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示され
た和解条項案を受諾する旨の書面を提出し，他の当事者が
口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾した
ときは，当事者間に和解が調ったものとみなす。」（日本民
事訴訟法２６４条に対応）という規定を置くことも考えら
れる。もっとも作業部会において，欠席当事者の真意の確
認（日本民事訴訟規則１６３条参照）が困難な場合がある
のではないかという有力な指摘がなされたことから，この
種の規定は，成立した本法律においても設けられていない。 
 もっとも第７回ＷＳでは，この種の規定を設けるべきで
あるとの意見が出されている。この意見にもとづき再度作
業部会で検討したが，両当事者出席のもとでの和解につい
て実務運用が定着した段階で上記の日本民事訴訟法２６
４条のような規定の導入を検討することが望ましく，現在
まだ検討する必要はないとの結論に達した。 
 
 
第２２１条（請求の放棄又は認諾） 
 請求の放棄又は請求の認諾は，弁論準備手続の期日，口
頭弁論の期日又は和解の期日においてする。 
 
＜注＞ 本条は，日本民事訴訟法２６６条に対応する。 
 請求の放棄とは，原告が自らの請求について理由がない
ことを認めて訴訟を終了させることである。自らの負けを
認める点で訴えの取下げとは異なる。また請求の認諾とは，
被告が原告の請求に理由があることを認めて訴訟を終了
させることである。請求の放棄及び請求の認諾は，口頭弁
論，弁論準備手続又は和解の期日において行う。 
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第２２２条（和解調書等の効力） 
 和解，請求の放棄又は請求の認諾を調書に記載したとき
は，その記載は，確定判決と同一の効力を有する。 
 
＜注＞ 本条は，日本民事訴訟法２６７条に対応する。 
 和解，請求の放棄，請求の認諾はそのままでは効力がな
く，その旨が調書に記載されると，その調書の記載に確定
判決と同一の効力が認められる。「確定判決と同一の効
力」としては，訴訟を終了させる効果の他，当事者の給付
義務を定める和解や給付の訴えにおける請求の認諾の場
合には執行力が発生し，調書の記載に基づいて強制執行を
することができる。確定力の有無については以下のように
解釈されている。即ち，調書の記載が以後当事者間の法律
関係を規律するという意味では確定力があるが，錯誤に基
づく和解の取消を再審を経ることなく主張でき，また和解
契約上の債務の不履行に基づく解除をして和解内容と異
なる権利関係を主張できるという意味では確定力はない。 
 
第７回ＷＳでは，「現行法では，和解は調書だけでは執
行力を持たず，裁判所が和解に対する決定をしてそれによ
り確定判決と同じ効果を持つという規律がなされている
ところ，できればこのような現状を維持したい。」との要
望が出された。 
 しかし，本法律は，和解に確定判決と同一の効力を生じ
させる制度を採用していない。理由は，判決と完全に同じ
効力を認めるとすると，請求の放棄・認諾や和解について
錯誤がある場合にも，錯誤による取り消す旨の主張は確定
力により排除されてしまうことになるが，裁判官の関与が
十分ではない事案についてまで錯誤取消の主張が排除さ
れてしまうのは適当ではないということである。 
 
 

第七章 少額事件の特則 
 
第２２３条（手続の目的） 
 少額事件の手続は，簡易な手続により迅速に紛争を解決
することを目的とする。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第２７０条を参考にした。 
 カンボジアでは，簡易裁判所は存在しないので，少額事
件の特則は，地方裁判所の訴訟手続に関する特則として規
定した。 
 第２３８条（不服申立ての禁止）において規定するよう
に，少額訴訟の終局判決に対しては一切の不服申立てがで
きない。 
 
 
第２２４条（少額訴訟の要件等） 
１ 原告は，訴訟の目的の価額が１００万リエル以下の金
銭の支払の請求を目的とする訴えについて，少額訴訟に
よる審理及び裁判を求めることができる。 
２ 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は，訴
えの提起の際にしなければならない。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第３６８条に対応する。 

 少額訴訟による審理及び裁判を求めることのできる訴
訟の目的の価額を１００万リエルとした。これにともない，
裁判所構成法草案第３５条第２項により上訴制限をうけ
る訴訟の目的の価額を改める必要がある（とりあえず５０
０万リエルが妥当）。この場合同条により５００万リエル
以下の事件については上訴制限をうけることになり，これ
に服する事件は一回の審判で確定してしまう。他方１００
万リエル以下の事件であっても，少額訴訟で異議の申立て
が認められるならば，同一裁判所で通常審理がなされるこ
ととなる。そこで，異議の申立を認めないこととした。 
 
 
第２２５条（口頭による訴えの提起・訴え提起の際に明ら
かにすべき事項） 
１ 少額事件の訴えは，口頭で提起することができる。 
２ 少額事件の訴えの提起においては，第７５条（訴え提
起の方式・訴状の記載事項）第２項第２号の規定にかか
わらず，紛争の要点を明らかにすれば足りる。 
３ 原告が口頭で訴えを提起するときは，書記官は，原告
の陳述を調書に記載しなければならない。この場合の調
書は，訴状とみなす。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第２７１条及び第２７２条に対応す
る。 
 本条は，第７５条（訴え提起の方式・訴状の記載事項）
第２項第２号の原則に対する例外である。 
 第２項があるとしても，本案判決（請求認容判決）を言
い渡すためには，口頭弁論の終結時までに請求を特定する
のに必要な事実（請求を理由づける事実）が主張されてい
なければならない。 
 原告は，訴状中（定型訴状用紙を利用するか？）に①求
める判決及び請求を特定するのに必要な事実，②紛争の要
点，③少額訴訟による審理及び裁判を求める旨を記載して，
訴えを提起することが原則であるが，本条によって，口頭
でも訴え提起が可能となる。この場合，原告は受付係書記
官の面前で上記の事項を陳述し，これを書記官が調書に記
載する（日民訴規則１条２項）ことになる。 
 
 
第２２６条（手続の教示） 
１ 書記官は，当事者に対し，少額訴訟における最初にす
べき口頭弁論の期日の呼出しの際に，少額訴訟による審
理及び裁判の手続の内容を説明した書面を交付しなけ
ればならない。 
２ 裁判所は，第１項の期日の冒頭において，当事者に対
し，次に掲げる事項を説明しなければならない。 
 一 特別の事情がある場合を除き，裁判所は，最初にす
べき口頭弁論の期日において，審理を完了しなければ
ならないこと。 

 二 故障の申立てを除いて少額訴訟の終局判決に対し
ては，不服申立てはできないこと。 

 三 証拠調べは，即時に取り調べることができる証拠に
限りすることができること。 

 四 被告は，訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述を
することができるが，被告が最初にすべき口頭弁論の
期日において弁論をし，又はその期日が終了した後は，
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この限りでないこと。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴規則第２２２条に対応する。 
 教示の内容として，①一期日審理の原則（第２２９条（一
期日審理の原則）），②終局判決に対する不服申立の不可
（第２３８条（不服申立ての禁止）），③証拠調べの制限（第
２３１条（証拠調べの制限）），④被告の申述による通常の
手続への移行（第２３３条（被告の申述による通常の手続
への移行））を挙げた。 
 ２項１号の「特別の事情がある場合」とは，例えば，①
証拠調べをしたところ，予想外の証人について尋問をする
必要を生じた場合，②同行予定証人が健康上の理由で出頭
できなくなった場合，などである。 
 
 
第２２７条（反訴の禁止） 
 少額訴訟においては，反訴を提起することができない。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第３６９条に対応する。 
 
 
第２２８条（口頭弁論期日の指定） 
１ 訴えが提起されたときは，裁判所は，速やかに口頭弁
論の期日を指定し，当事者を呼び出さなければならない。 
２ 第１項の期日は，特別の事情がある場合を除き，訴え
が提起された日から３０日以内の日にしなければなら
ない。 
 
＜注＞ 
 本条は，新たに追加した規定である。 
少額訴訟では，弁論準備手続を経ることなく，早期に口頭
弁論を行う趣旨である。 
 
 
第２２９条（一期日審理の原則） 
１ 少額訴訟においては，特別の事情がある場合を除き，
裁判所は，最初にすべき口頭弁論の期日において，審理
を完了しなければならない。 
２ 当事者は，第１項の期日前又は期日において，すべて
の攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただ
し，口頭弁論が続行されたときは，この限りでない。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第３７０条に対応する。 
 第１項の「特別の事情がある場合」としては，①証拠調
べをしたところ，予想外の証人について尋問する必要を生
じたというような場合，②同行予定証人が健康上の理由で
出頭できなくなった場合，などがある。 
 
 
第２３０条（当事者本人の出頭命令） 
裁判所は，任意代理人が選任されている場合であっても，
当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることがで
きる。 
 

＜注＞ 
 本条は，日本民訴規則第２２４条に対応する。 
 少額訴訟の審理を円滑に進めるためには，任意代理人が
選任されている場合であっても，訴訟の主体であり，かつ，
有力な証拠方法でもあり得る当事者本人から，適宜事情や
意向を聴取することができるような態勢にしておく必要
がある。そのため，本人に対して出頭を命じ得ることとし
た。 
 
 
第２３１条（証拠調べの制限） 
証拠調べは，即時に取り調べることができる証拠に限り
することができる。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第３７１条に対応する。 
 即時に取り調べることができる証拠については，第１３
１条（疎明）において規定。 
 
 
第２３２条（証人尋問の申出及び証人の尋問） 
１ 当事者は，証人尋問の申出をするときは，尋問事項を
記載した書面を提出することを要しない。 
２ 裁判所は，証人に宣誓させないで，尋問することがで
きる。 

 
＜注＞ 
 第１項は，日本民訴規則第２２５条に対応する。 
 第１項は，第１３８条（証人尋問の方法）第２項の例外
である。 
 第２項は，日本民訴法第３７２条第１項に対応する。 
 
 
第２３３条（被告の申述による通常の手続への移行） 
１ 被告は，訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をす
ることができる。ただし，被告が最初にすべき口頭弁論
の期日において弁論をした後は，この限りでない。 
２ 第１項の申述は，期日においてする場合を除き，書面
でしなければならない。 
３ 第１項の申述があったときは，書記官は，速やかに，
その申述により訴訟が通常の手続に移行した旨を原告
に通知しなければならない。ただし，その申述が原告の
出頭した期日においてなされたときは，この限りでない。 
 
＜注＞ 
 本条は，被告の申述による通常手続への移行を規定した
ものであり，日本民訴法第３７３条第１項及び第２項並び
に日本民訴規則第２２８条第１項及び第２項に対応する。
被告が通常訴訟に移行させる旨の申述をした後に，これを
撤回することはできない。 
 
 
第２３４条（裁判所の決定による通常の手続への移行） 
１ 次に掲げる場合には，裁判所は，訴訟を通常の手続に
より審理及び裁判をする旨の決定をしなければならな
い。 
 一 第２２４条（少額訴訟の要件等）第１項の規定に違



公布 2006年 7月 6日 

 52

反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。 
 二 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべ
き口頭弁論の期日の呼出しをすることができないと
き。 

 三 裁判所が少額訴訟により審理及び裁判をするのを
相当でないと認めるとき。 

２ 第１項の決定があったときは，書記官は，速やかに，
その旨を当事者に通知しなければならない。 
 
＜注＞ 
 本条は，裁判所による通常の手続への移行を規定したも
のであり，日本民訴法第３７３条第３項以下及び日本民訴
規則第２２８条第３項に対応する。 
 
 
第２３５条（通常の手続への移行の時期等） 
１ 訴訟は，第２３３条（被告の申述による通常の手続へ
の移行）第１項の申述又は第２３４条（裁判所の決定に
よる通常の手続への移行）第１項の決定があった時に，
通常の手続に移行する。 
２ 訴訟が通常の手続に移行したときは，少額訴訟のため
に既に指定した期日は，通常の手続の弁論準備手続の期
日として指定したものとみなす。 
 
＜注＞ 
 第１項は，日本民訴法第３７３条第２項に対応する。 
 
 
第２３６条（判決及びその言渡し） 
１ 裁判所は，相当でないと認める場合を除き，口頭弁論
の終結後直ちに判決を言い渡さなければならない。 
２ 第１項の場合には，判決の言渡しは，判決書の原本に
基づかないですることができる。この場合においては，
主文及び理由の要旨を告げてする。 
３ 第２項の規定により判決の言渡しをしたときは，裁判
所は，判決書の作成に代えて，書記官に次の各号に掲げ
る事項を，判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記
載させなければならない。 
 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人
の氏名及び住所 

 二 原告が求める判決 
 三 主文 
４ 少額訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には，少額
訴訟判決と表示しなければならない。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第３７４条及び日本民訴規則第２２
９条に対応する。 
 第１項の「相当でないと認める場合」の例としては，審
理の終了後に和解を試みるような場合がある。 
 
 
第２３７条（判決による支払の猶予） 
１ 裁判所は，請求を認容する判決をする場合において，
被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると
認めるときは，判決の言渡しの日から３年を超えない範
囲内において，認容する請求に係る金銭の支払について，

次の第一号若しくは第二号の定めをし，又はこれと併せ
て，第三号の定めをすることができる。 
 一 支払の時期の定め 
 二 分割払の定め 
 三 第一号の定めに従い支払をしたとき又は第二号の
定めによる期限の利益を第２項の規定による定めに
より失うことなく支払をしたときは，訴え提起後の遅
延損害金の支払義務を免除する旨の定め 

２ 第１項第二号の分割払の定めをするときは，裁判所は，
被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失に
ついての定めをしなければならない。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第３７５条に対応する。ただし，規
定の体裁を変えた。 
 被告に対して判決内容の任意の履行を促すインセンテ
ィブを与える趣旨である。 
 
 
第２３８条（不服申立ての禁止） 
 少額訴訟の終局判決に対しては，不服申立てをすること
ができない。ただし，故障の申立てはこの限りでない。 
 
＜注＞ 
 本条は，日本民訴法第３７７条に対応する。 
 
 
第２３９条（適用除外規定） 
 第１０３条（弁論準備手続の目的）から第１１２条（弁
論準備手続調書の記載についての異議等）までの規定は，
第七章の少額事件の手続には，適用しないものとする。 
 
＜注＞ 
 和解前置（第１０４条（弁論準備手続における和解の試
み）），弁論準備手続（第二編第二章第三節（弁論準備手続））
等の規定を少額事件において適用しないとの趣旨である。 
 
 

第八章 期日，期間，送達 
第一節 期日，期間 

 
第２４０条（期日の指定） 
１ 期日は，申立てにより又は職権で，裁判所が指定する。
ただし，受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日は，
その裁判官が指定する。 
２ 期日は，やむを得ない場合に限り，土曜日，日曜日，
その他の法令で定める休日に指定することができる。 
 
注１） 日本民訴法９３条，同規則３５条参照 
注２） 期日の指定は，訴訟を進行させるために重要な事
項である。本条は，訴訟を進行させることが裁判所の職責
であること（職権進行主義）を前提として，この期日の指
定を原則として裁判所の権限としている。 
注３） やむを得ない場合とは，尋問するべき鑑定人ある
いは証人が裁判所に土・日曜日しか来られない場合，ある
いは，検証が土・日曜日しか実施できない場合などである。 
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第２４１条（期日の変更） 
１ 当事者が期日の変更を申し立てるときは，期日の変更
を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。 
２ 弁論準備手続又は口頭弁論の期日の変更は，やむを得
ない事由がある場合でなければ，許されない。 
３ 弁論準備手続の最初の期日の変更は，当事者の合意が
ある場合にも，許される。 
 
注１） 日本民訴法９３条，同規則３６条・３７条参照 
注２） 職権進行主義を前提とすると，当事者の都合で期
日を変更することは，原則として認められない。本条は，
例外的に期日の変更が許される場合を規定する。 
注３） 日本法では，弁論準備手続を経ない口頭弁論の期
日の変更は，「やむを得ない事由」にあたらなくても，「顕
著な事由」があれば，許される。しかし，本法では，弁論
準備手続が必ず口頭弁論の前に行なわれる仕組となって
いること（第１１３条（口頭弁論期日の指定）参照）や，
日本でも二つの事由の差異は，必ずしも明確ではないこと
から，本法では，弁論準備手続の最初の期日を除き，すべ
て，「やむを得ない事由」がなければ変更できないものと
した。 
注４） 弁論準備手続の最初の期日の変更は，やむを得な
い事由がなくても，当事者の合意があれば許される（本条
第３項）。最初の期日は，原告により提出された訴状を裁
判所が審査しただけの段階で，裁判所と被告との接触がな
いまま，被告の都合を確認しないで指定されるのが通常で
あるので，主に被告の利益を保護する趣旨で，他の期日よ
りもゆるやかな基準で変更を許す趣旨である。 
 
 
第２４２条（期日の呼出し） 
 期日の呼出しは，呼出状の送達又は当該事件について出
頭した者に対する期日の告知によってする。 
 
注１） 日本民訴法９４条参照。 
注２） 「当該事件について出頭した者に対する期日の告
知」とは，裁判所が口頭でその期日について伝えることを
指す。 
注３） 本条に規定する以外の簡易な方法（日本民訴法９
４条参照），たとえば，電話，普通郵便，法律事務所の事
務員への伝言など方法を認めることも，将来的には考えら
れるであろう。 
 
 
第２４３条（期間の計算） 
１ 期間の計算については，民法の期間に関する規定に従
う。 
２ 期間を定める裁判において始期を定めなかったとき
は，期間は，その裁判が効力を生じた時から進行を始め
る。 
３ 期間の末日が土曜日，日曜日，法令で定める休日に当
たるときは，期間は，その翌日に満了する。 
 
注１） 日本民訴法９５条参照。 
注２） 法律に定められた休日ではないが，一般に裁判手
続を行わないことが通例である日（日本では１月２日及び

３日，１２月２９日～３１日がこれに当たる）がある場合
は，第３項に規定する必要がある。 
注３） 第１０回現地ワークショップにおいて，「法律に
規定する休日」では狭すぎるので，「公式の休日」とか「法
律又は政令に規定する休日」として欲しい旨の意見が有力
であった。カンボジアでは，しばしば政令により休日がつ
け加わるからであるとのことである。これを受けて第３項
の文言を修正した。 
注４） 第２項は，例えば，裁判所が期間日程を定めて訴
状の補正を命ずる決定をしたものの，始期を明確に示さな
かった場合など。この場合期間は，決定が原告に告知され
た時から進行を始める。 
 
 
第２４４条（期間の伸長） 
１ 裁判所は，やむを得ない場合に限り，法定の期間又は
その定めた期間を伸長することができる。ただし，法律
に特別の定めがある場合については，この限りでない。 
２ 受命裁判官又は受託裁判官は，やむを得ない場合に限
り，その定めた期間を伸長することができる。 
 
注１） 日本民訴法９６条第１項，同規則３８条参照 
注２） 「法律に特別の定めがある場合」（第１項但書）
としては，控訴期間（第２６４条（控訴期間）），上告期間
（第２８６条（控訴の規定の準用））などがある。 
 
 
第２４５条（訴訟行為の追完） 
１ 当事者が過失なくして第２４４条（期間の伸長）第１
項但書の定めのある期間を遵守することができなかっ
た場合には，その事由が消滅した後１週間以内に限り，
その期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができ
る。ただし，外国に在る当事者については，この期間は，
２月とする。 
２ 第１項の期間については，これを伸長することができ
ない。 
 
注１） 日本民訴法９７条参照 
注２） 第２４４条（期間の伸長）第１項但書は，控訴期
間，上告期間など，訴訟関係の画一的な処理のため期間の
遵守が特に強く要請される場合であるが，個々の事案にお
いては，期間の遵守を当事者に要求することが酷にすぎる
場合もある。本条は，このような場合の事後的な救済方法
を定めるものである。追完とは，期間経過後になされた行
為を，一定の要件の下で，当該行為が期間内になされたの
と同様の効果をもつものと認めて，期間を遵守できなかっ
た当事者の利益を保護する制度である。 
注３） 本条第２項は，本条第１項が追完のために定めた
期間を裁判所が伸長することはできない旨を明らかにす
る。 
 
 

第二節 送達 
 
第２４６条（職権送達の原則等） 
１ 送達は，法律に特別の定めがある場合を除き，職権で
する。 



公布 2006年 7月 6日 

 54

２ 送達に関する事務は，書記官が取り扱う。 
３ 送達は，郵便局員，執行官又は書記官がこれを実施す
る。 
 
注１） 日本民訴法９８条参照 
注２） 第１項の「特別の定めのある場合」は，第２５５
条（公示送達の要件）第１項に定める公示送達などがある。 
注３） 送達にかかわる機関としては，送達に関する事務
を取扱う機関（事務取扱機関）と，送達を現実に実施する
機関（実施機関）がある。日本法は，前者については書記
官，後者については，原則として郵便の業務に従事する者
又は執行官（例外的に書記官）としている（日本民訴法９
９条・１００条）。 
注４） 本条第２項は，送達の事務は書記官が取り扱うこ
とを定めている。さらに本条第３項は，送達の実施は，郵
便局員，執行官又は書記官がこれを行うものと定めている
が，どの機関が送達を行うかは，カンボジアにおける郵便
制度の運用状況，執行官制度の整備状況などをふまえて，
検討する必要がある。  
 
 
第２４７条（交付送達の原則） 
１ 送達は，法律に特別の定めがある場合を除き，送達を
受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。 
２ 送達すべき書類は，法律に特別の定めがある場合を除
き，当該書類の謄本とする。 
３ 送達を受けるべき者が文字を識らない場合は，送達担
当官は，書類の交付に際して，その要旨を告げるよう努
めなければならない。 
 
注１） 日本民訴法１０１条，同規則４０条参照。 
注２） 送達は，送達を受けるべき者に書類を交付してす
ることが原則である（本条）。この例外が，補充送達・差
置送達（第２５２条（補充送達及び差置送達）），公示送達
（第２５５条（公示送達の要件）以下）である。 
注３） 第２項の「特別の定めのある場合」は，第１９０
条（判決書の送達）第２項などである。 
注４） 第１０回ワークショップの議論を受けて，第３項
を追加した。しかし，第３項の規定にかかわらず，送達は，
名宛人に書類を交付することによって，その効力を生ずる。 
 
 
第２４８条（訴訟無能力者等に対する送達） 
１ 訴訟無能力者に対する送達は，その法定代理人にする。 
２ 数人が共同して代理権を行うべき場合には，送達は，
その一人にすれば足りる。 
３ 在監者に対する送達は，監獄の長にする。 
 
注） 日本民訴法１０２条参照 
 
 
第２４９条（送達場所） 
 送達は，送達を受けるべき者の住所，居所，営業所又は
事務所においてする。ただし，法定代理人に対する送達は，
本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 
 
注１） 日本民訴法１０３条第１項参照 

注２） 本条は，送達場所は原則として名宛人の住所等と
している。核家族化が進み，昼間は自宅住居には誰もいな
いという状況が多くなった場合には，就業場所での送達を
認めることが一つの方法であるが（日本民訴法１０３条２
項），それにともなって，規律は複雑にならざるをえない。 
注３） 送達は，送達を受けるべき者の住所等においてす
ることが原則である（第２４９条（送達場所））。例外的に
は，当事者等が届出により指定した場所（第２５０条（送
達場所等の届出）），送達を受けるべき者に出会った場所
（第２５１条（出会送達））などでの送達が許される。 
 
 
第２５０条（送達場所等の届出） 
１ 当事者，法定代理人又は任意代理人は，カンボジア国
内において送達を受けるべき場所又は送達受取人を受
訴裁判所に届け出ることができる。 
２ 当事者，法定代理人又は任意代理人は，送達を受ける
べき場所として届け出た場所又は送達受取人として届
け出た者を変更する届出をすることができる。 
３ 第１項及び第２項の届出は，書面でしなければならな
い。 
４ 第１項の規定による送達を受けるべき場所の届出が
あった場合には，送達は，第２４９条（送達場所）の規
定にかかわらず，届け出られた場所においてする。 
 
注１） 日本民訴法１０４条，同規則４１条第１項・４２
条第１項参照 
注２） 本条による届出は，任意である。当事者等が送達
場所を届け出ない場合は，送達は，第２４９条（送達場所）
の規定により，送達を受けるべき者の住所等において行う。 
 
 
第２５１条（出会送達） 
 第２４９条（送達場所）の規定にかかわらず，送達を受
けるべき者でカンボジア国内に住所，居所，営業所又は事
務所を有することが明らかでないものに対する送達は，第
２５０条（送達場所等の届出）第１項の規定による届出を
した者に対する場合を除き，その者に出会った場所におい
てすることができる。カンボジア国内に住所，居所，営業
所又は事務所を有することが明らかな者又は同項の規定
による届出をした者が送達を受けることを拒まないとき
も，同様とする。 
 
注１） 日本民訴法１０５条参照 
注２） 本条は，第２４９条（送達場所）・第２５０条（送
達場所等の届出）の例外として，名宛人に出会った場所で
の送達を許す規定である。 
 
 
第２５２条（補充送達及び差置送達） 
１ 送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出
会わないときは，送達担当官は，使用人その他の従業者
又は同居者であって，書類の受領について相当のわきま
えのあるものに書類を交付することができる。 
２ 送達を受けるべき者又は第１項の規定により書類の
交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けるこ
とを拒んだときは，送達をすべき場所に書類を差し置く
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ことができる。 
 
注１） 日本民訴法１０６条，同規則４３条参照 
注２） 「書類の受領について相当のわきまえのあるもの」
とは，送達という行為の重要性や，受領した書類の性質を
理解し，受領した書類を送達名宛人に交付することが期待
できるような知能を備えているものをいう。必ずしも成年
者に限られない。 
 
 
第２５３条（外国における送達） 
１ 外国においてすべき送達は，裁判所がその国の管轄官
庁又はその国に駐在するカンボジアの大使，公使若しく
は領事に嘱託してする。 
２ 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続において外国
における送達をすべきときは，その裁判官も第１項に規
定する嘱託をすることができる。 
 
注１） 日本民訴法１０８条，同規則４５条参照 
注２） 外国にいる者に対する送達は，その外国とカンボ
ジアとの条約，その他の取り決め，慣行に基づく司法共助
として，①外国の法律上権限を有する当局（受託当局）又
は中央当局に送達を嘱託するか，②その外国におけるカン
ボジアの大使，公使，領事によってするしかない。通常，
外国にいる外国人に対しては①の方法で，外国にいるカン
ボジア人に対しては②の方法によることになる。 
注３） カンボジアとして民訴条約，送達条約に加入する
のかどうか，検討しておく必要がある。 
 
 
第２５４条（送達報告書等） 
１ 送達をした送達担当官は，その報告書を作成し，裁判
所に提出しなければならない。 
２ 第１項の報告書には次の事項を記載しなければなら
ない。 
 一 事件及び送達した書類の表示 
 二 送達名宛人 
 三 送達をした年月日及び場所 
 四 送達の方法 
 五 送達を受けるべき者が字を識らない場合において
第２４７条（交付送達の原則）第３項の措置をとった
こと 

 六 書類を受領した者の署名又は指印 
 七 送達名宛人又は第２５２条（補充送達及び差置送
達）第１項の規定により書類の交付を受けるべき者が
受領を拒んだときはその事実 

 八 第２５２条（補充送達及び差置送達）により送達を
したときはその事実 

 九 送達を実施した者の署名 
３ 送達担当官は，送達を試みたがそれをすることができ
なかった場合は，その旨並びに第２項第１号から第４号
まで及び第９号に定める事項を記載した報告書を作成
し，裁判所に提出しなければならない。 
 
注１） 日本民訴法１０９条参照 
注２） 本条第２項第５号は，第２４７条（交付送達の原
則）第３項の追加に伴って，追加した。 

注３） 本条第３項は，第１０回ワークショップでの議論
を受けて，送達ができなかった場合にも，その事情を明ら
かにするために送達を実施した者が報告書を作成するこ
ととしたものである。 
 
 
第２５５条（公示送達の要件） 
１ 次に掲げる場合には，書記官は，申立てにより，裁判
所の許可を得て，公示送達をすることができる。 
一 相当の調査を尽くしても当事者の住所，居所その他
送達をすべき場所が知れない場合 
二 第２５２条（補充送達及び差置送達）の規定により
送達をすることができなかった場合 
三 外国において送達をすべき場合において，第２５３
条（外国における送達）の規定によることができず，
又はこれによっても送達をすることができないと認
めるべきとき 
四 第２５３条（外国における送達）の規定により外国
の管轄官庁に嘱託を発した後６月を経過してもその
送達を証する書面の送付がない場合 

２ 第１項の場合において，裁判所は，訴訟の遅滞を避け
るため必要があると認めるときは，申立てがないときで
あっても，書記官に公示送達をすべきことを命ずること
ができる。 
３ 第１項第２号の場合においては，書記官は，送達を受
けるべき当事者に対して，公示送達をした旨を，相当の
方法により通知するよう努めなければならない。 
４ 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は，職権
でする。ただし，第１項第３号に掲げる場合は，この限
りでない。 
 
注１） 日本民訴法１１０条，旧民訴法１７８条参照 
注２） 公示送達は，主に，被告の住所等が不明で通常の
方法による送達ができない場合にも，原告が訴訟を行える
ようにするために，必要な制度である。しかし，公示送達
は第２５６条（公示送達の方法）のような方法でなされる
ので，名宛人が実際に送達の事実を知ることは，ほとんど
期待できない。そこで，この制度を悪用して，被告の知ら
ないうちに有利な判決を取得しようとする狡猾な原告が
出てくる危険がある。これを防ぐためには，裁判所として
は，公示送達の要件（当事者の住所等の不明など）の存在
を慎重に確認した上で実施することが必要である。 
注３） 住所等がわかっているが，送達を試みたところ誰
も在宅せず送達ができなかった場合にも，公示送達を許す
必要がある。この点第１０回ワークショップでも指摘があ
ったので，本条第１項第２号を追加した。ただし，一度住
所等において送達を試みただけでただちに公示送達をす
ることになるので，新たに第３項を設けて，名宛人に公示
送達がなされたことを通知することによって，名宛人の利
益の保護をはかっている。 
 
 
第２５６条（公示送達の方法） 
１ 公示送達は，書記官が送達すべき書類を保管し，いつ
でも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲
示場に掲示してする。ただし，呼出状の公示送達は，呼
出状を掲示場に掲示してする。 
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２ 第２５５条（公示送達の要件）第１項第２号の規定に
基づき公示送達をする場合には，第１項に定める掲示は，
第１項に規定する場所のほか，裁判所が相当と認める場
所においてもすることができる。 
３ 裁判所は，公示送達があったことを官報又は新聞紙に
掲載することができる。外国においてすべき送達につい
ては，書記官は，官報又は新聞紙への掲載に代えて，公
示送達があったことを通知することができる。 
 
注１） 日本民訴法１１１条，同規則４６条，旧民訴法１
７９条参照 
注２） 第１０回ワークショップでの議論を受けて，本条
第２項の規定を追加した。 
 
 
第２５７条（公示送達の効力発生の時期） 
１ 公示送達は，第２５６条（公示送達の方法）の規定に
よる掲示を始めた日から２週間を経過することによっ
て，その効力を生ずる。ただし，第２５５条（公示送達
の要件）第４項の公示送達は，掲示を始めた日の翌日に
その効力を生ずる。 
２ 外国においてすべき送達についてした公示送達にあ
っては，第１項の期間は，６週間とする。 
 
注１） 日本民訴法１１２条参照 
 
 

第九章 訴訟記録の閲覧 
 
第２５８条（訴訟記録の閲覧等の請求） 
１ 当事者及び利害関係を疎明した第三者は，裁判所に対
し，手数料を納付して，訴訟記録の閲覧，謄写，その正
本，謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証
明書の交付を請求することができる。訴訟記録の正本，
謄本又は抄本には，正本，謄本又は抄本であることを記
載し，書記官が署名しなければならない。 
２ 第１項の規定は，訴訟記録中の録音テープ，ビデオテ
ープ又はこれらに準ずる方法により一定の事項を記録
した物に関しては，適用しない。この場合において，こ
れらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三
者の請求があるときは，裁判所は，その複製を許さなけ
ればならない。 
３ 訴訟記録の閲覧，謄写及び複製の請求は，訴訟記録の
保存又は裁判所の執務に支障があるときは，することが
できない。 
 
注１） ドイツ民訴法２９９条，日本民訴法９１条，同規
則３３条参照 
注２） 本条は，ドイツ民訴法２９９条にならって，訴訟
記録の閲覧及び謄写を求める権利を当事者及び利害関係
を疎明した第三者に限って認めるものである。日本法のよ
うに広く一般第三者にも記録閲覧権を認める考え方もあ
るが，それは，訴訟の手続過程を透明化するのに役立つ反
面で，利害関係のない第三者にまで訴訟当事者のプライバ
シーや営業秘密が知られてしまい，そのことにより当事者
の訴訟追行や裁判所の審理に障害が生ずるおそれがある。
日本法は今次の改正により，裁判所が当事者の秘密保護の

ために第三者の閲覧を禁止する措置（秘密保護手続。日本
民訴法９２条）をとれるものとしたが，この手続の運用は
裁判官にとってかなり難しく，カンボジアの現状では広く
閲覧請求権を認めた上で秘密保護手続を導入することは
困難と思われる。そこで，本条は，訴訟手続の透明化の要
請は口頭弁論の公開によって十分に応えられるものと割
り切って，記録の閲覧等の権利は，当事者及び利害関係を
疎明した第三者に限って認めるものとした。 
 
 
第三編 上訴 

第一章 通則 
 
第２５９条（上訴の種類） 
１ 確定前の裁判に対する上級裁判所への不服申立ての
種類は以下のとおりとする。 
 一 始審裁判所の判決に対しては控訴。ただし当事者間
に第２６０条（控訴をすることができる判決等）第１
項第１号の合意がある場合には上告。 

 二 控訴裁判所の判決に対しては上告 
三 決定に対しては抗告 
２ 抗告は，法律に定める場合に限りすることができる。 
３ 抗告に対する決定に対しては，重ねて抗告をすること
ができない。 
 
＜注＞ 
 上訴とは確定前の裁判に対する不服申立てであり，確定
後の裁判に対する不服申立てである再審とは区別される。
また上訴とは上級裁判所への不服申立てであり，裁判に対
する同一審級内での不服申立てである異議とは区別され
る。 
 判決に対しては常に控訴及び上告が可能であるのに対
して，決定に対しては個別に法律で定めている場合に限り
抗告をすることができる。 
 終局判決に至る過程で問題となった事項についてした
裁判所の裁判は，終局判決に対して不服申立てがなされた
場合には，この終局判決とともに上級審裁判所の審理に服
するのが原則である（第２６２条（控訴裁判所の判断を受
ける裁判））。しかし，手続の進行に付随して派生する事項
のうち，手続の進行を安定させるために早期に決着すべき
事項については，終局判決に対する不服申立てとは別に独
立の不服申立てを認めて派生的な問題を迅速に確定する
ことが合理的である。このような独立の不服申立てを認め
ることにより，付随的な問題で終局判決に対する不服申立
てがなされるのを減らすことができる。 
 第３項は，抗告は１回しかできず，再抗告は認めないと
いう趣旨である。 
 
 

第二章 控訴 
 
第２６０条（控訴をすることができる判決等） 
１ 控訴は，以下の場合を除いて始審裁判所の終局判決に
対してすることができる。 
一 終局判決後，当事者双方が共に上告をする権利を留
保して控訴をしない旨の合意をしたとき 
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二 終局判決が民事事件又は商事事件におけるもので
訴訟の目的の価額が５００万リエル以下のとき 

２ 第１項第１号の合意は，書面でしなければ，その効力
を生じない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２８１条にほぼ対応する。第１項柱書きは，
裁判所構成法案（Draft 2000.8.11）２０条２項を承けたも
のである。第１項第１号の合意（飛越上告の合意）は，両
当事者が第二の事実審である控訴審での審理を放棄して
上告審での審理を求めることができるとするものである。
この合意なしに，単に不控訴の合意をした場合も控訴をす
ることはできない。第１項第２号は，２００１年８月２９
日の起草支援研修の席上でカンボジア側からなされた要
請に基づいて「５００万リエル」と定めたものであり，裁
判所構成法案３５条２項（Draft 2000.8.11）と整合させる
ことが必要となる。なお第一審における欠席判決に対して
は，第２０４条（故障の申立て）第１項の要件を充たして
故障の申立てができる場合には同一審級での審理の続行
という利益の放棄をした上での不服申立て手段として，そ
の要件が欠けるため故障の申立てができない場合には唯
一の不服申立て手段として，それぞれ控訴をすることがで
きる（第２０４条（故障の申立て）注（２）及び第２０２
条（欠席判決が許されない場合）参照）。欠席判決に対す
る故障申立て後の終局判決に対しても，当然控訴をするこ
とができる。 
 
 
第２６１条（訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限） 
 訴訟費用の負担の裁判に対しては，独立して控訴をする
ことができない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２８２条に対応する。訴訟費用の負担の裁判
は，終局判決における本案についての勝敗に付随するもの
であるので，独立には控訴の対象とできないとする趣旨で
ある。 
 
 
第２６２条（控訴裁判所の判断を受ける裁判） 
 終局判決前の裁判は，控訴裁判所の判断を受ける。ただ
し，不服を申し立てることができない裁判及び抗告により
不服を申し立てることができる裁判は，この限りでない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２８３条に対応する。終局判決前の中間的裁
判は，①終局判決とあわせて不服申立てをすることができ
るもの，②およそ不服申立てをすることができないもの，
そして③終局判決とは別に独立に抗告により不服申立て
をすることができるものに分類することができる。本条の
本文は①について，但書は②及び③について定めている。 
 ②の「不服を申し立てることができない裁判」として，
第１２条（管轄権を有する裁判所の指定），第３０条（除
斥又は忌避の裁判）第５項（除斥・忌避を理由があるとす
る決定），第１４５条（鑑定人の忌避）第４項（鑑定人の
忌避を理由があるとする決定），第１６８条（不服申立て）
（証拠保全を認める決定の場合），第２７１条（控訴審裁

判所による仮執行宣言）（仮執行に関する控訴審の裁判）
等がある。第１２条の裁判は最高裁の裁判なので，不服申
立てをすることができない。その他の裁判は，早期に確定
させ手続を迅速に進めるために不服申立てをすることが
できない。 
 ③の「抗告により不服を申し立てることができる裁判」
としては，第２１条（抗告）（移送決定・移送申立て却下
決定），第３０条（除斥又は忌避の裁判）第６項（除斥・
忌避を理由なしとする決定），第７０条（救助の内容）第
４項（訴訟救助に関する決定），第７８条（訴状審査）（裁
判長による訴状却下決定）等多数ある。いずれも，終局判
決とは別に独立して不服申立てを認めて決着を付けるべ
き事項に関する裁判である。 
 残りの①が本文の定める「終局判決前の裁判」であり，
第９１条（訴訟指揮等に対する異議），第９４条（時機に
後れた攻撃防御方法の却下），第１８１条（中間判決）等
がある。これらの中間的裁判は終局判決の前提であるので，
終局判決とあわせて不服を申し立てるべきであるとされ
ている。 
 
 
第２６３条（控訴権の放棄） 
１ 当事者は，控訴をする権利を放棄することができる。 
２ 控訴の提起後における第１項の申述は，控訴の取下げ
とともにしなければならない。 
 
＜注＞ 
 １項は，日本民訴法２８４条に対応する。なお不控訴の
合意も可能なことについては第２６０条（控訴をすること
ができる判決等）＜注＞参照。２項は，日本民訴規則１７
３条２項に対応する。 
 
 
第２６４条（控訴期間） 
１ 控訴は，判決書の送達を受けた日，又は欠席判決に対
する故障申立てを棄却する決定若しくは却下する決定
の告知がなされた日から１か月内に提起しなければな
らない。ただし，その期間前に提起した控訴の効力を妨
げない。 
２ 第１項の期間は，伸長することができない。 
 
＜注＞ 
欠席判決についての部分を除いて，日本民訴法２８５条

に対応する。 
欠席判決に関する部分については，第２０４条（故障の

申立て）注（２）参照。欠席判決に対して故障申立てが可
能であると考えて故障申立てをしたがそれが退けられた
場合に，もはや控訴期間の１か月を過ぎてしまって欠席判
決における敗訴当事者が控訴もできないとすれば不合理
であるので，控訴期間は故障申立ての棄却・却下決定の告
知がなされた日から進行することとした。第１項但書きは，
判決書の送達を受けた日，または欠席判決に対する故障申
立てを棄却する決定若しくは却下する決定の告知がなさ
れた日より前であっても控訴が可能である旨を定める。ま
た，故障申立ての権利を持つ当事者がこの権利を放棄した
場合でも，期間前の控訴が可能である。 
控訴期間を日本民訴法は「２週間」としているが，日本
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の旧旧民訴法，ドイツ民訴法，オーストリー民訴法，イタ
リア民訴法，フランス民訴法，アメリカ連邦民訴規則は概
ね１か月を控訴期間としている。 
 
 
第２６５条（控訴提起の方式） 
１ 控訴を提起するためには，当事者は，控訴状を原裁判
所に提出しなければならない。この場合において，原裁
判所は，控訴状及び控訴記録を速やかに控訴裁判所に送
付しなければならない。 
２ 控訴状には，次に掲げる事項を記載しなければならな
い。 
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人
の氏名及び住所 
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をす
る旨 

３ 控訴状に，第一審判決の取消又は変更を求める具体的
な事由の記載がないときには，控訴人は，控訴の提起後
３０日以内にこれらを記載した書面を控訴裁判所に提
出するよう努めなければならない。 
 
＜注＞ 
第１項と第２項は，日本民訴法２８６条に対応する。控訴
状は，控訴人にとって遠くに行かずにすむという点では第
一審裁判所に提出する方が便利である。また始審裁判所に
よる記録の送付事務も迅速に行うことができる。１項柱書
き後段は，第２８７条（上告提起の方式）後段と同じ趣旨
である。 
第３項は，日本民事訴訟規則１８２条に対応する。控訴理
由書の提出は，控訴審における争点をなるべくはやく明ら
かにするためのものであり，上告審におけるのと異なり，
控訴の章では効果が定められていない以上，提出されなく
ても控訴が不適法になり却下されるわけではない（控訴の
理由は，第２項に定める控訴状の必要的記載事項ではな
い）。 
 
 
第２６６条（控訴裁判所の控訴状審査権） 
１ 控訴状が第２６５条（控訴提起の方式）第２項の規定
に違反する場合には，控訴裁判所は，相当の期間を定め，
その期間内に不備を補正すべきことを命じなければな
らない。第６１条（申立て手数料）第４項の規定に従い
控訴の提起の手数料を納付しない場合も，同様とする。 
２ 第１項の場合において，控訴人が不備を補正しないと
きは，控訴裁判所は，決定で，控訴状を却下しなければ
ならない。 
３ 第２項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２８８条を，準用をしないで内容を改めて書
いたものである。第２項は，控訴状の記載事項の不備や控
訴手数料の未納付という明白な事情がある場合に，控訴裁
判所が決定で控訴状を却下することを認める趣旨である。
なお第２６８条（口頭弁論を経ない控訴の却下）参照。 
 
 

第２６７条（控訴状の送達） 
１ 控訴状は，被控訴人に送達しなければならない。 
２ 第２６６条（控訴裁判所の控訴状審査権）の規定は，
控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含めて
控訴状の送達をすることができない場合について準用
する。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２８９条にほぼ対応する。被控訴人に控訴状
を送達することは控訴裁判所書記官の義務である（第２４
６条（職権送達の原則等）参照）。第２項に定める場合に
は，裁判所は決定で控訴状を却下しなければならない。控
訴状を送達できない場合については，第７９条（訴状の送
達）の注を参照。 
 
 
第２６８条（口頭弁論を経ない控訴の却下） 
 控訴が不適法でその不備を補正することができないと
きは，控訴裁判所は，口頭弁論を経ないで，判決で，控訴
を却下することができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２９０条に対応する。控訴の適法性の判断は
原則として口頭弁論を開いて審理すべきところ（必要的口
頭弁論の原則（第１１４条（口頭弁論の必要性）），控訴が
控訴期間を過ぎてからなされた等控訴の不備の補正がで
きない場合には，口頭弁論を行うのは無駄であることから，
口頭弁論を経ないで判決で控訴を却下する可能性を認め
たものである。第２６６条（控訴裁判所の控訴状審査権）
及び第２６７条（控訴状の送達）は控訴裁判所の決定によ
る控訴状の却下を定めているのに対して，本条は控訴裁判
所の判決による控訴の却下を定めている。 
 
 
第２６９条（控訴の取下げ） 
１ 控訴は，控訴審の終局判決の言渡しがあるまで，取り
下げることができる。 
２ 控訴の取下げは，書面でしなければならない。ただし，
弁論準備手続，口頭弁論又は和解の期日においては，口
頭ですることができる。 
３ 訴訟は，控訴の取下げがあった部分については，初め
から控訴審に係属していなかったものとみなす。 
４ 第２１９条（訴えの取下げの擬制）の規定は控訴の取
下げの擬制について準用する。 
 
＜注＞ 
日本民訴法２９２条に対応する。控訴の取下げとは，第一
審判決に対する不服申立てを撤回することであり，これに
より控訴審手続が終了する。第一審判決を含めた第一審手
続には影響しない。控訴審において訴えの取下げをするこ
ともでき，この場合には第一審判決も含めて訴訟係属がさ
かのぼって消滅することになる。第２１９条（訴えの取下
げの擬制）と同じく，期日に両当事者とも欠席してその後
１か月以上期日指定の申立てをしない場合，及び両当事者
とも期日に連続して２回欠席した場合には控訴の取下げ
があったものとみなす。 
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第２７０条（附帯控訴） 
１ 被控訴人は，控訴権が消滅した後であっても，口頭弁
論の終結に至るまで，附帯控訴をすることができる。 
２ 附帯控訴は，控訴の取下げがあったとき，又は不適法
として控訴の却下があったときは，その効力を失う。た
だし，控訴の要件を備えるものは，独立した控訴とみな
す。 
３ 附帯控訴については，控訴に関する規定による。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２９３条に相当する。 
 附帯控訴とは，控訴人の相手方である被控訴人が，控訴
に付随して，第一審判決を自己に有利に変更することを求
める申立てである。附帯控訴は，控訴権の放棄（第２６３
条（控訴権の放棄））あるいは控訴期間の経過（第２６４
条（控訴期間））の後も，控訴人から控訴されたら，それ
に付随して控訴を提起することができる。例えば，第一審
において原告が１００の支払いを請求したところ，判決は
７０のみ認容し残り３０は棄却した場合に，控訴期間内に
被告のみが控訴したとする。控訴審判決においては，不利
益変更禁止の原則（第２７８条（第一審判決の変更の範
囲））により７０又はこれより少ない額の支払いを命ずる
判決しかあり得ないところ，原告が附帯控訴をして３０の
棄却部分に不服を申し立てておけば，控訴審裁判所は１０
０の支払いを命ずる判決をすることもできる。 
 附帯控訴とは，自分では控訴しなかった当事者が相手方
の控訴に付随して不服申立てをするものであるから，基礎
になる控訴がなくなったときには効力を失う。もっとも，
附帯控訴も控訴期間内に提起され，その他の控訴の要件を
備えている場合には，独立の控訴として扱うこととしてい
る。 
 附帯控訴を提起する際には附帯控訴状を提出し（第２６
５条（控訴提起の方式）），これを裁判長は審査し（第２６
６条（控訴裁判所の控訴状審査権）），控訴人への送達が必
要となる等，附帯控訴は控訴の規定に従って取り扱われる。 
 
 
第２７１条（控訴審裁判所による仮執行宣言） 
１ 控訴裁判所は，第一審判決について不服の申立てがな
い部分に限り，申立てにより，決定で，仮執行の宣言を
することができる。 
２ 仮執行に関する控訴審の裁判に対しては，不服を申し
立てることができない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２９４条及び２９５条にほぼ対応する。例え
ば，第一審判決が原告の請求１００のうち８０を認容する
判決であり原告のみが控訴した場合でも，第一審判決は全
体として確定しない。これを控訴不可分の原則と呼ぶ。ま
た８０の部分にも執行力は生じないのが原則である。しか
しこの場合被告が控訴していない以上，後述の不利益変更
禁止の原則（第２７８条（第一審判決の変更の範囲））に
より８０の部分については控訴審判決で取り消される可
能性はほとんどないことから，８０について勝訴した原告
に仮執行を認めることができる。第２項が仮執行宣言に対
して不服を認めていないのは，仮執行宣言をするかどうか

は本案と一緒に判断すべきであるので，別個に不服申立て
の対象とするのは適当ではないという趣旨である。本条に
規定がないので，仮執行宣言の申立てを却下する決定に対
しては抗告は認められない。 
 
 
第２７２条（口頭弁論の範囲等） 
１ 口頭弁論は，当事者が第一審判決の変更を求める限度
においてのみ，これをする。 
２ 当事者は，第一審における口頭弁論の結果を陳述しな
ければならない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２９６条に対応する。第１項は，不利益変更
禁止の原則（第２７８条（第一審判決の変更の範囲））か
ら，控訴審における審判の対象は第一審判決に対する不服
の当否であるので，これに必要な範囲でのみ審理を行う旨
を定める。第２項は，続審制を定める。控訴裁判所は，第
一審で収集された資料を控訴審の口頭弁論に上程させて
（これを「弁論の更新」と呼ぶ），この資料と控訴審で収
集された資料との両方を考慮して独自に事実認定及び法
律の適用を行い，その結論と第一審判決とを比べて控訴の
当否を判断することになる。「独自の事実認定」は，裁判
所構成法案（Draft 2000.8.11）２０条１項と同一内容であ
る。なお次の第２７３条（第一審の訴訟手続の規定の準用）
は，控訴審においても第一審におけるのと同じく資料の収
集ができると定める。またその次の第２７４条（第一審の
訴訟行為の効力等）は，第一審における訴訟行為が控訴審
でも効力を有する旨を定める。 
 
 
第２７３条（第一審の訴訟手続の規定の準用） 
 第二編（第一審の訴訟手続）の規定は，特別の定めがあ
る場合を除き，控訴審の訴訟手続について準用する。ただ
し，第８０条（最初の弁論準備手続期日の指定），第１０
４条（弁論準備手続における和解の試み），第二編第五章
第五節（欠席判決）及び第二編第七章（少額事件の特則）
はこの限りでない。 
 
＜注＞ 
 「特別の定め」とは，例えば，控訴状の記載についての
第２６５条（控訴提起の方式）であり，訴状の規定の準用
はされないことになる。控訴審においても弁論準備手続を
行うことができる。しかし第一審において弁論準備手続を
必ず経ている以上，控訴審においては弁論準備手続を必ず
しも行う必要はない。したがってまた和解前置主義（第１
０４条（弁論準備手続における和解の試み））の適用もな
い。また少額事件は第一審限りの手続であるので，その規
定は控訴審には準用されない。 
控訴審での欠席判決を認めるかどうかを作業部会で検討
したが，認めるべきではないとの結論に達した。例えば，
第一審では原告が勝訴し，被告が控訴した場合を考える。
この場合第一審で勝訴した原告は，控訴審で新たに主張す
べきことがなく控訴審で欠席することが考えられる。第一
審で原告の勝訴を導くに十分な審理をしているにもかか
わらず，控訴審での原告（被控訴人）の欠席の事実のみに
基づいて原告（被控訴人）敗訴の判決を控訴審で行うのは
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不合理である。 
 
 
第２７４条（第一審の訴訟行為の効力等） 
１ 第一審においてした訴訟行為は，控訴審においてもそ
の効力を有する。 
２ 第一審において行った弁論準備手続は控訴審におい
てもその効力を有する。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２９８条に対応する。第１項は，続審制をと
ることから，例えば第一審における被告の自白は控訴審に
もその効力が及び，自由には撤回できない旨を定める。第
２項は，控訴審において新たな主張を自由に追加できると
すれば第一審の審理が形骸化するおそれがあることから，
第一審における弁論準備手続の失権効（第１０８条（弁論
準備手続の終結の効果））はそのまま控訴審でも維持され
る旨を定める。 
 
 
第２７５条（第一審の管轄違いの主張の制限） 
 控訴審においては，当事者は，始審裁判所が管轄権を有
しないことを主張することができない。ただし，専属管轄
については，この限りでない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法２９９条に対応する。始審裁判所が管轄権を
有していなかったとしても，第一審手続が終了している以
上，その管轄権の不存在のみを理由に第一審判決を取り消
せるとするのは審理の無駄であることから，控訴審におい
ては管轄権の不存在を主張できないとしている。もっとも
公益上の理由から規定されている専属管轄（第１５条（法
定専属管轄の場合の適用除外））については，その不存在
の主張を認めるべきである。 
 
 
第２７６条（反訴の提起） 
１ 控訴審においては，反訴の提起は，相手方の同意があ
る場合に限り，することができる。 
２ 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論
をしたときは，反訴の提起に同意したものとみなす。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３００条１項，２項に対応する。控訴審にお
ける反訴は，「本訴の目的である請求又は防御の方法と関
連する請求を目的とする場合」（第８６条（反訴）第１項）
という要件に加えて，本条により相手方の同意を得ること
も要件となる。反訴は，「本訴の…防御の方法と関連する
請求を目的とする場合」には，本訴請求との関連性が必ず
しも強くないことがあり，その場合には相手方の審級の利
益を害するおそれがあることから，相手方が審級の利益を
放棄することに同意した場合にのみ反訴を提起できる，と
されている。 
 
 
第２７７条（控訴棄却） 
１ 控訴裁判所は，第一審判決を相当とするときは，控訴

を棄却しなければならない。 
２ 第一審判決の理由が不当である場合においても，他の
理由に基づき判決の主文が正当であると認めるときは，
控訴裁判所は控訴を棄却しなければならない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３０２条に対応する。控訴審裁判所が第一審
判決の結論も理由も相当であると判断した場合には，その
判決に対する不服には理由がないとして控訴を棄却すべ
きであり，第１項はその当然の内容を定めたものである。
第２項は，「判決で確定した事項の確定力の範囲は，訴え
又は反訴により申し立てた請求につき主文において判断
した範囲に限られ，判決の理由中における判断には及ばな
い。」（第１９４条（判決で判断した事項の確定力））とい
う建前に基づく。即ち，理由中の判断には確定力は及ばな
いのであるから，控訴審において主文は第一審判決と同じ
で理由だけ差し替えたものを新たに作る必要はない，とい
うことから控訴の棄却を定めている。したがって，判決理
由中の判断に確定力が生ずる場合（第１９４条（判決で判
断した事項の確定力）第４項）には，本条第２項の解釈論
として，主文は同じで理由を変えた判決を言い渡すべきで
あることになる。 
 
 
第２７８条（第一審判決の変更の範囲） 
 第一審判決の変更は，控訴又は附帯控訴による不服申立
ての限度においてのみ，これをすることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３０４条に対応し，不利益変更禁止の原則を
定める。当事者が申し立てていない事項について判決をす
ることができない（第１８２条（判決事項）第２項）のと
同じく，控訴人が控訴により不服を申し立てている範囲で
のみ第一審判決を変更でき，この限度を超えて第一審判決
を控訴人に不利益に変更することはできないという趣旨
である。例えば，原告が１００の損害賠償の支払いを求め
て訴えを提起し第一審判決が７０の限度で請求を認容し
たとして，原告のみが控訴し被告が附帯控訴をしなかった
場合には，不服の範囲は３０の棄却部分のみであるから，
控訴審裁判所は，賠償すべき額が７０より少ないと判断し
たとしても，認容額が７０よりも少なくなるような第一審
判決の変更はできず，控訴を棄却する（第一審判決を維持
する）ことができるだけである。したがって審理の範囲も，
控訴による不服の範囲に限られるのである（第２７２条
（口頭弁論の範囲等）第１項）。不利益変更禁止の原則は
処分権主義の控訴審におけるあらわれであるから，当事者
の処分権の及ばない職権調査事項については不利益変更
禁止原則は適用されない。 
 また第１８２条（判決事項）第２項と同じく，不服の範
囲を超えて原判決を変更することもできない（利益変更禁
止の原則）。原告がＡとＢと２つの請求を立てて訴えを提
起したところ，第一審判決がいずれも棄却した場合に，原
告がＡのみについて控訴した場合には，控訴審はＢについ
て第一審判決を取り消して請求を認容することは許され
ない。 
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第２７９条（第一審判決の取消し） 
１ 控訴裁判所は，次の場合には，第一審判決を取り消さ
なければならない。 
 一 第一審判決を不当とするとき 
 二 第一審の手続に重大な法律違反があるとき 
２ 第１項の場合において，控訴裁判所は，第２８０条（事
件の差戻し）又は第２８１条（第一審の専属管轄違いを
理由とする移送）に定める場合を除き，訴えについて裁
判をしなければならない。 
 
＜注＞ 
 第１項第１号は日本民訴法３０５条に対応する。第一審
判決が「不当」であるとは，第一審判決の判断内容に誤り
があることを意味する。 
第一審判決を取り消すと，原告の訴えに対する応答がない
状態に戻り，訴えについて判断する必要が生ずる。続審制
をとるために第一審手続で収集された資料と控訴審で収
集された資料とをあわせて控訴裁判所が自ら原告の訴え
について判断するのが原則となる。 
 
 
第２８０条（事件の差戻し） 
１ 控訴裁判所は，訴えを不適法として却下した第一審判
決を取り消す場合には，事件を始審裁判所に差し戻さな
ければならない。ただし，事件につき更に弁論をする必
要がないときは，この限りでない。 
２ 第１項本文に規定する場合のほか，控訴裁判所が第一
審判決を取り消す場合において，事件につき更に弁論を
する必要があるときは，これを始審裁判所に差し戻すこ
とができる。 
３ 始審裁判所における訴訟手続が法律に違反したこと
を理由として事件を差し戻したときは，その訴訟手続は，
これによって取り消されたものとみなす。 
 
＜注＞ 
 第１項は日本民訴法３０７条に，第２項及び第３項は日
本民訴法３０８条にそれぞれ対応する。 
 控訴を認容して第一審判決を取り消す場合には，原告の
訴えに対する応答がない状態に戻るところ，続審制の下で
は控訴裁判所は自ら請求の当否について判断するのが原
則である（第２７９条（第一審判決の取消し）第２項）。
しかし第一審判決が，訴訟要件を欠くとして訴えを却下す
るものである場合には，本案の審理を十分には行っていな
い可能性があるので，当事者の審級の利益，即ち控訴審ま
でに二度の事実審理を受けることができるという手続の
機会を保障するために，原則として差し戻して再度第一審
から手続を始められるように定めている（第１項本文）。
しかし実際には実体審理が相当なされている場合とか当
事者間に事実関係の争いがない場合には差し戻す必要は
ない（第１項但書）。 
 第１項が定める場合の他，第２７９条（第一審判決の取
消し）第１項に基づいて第一審判決を取り消す場合には，
「事件につき更に弁論をする必要があるとき」，即ち当事
者の審級の利益を保障すべきであるときには，控訴裁判所
は事件を第一審裁判所に差し戻すことができる（第２項）。
ここで，第一審の手続違背を理由として事件が差し戻され
た場合には，違法な手続は当然に取り消されて効力がなか

ったものとして扱われる（３項）。 
 
 
第２８１条（第一審の専属管轄違いを理由とする移送） 
 控訴裁判所は，事件が専属管轄違いであることを理由と
して第一審判決を取り消すときは，判決で，事件を管轄裁
判所に移送しなければならない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３０９条は「管轄違い」について定め，第２
７５条（第一審の管轄違いの主張の制限）に対応する規定
（日本民訴法２９９条）との対比から解釈で専属管轄違背
の場合に限定しているところ，本条はその趣旨を文言上も
明らかにしたものである。管轄権を有しない第一審裁判所
に差し戻してから移送するのは手続の無駄なので，管轄裁
判所に直接移送することとしている。 
 
 
第２８２条（控訴審の判決における仮執行の宣言） 
 控訴裁判所は，金銭の支払の請求に関する判決について
は，申立てがあるときは，不必要と認める場合を除き，担
保を立てないで仮執行をすることができることを宣言し
なければならない。ただし，控訴裁判所が相当と認めると
きは，仮執行を担保を立てることを条件とすることができ
る。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３１０条にほぼ対応する。控訴審における金
銭の支払いを命ずる判決は第一審と控訴審の両方の審理
を経てなされたものであるから，仮執行宣言を必ず付して
原告の権利の実現を早期に図る必要があることが趣旨で
ある。「金銭の支払の請求に関する判決」に限るのは，上
告されて万一結論が覆っても原状回復が容易であるもの
に限る趣旨である。金銭請求以外の財産権上の請求につい
ては，第一審についての第１９６条（仮執行の宣言）が第
２７３条（第一審の訴訟手続の規定の準用）で準用され，
裁判所は必要であると認めた場合に仮執行宣言を付すこ
とができる。 
 
 

第三章 上告 
 
第２８３条（上告裁判所） 
１ 上告は，控訴裁判所の終局判決に対して最高裁判所に
することができる。特別の法律により控訴裁判所が第一
審としてした終局判決についても同様とする。 
２ 始審裁判所が第一審としてした終局判決に対して，そ
の判決後当事者双方が共に上告する権利を留保して控
訴をしない旨の合意をした場合には，最高裁判所に直ち
に上告をすることができる。 

 
＜注＞ 
 上告制度の目的は，法の解釈・適用及び判例の統一と上
告人の権利保護にある。 
 フランス破棄院の破棄制度のように公益を代表する検
事にも法令に違反した下級審判決の破棄を求めることを
認める制度とはしない。 
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 上告審は，事後審・法律審とする。 
 本条は，日本民訴法３１１条に対応。 
 上告の対象たる裁判を，第二審又は第一審のした終局判
決に限定する趣旨である。 
 終局判決以前の中間判決は，独立しては上告の対象とな
らないが，終局判決に対して上告がなされると，これに伴
って上告審の審判の対象になる。 
 第１項は，カンボジア裁判所構成法案７条１項１文を承
けたものである。 
 カンボジアにおいては，控訴裁判所が第一審として管轄
権を有する場合として，裁判所構成法案２０条８項が規定
する行政訴訟がある。同法案７条２項。 
 第２項の飛越上告の合意については，第２６０条（控訴
をすることができる判決等）を前提にした。 
 
 
第２８４条（一般的上告理由） 
 上告は，判決に影響を及ぼす憲法又は法令の違反がある
ことを理由とするときに，することができる。 
 
＜注＞ 
 旧日本民訴法３９４条，日本民訴法３１２条１項・３項
に対応。 
 訴額又は不服額による上告制限をしない。 
 上告裁判所の許可に関係なく当事者に上告を許す権利
上告とする。 
 一般的上告理由を規定したものであり，原判決に対する
不服申立てを理由あらしめる事由（原判決の破棄を正当化
する事由）を定めている。すなわち，この事由が存する場
合には上告審は原判決を破棄しなければならず，逆に，こ
の事由が存しない場合には上告は棄却される。上告理由の
存在は，上告提起の適法要件とは異なり，原判決破棄の理
由である。 
 カンボジアでは，憲法違反については，憲法院への，具
体的事件における憲法訴願的な制度が存在する（憲法院の
組織及び機能に関する法律第１９条。なお，第１５条）。
これによると，最高裁を通じて当該事件を憲法院へ送付す
ることになっており，また，職権で送付することもできる
（同第１８条第１項）。 
 本条は，上告の適法要件＠を定めたものではない。 
 ＠ 上告の適法要件 
 ① 原裁判が上告に適すること（中間判決や終局判決前
の決定については独立して上告することはできないし，請
求の一部について裁判の脱漏があった場合も追加判決を
すべきであり，上告することはできない。）。 
 ② 管轄裁判所に上告の提起があったこと。 
 ③ 上告状及び上告理由書が，法定の方式を備え，かつ，
定められた期間内に，上告裁判所に提出されること。 
 ④ 上告状などの提出・送達が有効になされること。 
 ⑤ 上告人が，原裁判に対して「不服」を有すること。 
 ⑥ 上告人が上告権を放棄していないこと，又は上告し
ない旨の合意がないこと。 
 ⑦ 二重の上告の提起がなされていないこと。 
 ⑧ 上告権の濫用がないこと。 
 ⑨ 訴訟要件を備えていること。 
 
 

第２８５条（絶対的上告理由） 
１ 次の場合においては，常に上告の理由あるものとする。 
 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 
 二 法律により判決に関与することができない裁判官
が判決に関与したこと。 

 三 専属管轄に関する規定に違反したこと。 
 四 法定代理権，任意代理権又は代理人が訴訟行為をす
るのに必要な授権を欠いたこと。 

 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 
 六 判決に理由を付せず，又は理由に食違いがあること。 
２ 第４号に掲げる事由については，第３５条（訴訟能力
等を欠く場合の措置等）第２項又は第５７条（代理権を
欠く場合の措置）第３項の規定による追認があったとき
は，この限りでない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３１２条２項に対応。旧民訴法３９５条参照。 
 絶対的上告理由とする事項を規定したものである。すな
わち，重要な手続違反については，それが判決に影響を及
ぼしたことを当事者に証明させる必要性をなくする趣旨
である。 
 第２項第５号の公開原則は，第１１５条（口頭弁論）２
項に規定。 
 第２項第６号の理由不備は，第１８９条（判決書）第１
項第３号の「理由」，すなわち主文を導きだすための理由
づけの全部又は一部を欠いていることをいう。また，理由
齟齬は，判決に影響を及ぼすべき重要な事項について理由
に食違いがある場合をいう（証拠の取捨についての理由の
不十分・不明瞭はこれに属さない）。 
 
 
第２８６条（控訴の規定の準用） 
 第三編第二章の規定は，特別の定めがある場合を除き，
上告及び上告審の訴訟手続について準用する。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３１３条に対応。 
 上告審は法律審ではあるが，第一審判決に対する不服申
立てである控訴と共通する部分が少なくないため，控訴審
に関する規定を原則として上告審に準用する趣旨である。 
 ＜準用される第三編第二章（控訴）の規定＞の例示 
 第２６０条（控訴をすることができる判決等）第１項第
１号（不控訴の合意），第２６１条（訴訟費用の負担の裁
判に対する控訴の制限），第２６２条（控訴裁判所の判断
を受ける裁判），第２６３条（控訴権の放棄），第２６４条
（控訴期間），第２６５条（控訴提起の方式）２項・３項
（第２６５条（控訴提起の方式）第１項は準用されない），
第２６６条（控訴裁判所の控訴状審査権），第２６７条（控
訴状の送達），第２６９条（控訴の取下げ），第２７０条（附
帯控訴），第２７２条（口頭弁論の範囲等）第１項（もっ
とも第２９５条（調査の範囲）の制約あり），第２７３条
（第一審の訴訟手続の規定の準用）（もっとも，上告審が
法律審であることからの制約あり），第２７４条（第一審
の訴訟行為の効力等）第１項，第２７７条（控訴棄却）第
２項，第２７８条（第一審判決の変更の範囲） 
 ＜準用されない規定＞の例示 
 第２６０条（控訴をすることができる判決等）第１項柱
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書，第２６５条（控訴提起の方式）第１項，第２６８条（口
頭弁論を経ない控訴の却下），第２７１条（控訴審裁判所
による仮執行宣言），第２７２条（口頭弁論の範囲等）第
２項，第２７４条（第一審の訴訟行為の効力等）第２項，
第２７５条（第一審の管轄違いの主張の制限），第２７６
条（反訴の提起），第２７７条（控訴棄却）第１項，第２
７９条（第一審判決の取消し），第２８０条（事件の差戻
し），第２８１条（第一審の専属管轄違いを理由とする移
送），第２８２条（控訴審の判決における仮執行の宣言）。 
 
 
第２８７条（上告提起の方式） 
 上告を提起するためには，上告状を原裁判所に提出しな
ければならない。この場合において，原裁判所は，上告状
及び訴訟記録を速やかに上告裁判所に送付しなければな
らない。 
 
＜注＞ 
 本条は，上告状の提出先を原裁判所とすることを規定し
たにとどまり，形式要件について原審審査主義を採る趣旨
ではない（控訴裁判所は，上告状について形式要件を含め
て何らの審査も行わず，提出された上告状と訴訟記録とを
併せて最高裁判所に送付するというカンボジアの実務に
ならったものである）。 
 日本民訴法３１４条１項のように，原裁判所に上告の適
法要件を審査させるのではなく，上告裁判所自身が審査す
ることとし，この審査にパスした場合にはじめて，上告審
は事件を審理裁判することになる。 
 上告状の記載事項は，控訴審の規定（第２６５条（控訴
提起の方式）２項）の準用があるため不要。 
 
 
第２８８条（上告受理通知書の送達等） 
１ 上告の提起があった場合においては，上告裁判所は，
上告状を却下するときを除き，当事者に上告受理通知書
を送達しなければならない。 
２ 第１項の規定により被上告人に上告受理通知書を送
達するときは，上告裁判所は，同時に，上告状を送達し
なければならない。 
 
＜注＞ 
 民訴規則１８９条に対応。 
 上告状を却下する場合には，上告裁判所が，上告状の必
要的記載事項及び所定の印紙の貼用を審査し，不備がある
ときは，補正を命じ，所定の期間内に補正しないときは，
決定で上告状を却下しなければならないとするものであ
る。 
 
 
第２８９条（上告の理由の記載） 
１ 上告状に上告の理由の記載がないときは，上告人は，
上告受理通知書の送達を受けた日から３０日以内に，上
告理由書を上告裁判所に提出しなければならない。 
２ 第２８４条（一般的上告理由）に掲げる理由で上告が
なされる場合には，上告人は，憲法又は法令の規定及び
これに違反する事由を示して上告の理由を記載しなけ
ればならない。この場合において，その事由が訴訟手続

に関するものであるときは，これに違反する事実を掲記
しなければならない。 
３ 第２８５条（絶対的上告理由）に掲げる理由で上告が
なされる場合には，上告人は，その条項及びこれに該当
する事由を示して上告の理由を記載しなければならな
い。 
 
＜注＞ 
 第１項は，日本民訴法３１５条，同規則１９４条に対応。 
 第２項及び第３項は，民訴規則１９０条に対応。 
 上告理由の提出強制を規定し，上告理由の随時提出によ
る訴訟遅延を防止するためである。上告状に上告理由を記
載しなかったときは，３０日以内に上告理由書を提出しな
いと，上告裁判所は，口頭弁論を経ないで上告を却下する
ことができる（第２９０条（上告の却下））。 
 上告理由書の記載事項については，旧民訴規則５１条参
照（当事者の氏名，事件の表示，上告の理由，附属書類の
表示，年月日，裁判所の表示）。 
 
 
第２９０条（上告の却下） 
 次の各号に該当することが明らかであるときは，上告裁
判所は，決定で，上告を却下しなければならない。 
 一 上告が不適法でその不備を補正することができな
いとき。 

 二 第２８９条（上告の理由の記載）第１項の規定に違
反して上告理由書を提出せず，又は上告の理由の記載
が第２８９条（上告の理由の記載）第２項及び第３項
の規定に違反しているとき。 

 
＜注＞ 
 旧日本民訴法３９９条ノ３，日本民訴法３１７条１項に
対応。 
 形式的な事項について書面審理による上告却下の決定
を規定したものである。 
 
 
第２９１条（補正を命ずる決定） 
１ 上告状又は第２８９条（上告の理由の記載）第１項の
期間内に提出した上告理由書における上告のすべての
理由の記載が第２８９条（上告の理由の記載）第２項及
び第３項の規定に違反することが明らかなときは，上告
裁判所 は，決定で，相当の期間を定め，その期間内に
不備を補正すべきことを命じなければならない。 
２ 第２９０条（上告の却下）第２号の規定による上告却
下の決定は，第１項の規定により定めた期間内に上告人
が不備の補正をしないときにするものとする。 
 
＜注＞ 
 民訴規則１９６条に対応。 
 
 
第２９２条（上告理由書の副本の送達） 
 上告裁判所が第２９０条（上告の却下）の規定による上
告却下の決定をしないときは，被上告人に上告理由書の副
本を送達しなければならない。ただし，上告裁判所が口頭
弁論を経ないで審理及び裁判をする場合において，その必
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要がないと認めるときは，この限りでない。 
 
＜注＞ 
 民訴規則１９８条に対応。 
 上告が適法と判断されたときは，上告理由の当否の審理
をすることになり，被上告人に上告理由書の副本を送達し
なければならないが，例えばその後に上告が不適法である
ことが判明した場合には，上告却下の判決をすることにな
り，副本の送達を必要としない。 
 
 
第２９３条（準備書面の提出を命ずる決定） 
 上告裁判所は，相当の期間を定めて，被上告人に対して，
この者が最初に提出する準備書面を提出させることがで
きる。 
 
＜注＞ 
 民訴規則２０１条に対応。 
 第２９４条（口頭弁論を経ない上告の棄却）により，書
面審理によって上告を理由がないと認め，口頭弁論を開か
ずに上告棄却の判決をする場合には，原則として，被上告
人に対して準備書面の提出を命ずる必要はない。 
 準備書面の提出を命ずるか否かは，裁判長の裁量に任さ
れる。 
 
 
第２９４条（口頭弁論を経ない上告の棄却） 
 上告裁判所は，上告状，上告理由書，被上告人が最初に
提出する準備書面その他の書類により，上告を理由がない
と認めるときは，口頭弁論を経ないで，判決で，上告を棄
却することができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３１９条に対応。 
 本案判決は口頭弁論を経なければならないが（第１１４
条（口頭弁論の必要性）１項），本条は，法律審としての
上告審においては書面審理のみで足りるとした規定であ
る。 
 上告を棄却する場合の例外的な規定であるから，原判決
を破棄する場合には，口頭弁論を開く必要がある。 
 
 
第２９５条（調査の範囲） 
 上告裁判所は，上告の理由に基づき，不服の申立てがあ
った限度においてのみ調査をする。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３２０条に対応。 
 上告審は，当事者の不服の範囲内で原判決の当否を判断
し，破棄することができるとした規定である。 
 
 
第２９６条（原判決の確定した事実の拘束） 
１ 原判決において適法に確定した事実は，上告裁判所を
拘束する。 
２ 第２８３条（上告裁判所）第２項の規定による上告が
あった場合には，上告裁判所は，原判決における事実の

確定が憲法又は法令に違反したことを理由として，その
判決を破棄することができない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３２１条に対応。 
 第１項は，上告審が原判決の法令違反の有無を審査する
法律審であり，新たな訴訟資料の提出や証拠調べにより原
審の事実認定の当否を審査することはできない，との原則
を示している。 
 カンボジア裁判所構成法案７条２項但書は，差戻し後の
二度目の上告審においては，事実審理をするようにも読め
るので，これと上告審が法律審であることとの整合性が問
題となる。 
 第２項は，飛越上告の場合について，その上告理由とし
て第一審判決の事実認定の違法を理由とすることはでき
ず，また，上告裁判所もそれを理由に第一審判決を破棄で
きないとするものである。 
 
 
第２９７条（職権調査事項についての適用除外） 
 第２９５条（調査の範囲）及び第２９６条（原判決の確
定した事実の拘束）の規定は，裁判所が職権で調査すべき
事項には，適用しない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３２２条に対応。 
 第２９５条（調査の範囲）の例外として，職権調査事項
については，当事者の主張の有無に関係なく，また，相手
方もこれを認めているか否かに関係なく，上告審は調査を
尽くす必要がある。 
 例えば，裁判権の有無，上告の利益，出訴期間の遵守，
判決裁判所の構成の適否などであり，これら職権調査事項
は，当事者の責問権の喪失によって治癒することのできな
い公益的なものである。 
 
 
第２９８条（仮執行の宣言） 
 上告裁判所は，原判決について不服の申立てがない部分
に限り，申立てにより，決定で，仮執行の宣言をすること
ができる。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３２３条，旧日本民訴法４０６条に対応。 
 第２７１条（控訴審裁判所による仮執行宣言）と同趣旨
の規定である。 
 
 
第２９９条（破棄差戻し等） 
１ 上告裁判所は，第２８４条（一般的上告理由）又は第
２８５条（絶対的上告理由）に定める理由があるときは，
原判決を破棄し，第３００条（破棄自判）の場合を除き，
事件を原裁判所に差し戻し，又はこれと同等の他の裁判
所に移送しなければならない。 
２ 第１項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所
は，新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。
この場合において，上告裁判所が破棄の理由とした事実
上及び法律上の判断は，差戻し又は移送を受けた裁判所
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を拘束する。 
３ 原判決に関与した裁判官は，第２項の裁判に関与する
ことができない。 
 
＜注＞ 
 日本民訴法３２５条１・３・４項に対応。 
 上告が理由ある場合における上告裁判所による原判決
の破棄，事件の差戻し又は移送，及びその後の審判手続に
ついて規定したものである。 
 原判決の確定した事実だけで原判決に代わる裁判がで
きる場合には自判する（第３００条（破棄自判））が，そ
うでない場合に，第２項により，事件を原裁判所又はこれ
と同審級の他の裁判所に差し戻し又は移送する。 
 事件の差戻しを受ける裁判所とは広義の裁判所のこと
をいう（第一審裁判所への差戻しもある。刑事訴訟法４１
３条参照）。 
 原裁判所への差戻しが原則であるが，第３項との関係で，
破棄された原判決に関与した裁判官は差戻し後の審理に
関与できないため，原裁判所の人数の関係で，事件を同等
の他の裁判所へ移送することが必要になる場合がある。 
 なお，カンボジアでは，最高裁（上告審）の判決に拘束
力（日本の裁判所法４条参照）がないことを前提としてい
るカ裁判所構成法案１３条３項ｉの規定があるが，これに
ついては疑問であり（「カンボジア裁判所構成法草案につ
いて」），本条２項後段のように規定した。 
 
 
第３００条（破棄自判） 
 次に掲げる場合には，上告裁判所は，事件について裁判
をしなければならない。 
 一 原審がその確定した事実に対する憲法及び法令の
適用を誤ったことを理由として，原判決を破棄する場
合において，上告裁判所がその事実に基づき事件につ
き裁判をすることができるとき。 

 二 事件が裁判所の裁判権に属しないことを理由とし
て原判決を破棄するとき。 

 
＜注＞ 
 日本民訴法３２６条に対応。 
 余計な差戻しによる長期化を回避するための規定であ
る。 
 第１号は，「原審が確定した事実に基づいて裁判をする
のに熟するとき」である。 
 第２号は，事件につき裁判権がないことを理由として原
判決を破棄する場合であり，例えば，主権免除がある場合，
国際裁判管轄が存在しない場合等である。 
 
 

第四章 抗告 
 
第３０１条（抗告提起の方式） 
１ 抗告を提起するためには，抗告状を原裁判所に提出し
なければならない。この場合において，原裁判所は，抗
告状及び訴訟記録を速やかに抗告裁判所に送付しなけ
ればならない。（１） 
２ 抗告状に原決定の取消し又は変更を求める事由の具
体的な記載がないときは，抗告人は，抗告の提起後２週

間以内に，これらを記載した書面を抗告裁判所に提出す
るよう努めなければならない。（２） 
 
＜注＞ 
日旧民訴法第４１６条，ドイツ民訴法第５６８条，日民
訴規則第２０７条参照。 
（１）抗告提起は，原裁判所への抗告状の提出によって行
われる。口頭による抗告提起は認められない。 
（２）抗告理由書は，抗告裁判所（管轄権のある上級裁判
所）に提出する。２週間という抗告理由書の提出期間は，
抗告を提起する当事者にとっても適当な期間であろう。 
 
 
第３０２条（受命裁判官又は受託裁判官の決定に対する
不服申立て） 
１ 受命裁判官又は受託裁判官の決定に対して不服があ
る当事者は，その決定が受訴裁判所の決定であるとした
場合に抗告をすることができる場合には，受訴裁判所に
異議の申立てをすることができる。ただし，受訴裁判所
が最高裁判所又は控訴裁判所である場合には，その決定
が始審裁判所の決定であるとした場合に抗告をするこ
とができるものであるときにかぎり，受訴裁判所に異議
の申立てをすることができる。（１）（２）（３） 
２ 第１項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。（４） 
 
＜注＞ 
日民訴法第３２９条に対応する。 
（１）受命裁判官又は受託裁判官の決定（例えば，証言拒
絶に対する決定（第１３５条（証言拒絶の決定））に対し
ては，裁判所の決定とは違い，まず，受訴裁判所の監督に
服させるのが適当であるから，当事者の異議があれば，受
訴裁判所が決定で裁判をする。 
（２）控訴裁判所又は最高裁判所に係属する事件について
指定された受命裁判官又は受託裁判官の決定については，
受訴裁判所が始審裁判所である場合と同じように，受訴裁
判所である控訴裁判所又は最高裁判所に異議の申立てを
することができる。 
（３）本条の異議申立ては，問題の決定をかりに受訴裁判
所がしたとすれば抗告に服する性質のものである以上，第
３０３条（抗告期間）所定の抗告期間内にする必要がある。 
（４）受命裁判所または受託裁判官の決定に対する異議の
申立てについての決定に対しては，抗告をすることができ
る。もっとも，受訴裁判所が最高裁判所であるときは，前
記決定に対しては，上級審がないから，抗告できない。 
 
 
第３０３条（抗告期間） 
１ 抗告は，決定の告知を受けた日から１週間の期間内に
しなければならない。 
２ 第１項の期間は，伸長することができない。（１） 
 
＜注＞ 
日民訴法第３３２条に対応。 

（１）第２４４条（期間の伸長）第１項但書の場合に該当
する。 
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第３０４条（控訴又は上告の規定の準用） 
１ 始審裁判所のした決定に対する抗告及び抗告裁判所
の訴訟手続には，その性質に反しないかぎり，控訴及び
その控訴審の訴訟手続に関する規定を準用する。（１）
（２） 
２ 控訴裁判所が第一審裁判所としてした決定に対する
抗告及びこれに関する訴訟手続には，その性質に反しな
い限り，上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を
準用する。（３）（４） 
 
＜注＞ 
日民訴法第３３１条参照。 
（１）始審裁判所がした決定に対する抗告は，判決手続に
おける控訴と同じく第二審への上訴であるので，控訴及び
控訴審の訴訟手続に関する規定が準用される。ただし，別
段の規定がある場合や，抗告の性質に反する場合には，例
外が認められる。例外としては，例えば，抗告期間（第３
０３条（抗告期間）），抗告理由書の提出期間（第３０１条
（抗告提起の方式）２項），裁量による口頭弁論が採られ
ること（第３０６条（裁量による口頭弁論・口頭弁論に代
わる審尋）第１項），審尋が許されること（同第２項），決
定で裁判すること（第２５９条（上訴の種類）第３項参照）
などが挙げられる。 
（２）準用される規定としては，控訴権の放棄（第２６３
条（控訴権の放棄）），控訴状の記載事項（第２６５条（控
訴提起の方式）２項），控訴状審査権（第２６６条（控訴
裁判所の控訴状審査権）），控訴却下（第２６８条（口頭弁
論を経ない控訴の却下）），附帯控訴（第２７０条（附帯控
訴）），第一審の訴訟手続規定の準用（第２７３条（第一審
の訴訟手続の規定の準用）），控訴棄却（第２７７条（控訴
棄却）），原裁判の取消し（第２７９条（第一審判決の取消
し））・差戻し（第２８０条（事件の差戻し））などがある。 
（３）控訴裁判所が決定をする場合としては，①控訴裁判
所が抗告裁判所として決定をする場合，②控訴裁判所が控
訴審裁判所として決定をする場合，および③控訴裁判所が
第一審裁判所として決定をする場合がある。これらの各場
合について，控訴裁判所の行った決定のうち，どの決定に
対して抗告が許されるかに関しては，第２５９条（上訴の
種類）第２項および第３項の規定が適用される。したがっ
て，同条第２項により，そもそも，抗告は，法律に定めが
ある場合にかぎり許される。それゆえ，まず，②や③の場
合は，いずれも，法律において抗告できる旨の規定がない
かぎり，控訴裁判所のした決定に対し，抗告することはで
きない。たとえば，②の控訴裁判所が控訴審裁判所として
はじめて決定をした場合には，控訴審に直接適用できる
「第一編 通則」に含まれている第３０条（除斥又は忌避
の裁判）第６項の定めにより，控訴裁判所の裁判官の除斥
又は忌避を正当でないとする決定に対しては抗告が許さ
れる。それに対し，控訴裁判所が控訴審裁判所として行っ
た文書提出を命ずる決定の申立てについての決定に対し
ては，第１５２条（文書提出を命ずる決定等）第３項の規
定が「第二編 第一審の訴訟手続」に関する規定として，
第２７３条（第一審の訴訟手続の規定の準用）により，控
訴審で準用されるにとどまるため，抗告することは許され
ない。最後に，①の控訴裁判所が抗告裁判所として決定を
した場合については，その決定に対しては，第２５９条（上

訴の種類）第３項により，さらに抗告をすることはできな
い。このように，控訴裁判所がした決定に対しては，最高
裁判所の負担軽減の観点から，抗告の許容範囲が制限され
る。 
（４）以上の限度で控訴裁判所の決定に対する抗告は許さ 
れるにとどまるが，このうち，控訴裁判所が第一審裁判所
として行った決定に対する抗告は，控訴裁判所が第一審と
して行った終局判決に対する上告と類似するため，これに
は，その性質に反しないかぎり，上告及び上告審の訴訟手
続に関する規定（第三編第三章（上告））が準用される。 
 それゆえ，この抗告は，最高裁判所に対して提起されな
ければならず（第２８３条（上告裁判所）第１項参照），
原決定に，原決定に影響を及ぼす法令の違反があることを
理由とするときに，することができる（第２８４条（一般
的上告理由）参照）。また，抗告を提起するためには，抗
告状を原裁判所に提出しなければならない（第２８７条
（上告提起の方式）参照）。このほかに，控訴の規定の準
用（第２８６条（控訴の規定の準用）），上告提起通知書の
送達等（第２８８条（上告受理通知書の送達等）），上告理
由の記載（第２８９条（上告の理由の記載）第２項・第３
項），上告裁判所による上告の却下（第２９０条（上告の
却下）），上告裁判所による補正命令（第２９１条（補正を
命ずる決定））などが準用される。 
 
 
第３０５条（原決定の効力の停止） 
１ 抗告は，原決定の効力を停止させる。（１）（２） 
２ 抗告裁判所又は原決定をした裁判所は，抗告について
の決定があるまで，原決定に基づく強制執行の一時停止
その他必要な処分を命ずることができる。（３） 
 
＜注＞ 
 日民訴法第３３４条参照。 
（１）決定は，原則として，それが告知されるだけで，確
定しなくとも，執行力などの裁判内容を実現するのに必要
な効力を生じる（第２１３条（決定の告知）第１項）。一
般に，抗告に服する決定が当事者の利害に重大な影響を及
ぼし，迅速に確定する必要が高いことから，抗告の提起が
あるだけで一律に原決定の効力の停止が認められる（例え
ば，文書提出を命ずる決定に対して抗告を提起すれば，提
出を命じられた文書を提出しなくてもよい）。ただし，決
定の効力が，告知によって生じず，確定によって生じる場
合は，抗告の提起の段階で効力発生の停止を認めても無意
味である（例えば，移送の決定［第１８条（管轄違いの場
合の取扱い）以下］）。 
（２）第３０２条（受命裁判官又は受託裁判官の決定に対
する不服申立て）により，受命裁判官又は受託裁判官の決
定に対して異議の申立てがあったときは，抗告に準じて，
異議申立てによって原決定の効力の発生を停止させる効
果が生じる。 
（３）例えば，決定に基づき既に強制執行が開始されてい
る場合には，抗告を提起しても，強制執行を停止すること
はできないので，強制執行を一時停止する裁判が必要とな
る。 
 
 
第３０６条（裁量による口頭弁論・口頭弁論に代わる審



公布 2006年 7月 6日 

 67

尋） 
１ 抗告の裁判は，口頭弁論を経ずに行うことができる。
（１） 
２ 抗告裁判所は，抗告について口頭弁論をしない場合に
は，抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
（２） 
 
＜注＞ 
 日民訴法第３３５条，ドイツ民訴法第５７３条参照。 
（１）抗告は，決定をもって完結すべき事件であるから，
口頭弁論を開くかどうかは，裁判所の裁量に任されている
（第１１４条（口頭弁論の必要性）第１項但書参照）。 
（２）審尋とは，弁論を聴取するための方式であり，書面
又は口頭で陳述する機会を与えることである（第１１４条
（口頭弁論の必要性）第２項参照）。抗告裁判所が，口頭
弁論を開かずに審理する場合に，必要があると認めたとき
は，抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
利害関係人以外の第三者を審尋することはできない。 
 
 
第四編 再審 

第一章 再審 
 
第３０７条（再審の事由（１）） 
１ 次に掲げる事由がある場合には，確定した終局判決に
対し，再審の訴えをもって，不服を申し立てることがで
きる。 ただし，当事者が上訴によりその事由を主張し
たとき，又はこれを知りながら主張しなかったときは，
この限りでない。（１）（２）（３） 
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 
二 法律により判決に関与することができない裁判官
が判決に関与したこと。 
三 法定代理権若しくは法定代理人が訴訟行為をする
のに必要な授権を欠いたこと又は任意代理権を欠い
たこと。 
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関す
る罪を犯したこと。 
五 他人の犯罪行為により，自白をするに至ったこと又
は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法
を提出することを妨げられたこと。 
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は
変造されたものであったこと。（４） 
七 証人，鑑定人，通訳人又は宣誓した当事者若しくは
法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その
他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分によ
り変更されたこと。 
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断
の遺脱があったこと。（５） 
十 再審の訴えの対象とする判決が前に確定した判決
と抵触すること。 

２ 第１項第四号から第七号までに掲げる事由について
は，次のいずれかに該当するときに限り，再審の訴えを
提起することができる。（６）（７） 
一 罰すべき行為について，有罪の判決又は過料の裁判
が確定したとき 
二 証拠がないという理由以外の理由により有罪の確

定判決又は過料の確定裁判を得ることができないと
き 

３ 控訴審において事件につき本案判決をしたときは，当
事者は，第一審の判決に対し再審の訴えを提起すること
ができない。（８） 
 
＜注＞ 
 日民訴法第３３８条，旧日民訴法第４２０条参照。 
（１）再審の訴えとは，確定した終局判決に対して，その
訴訟手続に重大な瑕疵があったことや，その判断の基礎資
料に異常な欠陥があったことを理由として，当事者がその
判決の取消しと，事件に対する再審理とを，その判決をし
た裁判所に向けて申し立てる非常の不服申立方法である。
なお，確定した決定に対する再審の申立てがある（第３１
７条（決定に対する再審の申立て）参照）。 
 再審は，本条１項に列挙された事由（再審事由）を主張
する場合に限って許される。再審の訴えが不適法なときは，
訴えは却下され，主張された再審事由が認められないとき
は，再審の請求は棄却される。主張された再審事由が認め
られれば，再審の請求は理由があることになり，事件の再
審理が始まる（第３１４条（再審の訴えの却下及び再審請
求の棄却）・第３１５条（再審開始の決定）参照）。 
（２）再審事由に当たる事実があるとしても，判決確定前
に当事者が上訴によってこれを主張したが排斥された場
合及びこれを知りながら上訴によって主張しなかった場
合は，再審事由として主張することは許されない（第１項
但書）。すなわち，再審事由は，まず上訴によって主張す
べきであり，それを主張することができなかった場合にの
み，確定後の判決について再審事由を主張し，その取消し
を求めることができる（再審の補充性）。 
 なお，但書でいう上訴には，控訴，上告のほか，附帯控
訴（第２７０条（付帯控訴）の注参照）及び附帯上告（第
２８６条（控訴の規定の準用）も含まれる。 
（３）第１号から第３号は，絶対的上告理由（第２８５条
（絶対的上告理由）第１項第１・２・４号）と一致する。
第４号から第８号までは，判決の基礎資料に異常な点があ
る場合であり，第９号及び第１０号は，判断そのものに欠
点がある場合である。 
（４）「判決の証拠となった」とは，その文書等が判決の
事実認定の基礎として採用されており，しかも事実認定が
判決の主文に影響ある場合をいう。 
（５）判断の遺脱とは，当事者が適法に訴訟上提出した攻
撃防御方法たる事項で，判決の結論に影響あるものに対し
判決理由中で判断を示さなかった場合である。 
（６）第４号ないし第７号の事由は，罰すべき行為の存在
を前提としているので，敗訴者が むやみに再審の訴えを
提起して勝訴者を可罰行為の存否に関する複雑な審理に
引き込むのを防ぐため，可罰行為について確実な証拠の存
在が要求される（濫訴対策）。 
 ただし，所掲の事由が罰すべき行為として再審事由とな
るかは，カンボジアの刑事法制においてこれらの犯罪類型
があるか否かに依存することとなる。 
（７）「証拠がないという理由以外の理由」としては，被
疑者の死亡，公訴時効の完成，大赦，さらには証拠不十分
以外の理由による起訴猶予処分等が挙げられる。何が「証
拠がないという理由以外の理由」に該当するかは，例えば，
カンボジアの刑事訴訟法制で起訴便宜主義を採るか否か，
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すなわち，公訴提起について検察官の裁量を許し，起訴猶
予を認める制度が採られるか否かなどによって変わりう
る。 
（８）第一審判決に再審事由がある場合に，もしも控訴審
で控訴棄却の判決がなされたならば，その再審事由はこの
控訴棄却判決にも付着するから，このような場合は，控訴
審判決に対して再審の訴えを提起すべく，第一審判決に対
する再審の訴えを認める必要はない。 
 
 
第３０８条（再審の事由（２）） 
 判決の基本となる裁判について第３０７条（再審の事由
（１））第１項に規定する事由がある場合には，その裁判
に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにお
いても，その事由を判決に対する再審の理由とすることが
できる。（１） 
 
＜注＞ 
 日民訴第３３９条に対応。 
（１）判決の基本となる裁判とは，確定の終局判決の前提
となっていて，当該判決の内容に影響を及ぼす可能性のあ
る裁判（例えば，中間判決［第１８１条（中間判決）］，終
局判決に先立つ訴訟手続上の決定）を意味する。 
 確定の終局判決自体に再審事由がなくても，その前提と
なっている裁判について第３０７条（再審の事由（１））
所定の再審事由が存在する場合には，当該事由に基づいて
直接的に終局判決に対して再審の訴えを提起することが
できる。かりに判決の基本となる裁判に独立の再審の申立
てを許すと，この裁判が取り消された後に，第３０７条（再
審の事由（１））第１項第８号により，さらに確定の終局
判決に対する再審の訴えを認めることになり，その結果，
余計な手間がかかることになって，訴訟経済にも反するか
らである。 
 ただし，抗告をもって不服申立てをすることのできる決
定については，独立して再審の申立てをすることができる
（第３１７条（決定に対する再審の申立て）参照）。 
 
 
第３０９条（再審裁判所） 
１ 再審の訴えは，その対象とする判決をした裁判所の管
轄に専属する。（１） 
２ 同一の事件について，審級を異にする複数の裁判所の
した判決に対する再審の訴えは，上級の裁判所が併せて
管轄権を有する。（２）（３） 
３ 再審の訴えの対象とする判決に関与した裁判官は，そ
の再審の訴えの審理及び裁判に関与することはできな
い。（４） 
 
＜注＞ 
日民訴法第３４０条に対応。 

（１）再審は，再審事由の存在が認められれば，いったん
終結した事件の審理を再開するので，前にその事件を審理
し，再審の訴えの対象とする判決をなした裁判所の専属管
轄（第１５条（法定専属管轄の場合の適用除外））に属す
る。 
（２）例えば，第一審で本案判決があり，さらに控訴却下
の判決，上告棄却判決があると，それぞれの確定判決につ

いて再審の訴えを提起することが可能であるが，３つの確
定判決に対する再審の訴えをそれぞれ同時に審級を異に
する裁判所に係属させることは混乱の原因となるので，審
級を異にする確定判決に再審の訴えを併合して起こす場
合は，上級の裁判所があわせて管轄することが認められる。
上級の裁判所には，上告裁判所として最高裁判所も含まれ
る。 
（３）上告裁判所が再審裁判所として再審の訴えを審判す
る場合，再審の訴えが適法であるときは，再審事由（第３
０７条（再審の事由（１）））の存否の調査が行われる。上
告裁判所は，法律審の裁判所であるが，例外的に，再審事
由の存否の調査について事実審理をすることができる。な
お，上告裁判所における再審訴訟の場合の，再審開始決定
確定後の本案の審判については，第３１６条（本案の審理
及び裁判）の注（５）参照。 
（４）第２７条（裁判官の除斥）第１項第七号参照。 
 
 
第３１０条（再審の訴訟手続） 
再審の訴訟手続には，その性質に反しない限り，各審級
における訴訟手続に関する規定を準用する。（１）（２） 
 
＜注＞ 
日民訴法第３４１条に対応。 

（１）再審の訴訟手続には，その性質に反しない限り，各
審級の訴訟手続に関する民事訴訟法規定の準用がある。第
一審判決に対する再審には第一審の，第二審判決に対する
再審には第二審の，上告審判決に対する再審には上告審の
訴訟手続に関する規定が準用される。 
（２）準用の例としては，再審の訴状の却下（第７８条（訴
状審査）参照），口頭弁論を経ない（再審の）訴えの却下
（第８１条（口頭弁論を経ない訴えの却下）参照），附帯
再審（第２７０条（附帯控訴）参照），再審被告の反訴（第
８６条（反訴）参照），再審の訴えの取下げ（第２１７条
（訴えの取下げ）参照），原判決の変更可能な程度（不服
申立ての限度に限られる〔第２７８条（第一審判決の変更
の範囲）参照〕）など。 
 
 
第３１１条（再審期間） 
１ 再審の訴えは，当事者が，判決の確定した後，再審の
事由を知った日から３０日の期間内に提起しなければ
ならない。ただし，第３０７条（再審の事由（１））第
１項第三号及び第十号に掲げる事由を理由とする再審
の訴えの場合は，この限りでない。（１）（２） 
２ 第１項の期間は，伸長することができない。 
３ 判決が確定した日，又は，再審の事由が判決の確定し
た後に生じた場合にあっては，その事由が発生した日か
ら５年を経過したときは，再審の訴えを提起することが
できない。ただし，第３０７条（再審の事由（１））第
１項第三号及び第十号に掲げる事由を理由とする再審
の訴えの場合は，この限りでない。（３）（４） 
 
＜注＞ 
日民訴法第３４２条に対応。ドイツ民訴法第５８６条参

照。 
（１）この期間については，第２４４条（期間の伸長）第
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１項但書参照。 
（２）代理権の欠缺（第３０７条（再審の事由（１））第
１項第３号）及び確定判決の抵触（同項第１０号）を理由
とする再審の訴えは，本項に定める期間の制限を受けずに
提起することができる。代理権の欠缺の場合は，当事者本
人又は法定代理人が全く知らない間に訴訟が追行された
のであり，本人に判決の効力を及ぼすのは酷であるから，
期間制限を設けずに当事者の救済を図る必要があるため
である。確定判決の抵触の場合は，当事者間の関係をどち
らの判決によって律したらよいのか混乱が生じてくるた
め，期間制限から外される。 
 なお，代理権欠缺の場合，追認に関する規定（第２８５
条（絶対的上告理由）第２項）が類推適用される。 
（３）たとえ，当事者が再審事由の存在を知らなくても，
判決が確定して５年の期間を経過すると，一律に，再審の
訴えは提起できなくなる。これは，法的安定を図るためで
ある。この５年の期間は，伸縮できないし，当事者が自ら
の責めに帰すことのできない事由のためにこの期間を遵
守できない場合でも，もはや再審の訴えは許されない。 
（４）代理権の欠缺（第３０７条（再審の事由（１））第
１項第３号）及び確定判決の抵触（同項第１０号）を理由
とする再審の訴えは，本項に定める期間の制限を受けずに
提起することができる。その趣旨は，上記（２）と同様で
ある。 
 
 
第３１２条（再審の訴状の記載事項） 
１ 再審の訴状には，次に掲げる事項を記載しなければな
らない。（１） 
 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人
の氏名及び住所（２） 

 二 再審の訴えの対象とする判決の表示及びその判決
に対して再審を求める旨 

 三 再審の事由に該当する事実（３） 
２ 再審の訴状には，再審の訴えの対象とする判決の写し
を添付しなければならない。 
 
＜注＞ 
日民訴法第３４３条，日民訴規則第２１１条第１項に対

応。ドイツ民訴法第５８８条参照。 
（１）本条は，再審の訴状の必要的記載事項を定めたもの
である。不服の範囲や本案事件に関 する申立ての記載は，
任意的である。必要的記載事項を欠く場合は，通常の訴状
に準じて，裁判所が補正を命じた上で，それが守られない
ときは，決定で訴状を却下する（第３１０条（再審の訴訟
手続）参照）。 
（２）当事者とは，再審の訴えの原告及び被告を意味する。
原判決の当事者以外の者が再審 の訴えの当事者である
場合は，原判決の当事者との関係が明かになるよう具体的
に記載される必要がある（例えば，原判決の当事者の相続
人）。 
（３）再審の訴状には，具体的な再審事由の主張が掲げら
れねばならない。しかし，再審訴状で主張された再審事由
は，再審の訴え提起後に変更することができる（第３１３
条（再審の事由の変更））。 
 
 

第３１３条（再審の事由の変更） 
再審の訴えを提起した当事者は，再審の事由を変更する
ことができる。（１）（２） 
 
＜注＞ 
日本民訴法第３４４条に対応。 

（１）再審の訴状に記載した再審の事由（第３１２条（再
審の訴状の記載事項）第１項第３号）は，その審級の口頭
弁論の終結にいたるまで変更することができるし，上級審
になってからもできる。 
（２）再審の事由を変更する場合に，第３１１条（再審期
間）第１項の出訴期間が遵守されているか否かは，変更の
時を基準とするのが，日本での多数説である。 
 
 
第３１４条（再審の訴えの却下及び再審請求の棄却）
（１） 
１ 裁判所は，再審の訴えが不適法である場合には，決定
で，これを却下しなければならない。（２） 
２ 裁判所は，再審の事由がない場合には，決定で，再審
の請求を棄却しなければならない。（３） 
３ 第２項の決定が確定したときは，同一の事由に基づい
て，更に再審の訴えを提起することができない。（４） 
４ 第１項及び第２項の決定に対しては，抗告をすること
ができる。 
 
＜注＞ 
日民訴法第３４５条，第３４７条に対応。 

（１）再審の審判は，再審の許否と，再審が許されること
になった場合の本案の審判という２つの段階からなる。前
者は決定手続で行われる。本条は，再審の許否とその審判
手続について定める。この審判手続は，決定手続であるか
ら，審理は，裁量による口頭弁論（第１１４条（口頭弁論
の必要性）第１項但書）で行われる。再審が許されること
になった場合の本案の審判については，第３１６条（本案
の審理及び裁判）が定める。 
（２）裁判所は，まず，再審の訴えとして適法であるかを
調査し，不適法である場合は，決定でこれを却下しなけれ
ばならず，適法と認めれば，次に，再審の適否，すなわち
再審事由の存否の調査に入る。 
（３）再審事由がある場合には，再審開始の決定をしなけ
ればならない（第３１５条（再審開始の決定）第１項）。 
（４）本項は，再審の訴えの濫用を防止する趣旨の規定で
ある。 
 
 
第３１５条（再審開始の決定） 
１ 裁判所は，再審の事由がある場合には，再審開始の決
定をしなければならない。 
２ 裁判所は，第１項の決定をする場合には，その前に相
手方を審尋しなければならない。（１） 
３ 第１項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
＜注＞ 
日民訴法第３４６条，第３４７条に対応。 

（１）再審開始の決定は，確定判決を取り消す可能性のあ
る事前判断であるため，再審開始の決定をする場合には，
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相手方を必ず審尋しなければならない。ただし，口頭弁論
を開いた場合は（第３１４条（再審の訴えの却下及び再審
請求の棄却）注１参照），相手方を別個に審尋する必要は
ない。 
 
 
第３１６条（本案の審理及び裁判） 
１ 裁判所は，再審開始の決定が確定した場合には，不服
申立ての限度で，本案の審理及び裁判をする。（１）
（２）（３） 
２ 裁判所は，第１項の場合において，判決を正当とする
ときは，再審の請求を棄却しなければならない。（４） 
３ 裁判所は，第２項の場合を除き，判決を取り消した上，
新たに裁判をしなければならない。（５）（６） 
 
＜注＞ 
日本民訴法第３４８条に対応。 

（１）再審開始決定（第３１５条（再審開始の決定）第１
項）が確定した場合に本案の審理及び裁判がなされる。こ
の本案についての審理は，前訴訟の審理の再開続行であり，
従来の訴訟手続は，再審事由に関しないかぎりは，効力を
有する。第３１０条（再審の訴訟手続）参照。 
（２）再審被告は，附帯再審（第２７０条（附帯控訴）参
照）によって，自己に有利に審判の範囲を拡張することが
できる。また，自分の側に再審事由に基づく反訴を提起す
ることもできる（第３１０条（再審の訴訟手続）参照）。 
（３）本項に従いなされる判決は，その審級の判決である
から，例えば，控訴審判決に対する再審の訴えについてな
された判決は，控訴審としてなされた判決であり，したが
って，その判決に対する上訴は上告（第三編第三章）であ
る。 
（４）再審事由が存在する場合でも，本案の審理をして結
論が，不服を申し立てられている原判決と同じであれば，
再審請求を棄却する。例えば，法律によって裁判に関与す
ることのできない裁判官が裁判に関与していたが，再審裁
判所が再審理してみたところ，原判決の判断内容が正しか
った場合。 
（５）再審事由が存在し，かつ原判決と異なる結論になっ
たときは，原判決を取り消した上で，さらに本案の裁判を
しなければならない。 
 ただし，上告裁判所が再審裁判所である場合，そこでの
訴訟手続には，第３１０条（再審の訴訟手続）により，そ
の性質に反しない限り，上告審の手続に関する規定の適用
があるから，事件について事実審理をしなければ原判決に
代わる裁判ができないときは，法律審としての上告裁判所
は，原則として，事実審理が許されないから，事件を事実
審裁判所に差し戻す判決が必要となりうる（第２９９条
（破棄差戻し等）参照）。したがって，第３項の「新たな
裁判」には，判決を取り消した上での差戻判決も含まれる。 
（６）本項により取り消された原判決に係る訴訟費用の裁
判についても，再審裁判所は，新たに訴訟費用の裁判をし
なおす。 
 
 
第３１７条（決定に対する再審の申立て） 
１ 抗告をもって不服を申し立てることができる決定で
確定したものに対しては，再審の申立てをすることがで

きる。（１） 
２ 第３０７条（再審の事由（１））から第３１６条（本
案の審理及び裁判）までの規定は，第１項の申立てにつ
いて準用する。 
 
＜注＞ 
日民訴法第３４９条に対応。 

（１）決定のうち，終局判決を行う前提としてなされた決
定は，それに再審事由があるときは，直接終局判決に対し
て再審の訴えを提起できるが（第３０８条（再審の事由
（２））），それ自体で終局性を持ち，あとで終局判決に接
続しない決定に対しては，それに再審事由があるときは，
独立して再審の申立てを許さなければならない。例えば，
除斥・忌避を理由がないとする決定（第３０条（除斥又は
忌避の裁判）第６項），訴状却下決定（第７８条（訴状審
査）第２項），証言拒絶に対する決定（第１３５条（証言
拒絶の決定））など。 
 
 
第３１８条（第三者による再審の訴え） 
１ 原告及び被告が共謀により第三者の権利又は利益を
損なう目的をもって判決を得たときは，その第三者は，
確定の終局判決に対し，再審の訴えをもって不服を申し
立てることができる。（１） 
２ 第１項による再審の訴えにおいては，原告及び被告を
共同被告とする。（２） 
３ 第４１条（必要的共同訴訟における審理の規律）の規
定は，第２項により共同被告とされた者及び第１項によ
り再審の訴えを提起した第三者について準用する。
（３） 
 
＜注＞ 
 旧々日民訴法第４８３条，日商法第２６８条の３，日行
政事件訴訟法第３４条参照。 
（１）訴訟の原告と被告が第三者の権利を害する意図をも
って馴合いで訴訟を追行して，確定判決を得たときに，こ
の確定判決によって自己の権利を害される第三者は，当該
判決の取消しと，事件の再審理を求めて再審の訴えを提起
することができる。この種の第三者による再審の訴えを詐
害再審という。 
（２）本条の再審の訴えの場合，再審原告となる第三者は，
再審の訴えの対象となる判決における当事者双方を被告
として訴えを提起する。したがって，一種の共同訴訟（第
３９条（共同訴訟の一般的要件）以下）の形態がとられる。 
（３）再審原告の第三者と，再審の共同被告との間で，事
件が統一的に審判されるように，必要的共同訴訟の規律が
準用される。 
 
 
第五編 督促手続 

第一章 督促手続 
 
第３１９条（督促決定の要件） 
 金銭の支払いを目的とする請求については，裁判所は，
債権者の申立てにより，督促決定を発することができる。
ただし，カンボジアにおいて公示送達によらないでこれを
送達することができる場合に限る。 
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〈注〉 
日本民事訴訟法３８２条（旧法４３０条）と同趣旨の規定
である。ドイツ法系の国々に見られる制度（フランス法系
にも類似の制度がある）で，強制執行をするために必要と
される執行名義を簡易に調達することができるため，消費
者信用の増大とともにクレジット代金請求の事件を中心
に，よく利用されている。このように実際には金銭請求の
みが利用されていることから，日本法３８２条とは異なり，
金銭請求以外の，「その他の代替物又は有価証券の一定の
数量の給付を目的とする請求」は督促手続の対象から外す
こととした。 
 督促手続を利用することができるのは，例えば，貸金債
権や売買代金債権のように，金銭の支払いを目的とする請
求であればよく，請求額に上限もないし，下限もない。当
事者間で事実関係に争いがないと見込まれる場合には，訴
訟手続を利用するよりも迅速に執行名義を調達すること
ができる。 
 なお，カンボジア国内において公示送達によらないで督
促決定を送達できるということが，督促決定の発付要件の
一つとなる。 
 
 
第３２０条（督促決定の発付を求める申立て） 
１ 次の各号に定める債務者を相手方とする督促決定の
発付を求める申立ては，それぞれ当該各号により定まる
地を管轄する始審裁判所に対してする。 
一 自然人 住所地，カンボジア国内に住所地が

ないとき又は住所地が知れないと
きは居所地 

二 内国の法人 主たる事務所又は営業所，事務所又
は営業所がないときは代表者その
他の主たる業務担当者の住所地 

三 外国の法人 カンボジアにおける主たる事務所
又は営業所，カンボジア国内に事務
所又は営業所がないときはカンボ
ジアにおける代表者その他の主た
る業務担当者の住所地 

２ 次の各号に掲げる請求についての督促決定の発付を
求める申立ては，それぞれ当該各号に定める地を管轄す
る始審裁判所に対してもすることができる。 
一 事務所又は営業所を有す

る者に対する請求でその
事務所又は営業所におけ
る業務に関するもの 

当該事務所又は営業
所の所在地 

二 手形又は小切手による金
銭の支払の請求及びこれ
に附帯する請求 

手形又は小切手の支
払地 

３ 第一項又は第二項の規定による管轄は専属とする。 
 
〈注〉 
日本民事訴訟法３８３条（旧法４３１条）と同趣旨の規定
である。原則として，債務者の住所地を管轄する裁判所に
申し立てなければならない。専属管轄である。第８条及び
第９条の注を参照。 
 
 

第３２１条（訴えに関する規定の準用） 
 督促決定の発付を求める申立てには，その性質に反しな
い限り，訴えに関する規定を準用する。 
 
〈注〉 
日本民事訴訟法３８４条（旧法４３２条）と同趣旨の規定
である。督促手続は略式ではあっても，訴訟手続の一種で
ある。そこで，性質に反しない限り，訴えに関する規定が
準用される。 
 
 
第３２２条（申立ての却下） 
 督促決定の発付を求める申立てが第３１９条（督促決定
の要件）若しくは第３２０条（督促決定の発付を求める申
立て）の規定に違反するとき，又は申立ての趣旨から請求
に理由がないことが明らかなときは，裁判所は決定により
その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき
督促決定を発することができない場合におけるその一部
についても，同様とする。 
 
〈注〉 
日本民事訴訟法３８５条（旧法４３３条）と同趣旨の規定
である。督促決定の発付を求める申立てが不適法であると
きは，本条により決定でこれを却下しなければならない。
この決定に対する不服申立は認められないが，債権者はあ
らためて督促決定の発付を求める申立てをすることはで
きる。 
 
 
第３２３条（督促決定の発付等） 
１ 督促決定は，債務者を審尋しないで発する。 
２ 債務者は，督促決定に対し，これを発した裁判所に督
促異議の申立てをすることができる。 

 
〈注〉 
日本民事訴訟法３８６条（旧法４３４条）と同趣旨の規定
である。督促決定は，実体権の審査をしない点に特色があ
り，債務者を審尋しないで発する。しかし他方で，督促決
定に不服がありうる債務者への手続保障が必要となる。こ
のため，債務者により簡易に訴訟への移行をさせる方法と
して，督促異議の申立てを認めなければならない。本条２
項は，仮執行宣言の前の督促異議の申立てのみならず，督
促決定に仮執行宣言がなされた後の督促異議の申立てに
ついても妥当する。仮執行宣言がなされる前の督促異議の
申立ては，それが適法と認められれば，当然に訴訟へ移行
することになる。この場合，督促決定は直ちにその効力を
失い（第３２７条（仮執行の宣言前になされた督促異議の
申立ての効果）），督促手続が終結する。これに対して，仮
執行宣言がなされた後の督促異議の申立ての場合は，訴訟
へ移行することにより，督促決定の確定を阻止することに
なる。督促決定が効力を失うかどうかは裁判所の判決によ
って示される（第３３２条（仮執行宣言後に移行した訴訟
における判決））。 
 
 
第３２４条（督促決定の記載事項） 
１ 督促決定には，次に掲げる事項を記載しなければなら
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ない。 
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人
の氏名及び住所 
二 求める決定及び請求を特定するのに必要な事実 
三 一定額の金銭の支払いを命ずる旨 
２ 第１項の督促決定には，債務者が督促決定の送達を受
けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないと
きは，職権により仮執行の宣言をする旨を付記しなけれ
ばならない。 

 
〈注〉 
日本民事訴訟法３８７条（旧法４３５条）と同趣旨の規定
である。督促決定は仮執行の宣言を付記されると執行名義
となり，強制執行が可能となる。そこで，本条は，そのた
めに必要となる督促決定の記載事項を規定したものであ
る。 
 
 
第３２５条（督促決定の送達） 
１ 裁判所は督促決定を債権者に通知し，かつ債務者に送
達しなければならない。 
２ 督促決定の効力は，債務者に送達された時に生ずる。 
３ 債権者が申し出た場所に債務者の住所，居所，営業所，
事務所又は主たる業務担当者の住所がないため，督促決
定を送達することができないときは，裁判所は，その旨
を債権者に通知しなければならない。この場合において，
債権者が通知を受けた日から二月の期間内にその申出
に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないと
きは，督促決定の発付を求める申立てを取り下げたもの
とみなす。 
４ 第３項後段に規定する期間は伸長することができな
い。 

 
〈注〉 
日本民事訴訟法３８８条（旧法４３６条）及び規則２３４
条２項と同趣旨の規定である。送達が出来ないときは，債
権者は督促決定の発付を求める申立てを取り下げること
になる。本条３項後段は，申立てを取り下げない場合につ
いて，これを擬制するものである。 
再度の督促の申立ては基本的には妨げられない。 
本条第１項にいう送達には公示送達を含まない。公示送達
による場合は，そもそも督促決定を発付し得ない。 
 
 
第３２６条（仮執行の宣言前になされた督促異議の申立
ての却下） 
１ 裁判所が，仮執行の宣言前になされた督促異議の申立
てを不適法であると認めるときは，決定で，その督促異
議の申立てを却下しなければならない。 
２ 第１項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
〈注〉 
日本民事訴訟法３９４条（旧法４４１条）と同趣旨の規定
であるが，仮執行の宣言前になされた督促異議申立てと仮
執行の宣言後になされた督促異議申立てとの混同を避け
るために，分かりやすさを重視して，それぞれ規定するこ
ととし，本条では，仮執行の宣言前になされた督促異議の

申立てについて，特に書き下ろしたものである。仮執行の
宣言前になされた督促異議申立てであれ仮執行の宣言後
になされた督促異議申立てであれ，不適法な督促異議の申
立てについては，これを裁判所が決定で却下する。この決
定が確定することにより，適法な督促異議の申立ての効果
が生じないこととなる。 
 
 
第３２７条（仮執行の宣言前になされた督促異議の申立
ての効果） 
１ 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあった
ときは，督促決定は，その督促異議の限度で効力を失う。 
２ 第１項の場合，督促異議に係る請求については，督促
決定の発付を求める申立ての時に，第３２０条（督促決
定の発付を求める申立て）に定める裁判所に訴えの提起
があったものとみなす。この場合においては，督促手続
の費用は，訴訟費用の一部とする。 

 
〈注〉 
本条は，仮執行の宣言前になされるの督促異議の効果につ
いて定めたものである。 
１項は，日本民事訴訟法３９０条（旧法４３７条）と同趣
旨の規定である。適法な仮執行の宣言前になされる督促異
議の申立ては，その異議の限度で督促決定それ自体の効力
を失わせることになる。これにより督促手続は終結する。 
２項は，日本民事訴訟法３９５条（旧法４４２条）と同趣
旨の規定であるが，仮執行の宣言前になされた督促異議の
申立てと仮執行の宣言後になされた督促異議の申立てと
の混同を避けるために，分かりやすさを重視して，それぞ
れ規定することとし，本条では，仮執行の宣言前になされ
た督促異議の申立てについて，特に書き下ろしたものであ
る。適法な督促異議の申立てがあったときは，その範囲内
で，当然に通常訴訟に移行する旨を定めている。 
 
 
第３２８条（仮執行の宣言） 
１ 債務者が督促決定の送達を受けた日から二週間以内
に督促異議の申立てをしないとき又は仮執行の宣言前
になされた督促異議の申立てを却下する決定が確定し
たときは，裁判所は，職権により，督促決定に手続の費
用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。 
２ 仮執行の宣言は，督促決定に記載し，これを当事者に
送達しなければならない。 
３ 第１９７条（仮執行の宣言の失効及び原状回復）及び
第３２５条（督促決定の送達）第二項の規定は，第一項
の仮執行の宣言について準用する。 

 
〈注〉 
督促手続の第２段階の手続として，仮執行の宣言を付する
手続について定めたのが本条である。日本民事訴訟法３９
１条（旧法４３８条）を踏まえるが，日本法とは異なり，
本条では所定の期間内に督促異議申立てがないときに，職
権で仮執行の宣言をしなければならないとした。これは督
促決定の送達の日時については，債権者に十分な情報がな
く，仮執行の宣言前になされる督促異議の申立てができる
所定の期間を徒過したかどうかの確認のため，債権者にお
いて間断なく裁判所へ問い合わせをするというのでは，著
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しく負担が重くなる，といったことを配慮したためである。 
 
 
第３２９条（仮執行の宣言後になされた督促異議の申立
て） 
１ 仮執行の宣言を付した督促決定に対する第３２３条
（督促決定の発付等）第２項の督促異議の申立ては，そ
の送達を受けた日から二週間以内にしなければならな
い。 
２ 第１項の期間は伸長することができない。 
 
〈注〉 
日本民事訴訟法３９３条（旧法４４０条）と同趣旨の規定
である。本条は，仮執行の宣言後にする督促異議の申立て
も所定の期間内であれば可能であるが，その期間内に厳し
く限られる旨を定めたものである。仮執行の宣言後になさ
れる督促異議の申立てにより，仮執行の宣言を付した督促
決定の確定が阻止されることになる。 
 
 
第３３０条（仮執行の宣言後になされた督促異議の申立
ての却下） 
１ 裁判所が，仮執行の宣言後になされた督促異議の申立
てを不適法であると認めるときは，決定で，その督促異
議の申立てを却下しなければならない。 
２ 第１項の決定に対しては，抗告をすることができる。 
 
〈注〉 
本条は，日本民事訴訟法３９４条（旧法４４１条）と同趣
旨の規定であるが，仮執行の宣言前になされる督促異議申
立てと仮執行の宣言後になされる督促異議申立てとの混
同を避けるために，それぞれ規定することとし，本条では，
仮執行の宣言後になされる督促異議の申立てについて，特
に書き下ろしたものである。 
督促異議の申立てが不適法である場合として，第３２９条
（仮執行の宣言後になされた督促異議の申立て）所定の申
立期間を徒過してなされたなどのケースが挙げられる。 
 
 
第３３１条（仮執行の宣言後になされた督促異議の申立
てによる訴訟への移行） 
 仮執行の宣言後に，督促異議の申立てが適法になされた
ときは，督促異議に係る請求については，督促決定の発付
を求める申立ての時に，督促決定を発した裁判所に訴えの
提起があったものとみなす。この場合においては，督促手
続の費用は，訴訟費用の一部とする。 
 
〈注〉 
日本民事訴訟法３９５条（旧法４４２条）と同趣旨の規定
であるが，仮執行の宣言前になされる督促異議の申立てと
仮執行の宣言後になされる督促異議の申立てとの混同を
避けるために，それぞれ規定することとし，本条では，仮
執行の宣言後になされる督促異議の申立てについて，特に
書き下ろしたものである。適法な督促異議の申立てがあっ
たときは，その範囲内で，当然に通常訴訟に移行する旨を
定めている。この場合には弁論準備手続から始まる。 
 

 
第３３２条（仮執行宣言後に移行した訴訟における判決） 
１ 第３３１条（仮執行の宣言後になされた督促異議の申
立てによる訴訟への移行）の規定により移行した訴訟に
おいてなされる判決が，督促決定と符合するときは，裁
判所は，仮執行の宣言を付した督促決定を認可しなけれ
ばならない。ただし，督促手続が法律に違反してなされ
たものであるときは，この限りでない。 
２ 第１項の規定により仮執行の宣言を付した督促決定
を認可する場合を除き，第３３１条（仮執行の宣言後に
なされた督促異議の申立てによる訴訟への移行）の規定
により移行した訴訟においてなされる判決においては，
仮執行の宣言を付した督促決定を取り消さなければな
らない。 

 
〈注〉 
日本民事訴訟法には，該当する規定が存在しない。解釈上，
比較的多くの支持を集めている見解で最高裁判所の判例
（最判昭和３６年６月１６日民集１５巻６号１５８４頁）
でもある立場から，あらたに書き下ろしたものである。通
常訴訟に移行した場合で判決をするときは，裁判所は，仮
執行の宣言を付した督促決定についての判断を必ずしな
ければならないため，これを明文化したものである。 
 
 
第３３３条（督促決定の効力） 
 仮執行の宣言を付した督促決定に対する督促異議の申
立てがないとき，又は仮執行の宣言を付した督促決定に対
する督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは，
督促決定は，確定判決と同一の効力を有する。 
 
〈注〉 
日本民事訴訟法３９６条（旧法４４３条）と同趣旨の規定
である。仮執行の宣言を付した督促決定に対し督促異議の
申立てがないとき，又は督促異議の申立てを却下する決定
が確定したときは，これにより督促手続は終了し，督促決
定が確定するため，これに確定判決と同一の効力を認める
こととしたのが本条である。 
 
 
第六編 強制執行 

第一章 通則 
第一節 趣旨 

 
第３３４条（趣旨） 
 民法その他の法律により定められた請求権又は担保権
を有する者は，他の法律（１）に特別の定めがある場合の
ほか，本編の定めるところに従い，強制執行によってその
実現を求めることができる。（２）（３） 
 
注（１）ここにいう「他の法律」とは，「この民事訴訟法
以外の法律」の意味である。本条の冒頭の「民法その他の
法律」という場合の「その他の法律」，つまり強制執行に
よって実現を求めようとしている請求権又は担保権を定
めている法律のみを指すものではない。 
 （２）フランス強制執行法（１９９１年７月９日法）第
１条１項参照。 
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 （３）刑事訴訟に対する付帯私訴によって主張された請
求権が刑事判決で認められた場合には，その請求権の強制
執行も，本編の定めるところによって行う。この点につき， 
第３５０条（執行名義）＜注＞参照。付帯私訴によって主
張されている請求権を保全するための保全処分も，第七編
（保全処分）の定めるところによって行う。 
 
 
第３３５条（第二編から第四編の規定の準用） 
特別の定めのある場合を除き，強制執行の手続に関して
は，第二編から第四編の規定を準用する。 
 
＜注＞ 
第二編（第一審の訴訟手続），第三編（上訴）及び第四編
（再審）の各編に含まれている規定で，性質上，強制執行
の手続にも適用すべき条文がある。したがって，本条は，
この第六編に特別の規定がない限り，第二編から第四編の
規定が強制執行の手続にも準用されることを定めている。
準用される条文の例としては，決定手続では口頭弁論は必
要的ではない旨及びその場合の審尋について定める第１
１１条（弁論準備手続調書の実質的記載事項）１項但書及
び同条第２項，決定の告知に関する第２１３条（決定の告
知），期日・期間・送達について定める第二編第八章を挙
げることができる。 
 
 

第二節 執行機関 
 
第３３６条（執行機関） 
１ 強制執行は，当事者の申立てにより，執行機関が行う。 
２ 執行機関は，執行裁判所又は執行官とする。 
３ 本編の規定により強制執行を行うべき始審裁判所を
執行裁判所とする。 
４ 執行官が行う執行処分に対する不服申立てについて
の裁判は，その執行官の所属する始審裁判所が行う。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法第２条・３条と，趣旨はほぼ同じである。 
本条２項は，執行裁判所と執行官という２種類の執行機関
があることを定めている。 
執行官は，強制執行その他の職務を担当する単独制の司
法機関であり，同名の公務員によって構成される。執行機
関としての執行官は独立の機関であり，執行裁判所の補助
機関ではない。 
執行官を執行機関としてここに規定する前提として，執
行官という公務員の選考方法，報酬形態，権限，職務規律
等，必要な事項について，別に執行官法を制定して明らか
にしておく必要がある。日本の執行官制度は，かつてのフ
ランス型の執行吏制度を導入した後，執行吏役場制を廃止
して裁判所所属とし，また，執行債権者が執行吏を自由に
選択できる建前も廃止し，公務員としての性格を強化した
ものである（但し，報酬の手数料システムはまだ残ってい
る）。この法律では，日本型の執行官制度をモデルとして
考えている。 
４項に定める職務を行う裁判所も，日本法では執行裁判
所と呼ばれている。しかし，この場合は裁判所が執行機関
として強制執行を担当するわけではないので，明確性を重

んじ，執行裁判所という名称を使わないことにした。 
なお，本編にいう「執行処分」とは，広い概念であり，
差押え，換価，配当など，執行手続を遂行するためになさ
れる執行機関の行為が中心であるけれども，執行申立てを
却下する決定なども含まれ，また，裁判ではない事実行為
も含まれる。 
 
 
第３３７条（執行裁判所等の裁判等） 
１ 執行裁判所の裁判は，決定でする。 
２ 執行裁判所は，執行処分をするに際し，必要があると
認めるときは，利害関係を有する者その他参考人を審尋
することができる。 
３ 執行官が行う執行処分に対する不服申立てについて
の裁判を始審裁判所がする場合も，第１項及び第２項と
同様とする。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第４条・５条とほぼ同様の趣旨である。 
 決定手続は裁量による口頭弁論の手続であり，口頭弁論
を開いても開かなくてもよく，開かない場合，裁判所は当
事者を審尋することができる。第１１４条（口頭弁論の必
要性）参照。本条２項はさらに，審尋の対象の範囲を利害
関係人や参考人にまで拡大している。 
 
 
第３３８条（執行官等の職務の執行の確保） 
１ 執行官は，職務の執行に際し抵抗を受けるときは，そ
の抵抗を排除するために，威力を用い，又は警察その他
の秩序維持機能を担当する国家機関の援助を求めるこ
とができる。 
２ 執行官以外の者で執行裁判所の命令により強制執行
に関する職務を行う者は，職務の執行に際し抵抗を受け
るときは，執行官に対し，援助を求めることができる。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第６条参照。 
 「執行官以外の者で執行裁判所の命令により強制執行に
関する職務を行う者」とは，例えば，船舶の強制競売にお
いて選任された船舶の保管人などをさす。次の第３３９条
（立会人）～第３４１条（身分証明書等の携帯）において
も同様。 
 本条２項により援助を求められた執行官は，さらに，１
項によって警察上の援助を求めることができる。 
 
 
第３３９条（立会人） 
 執行官又は執行裁判所の命令により強制執行に関する
職務を行う者は，人の住居に立ち入つて職務を執行するに
際し，住居主，その代理人又は同居の親族若しくは使用人
その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わな
いときは，コミューンの職員，警察官その他証人として相
当と認められる者を立ち会わせなければならない。執行官
が第３３８条（執行官等の職務の執行の確保）第１項の規
定により威力を用い，又は警察その他の秩序維持機能を担
当する国家機関の援助を受けるときも，同様とする。 
 
＜注＞ 
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日本民事執行法第７条参照。 
 
 
第３４０条（休日又は夜間の執行） 
１ 執行官又は執行裁判所の命令により強制執行に関す
る職務を行う者は，日曜日，法令で定めるその他の休日
又は午後６時から翌日の午前６時までの間に人の住居
に立ち入つて職務を執行するには，その所属する始審裁
判所又はその命令を発した執行裁判所の許可を受けな
ければならない。 
２ 執行官又は執行裁判所の命令により強制執行に関す
る職務を行う者は，職務の執行に当たり，第１項の規定
により許可を受けたことを証する文書を提示しなけれ
ばならない。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第８条参照。 
 
 
第３４１条（身分証明書等の携帯） 
 執行官又は執行裁判所の命令により強制執行に関する
職務を行う者は，職務を執行する場合には，その身分又は
資格を証する文書を携帯し，利害関係を有する者の請求が
あつたときは，これを提示しなければならない。 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法第９条参照。 
 
 
第３４２条（官庁に対する援助請求） 
 強制執行のため必要がある場合には，執行裁判所は，所
管の官庁に対し，援助を求めることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法第１８条１項参照。 
 例えば，強制執行の目的である自動車に対して課される
租税の額等について，所管の官庁に対し，証明書の交付を
請求することなどが考えられる（日本民事執行法第１８条
２項参照）。 
 
 
第３４３条（強制執行の手続における抗告の特則） 
１ 本編に定める抗告は，第３０５条（原決定の効力の停
止）の規定にもかかわらず，原決定の効力を停止させな
い。 
２ 抗告裁判所は，抗告についての裁判が効力を生ずるま
での間，次の各号に定める決定をすることができる。 
 一 担保を立てさせ，又は立てさせないで，原決定の効
力の停止を命ずること 

 二 担保を立てさせ，又は立てさせないで，強制執行の
手続の全部又は一部の停止を命ずること 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第１０条に相当するが，それを簡素化し
てここに導入した。 
 強制執行手続に関する執行裁判所の決定に対しては，手
続法違反を理由に抗告を申し立てることができる。抗告は，
これを許す旨の規定がある場合に限って許されるもので

あり（第２５９条（上訴の種類）２項），強制執行の手続
におけるどの決定に対して抗告が許されるかは，本条以下
の条文で個別に規定されている。 
 この抗告の申立てをすることができる者は，執行債権
者・執行債務者のほか，第三者である場合もある（例えば，
債権差押決定によって支払を禁止された第三債務者）。 
 抗告の手続については，第３０１条（抗告提起の方式）
以下参照。 
 本条第１項は，第３０５条（原決定の効力の停止）第１
項に対する例外である。抗告の申立てがあるとそれだけで
原決定の効力が停止されるとすれば，強制執行の不当な引
き延ばしのために濫用されるおそれがあるからである。 
 しかし，他方で，常に強制執行が止まらないとすると，
抗告による救済の実効性が失われる場合もあるので，本条
２項は，裁判所が執行停止等のための暫定的な決定をして
調整できるようにしている。 
 なお，２項は一号だけでなく二号の規定も必要である。
なぜなら，例えば，配当要求を却下する決定に対して配当
要求債権者が抗告した場合，２項一号によりこの決定の効
力を停止させることができるが，それだけでは強制執行手
続自体は止まらないので，本体の手続が進んで配当が終わ
ってしまえば抗告の意味が失われる。従って，このような
場合，執行手続全体（又は配当の手続）を停止させるため
に，２項二号も必要となる。 
 
 
第３４４条（執行異議） 
１ 執行裁判所の執行処分で抗告をすることができない
ものに対しては，執行裁判所に執行異議を申し立てるこ
とができる。 
２ 執行官の執行処分及びその遅怠に対しては，その所属
する始審裁判所に執行異議を申し立てることができる。 
３ 第３４３条（強制執行の手続における抗告の特則）第
２項の規定は，執行異議の申立てがあつた場合について
準用する。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第１１条参照。 
 執行異議は，抗告の許されない執行処分について，手続
法違反を主張して，執行裁判所又は始審裁判所にその是正
を求める不服申立方法である（本条１項）。申立期間の制
限はなく，異議の利益がある限り，申し立てることができ
る。通常は，当該執行処分の実施後，これを含む執行手続
が完結する前に，申し立てなければならない。 
 執行異議は，抗告よりもさらに簡易迅速な不服申立て方
法である。異議は同一審級レベルでの不服申立てであり，
上訴ではない。従って，執行裁判所の執行処分に対する執
行異議についてはその執行裁判所自身が審理・裁判し，ま
た，執行官の執行処分に対する執行異議についてはその執
行官の所属する始審裁判所が，審理・裁判することになる。 
 執行異議の申立てをすることができる者は，違法な執行
処分又はその遅怠によって不利益を受ける者である。執行
債権者・執行債務者だけでなく，その他の利害関係人であ
ることもある。 
 執行異議の申立てに対しては，執行裁判所又は始審裁判
所は，裁量による口頭弁論の手続で，決定をもって裁判す
る（第３３７条（執行裁判所等の裁判等）参照）。この決
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定に対してさらに不服申立て（抗告）をすることは，原則
としてできない（例外については，第３４５条（取消決定
等に対する抗告）１項参照）。 
 
 
第３４５条（取消決定等に対する抗告） 
１ 次に掲げる決定に対しては，抗告をすることができる。 
 一 強制執行の手続を取り消す旨の執行裁判所の決定 
 二 執行官に強制執行の手続の取消しを命ずる始審裁
判所の決定 

 三 強制執行の手続を取り消す執行官の処分に対する
執行異議の申立てを却下する始審裁判所の決定 

２ 第１項の規定により抗告をすることができる決定は，
確定しなければその効力を生じない。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第１２条に相当する。 
 執行異議に対する決定は一審限りのものであり，これに
対してさらに不服申立て（抗告）をすることは，原則とし
てできない。しかし，本条第１項は，例外としてさらに抗
告をすることが許される場合を定めている。これらの決定
は，強制執行手続を直接・間接に終了させる意味を有する
特に重要な裁判であるから，慎重を期して，例外を認めた
のである。 
 なお，一号には，執行異議の申立てを認容して強制執行
の手続を取り消す旨の決定だけでなく，執行異議の申立て
の有無に関係なく職権で強制執行の手続を取り消す決定
（例えば，船舶国籍証書の取上げができない場合，第４６
４条（船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制売却
の手続の取消し））も含まれる。二号は，執行官の執行処
分に対する執行異議の申立てを認容して，執行官に強制執
行の手続の取消しを命じた決定，という意味である。 
 第２項によると，第１項に規定されている決定は，抗告
が提起されずに１週間が経過すると決定としての効力を
生ずるが，１週間内に抗告が提起されると確定が遮断され，
抗告の決着がつくまで効力を生じない。第１項に規定され
ている決定は，前述のように重大な裁判であるので，この
ような配慮をしているのである。 
 
 
第３４６条（専属管轄） 
 本編に規定する裁判所の管轄は，専属とする。 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法第１９条参照。 
 
 

第三節 執行当事者及び代理人 
 
第３４７条（当事者の呼称） 
 本編においては，強制執行の申立てをした者を執行債権
者，その相手方とされた者を執行債務者という。 
 
 
第３４８条（強制執行に関する手続における任意代理人） 
１ 強制執行に関する手続における任意代理については，
次に定めるところによる。 
 一 第六編に定める訴え又は抗告に関する手続につい

ては，第５３条（任意代理人の資格）第１項の規定に
よる。 

 二 第一号に定める場合を除き，強制執行に関して執行
裁判所又は始審裁判所がする手続においては，第５３
条（任意代理人の資格）第１項により任意代理人とな
ることができる者以外の者は，執行裁判所又は始審裁
判所の許可を受けて任意代理人となることができる。 

 三 執行官の行う手続においては，何ぴとも任意代理人
となることができる。 

２ 執行裁判所又は始審裁判所は，第１項第二号の許可を
いつでも取り消すことができる。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第１３条に相当する。 
 一号関係： 例えば，第三者異議の訴えは，執行裁判所
の差押えに対しては執行裁判所へ，執行官の差押えに対し
てはその執行官の所属する始審裁判所へ提起することに
なり（第３６５条（第三者異議の訴え）２項参照），一号
に該当する。 
 二号関係： 強制執行に関して始審裁判所がする手続と
しては，例えば，動産執行においては，執行異議の裁判（第
３４４条（執行異議）２項），差押禁止動産の範囲の変更
の裁判（第３８１条（差押禁止動産の範囲の変更）），債権
者間で協議が整わないときの配当の実施（第４０１条（始
審裁判所への届出））などがある。 
本条１項の趣旨は次の通りである。まず，一号は，判決
手続，または決定手続のうち判決手続に準ずる慎重な審理
を要する場合について，代理人の資格は第５３条第１項と 
同じ基準によることにしたものである。これに対し，強制
執行に関するその他の手続は，執行機関が職権で進める定
型的な手続であり，当事者の行為もさほど複雑ではない。
そこで，二号では，裁判所が担当する手続について５３条
１項で認めた許可制を維持しつつも若干緩和してそれよ
りも広い範囲で代理人を許可することを容認しており，三
号では執行官の担当する執行手続について代理人資格を
自由化し，当事者の意思に委ねることとしたものである。
二号の代理人の範囲については，５３条１項三号で許可す
べき代理人の範囲を勘案しつつ，カンボジアの実情に即し
て裁判官が裁量で決めることができる。 
 
 

第四節 強制執行の要件 
 
第３４９条（強制執行の申立ての方式） 
１ 強制執行の申立ては，書面でしなければならない。 
２ 強制執行の申立書には，次に掲げる事項を記載し，執
行名義の執行力ある正本を添付しなければならない。 
一 執行債権者及び執行債務者の氏名又は名称及び住
所並びに法定代理人の氏名及び住所 
二 執行名義の表示 
三 直接強制，代替執行又は間接強制のいずれを求める
かの区別 
四 直接強制の場合には，強制執行の目的とする財産の
表示と執行債権者が求める強制執行の方法 
五 代替執行又は間接強制の場合には，執行債権者が求
める裁判の内容 

３ 金銭の支払を命ずる執行名義に記載された請求権の
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一部について執行債権者が強制執行を求めるときは，そ
の旨及びその範囲を，強制執行の申立書に記載しなけれ
ばならない。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行規則第１条及び第２１条参照。 
 第２項四号の「強制執行の方法」には，金銭執行か非金
銭執行かの区別が含まれる。四号全体について例を挙げれ
ば，「特定の住所地の不動産」と「金銭執行」（又は「明渡
し執行」）ということになろう。 
 
 
第３５０条（執行名義） 
１ 強制執行は，執行名義により行う。 
２ 執行名義とは，次に掲げるものをいう。 
 一 確定した給付判決 
 二 仮執行の宣言を付した給付判決 
 三 給付を命ずる決定。但し，確定しなければその効力
を生じない決定にあっては，確定したものに限る。 

 四 仮執行の宣言を付した督促決定 
 五 第６６条（訴訟費用額の確定手続）第１項に規定す
る書記官の処分 

 六 一定額の金銭の支払を目的とする請求について公
証人が作成した公正証書。但し，債務者が直ちに強制
執行に服する旨の陳述が記載されているものに限る。 

 七 第３５２条（外国裁判所の判決の執行判決）により
確定した執行判決がなされた外国裁判所の判決 

 八 第３５３条（仲裁判断の執行決定）により確定した
執行決定がなされた仲裁判断 

 九 第２２２条（和解調書等の効力）に定める調書その
他確定判決と同一の効力を有する調書 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第２２条参照。 
 一号については，第１９５条（執行力の発生時期）を参
照。なお，一号は刑事訴訟において附帯私訴を認容した確
定判決を除外していないので，附帯私訴で主張された私法
上の請求権も本編の定める手続によって強制執行するこ
とができる。 
 二号については，第１９６条（仮執行の宣言）を参照。 
 三号の例としては，船舶の引渡決定，代替執行の費用の
前払い決定，間接強制の制裁金決定などがある。 
 四号については，第３２８条（仮執行の宣言）を参照。 
 六号の条件を満たす公正証書を執行証書という。公証
人・公正証書については，別途，法律で定める必要がある。 
 九号の例として，和解調書及び認諾調書がある（第２２
２条（和解調書等の効力））。そのほかに，将来，カンボジ
アで倒産法を制定するときには，確定した債権者表の記載
に確定判決と同一の効力を認める規定などを置くことが
予想されるが，それも九号に該当する。 
 
 
第３５１条（強制執行をすることができる者の範囲） 
１ 強制執行は，次に掲げる者を執行債権者又は執行債務
者として，することができる。 
 一 執行名義に記載された当事者 
 二 執行名義に記載された当事者が他人のために当事

者となつた場合のその他人 
 三 第一号及び第二号に掲げる者の執行名義成立後に
おける権利又は義務の承継人。但し，第３５０条（執
行名義）第一号，第二号，第七号又は第八号に掲げる
執行名義にあっては，訴訟係属後における権利又は義
務の承継人 

２ 第３５０条（執行名義）第２項第一号ないし第三号及
び第七号ないし第九号の執行名義による強制執行は，第
１項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する
者に対しても，することができる。 

 
＜注＞ 
 本条は日本民事執行法第２３条と同趣旨である。なお，
本条は執行力の人的範囲を定める規定であり，確定力の人
的範囲を定める第１９８条（確定判決の効力が及ぶ者の範
囲）と基本的に同じ内容である。 
 
 
第３５２条（外国裁判所の判決の執行判決） 
１ 外国裁判所の判決に基づいて強制執行をするには，カ
ンボジアの裁判所の執行判決を得なければならない。 
２ 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴え
は，執行債務者の第８条（住所等によって定まる管轄）
所定の地を管轄する裁判所が管轄し，同条によっては管
轄裁判所が定まらないときは，請求の目的又は差し押さ
えることができる執行債務者の財産の所在地を管轄す
る始審裁判所が管轄する。 
３ 第２項の訴えは，外国裁判所の判決が，確定したこと
が証明されないとき，又は第１９９条（外国裁判所の確
定判決の効力）各号に掲げる要件を具備しないときは，
却下しなければならない。 
４ 執行判決は，外国裁判所の判決の当否を調査せずに，
しなければならない。 
５ 執行判決においては，外国裁判所の判決による強制執
行を許す旨を宣言しなければならない。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法第２４条と同趣旨である。 
 
 
第３５３条（仲裁判断の執行決定） 
１ 仲裁判断に基づいて強制執行をするには，内国仲裁判
断であると外国仲裁判断であるとを問わず，裁判所の執
行決定を得なければならない。 
２ 仲裁判断の執行決定を申し立てる当事者は，次に掲げ
る書類を提出しなければならない。 
 一 正当に認証された仲裁判断の原本又は正当に証明
されたその謄本 

 二 仲裁契約の原本又は正当に証明されたその謄本 
３ 裁判所は，仲裁判断が不利益に援用される当事者が次
に掲げる事実を証明したときは，仲裁判断の執行を拒む
ことができる。 
 一 仲裁契約の当事者が無能力であったこと又はその
仲裁契約が両当事者がその準拠法として指定した法
令により若しくはその指定がなかったときは判断が
なされた国の法令により無効であったこと 

 二 仲裁判断が不利益に援用される当事者が仲裁人の
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選定若しくは仲裁手続について適当な告知を受けな
かったこと又はその他の理由により防禦することが
不可能であったこと 

 三 仲裁判断が仲裁付託の条項に定められていない紛
争若しくはその条項の範囲内にない紛争に関するも
のであること又は仲裁に付託された事項の範囲をこ
える事項に関する判断を含むこと 

 四 仲裁廷の構成又は仲裁手続が当事者の合意に従っ
ていなかったこと又はそのような合意がないときは
仲裁が行われた国の法令に従っていなかったこと 

 五 仲裁判断が未だ当事者を拘束するものとなるに至
っていないこと又はその判断がされた国若しくはそ
の判断の基礎となった法令の属する国の裁判所によ
り取消され若しくは停止されたこと 

４ 裁判所は，次に掲げる事実を認めるときは，仲裁判断
の執行を拒むことができる。 
 一 紛争の対象事項が仲裁により解決することができ
ないものであること 

 二 仲裁判断の承認又は執行が公の秩序に反すること 
５ 内国仲裁判断についての執行決定を求める申立ては，
執行債務者の第８条（住所等によって定まる管轄）所定
の地を管轄する裁判所が管轄し，同条によっては管轄裁
判所が定まらないときは，請求の目的又は差し押さえる
ことができる債務者の財産の所在地を管轄する始審裁
判所が管轄する。 
６ 外国仲裁判断についての執行決定を求める申立ては，
控訴裁判所が管轄する。 
７ 執行決定は，第３項及び第４項に掲げる場合を除き，
仲裁判断の当否を調査せずにしなければならない。 
８ 執行決定においては，仲裁判断による強制執行を許す
旨を宣言しなければならない。 
９ 執行決定を求める申立てについての決定に対しては，
抗告をすることができる。 
１０ 執行決定は，確定しなければその効力を生じない。 
 
＜注＞ 
UNCITRAL仲裁モデル法３５条，３６条参照。 
本条は，労働仲裁，商事仲裁，その他あらゆるタイプのカ
ンボジア国内における仲裁手続に基づく仲裁判断，及び外
国でなされた仲裁手続に基づく仲裁判断のすべてに関し，
それらをカンボジア国内で執行する際の手続きについて
統一的な定めを置く趣旨である。裁判所が仲裁判断の執行
を拒むことができる事由については，基本的に
UNCITRAL仲裁モデル法３６条に従っている。 
 
 
第３５４条（執行文の必要性及び付与機関） 
１ 強制執行は，執行文の付された執行名義の正本に基づ
いて実施する。ただし，以下に掲げる執行名義により，
これに記載された当事者を執行債権者及び執行債務者
とする強制執行は，その正本に基づいて実施する。 
 一 少額訴訟における確定判決 
 二 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 
 三 仮執行の宣言を付した督促決定 
２ 執行文は，事件の記録の存する裁判所の書記官が，申
立てにより，付与する。ただし，第３５０条（執行名義）
第２項第６号に定める執行名義については，その原本を

保存する公証人が，これを付与する。 
 
注１） 第１項・第３項につき日本民執法２５条，第２項
につき同２６条１項参照。 
注２） 執行文は，強制執行の要件のうち，有効な執行名
義の存在，執行当事者適格，条件付請求権についての条件
の成就等の事項を，書記官又は公証人が審査し，その結果
を執行名義の正本の末尾に付記して，執行機関に伝達する
ものである。強制執行を迅速に行うためには，執行機関自
らがこのような要件を審査するよりも，執行名義の成立に
かかわった裁判所の書記官や公証人がこれを審査するこ
とが適切と考えられるので，執行文の制度が置かれている。 
 強制執行をするには，原則として執行文が必要であるが，
少額訴訟の判決及び督促決定は，簡易な手続により迅速に
執行名義を得させることがその制度の目的であるので，そ
の執行名義に記載された当事者を執行債権者及び執行債
務者とする限りは，執行文は不要である（本条１項但書）。 
注３） 執行文には，執行名義に記載されたとおりの強制
執行を許す内容のもの（単純執行文）と，条件の成就や不
確定期限の到来を確認し，あるいは，執行名義に記載され
た当事者以外の者を執行債権者又は執行債務者とする強
制執行を許す内容のもの（特別執行文。第３５６条（特別
執行文））とがある。 
注４） 本条第１項但書に掲げる執行名義については，そ
の基本となる手続が執行債権者に簡易迅速に執行名義を
取得させる目的で組み立てられているので，その強制執行
についても原則として執行文を不要としている。しかし，
執行名義に記載された当事者以外の者を執行債権者又は
執行債務者として強制執行をする場合は，特別執行文（第
３５６条（特別執行文））を必要とする。また，種類の違
う財産に対して同時に強制執行をするためなどの目的で
執行名義の正本が複数交付される場合には，執行文が複数
付与される場合と同様の規律がなされる（第３５５条（執
行文付与の申立て）第３項，第３５８条（執行文の数通付
与等）第３項，第３５９条（執行名義の原本への記入）第
２項）。 
注５） 「事件の記録の存する裁判所」とは，通常は始審
裁判所であるが，仮執行宣言付判決を執行名義として強制
執行する場合に，事件が上級審に係属し上訴裁判所に記録
があるときは，上訴裁判所をさす。また，訴訟事件が上訴
裁判所で完結したときも，訴訟記録の保管につき特別の規
定を置かない限りは，上訴裁判所に記録が留まるから，執
行文の付与は上訴裁判所の書記官がすることになる。 
 もし上訴裁判所の書記官が執行文の付与まで担当する
ことに問題があるのであれば，確定した訴訟事件の記録を
始審裁判所に送付して，始審裁判所がこれを保管し，その
書記官が執行文の付与を担当する仕組とすることも考え
られる（日本民訴規則１８５条，１８６条，２０５条参照）。
もしそのような仕組にするとすれば，事件の保管につき裁
判所法，民事訴訟法などに次のような規定を置くことにな
ろう。 
「上訴裁判所において訴訟が完結したときは，上訴裁判所
は，始審裁判所に対し，訴訟記録を送付しなければならな
い。」 
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第３５５条（執行文付与の申立て） 
１ 執行文付与の申立ては，次に掲げる事項を記載した書
面でしなければならない。 
 一 執行債権者及び執行債務者の氏名又は名称及び住
所並びに法定代理人の氏名及び住所 

 二 執行名義の表示 
 三 第３５６条（特別執行文）又は第３５８条（執行文
の数通付与等）第１項の規定による執行文の付与を求
めるときは，その旨及びその事由 

２ 執行名義が確定しなければその効力を生じない裁判
である場合において，執行債権者がその執行名義につい
て執行文の付与の申立てをするときは，申立書にその裁
判の確定を証する文書を添付しなければならない。ただ
し，その裁判が確定したことが記録上明らかであるとき
はこの限りでない。 
３ 第１項の規定は，執行債権者が第３５４条（執行文の
必要性及び付与機関）第１項但書に定める執行名義の正
本の交付を更に求める場合について準用する。 

 
注１） 日本民執規則１６条参照。 
注２） 第１項第三号の「その旨」とは，第３５６条（特
別執行文）又は第３５８条（執行文の数通付与等）第１項
の規定による執行文の付与を求める旨を意味する。 
注３） 「確定しなければその効力を生じない裁判に係る
執行名義」とは，第３５０条（執行名義）２項１号・７号・
８号に定める執行名義，同３号の決定で確定しなければそ
の効力を生じないものをいう。なお，裁判が確定したこと
については，当事者及び利害関係を疎明した第三者は，書
記官にその旨の証明書の交付を求めることができる（本法
第２５８条（訴訟記録の閲覧等の請求））。 
注４） 申立てについての処分（執行文の付与又は付与の
拒絶）に対しては，第３６２条（執行文の付与等に関する
異議の申立て）により，異議を申し立てることができる。 
 
 
第３５６条（特別執行文） 
１ 執行名義に記載された請求権が停止条件付又は不確
定期限付であるときは，書記官又は公証人は，執行債権
者がその条件の成就又は不確定期限の到来を証明した
ときに限り，執行文を付与することができる。 
２ 執行名義に記載された当事者以外の者を執行債権者
又は執行債務者として強制執行をするには，執行債権者
は，そのことを記載した執行文の付与を受けなければな
らない。 
３ 第２項に規定する執行文は，執行名義に記載された当
事者以外の者を執行債権者若しくは執行債務者として
強制執行をすることができることが明白であるとき，又
は執行債権者が文書をもってそのことを証明するとき
に，書記官又は公証人が，付与することができる。 
４ 書記官が，第１項又は第３項により執行文を付与する
ときは，その所属する裁判所の許可を得なければならな
い。 

 
注１） 日本民執法第２７条及び日本旧民訴法旧５２０条
参照。 
注２） 本条２項は，第３５１条（強制執行をすることが
できる者の範囲）によって，執行名義に記載された当事者

以外の者（承継人などを執行債権者又は執行債務者として
強制執行が許される場合に適用される規定である。 
注３） 本条により特別執行文が付与された場合，執行債
務者は，異議の申立て（第３６２条（執行文の付与等に関
する異議の申立て））又は執行文付与に対する異議の訴え
（第３６４条（執行文付与に対する異議の訴え））によっ
て，執行文の付与を争うことができる。両者の関係につい
ては，第３６４条（執行文付与に対する異議の訴え）注２）
参照。 
 
 
第３５７条（執行文の記載事項） 
１ 執行文の付与は，以下の各号に掲げる事項を執行名義
の正本の末尾に付記する方法により行う。 
 一 その執行名義により強制執行の実施を求めること
ができる者及びその相手方 

 二 第３５６条（特別執行文）の規定により執行文を付
与した場合には，その旨 

 三 執行名義に記載された請求権の一部について執行
文を付与するときは，強制執行をすることができる範
囲 

 四 第３５８条（執行文の数通付与等）第１項の規定に
より執行文を付与するときは，その旨 

２ 執行文には，付与の年月日を記載して書記官又は公証
人が署名しなければならない。 

 
注１） 日本民執法２６条２項，日本民執規則１７条参照。 
注２） 本条第１項第２号は，第３５６条（特別執行文）
の規定によって，書記官又は公証人が不確定期限の到来や
条件の成就を確認して執行文を付与した場合，承継等の事
実を確認して執行名義の当事者以外の者を執行債権者又
は執行債務者とする執行文を付与した場合に，そのことを
執行文の記載において明らかにする趣旨である。 
 
 
第３５８条（執行文の数通付与等） 
１ 執行文は，請求権の完全な弁済を得るため執行文の付
された執行名義の正本が数通必要であるとき，又はこれ
が滅失したときに限り，更に付与することができる。 
２ 書記官又は公証人は，第１項の規定にしたがい執行文
を付与した場合は，執行債務者に対し，その旨，その事
由及び執行文を付与した正本の数を通知しなければな
らない。 
３ 第１項及び第２項の規定は，第３５４条（執行文の必
要性及び付与機関）第１項但書に定める執行名義の正本
を更に交付する場合について準用する。 

 
注１） 日本民執法２８条，日本民執規則１９条参照。 
注２） 本条第１項前段は，執行債権者が，執行債権の完
全な弁済を受けるために同時に複数の財産（動産と債権，
異なった場所にある動産など）に対して強制執行をする必
要がある場合に，執行文の伏された執行名義の正本を複数
所持することを許す規定である（数通付与）。本条第１項
後段は，執行債権者が，いったん執行文の付与を受けたが，
その正本が滅失した場合に，再びその付与を受けることを
許す規定である（再度付与）。 
注３） 本条第２項は，執行文が数通あるいは再度付与さ
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れたことによって過剰な強制執行が行なわれる危険が生
ずるので，そのことを執行債務者に知らせて，警戒させる
趣旨の規定である。 
 
 
第３５９条（執行名義の原本への記入） 
１ 書記官又は公証人は，執行文を付与したときは，執行
名義の原本に以下の事項を記載しなければならない。 
 一 執行文を付与したこと，付与の年月日及び執行文を
付与した正本の数 

 二 執行名義に記載された請求権の一部について付与
したときは，強制執行をすることができる範囲 

 三 第３５６条（特別執行文）第２項の規定により執行
文を付与したときは，その旨及び執行債権者又は執行
債務者の氏名又は名称 

２ 書記官は，第３５４条（執行文の必要性及び付与機関）
第１項但書に定める執行名義の正本を更に交付したと
きは，当該判決又は当該督促決定の原本にその旨，交付
の年月日及び交付した正本の数を記載しなければなら
ない。 

 
注１） 日本民執規則１８条参照。第１項第三号の「その
旨」とは，第３５６条（特別執行文）第２項の規定により
特別執行文を付与した旨を意味する。 
 
 
第３６０条（執行名義等の送達） 
 強制執行は，執行名義又は確定により執行名義となるべ
き裁判の正本又は謄本があらかじめ執行債務者に送達さ
れたときに限り，開始することができる。第３５６条（特
別執行文）の規定により執行文が付与された場合において
は，執行文及び同条の規定により執行債権者が提出した文
書の謄本も，あらかじめ送達されなければならない。 
 
注１） 日本民執法２９条参照。 
注２） 本条が強制執行の開始にあたって執行名義等の送
達を要求する趣旨は，執行債務者にどのような執行債権に
ついて執行手続が開始されるのかを知らせて，執行債務者
に防御の機会を与えるためである。もっとも，確定判決を
執行名義として強制執行をする場合には，その判決は当事
者に既に送達されているので（第二編第五章第三節第１９
０条（判決書の送達）参照），強制執行の開始にあたって
再度送達する必要はない。 
注３） 送達は「あらかじめ」する必要があるが，その具
体的な時期は，執行の種類によって異なる。動産執行や引
渡し・明渡しの執行では，執行の開始と同時に執行官が執
行の現場で送達をすることで足りる。債権執行や不動産執
行の場合には，送達がされたことが執行裁判所が差押決定
や開始決定をする前提となるので，執行の申立てをする前
に送達がされたことが必要である。 
注４） 将来，公証人制度が整備された時には，執行証書
の送達に関する日本民執規則２０条に相当する規定が必
要となる。 
 
 
第３６１条（執行機関が調査すべき執行開始の要件） 
１ 執行名義に記載された請求権が確定期限付である場
合においては，執行機関は，その期限の到来後に限り，

強制執行を開始することができる。 
２ 担保を立てることを強制執行の実施の条件とする執
行名義による強制執行については，執行機関は，執行債
権者が担保を立てたことを証する文書を提出したとき
に限り，強制執行を開始することができる。 
３ 執行債務者の給付が執行債権者の反対給付と引換え
にすべきものである場合においては，執行機関は，執行
債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明し
たときに限り，強制執行を開始することができる。 

 
注１） 日本民執法３０条・３１条参照。 
注２） 本条は，執行開始の要件について定める。執行開
始の要件は，強制執行の開始に必要な実体上の要件ではあ
るが，執行機関が強制執行手続の開始にあたって自ら調査
判断すべきものであり，執行文の付与の要件とはこの点で
区別されるものである。不確定期限の到来が執行文付与の
要件である（第３５６条（特別執行文）１項）のに対して，
確定期限の到来が執行開始の要件とされているのは（本条
第１項），確定期限の到来の確認は容易であって執行機関
に判断を任せても負担が少ないからである。 
注３） 本条第３項は，引換給付判決等に基づく強制執行
の場合に適用される。反対給付の履行又は履行の提供を，
執行開始の要件としている趣旨は，実体法の規律する同時
履行の関係を強制執行の場面でも，可能な限り貫くことに
ある。反対給付の履行又は履行の提供を執行文付与の要件
とすると，執行債権者に先履行を要求することになってし
まうからである。 
 
 
第３６２条（執行文の付与等に関する異議の申立て） 
１ 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては，書記
官の処分にあってはその書記官の所属する裁判所に，公
証人の処分にあってはその公証人の役場の所在地を管
轄する始審裁判所に異議を申し立てることができる。 
２ 第１項の規定による申立てについての裁判は，決定で
する。 
３ 第１項及び第２項の規定は，第３５４条（執行文の必
要性及び付与機関）第１項但書に定める執行名義の正本
を更に交付することが申し立てられた場合に準用する。 

 
注１） 日本民執法３２条参照。 
注２） 執行文の付与を拒絶する処分に対して執行債権者
が異議を述べたが，却下された場合や，執行文の付与に対
して執行債務者が述べた異議が認められ執行文の付与が
取り消された場合には，執行債権者はさらに不服申立てを
することはできない。もっとも，第３５６条（特別執行文）
による特別執行文の付与を受けられなかった執行債権者
が，通常の給付訴訟を提起して，条件成就や承継の事実を
主張・立証し，新たに給付判決（無条件の給付判決，承継
人を当事者とする給付判決）を取得することは可能である。 
注３） 特別執行文（第３５６条（特別執行文））の付与
に対しては，執行債務者は，本条により異議を申し立てる
ことができるが，これとは別に，執行文付与に対する異議
の訴え（第３６４条（執行文付与に対する異議の訴え））
を提起することもできる。両者の関係については，第３６
４条（執行文付与に対する異議の訴え）注２）参照。 
 



公布 2006年 7月 6日 

 81

 
第五節 執行関係訴訟 

 
第３６３条（請求異議の訴え） 
１ 執行名義に記載された請求権の存在又は内容につい
て異議のある執行債務者は，その執行名義による強制執
行の不許を求めるために，請求異議の訴えを提起するこ
とができる。ただし，第３５０条（執行名義）第２項第
二号又は第四号に掲げる執行名義で確定前のものにつ
いては，この限りでない。 
２ 確定判決についての異議の事由は，口頭弁論の終結後
に生じたものに限る。 
３ 第１項の訴えは，次の各号に掲げる執行名義の区分に
応じ，それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。 
一 第３５０条（執行名

義）第２項第一号から
第四号まで又は第七
号から第九号までに
掲げる執行名義 

当該裁判手続の始審裁判
所 

二 第３５０条（執行名
義）第２項第五号に掲
げる執行名義 

同号の処分をした書記官
の所属する裁判所 

三 第３５０条（執行名
義）第２項第六号に掲
げる執行名義 

被告の第８条（住所等に
よって定まる管轄）所定
の地を管轄する裁判所。
同条による管轄裁判所が
ないときは，請求の目的
又は差し押さえることが
できる執行債務者の財産
の所在地を管轄する始審
裁判所 

 
注１） 日本民執法第３５条参照 
注２） 請求異議の訴えは，特定の執行名義について，そ
れに基づく強制執行が許されない旨を訴訟手続によって
明らかにすることを目的とする訴えである。異議の事由の
主なものは，執行名義に記載された請求権の事後的変動
（たとえば弁済）などの実体法上の事由である 
注３） 審理は通常の訴訟手続でなされる。審理の結果，
異議を理由ありとする場合は，裁判所は，その執行名義に
基づく強制執行を許さない旨を判決主文で宣言する。この
判決が確定した場合又は仮執行宣言が付された場合は，執
行名義は執行力を失い，執行債権者は執行名義につき執行
文の付与を受けることができなくなる。既に執行手続が開
始されているときは，執行債務者は，この判決の正本を執
行機関に提出して，執行の停止及び取消しをしてもらうこ
とができる（第３７０条（強制執行の停止及び取消し）第
１項第１号）。なお，訴えの提起に伴う執行の停止等の措
置については，第３６７条（請求異議の訴え等の提起に伴
う執行停止の裁判）参照。 
注４） 確定判決については，当該訴訟手続の事実審の口
頭弁論終結時を基準として確定力（既判力）が発生するの
で（第二編第五章第四節第１９４条（判決で判断した事項
の確定力）２項），その時点以前に生じた事実を主張して
請求異議の訴えを提起することはできない（本条２項）。 
 
 

第３６４条（執行文付与に対する異議の訴え） 
１ 第３５６条（特別執行文）の規定により執行文が付与
された場合において，条件が成就したこと，不確定期限
が到来したこと又は執行名義に記載された当事者以外
の者を執行債権者若しくは執行債務者として強制執行
をすることができることについて異議のある執行債務
者は，その執行文の付された執行名義の正本に基づく強
制執行の不許を求めるために，執行文付与に対する異議
の訴えを提起することができる。 
２ 第３６３条（請求異議の訴え）第４項の規定は，第１
項の訴えについて準用する。 

 
注１） 日本民執法第３４条参照。 
注２） 執行文付与に対する異議の訴えは，第３５６条（特
別執行文）によって，特別執行文が付与された場合に，執
行債務者が，付与の要件（条件の成就，不確定期限の到来，
執行名義に記載された当事者以外の者を執行債権者若し
くは執行債務者とする強制執行の許容）に該当する事実が
ないことを主張して，執行債権者を被告として，その執行
文の付された執行名義の正本に基づく強制執行の排除を
求めることを目的とする。 
 執行文付与に対する異議によっても同じ事実を争うこ
とができるが，この訴えは，この争いを確定力をもって確
定することに意義がある。異議申立てが却下されてもこの
訴えの提起を妨げない。逆にこの訴えにつき請求棄却判決
が確定すれば，口頭弁論終結時前の事由に基づいて異議申
立てをすることはできない。 
注３） 審理は通常の訴訟手続でなされる。審理の結果，
異議を理由ありとする場合は，裁判所は，その執行文の付
された執行名義に基づく強制執行を許さない旨を判決主
文で宣言する。この請求認容判決が確定した場合又は仮執
行宣言が付された場合は，執行文は効力を失う。既に執行
手続が開始されているときは，執行債務者は，この判決の
正本を執行機関に提出して，執行の停止及び取消しをして
もらうことができる（第３７０条（強制執行の停止及び取
消し）第１項第１号）。なお，訴えの提起に伴う執行の停
止等の措置については，第３６７条（請求異議の訴え等の
提起に伴う執行停止の裁判）参照。 
 
 
第３６５条（第三者異議の訴え） 
１ 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲
渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は，執行債権
者に対し，その強制執行の不許を求めるために，第三者
異議の訴えを提起することができる。 
２ 第１項の訴えは，執行裁判所が執行機関となる強制執
行については執行裁判所が，執行官が執行機関となる強
制執行についてはその執行官の所属する始審裁判所が
管轄する。 

 
注１） 日本民執法第３８条参照。 
注２） 第三者異議の訴えとは，執行名義の執行力の及ぶ
者以外の第三者の財産に対して強制執行がなされ，その権
利が違法に侵害される場合に，その第三者が，執行債権者
を被告とする訴訟手続によって，執行を排除することを目
的とするものである。執行手続においては，執行対象財産
が執行債務者の財産に属するか否かの判断が外形的事実
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（不動産の登記，動産の占有など）を基準になされること
に対応し，対象財産の面で執行手続の実体的正当性を確保
することを目的としている。 
たとえば，Ａ（執行債務者）がＢ（第三者）所有のバイク
を借りてＡの自宅においておいたところ，Ｃ（執行債権者）
がＡに対する執行名義に基づいてこのバイクを差し押さ
えたときには，Ｂは自己の所有物であると主張して，Ｃに
対して第三者異議の訴えを提起し，強制執行（差押え）を
排除することができる。 
注３） 審理は通常の訴訟手続でなされる。審理の結果，
異議を理由ありとする場合は，裁判所は，特定の財産に対
する被告の執行を許さない旨を判決主文で宣言する。執行
債務者は，この判決の正本を執行機関に提出して，執行の
停止及び取消しをしてもらうことができる（第３７０条
（強制執行の停止及び取消し）第１項第１号）。なお，訴
えの提起に伴う執行の停止等の措置については，第３６７
条（請求異議の訴え等の提起に伴う執行停止の裁判）参照。 
 
 

第六節 強制執行の停止・取消し 
 
第３６６条（再審の訴えの提起等に伴う執行停止の裁判） 
１ 次に掲げる場合には，裁判所は，申立てにより，担保
を立てさせて，又は立てさせないで強制執行の一時の停
止を命じることができる。 
一 再審の訴えの提起があった場合において，不服の理
由として主張した事情が法律上理由があるとみえ，事
実上の点について疎明があったとき。 
二 仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起が
あった場合において，原判決の破棄の原因となるべき
事情について疎明があったとき。 
三 仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又
は仮執行の宣言を付した督促決定に対する督促異議
の申立てがあった場合において，原判決又は督促決定
の取消し又は変更の原因となるべき事情について疎
明があったとき。 
四 仮執行の宣言を付した欠席判決に対する故障の申
立てがあった場合において，欠席判決の取消し又は変
更の原因となるべき事情について疎明があったとき。 

２ 第１項各号の場合には，裁判所は，申立てにより，強
制執行の一時の停止とともに，担保を立てさせて既にし
た執行処分の取消しを命ずることができる。 
３ 仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は
仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があっ
た場合において，訴訟記録が原裁判所に存するときは，
その裁判所が，第１項及び第２項に規定する申立てにつ
いての裁判をする。 

 
＜注＞ 
 日本民訴法３９８条・３９９条１項に対応する。 
 仮執行宣言が付された裁判に対して不服申立てがなさ
れた場合に，仮執行宣言を得た原告には早期に判決等の内
容の実現の利益を受けさせる必要があり，他方で仮執行宣
言が取り消される可能性が一定程度以上ある場合にはそ
の相手方が仮執行宣言に基づく執行から免れる可能性を
認める必要がある。確定判決に対して再審の訴えが提起さ
れた場合についても，同様である。本条は，確定判決又は

仮執行宣言付き判決等に対する不服申立てがなされた場
合に，確定判決又は仮執行宣言に基づく強制執行を一時停
止するための要件について定めている。 
 具体的には，不服申立ての理由について，法律上理由が
ありそうであり，かつ理由に該当する事実の疎明があるこ
とが，執行停止の要件である。例えば，再審（第一号）に
ついては，原告の主張が再審の事由（第３０７条（再審の
事由（１）））のいずれかに該当すると思われ，かつ再審の
事由に該当する事実の存在について疎明があることが要
件となる。控訴，督促異議及び欠席判決に対する故障の申
立てについては，不服の理由は限定されていないことから，
不服の対象である判決等の取消し又は変更の原因となる
事実の疎明があることが要件となる。 
 第２項は，既にした執行処分の取消しを命ずるためには，
債務者に必ず担保を立てさせなければならないとしてい
る。 
第１項及び第２項に規定する申立てについての裁判（決
定）に対しては，特別の規定がないので，抗告をすること
はできない（第２５９条（上訴の種類）２項）。 
 なお本条は，執行名義に掲げられた給付義務を執行手続
によって現実化する狭義の執行力について定めている。こ
れに対して，第３０５条（原決定の効力の停止）は，裁判
の内容を実現させるすべての効力をいう広義の執行力に
ついての定めである。 
 
 
第３６７条（請求異議の訴え等の提起に伴う執行停止の
裁判） 
１ 請求異議の訴え，執行文付与に対する異議の訴え又は
第三者異議の訴えの提起があった場合において，主張し
た異議事由について疎明があったときは，受訴裁判所は，
申立てにより，終局判決において第３６８条（終局判決
における執行停止の裁判等）第１項の裁判をするまでの
間，担保を立てさせ，若しくは立てさせないで強制執行
の一時の停止を命じることができる。 
２ 第１項の場合には，受訴裁判所は，申立てにより，強
制執行の一時の停止とともに，担保を立てさせて既にし
た執行処分の取消しを命ずることができる。 
３ 請求異議の訴え又は執行文付与に対する異議の訴え
が提起された場合において，主張した異議事由について
疎明があり，かつ急迫の事情があるときは，執行裁判所
又は執行官の所属する始審裁判所は，申立てにより，第
１項の規定による裁判の正本を提出すべき期間を定め
て，第１項又は第２項に規定する決定をすることができ
る。この裁判は，第１項に定める訴えの提起前において
もすることができる。 
４ 第３項の規定により定められた期間を経過したとき，
又はその期間内に第１項又は第２項の規定による裁判
が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは，第３
項の決定は，その効力を失う。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法３６条，３８条４項に対応する。請求異
議の訴えは第３６３条（請求異議の訴え）が，執行文付与
に対する異議の訴えは第３６４条（執行文付与に対する異
議の訴え）が，第三者異議の訴えは第３６５条（第三者異
議の訴え）がそれぞれ定めている。 
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 本条が定める執行停止は，これらの執行法上の訴えが提
起された場合に，原告が主張する事情がそれぞれの異議の
訴えの請求原因事実に該当すると思われ，かつその異議事
由に該当する事実について疎明がなされたときに，執行を
停止して執行債務者を保護するための制度である。例えば，
請求異議の訴えが提起され，異議事由として前訴終了後の
弁済が主張され，かつその事実について疎明があれば，請
求異議訴訟について判決がされるまでの間，必要に応じて
担保を立てさせて，執行の停止を命ずることができる。 
 第２項の執行処分の取消しについては，第３６６条（再
審の訴えの提起等に伴う執行停止の裁判）の＜注＞を参照。 
 第３項は，受訴裁判所による執行停止の処分を得る時間
的な余裕がない場合に，執行裁判所又は執行官の所属する
始審裁判所が暫定的に執行停止等を命ずることができる
旨を定める。受訴裁判所による執行停止の処分を得て，執
行裁判所又は執行官の所属する始審裁判所において執行
停止をするという時間的な余裕がないという場合があま
り想定できないのであれば，第３項及び第４項を削除する
ことも考えられる。 
 なお第１項から第３項に規定する申立てについての裁
判（決定）に対しては，特別の規定がないので，抗告をす
ることはできない（第２５９条（上訴の種類）２項）。 
 
 
第３６８条（終局判決における執行停止の裁判等） 
受訴裁判所は，請求異議の訴え，執行文付与に対する異
議の訴え又は第三者異議の訴えについての終局判決にお
いて，第３６７条（請求異議の訴え等の提起に伴う執行停
止の裁判）第１項又は第２項に規定する処分を命じ，又は
既にした第１項又は第２項の規定による裁判を取り消し，
変更し，若しくは認可することができる。この裁判は，本
条が定める訴えについての終局判決の言渡しの時から効
力を生ずる。 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法第３７条に対応する。 
例えば，請求異議訴訟で原告が勝訴した場合に執行停止を
命じることができ，あるいは原告が敗訴した場合に第３６
７条（請求異議の訴え等の提起に伴う執行停止の裁判）に
基づいてなされていた執行停止を取り消すことができる。
これらの裁判は，終局判決の確定を待たずに効力を発生さ
せる必要があることから，終局判決の言渡しの時点から効
力を有するとしている（後段）。即ち，ただちに執行を停
止する効果を認める必要があるので，通常の判決と異なり，
確定を待たずに効果が発生するとしている。また厳密な意
味での仮執行ではないことから「仮執行宣言」という形は
とっていない。 
 
 
第３６９条（執行文の付与等に関する異議の申立てに伴
う執行停止の裁判等） 
 執行文の付与等に関する異議の申立てがあった場合に
おいて，裁判所は，必要と認めるときは，申立てにより，
異議についての裁判をするまでの間，担保を立てさせ，又
は立てさせないで強制執行の停止を命じることができる。 
 
＜注＞ 

 日本民事執行法３２条２項に対応する。 
 第３６２条（執行文の付与等に関する異議の申立て）に
もとづき執行文の付与等に対する異議の申立てがあった
場合の執行停止について定める。 
 
 
第３７０条（強制執行の停止及び取消し） 
１ 次に掲げる文書の提出があつたときは，執行裁判所又
は執行官は，強制執行を停止し，かつ既にした執行処分
を取り消さなければならない。 
一 第３５０条（執行名義）第２項第六号の公正証書を
除く執行名義を取り消す旨を記載した裁判の正本又
は仮執行の宣言を取り消す旨を記載した裁判の正本 
二 強制執行を許さない旨を記載した裁判の正本 
三 執行名義に係る和解又は認諾の効力がないことを
宣言する確定判決の正本 
四 第３５０条（執行名義）第２項第二号から第五号ま
でに掲げる執行名義が訴えの取下げその他の事由に
より効力を失ったことを証する調書の正本その他の
書記官の作成した文書 
五 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる
旨を記載した裁判上の和解の調書の正本 
六 強制執行を免れるための担保を立てたことを証す
る文書 
七 強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨
を記載した裁判の正本 

２ 次に掲げる文書の提出があつたときは，執行裁判所又
は執行官は，強制執行を停止しなければならない。ただ
し，第二号の場合には停止の効力は２か月に限る。 
一 強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判
の正本 
二 債権者が，執行名義の成立後に，弁済を受け，又は
弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書 

３ 第３４５条（取消決定等に対する抗告）の規定は，第
１項の規定により執行処分を取り消す場合については
適用しない。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法３９条１項及び４０条に対応する。 
 第１項第一号から第七号の文書が執行機関に提出され
たときは，必ず強制執行を停止しなければならず，さらに，
必ず，既にした執行処分を取り消さなければならない。 
 第一号の「執行名義を取り消す旨を記載した裁判」とは，
例えば，上訴や再審において執行名義である判決を取り消
す判決である。「仮執行の宣言を取り消す旨を記載した裁
判」とは，第１９７条（仮執行の宣言の失効及び原状回復）
１項及び３項の裁判である。 
 第二号の「強制執行を許さない旨を記載した裁判」とは，
執行名義の種類にかかわらず，例えば，請求異議の訴え，
執行文付与に対する異議の訴え又は第三者異議の訴えを
認容した終局判決である。 
 第三号は，和解調書又は認諾調書が執行名義となってい
る場合に（第２２２条（和解調書等の効力）参照），和解
又は認諾の無効確認の訴えを認容する判決をいう。 
 第四号は，例えば，仮執行宣言付き判決に対する控訴の
審理中に訴えの取下げがあった場合や督促決定の申立て
の取下げがあった場合に，書記官がその旨を記した調書等
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を指す。 
 第五号は，不執行の合意又は執行申立て取下げの合意が
裁判上の和解の中で成立した場合の和解調書を指す。 
 第六号は，第１９６条（仮執行の宣言）２項により仮執
行宣言に，担保を立てれば仮執行を免れることができる旨
の宣言が付された場合に，その担保を立てたことを証明す
る文書である。 
 第七号は，本節第３６６条（再審の訴えの提起等に伴う
執行停止の裁判）から第３６９条（執行文の付与等に関す
る異議の申立てに伴う執行停止の裁判等）の裁判を指す。 
 第２項第一号又は第二号の文書が執行機関に提出され
たときは，当然に強制執行を停止しなければならない。 
 第一号は，本節第３６６条（再審の訴えの提起等に伴う
執行停止の裁判）から第３６９条（執行文の付与等に関す
る異議の申立てに伴う執行停止の裁判等）の裁判を指す。 
 弁済又は弁済の猶予は，本来であれば請求異議の訴えに
より主張すべき事由であるところ，第二号の文書は，それ
自体執行停止の効力を有することとされている。もっとも，
執行停止の効力は請求異議の訴えの提起までの暫定的な
もので足りること，弁済の猶予の場合には再度執行を進行
させる可能性を認めておくべきであることから，停止の効
力を２か月に限っている。弁済についてもその猶予につい
ても，本条２項による執行停止は１回限りであり，弁済の
猶予が２か月を超えてなされている場合でも同様である。
弁済あるいはその猶予を理由として２か月を超えて執行
の停止を求める場合には，請求異議訴訟を提起して，これ
に伴う執行停止（第３６７条（請求異議の訴え等の提起に
伴う執行停止の裁判））を得る必要がある。 
 第１項による執行処分の取消しは，要件が明確なので，
他の取消処分とは異なり，抗告による不服申立てを認める
必要がない，というのが第３項の趣旨である。 
 
 

第七節 執行費用・執行記録の閲覧 
 
第３７１条（執行費用及び手続費用の意義） 
 次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定
めるところによる。 
一 執行費用 第第３７２条（申立て手数料）に定め

る申立て手数料，第３７３条（手数料
以外の費用）に定める手数料以外の費
用及び第３７４条（当事者費用）に定
める当事者費用をいう。 

二 手続費用 第一号に定める執行費用のうち共益
費用であるものをいう。 

 
＜注＞ 
 第一号は日本民事執行法には直接対応する規定はない。
第二号は，日本民事執行法６３条１項を参考としたもので
ある。 
 第二号の「手続費用」は，第３９２条（剰余を生ずる見
込みのない場合の差押えの禁止）第１項その他の規定で用
いられており，執行手続内で優先して弁済されるものであ
る。「共益費用」とは，執行手続の進行に必要な費用であ
って全債権者の共同の利益になるものである（第４５９条
（申立て前の船舶国籍証書等の引渡しを命ずる決定）第５
項他）。 

 
 
第３７２条（申立て手数料） 
１ 執行債権者は，執行裁判所に対して強制執行の申立て
をする場合には，１万リエルの手数料を裁判所に納めな
ければならない。 
２ 執行債権者は，執行官に対して強制執行の申立てを行
う場合には，別に定めるところにより，手数料を納めな
ければならない。 

 
＜注＞ 
 日本民訴費用法別表第一第１１項及び第１１項の２に
対応する。規定を簡単にするために，執行裁判所に強制執
行の申立てをする場合には，金銭執行か非金銭執行か，ま
た直接強制・代替執行・間接強制のいずれかを問わず，一
律の手数料としてある。 
 第２項は，日本と同様に，執行官は裁判所職員であり，
かつ手数料制をとることを前提とするものである。執行官
の手数料や費用のみならず，職務の範囲や執行官の処分に
対する不服申立てその他の事項について定める執行官法
を別途定める必要がある。 
 
 
第３７３条（手数料以外の費用） 
 裁判所が書類の送達その他の強制執行における手続上
の行為をするため必要な費用として裁判所が定める金額
は，費用として，執行債権者が納めるものとする。 
 
＜注＞ 
 日本民訴費用法１１条に対応する。第６２条（手数料以
外の裁判費用）参照。 
 本条は，執行債権者が，手数料以外で裁判所に支払うべ
き費用について定めている。 
 
 
第３７４条（当事者費用） 
第３７２条（申立て手数料）及び第３７３条（手数料以
外の費用）に定めるものの他，強制執行の実施のために必
要であると裁判所が認めた費用を当事者費用とする。 
 
＜注＞ 
 日本民訴費用法２条に対応し，但し限定列挙ではなく，
包括的な定め方をしている。本条が定める当事者費用は，
強制執行の実施のために，執行債権者又は執行債務者が裁
判所又は執行官以外の者に支出する費用である。例えば，
強制執行の申立書等の書類の書記料及び裁判所に対する
提出費用，執行債権者及び執行債務者が期日に出頭するた
めの旅費，日当及び宿泊料，並びに登記簿謄本等の書類を
所管官庁から受けるための費用や登記や登録のために納
める費用等が含まれる。 
 
 
第３７５条（予納） 
１ 執行裁判所に対し強制執行の申立てをするときは，申
立人は，強制執行の手続に必要な費用として執行裁判所
の定める金額を予納しなければならない。予納した費用
が不足する場合において，執行裁判所が不足する費用の
予納を命じたときも，同様とする。 
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２ 申立人が費用を予納しないときは，執行裁判所は，強
制執行の申立てを却下し，又は強制執行の手続を取り消
すことができる。 
３ 第２項の規定により申立てを却下する決定に対して
は，抗告をすることができる。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法１４条に対応する。 
 
 
第３７６条（執行費用の負担） 
１ 執行費用は，執行債務者の負担とする。 
２ 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に
あっては，執行費用は，その執行手続において，執行名
義を要しないで，同時に，取り立てることができる。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法４２条に対応する。 
 執行費用とは，第３７２条（申立て手数料）から第３７
４条（当事者費用）が定める費用をいう。執行債務者が任
意に弁済しないので強制執行が必要になるのであるから，
強制執行に必要な費用は権利実現の経費として執行債務
者に負担させるのが適当である（第１項）。これを執行費
用債務者負担原則という。 
 第２項は，執行費用の同時取立てを定めている。実施さ
れる強制執行が金銭の支払いを目的とする請求権につい
てのものであれば，執行費用の取立ても同一の強制執行手
続で行うことができるとするのが簡単であることに基づ
く。 
 執行費用額の具体的な確定については第６６条（訴訟費
用額の確定手続）の規定が適用され，執行裁判所又は執行
官の所属する始審裁判所の書記官が定めることになる。 
 
 
第３７７条（担保の提供） 
この編の規定により担保を立てるには，当事者は，担保
を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所に，金銭
又は裁判所が相当と認める有価証券を寄託する方法によ
らなければならない。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法１５条１項本文に対応する。担保提供の方
法については第７１条（担保の提供方法及び担保の変換）
が定めており，本条はどこの裁判所に寄託すべきかを定め
るものである。なお第５３６条（担保の提供）参照。 
 
 
第３７８条（強制執行の事件の記録の閲覧等） 
１ 執行裁判所の行う強制執行について，利害関係を疎明
した者は，裁判所に対し，手数料を納付して事件の記録
の閲覧若しくは謄写，その正本，謄本若しくは抄本の交
付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ
とができる。 
２ 執行官の行う強制執行について，利害関係を疎明した
者は，執行官に対し，手数料を納付して事件の記録の閲
覧若しくは謄写，その正本，謄本若しくは抄本の交付又
は事件に関する事項の証明書の交付を請求することが
できる。 

 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法１７条及び日本執行官法１８条に対応
する。第６２条（手数料以外の裁判費用）参照。 
 
 

第二章 金銭の支払を目的とする請求権につい
ての強制執行 

第一節 差押可能財産 
 
第３７９条（原則） 
 差押えは，本法又はその他の法律に別段の定めがある場
合を除き，執行債務者に帰属する有形又は無形のすべての
財産に対して行うことができる。 
 
＜注＞ 
 フランス強制執行法１３条１項，カンボジア１９９２年
民事判決執行に関する法１条本文参照。「別段の定め」に
は，本法第３８０条（差押禁止動産），第３８２条（差押
禁止債権）などがある。有形の財産とは，動産，不動産を
指し，無形の財産とは，債権等を指す。 
 
 
第３８０条（差押禁止動産） 
 次に掲げる動産は，差し押さえてはならない。 
 一 執行債務者及び執行債務者と生計を共通にする同
居の親族の生活に欠くことができない衣服，寝具，家
具，台所用具及び建具 

 二 執行債務者及び執行債務者と生計を共通にする同
居の親族の生活に必要な二月間の食料及び燃料 

 三 生活扶助，教育扶助，医療扶助，その他執行債務者
の生活の保護のために国又は地方から給付を受けた
金銭又は物品 

 四 第三号に定める金銭のほか，１００万リエルに達す
るまでの金銭 

 五 主として自己の労力により農業を営む者の農業に
欠くことができない器具，肥料，労役の用に供する家
畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行する
ために欠くことができない種子その他これに類する
農産物 

 六 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物
の採捕又は養殖に欠くことができない魚網その他の
漁具，えさ及び稚魚その他これに類する水産物 

 七 技術者，職人，労務者その他の主として自己の知的
又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者
のその業務に欠くことができない器具その他の物。た
だし，販売又は賃貸することを目的として所持する物
は差し押さえることができる。 

 八 仏像，教典その他礼拝又は祭祀に直接用いるため欠
くことができない物 

 九 執行債務者に必要な系譜，日記，商業帳簿及びこれ
らに類する書類 

 十 執行債務者又はその親族が受けた勲章その他の名
誉を表章する物 

 十一 執行債務者及び執行債務者と生計を共通にする
同居の親族の学校その他の教育施設における学習
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に必要な書類及び器具 
 十二 発明又は著作に係る物で，まだ公表していないも

の 
 十三 執行債務者及び執行債務者と生計を共通にする

同居の親族に必要な義手，義足，義耳，義眼その他
の身体の補足に用いる物及び執行債務者又は同居
の親族で病気の者の看護のために必要な物 

 十四 建築その他の工作物について，災害の防止又は保
安のため，法令の規定により設備しなければならな
い消防用の機械，器具，避難器具又はその他の備品 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１３１条，日本生活保護法５８条，フラ
ンス強制執行法１４条参照。 
執行債務者のすべての財産は差押えの対象となるのが
原則であるが（第３７９条（原則）），政策的な理由から一
部の動産については差押えが禁じられる。しかし，各号で
定める差押禁止の理由は，必ずしも一律ではない。第一号
ないし第四号は執行債務者の最低生活の保障（第四号の金
銭の額は，標準的な世帯の１月間の生活必要費に相当する
額である。なお，第三号は，生活扶助等のために給付され
た金銭や物品につき，生活扶助等の趣旨を貫徹するために，
その全部が差押禁止となる旨を定めているのに対し，第四
号は，生活扶助等を受けている者と受けていない者の双方
を対象として，生活に必要な最低限の金銭を確保させるた
めに，特定の額に達するまでの金銭のみを差押禁止とする
趣旨である。），第五号ないし第七号は職業の維持の保障，
第八号ないし第十二号は文化政策上の配慮，第十三号ない
し十四号はその他の社会政策上の配慮を理由とする。 
執行の具体的な現場において，目的物が差押禁止動産に
当たるかどうかは，執行官が職権をもって判断することに
なる。本条の規定に違反してなされた差押えであっても，
当然に無効となるわけではない。しかし，利害関係人は，
執行官の所属する始審裁判所に執行異議を申し立て，差押
えの取消しを求めることができる。 
 
 
第３８１条（差押禁止動産の範囲の変更） 
１ 執行官が所属する始審裁判所は，申立てにより，執行
債務者及び執行債権者の生活の状況その他の事情を考
慮して，執行官がなした差押えの全部若しくは一部の取
り消しを命じ，又は第３８０条（差押禁止動産）各号に
掲げる動産の差押えを許すことができる。 
２ 事情の変更があったときは，執行官が所属する始審裁
判所は，申立てにより，第１項の規定により差押えが取
り消された動産の差押えを許し，又は同項の規定による
差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることがで
きる。 
３ 第１項又は第２項の規定により差押えの取消しの決
定を求める申立てがあったときは，執行官が所属する始
審裁判所は，その決定が効力を生ずるまでの間，担保を
立てさせ，又は立てさせないで，強制執行の停止を命ず
ることができる。 
４ 第１項又は第２項の申立てを却下する決定及びこれ
らの規定により差押えを許す決定に対しては，抗告をす
ることができる。 

 

＜注＞ 
 差押禁止動産の範囲は明確でなければならないという
要請があるので画一的に規定されているが（第３８０条
（差押禁止動産）参照），他方，具体的な事件では不都合
が生じる可能性がある。そこで，本条において，当事者か
らの申立てがあった場合には，裁判所は裁量で差押禁止動
産の範囲の拡張又は制限ができるものとして，事件ごとの
事情に応じた弾力的な対応を可能にしている。 
 裁判所は，差押禁止動産の範囲を拡張又は制限するに当
たり，「執行債務者及び執行債権者の生活の状況その他の
事情」を考慮しなければならない。たとえば，差押えによ
って執行債務者の生活水準が著しい窮迫の状態に陥る恐
れがあるなどの事情は差押禁止の範囲を拡張する方向に
働くであろうし，最低限の生活を送っている執行債権者が
扶養料債権について強制執行を求めているなどの事情は
差押禁止の範囲を制限する方向に働くであろう。 
本条第２項の「事情の変更」の具体的な例としては，執
行債務者の職業の変更，執行債権者の経済状況の悪化，執
行債務者の履行意思の欠如が明らかになったことなどで
ある。本条第４項では，「申立てを却下する決定」と「差
押えを許す決定」に対して抗告をすることができることの
みを定める。これは，「執行官がなした差押えを取り消す
決定」に対して抗告ができないという趣旨ではなく，この
場合の抗告は，第３４５条（取消決定等に対する抗告）第
１項第二号でカバーされているので本条４項では特に規
定しなかったということである。 
 
 
第３８２条（差押禁止債権） 
１ 給料，賃金，その他給与の性質を有する債権は，執行
債務者がその支払期に支払を受けるべき金額から租税
及び社会保険料を控除した残額について，次に掲げる各
号に従ってのみ差押えをすることができる。 
 一 一月当たり２０万リエルに達するまでの部分は，そ
の全額を差し押さえることができない。 

 二 一月当たり２０万リエルを超え６０万リエルまで
の部分は，その四分の一に相当する金額を超えて差し
押さえることができない。 

 三 一月当たり６０万リエルを超え２００万リエルま
での部分は，その三分の一に相当する金額を超えて差
し押さえることができない。 

 四 一月当たり２００万リエルを超え４００万リエル
までの部分は，その二分の一に相当する金額を超えて
差し押さえることができない。 

 五 一月当たり４００万リエルを超え６００万リエル
までの部分は，その三分の二に相当する金額を超えて
差し押さえることができない。 

 六 一月当たり６００万リエルを超える部分は，その全
額を差し押さえることができる。 

２ 生活扶助，教育扶助，医療扶助，その他執行債務者の
生活の保護の趣旨を有する債権は，差し押さえてはなら
ない。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法１５２条，日本生活保護法５８条，日本
刑事補償法２２条，日本自動車損害賠償保障法１８条，ド
イツ強制執行法８５０条ｃ，カンボジア１９９２年民事判
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決執行に関する法２条等参照。 
 
 
第３８３条（差押禁止債権の範囲の変更） 
１ 執行裁判所は，申立てにより，執行債務者及び執行債
権者の生活の状況その他の事情を考慮して，差押決定の
全部若しくは一部を取り消し，又は第３８２条（差押禁
止債権）の規定により差し押さえてはならない債権の全
部又は一部について，差押決定をすることができる。 
２ 事情の変更があったときは，執行裁判所は，申立てに
より，第１項の規定により差押決定が取り消された債権
を差し押さえ，又は同項の規定による差押決定の全部若
しくは一部を取り消すことができる。 
３ 第１項又は第２項の申立てがあったときは，執行裁判
所は，その決定が効力を生ずるまでの間，担保を立てさ
せ，又は立てさせないで，第４０２条（債権執行の意義・
執行裁判所）第２項に定める第三債務者に対し，支払そ
の他の給付の禁止を命ずることができる。 
４ 第１項又は第２項の規定による差押決定の取消しの
申立てを却下する決定に対しては，抗告をすることがで
きる。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法１５３条参照。本条は，第３８１条（差
押禁止動産の範囲の変更）と同趣旨である。 
 
 

第二節 動産執行 
 
第３８４条（動産執行の開始） 
１ 動産に対する強制執行の申立ては，目的物の所在地を
管轄する始審裁判所に所属する執行官に対してしなけ
ればならない。 
２ 動産執行の申立書には，第３４９条（強制執行の申立
ての方式）第２項各号に掲げる事項のほか，差し押さえ
るべき動産が所在する場所を記載しなければならない。
（１） 
３ 動産に対する強制執行は，執行官の目的物に対する差
押えにより開始する。（２） 
４ 本編にいう動産には，土地から分離する前の天然果実
で一月以内に収穫することが確実であるものを含む。
（３） 
５ 執行官は，差押えの場所において執行債務者に出会っ
たときは，差押えの着手に先立って，任意の弁済を催告
しなければならない。（４） 
６ 動産執行においては，執行官は，執行債権者のために，
その債権及び執行費用の弁済を受領することができる。
（５） 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法１２２条，日本民事執行規則９９条参照。 
（１）動産執行の場合は，不動産執行などの場合と異なり，
申立ての段階では執行対象となる動産の個別的な特定を
必要とせず，申立書に記載された動産の所在場所ごとに，
そこにある動産が複合的に執行の対象となる。不動産や債
権の場合と異なって，こまごまとした動産を個別に特定す
ることは困難だからである。具体的な個々の差し押さえた

動産の特定は，動産執行の現場に臨んだ執行官の判断に委
ねられる。 
（２）動産執行の執行機関は執行官であることから，不動
産執行のように執行裁判所の裁判によって開始するので
はなく，執行官の差押えによって開始することを明らかに
したものである。 
（３）動産執行の対象としてふさわしいのは，執行官の占
有という事実行為による差押えに適する財産であるかど
うかである。民法上の動産が原則としてこれに当たること
は明らかである。土地から分離する前の天然果実は民法上
の動産ではないが，一月以内に収穫することが確実である
ものは，一月以内には独立の動産になるのであるから，動
産執行の対象に加えることが望ましい。 
（４）日本法にはない規定である。動産執行によって執行
債権者が満足を受ける金額は零細であることが普通であ
り，むしろ動産の差押えによって執行債務者に心理的な強
制を加えて任意弁済を促すための手段として利用される
ことも多いので，とりあえず執行官に任意弁済を促させる
のが妥当である。 
（５）執行裁判所が執行機関である不動産執行や債権執行
にはこのような規定はないが，動産執行では執行官が執行
機関であるところ，執行官は執行債務者と直接的に接触す
る立場にあり，執行債務者に対する請求権の内容もよく知
っているから，執行官に弁済受領権を与えることが可能で
ある。これによって，執行債務者に弁済の意思がある場合
には執行の無駄を省き，執行手続の迅速処理に資すること
になる。 
 
 
第３８５条（執行債務者の占有する動産の差押え） 
１ 執行債務者の占有する動産の差押えは，執行官がその
動産を占有して行う。（１） 
２ 執行官は，第１項の差押えをするに際し，執行債務者
の住居その他執行債務者の占有する場所に立ち入り，差
し押さえられる動産を捜索することができる。この場合
において，必要があるときは，閉鎖した戸及び金庫その
他の容器を開くために必要な処分をすることができる。 
３ 執行官は，差し押さえるべき動産の選択に当たっては，
執行債権者の利益を害しない限り，執行債務者の利益を
考慮しなければならない。（２） 
４ 執行官は，相当であると認めるときは，執行債務者に
差し押さえた動産を保管させることができる。この場合
においては，差押えは，差し押さえた動産について封印
その他の方法で差押えの表示をしたときに限り，その効
力を有する。（３） 
５ 執行官は，第４項の規定により執行債務者に差し押さ
えた動産を保管させる場合において，相当と認めるとき
は，その使用を許可することができる。 
６ 執行官は，必要があると認めるときは，第４項の規定
により執行債務者に保管させた動産を自ら保管し，又は
第５項の規定による許可を取り消すことができる。第２
項の規定は，執行官が執行債務者に保管させた動産を自
ら保管する場合に準用する。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法１２３条，日本民事執行規則１００条参
照。 
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（１）動産執行は，本来は執行債務者の所有する動産のみ
を対象とすべきであるが，動産の所有関係は外形上明らか
でないし，執行債務者が占有する動産は執行債務者の所有
に属する蓋然性が高いので，とりあえず執行債務者の占有
する動産を差し押さえてよい。その動産を執行債務者以外
の者が所有している場合には，所有者は第三者異議の訴え
を提起して，自ら救済を求めなければならない。 
 本条における「占有」は直接占有を指し，間接占有はこ
れに含まれない。 
（２）動産執行においては，特定の場所においてどの動産
を差し押さえるかは執行官の裁量に委ねられているが，な
るべく執行債務者の生活に打撃を与えることが少ない動
産や，換価が容易な動産が望ましいとの趣旨である。 
（３）動産の差押えは，第１項に規定しているように，執
行官がその動産を占有して行うのであるから，執行官が自
らこれを保管するのが原則である。従って，現金や貴金属
のように，その物の価値に比べて運搬や保管が容易である
動産は，この方法によることが原則である。しかし，運搬
や保管に手間や費用のかかる物については，それまでこれ
を占有していた執行債務者に引き続き保管させるのが便
宜である。この場合には，差し押さえた動産に封印を貼る
などの方法で，差押えがなされていることを表示する。 
 
 
第３８６条（執行債務者以外の者の占有する動産の差押
え） 
第３８５条（執行債務者の占有する動産の差押え）第１
項，第３項，第４項，第５項及び第６項の規定は，執行債
権者の占有する動産又は第三者の占有する動産で第三者
が提出を拒まないものの差押えについて準用する。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法１２４条 
本条は，執行債務者の動産を執行債務者以外の者が占有す
るときに，これを差押える場合に関する規定である。まず，
執行債権者が自ら執行債務者の動産を占有するときは，自
らこれを任意に提出して差し押さえの対象とすることが
できる。次に，執行債務者の動産を第三者が占有している
ときは，執行債務者を名宛人とする執行名義によって，執
行債務者以外の者が占有する動産を強制的に差し押さえ
ることはできないので，第三者が提出を拒まない場合にだ
けこれを差し押さえることができる。いずれの場合にも，
執行官が強制力を行使することを認めるべきではないの
で，立ち入りや捜索などの強制力の行使に関する第３８５
条（執行債務者の占有する動産の差押え）第２項は準用さ
れていない。第三者が提出を拒んだ場合には，債務者の有
する動産引渡請求権を債権執行の手続きで差し押さえて
取り立てる方法によるほかない。これらの点を除いては，
執行債務者の占有する動産を差し押さえた場合と同じ手
続きである。 
 
 
第３８７条（登録された自動車等に関する特則） 
１ 差し押さえた自動車又は自動二輪車が，登録簿に登録
されたものであるときは，執行官は，その登録簿に差押
えがあった旨を記載するよう所管官庁に嘱託しなけれ
ばならない。 

２ 第１項の自動車又は自動二輪車に対する差押えの効
力は，登録簿に差押えがあった旨の記載があったときに
生ずる。 
３ 第１項及び第２項の規定は，自動車又は自動二輪車以
外の登録を必要とする動産に対しても，同様に適用され
る。 

 
＜注＞ 
自動車又は自動二輪車についての強制執行は動産執行の
方法によることとする。以下では自動車を例とする。執行
対象を特定せずに場所だけを特定して申立てがなされた
場合に（第３８４条（動産執行の開始）第２項の注参照），
その場所にある自動車を執行官が差し押さえることもで
きるし，申立て時点で執行対象とすべき自動車を特定する
こともできる。 
本条は次の２つの点で一般の動産執行に対する特則とな
る。第１に，自動車は権利関係を登録されているものがあ
ることから，差押えがあった場合にはその旨を登録簿に記
載するように執行官が登録事務を所管する官庁に嘱託す
る必要がある。第２に，差押えの対象である自動車につい
て登録がある場合には，差押えの効力は差押えの旨が登録
簿に記載された時点で生ずる。これら以外の登録を必要と
する動産についても（たとえば，諸外国の例では，建設機
械などがこれに当たることがある），自動車又は自動二輪
車と同様の扱いとする。 
 
 
第３８８条（事件の併合） 
１ 差押えを受けた執行債務者に対し，その差押えの場所
についてさらに動産執行の申立てがあった場合におい
ては，執行官は，まだ差し押さえていない動産があると
きはこれを差し押さえ，差し押さえるべき動産がないと
きはその旨を明らかにして，その動産執行事件と先の動
産執行事件とを併合しなければならない。仮差押えの執
行を受けた執行債務者に対し，その執行の場所について
さらに動産執行の申立てがあったときも，同様とする。
（１） 
２ 第１項前段の規定により２個の動産執行事件が併合
されたときは，後の事件において差し押さえられた動産
は，併合の時に，先の事件において差し押さえられたも
のとみなし，後の事件の申立ては，配当要求の効力を生
ずる。先の執行債権者が動産執行の申立てを取り下げた
とき，又はその申立てにより開始された手続きが停止さ
れ，若しくは取り消されたときは，先の事件において差
し押さえられた動産は，併合の時に，後の事件のために
差し押さえられたものとみなす。 
３ 第１項後段の規定により仮差押執行事件と動産執行
事件とが併合されたときは，仮差押えの執行がされた動
産は，併合の時に，動産執行事件において差し押さえら
れたものとみなし，仮差押執行事件の申立ては，配当要
求の効力を生ずる。執行債権者が動産執行の申立てを取
り下げたとき，又はその申立てにより開始された手続き
が取り消されたときは，動産執行事件において差し押さ
えられた動産は，併合の時に，仮差押執行事件において
仮差押えの執行がされたものとみなす。 
４ 執行官は，事件を併合したときは，執行債権者，仮差
押執行債権者及び執行債務者に対し，その旨を通知しな
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ければならない。（２） 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法１２５条，日本民事執行規則１０６条参
照。 
（１）二重の動産執行の申立てがあった場合の処理を定め
るものである。二重の動産執行の申立てがあったときは，
執行官は，先行の事件でまだ差し押さえていない動産があ
ればこれを差し押さえ，なければ調書にその旨を明らかに
して，その動産執行事件と先行の動産執行事件とを併合し
なければならない。併合がなされたときの効果については，
第２項と第３項で定めている。 
（２）日本民事執行規則１０６条参照。 
 
 
第３８９条（差押えの効力が及ぶ範囲） 
差押えの効力は，差し押さえた動産から生ずる天然の産
出物に及ぶ。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法１２６条参照。 
差し押さえた動産から生ずる天然の産出物に対しては，特
段の手続きがなくても差押えの効力が及ぶ。差し押さえた
動産自体を執行官が占有している以上，産出物についてあ
らためて差押手続をすることは不要だからである。家畜を
差し押さえた場合におけるその家畜の子や鶏を差し押さ
えた場合の卵などがこれに当たる。 
 
 
第３９０条（差し押さえた動産の引渡を命ずる決定） 
１ 差し押さえた動産を第三者が占有することとなった
ときは，執行官の所属する始審裁判所は，執行債権者の
申立てにより，その第三者に対し，差し押さえた動産を
執行官に引き渡すべき旨を，決定によって命ずることが
できる。 
２ 第１項の申立ては，差し押さえた動産を第三者が占有
していることを知った日から１週間以内にしなければ
ならない。 
３ 第１項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
４ 第１項の規定による決定は，申立人に告知された日か
ら二週間を経過したときは，執行してはならない。 
５ 第１項の規定による決定は，差し押さえた動産を占有
する第三者に送達される前であっても，執行することが
できる。 
６ 第１項の規定による決定に要した費用は，その動産に
対する強制執行の手続きにおいては，共益費用とする。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１２７条参照。 
執行官は，差し押さえた動産を執行債務者に保管させるこ
とができるし（第３８５条（執行債務者の占有する動産の
差押え）第４項），第三者が占有する執行債務者の動産を
差し押さえた場合でも，これをそのまま第三者に保管させ
ることもできるので（第３８６条（執行債務者以外の者の
占有する動産の差押え）），保管を委ねられた執行債務者又
は第三者がこれを勝手に処分したり，占有を移転してしま

うような事態が生じることがある。本条は，このような場
合に，差し押さえた動産を簡易に取り戻すための手続きを
定めている。本条の引渡命令は，簡易迅速に原状回復をは
かるための制度であり，第三者が占有権限を主張している
場合であっても，発令することができる。第三者が占有権
限を有している場合は，第三者異議の訴えなどによること
になる。 
差し押さえた動産の引渡しを第三者に命ずる決定を求め
る申立ては，その動産を第三者が占有していることを知っ
た日から１週間以内にしなければならず，１週間を過ぎた
場合には申立てはできない。これは，申立てをすることの
できる期間を長くすると，法律関係の安定に影響を与える
おそれがあるためである（例えば，第三者から動産の譲渡
を受けた者が善意取得する場合などが考えられる）。 
 
 
第３９１条（超過差押えの禁止） 
１ 動産の差押えは，執行債権者の債権及び執行費用の弁
済に必要な限度を超えてはならない。 
２ 差押えの後にその差押えが第１項の限度を超えるこ
とが明らかとなったときは，執行官は，その超える限度
において差押えを取り消さなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１２８条参照。 
 
 
第３９２条（剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの
禁止） 
１ 差し押さえるべき動産の売得金で手続費用を弁済し
て剰余を生ずる見込みがないときは，執行官は，差押え
をしてはならない。 
２ 差し押さえた動産の売得金で執行債権者の債権に優
先する債権及び手続費用を弁済して剰余を生ずる見込
みがないときは，執行官は，差押えを取り消さなければ
ならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１２９条，カンボジア１９９２年民事判決
執行に関する法律５１条参照。 
 
 
第３９３条（売却の見込みのない場合の差押えの取消し） 
差し押さえた動産について，相当な方法による売却の実
施をしたが，売却できず，かつ将来の売却の見込みがない
ときは，執行官は，その動産の差押えを取り消すことがで
きる。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法１３０条参照。 
 
 
第３９４条（先取特権者等の配当要求） 
先取特権又は質権を有する者は，その権利を証する文書
を提出して，配当要求をすることができる。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法１３３条参照。 
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動産執行がなされた場合に，先取特権者と質権者は配当要
求ができるが，それ以外の者は配当要求ができない旨を定
めたものである。動産執行では超過差押禁止の原則（第３
９１条（超過差押えの禁止））があるので，差押えをした
債権者の債権を満足させる限度でしか差押えがされてい
ないため，他の一般債権者の配当要求を認めると，せっか
く差押えをした債権者は満足に自己の債権の弁済を得る
ことができなくなる。そこで，単純な配当要求は認めず，
他の債権者が重ねて自ら差押えをした場合にのみ，事件の
併合を経て配当要求の効力を認めることにしている（第３
８８条（事件の併合））。しかし，債権者の中でも，差し押
さえた動産の換価金に対して優先権を持つ先取特権者と
質権者については，配当要求を許さないとその権利を行使
する途を事実上閉ざしてしまうことになるので，例外的に
配当要求を認めることにしたものである。 
 
 
第３９５条（売却の方法） 
１ 執行官は，差し押さえた動産を売却するには，競り売
り又は入札の方法によらなければならない。（１） 
２ 第１項の規定にかかわらず，執行官は，動産の種類，
数量等を考慮して相当と認めるときは，その所属する始
審裁判所の許可を受けて，競り売り若しくは入札以外の
方法によって差し押さえた動産の売却を実施し，又は，
執行官以外の者に差し押さえた動産の売却を実施させ
ることができる。 
３ 執行官は，売却すべき動産及び売却の方法を掲示場に
掲示して公告しなければならない。 
４ 執行債務者は，買い受けの申し出をすることができな
い。（２） 
５ 執行官が買受けを許したときは，買受人は，直ちに代
金を支払わなければならない。 
６ 買受人が代金を支払わなかったために更に動産を売
却するときは，前の買受人は，買受けの申出をすること
ができない。 
７ 執行官は，高価な動産を差し押さえたときは，評価人
を選任し，その動産の評価をさせなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１３４条・１３５条・６８条，日本民事執
行規則１２１条１項・１２２条１項・１２５条参照。 
（１）動産の売却方法としては，簡易に実行することがで
きる競り売りの方法が，一般的には望ましい。しかし，機
械類のようにかなり高額で，かつ評価人による評価がなさ
れて最低売却価額の目安がつけられるものについては，入
札によることが相当な場合もある。 
（２）債務を弁済せずに強制競売の開始決定を受けた執行
債務者は，買受けの申出をする資力があるのなら，そもそ
も債務を弁済すべきであるというのが本項の趣旨である。 
 
 
第３９６条（売却場所の秩序の維持） 
執行官は，他の者の買受けの申出を妨げ若しくは不当に
価額を引き下げる目的をもって談合するなど売却の適正
な実施を妨げる行為をした者又はその行為をさせた者に
対し，売却の場所に入ることを制限し，若しくはその場所
から退場させ，又は買受けの申出をさせないことができる。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１３５条・６５条参照。 
 
 
第３９７条（執行停止中の売却） 
１ 第３７０条（強制執行の停止及び取消し）第２項第一
号又は第二号に掲げる文書の提出があった場合におい
て，差し押さえた動産について著しい価額の減少を生ず
るおそれがあるとき，又はその保管のために不相応な費
用を要するときは，執行官は，その差し押さえた動産を
売却することができる。 
２ 執行官は，第１項の規定により差し押さえた動産を売
却したときは，その売得金を執行官の所属する始審裁判
所に寄託しなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１３７条 
 
 
第３９８条（金銭の配当を受けるべき債権者の範囲） 
配当を受けるべき債権者は，以下の各号に掲げる者とす
る。 
一 執行債権者 
二 売得金については執行官がその交付を受けるまで
に配当要求をした債権者 
三 差し押さえた金銭についてはその差押えをするま
でに配当要求をした債権者 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１４０条参照。本条第 1項は，差し押さえ
た動産で価値が著しく減少するおそれがある場合等にそ
の価値の減少を防ぐことを目的とする。 
 
 
第３９９条（執行官による配当の実施） 
１ 債権者が一人である場合，又は債権者が二人以上であ
って売得金若しくは差し押さえた金銭で各債権者の債
権及び執行費用の全部を弁済することができる場合に
は，執行官は，債権者に対して配当を実施し，剰余金を
執行債務者に交付する。（１） 
２ 第１項に規定する場合を除き，執行官は，売得金の交
付を受けたとき又は金銭を差し押さえたときは，二週間
以内の日を売得金又は差し押さえた金銭の配当に関す
る協議の日と定め，各債権者に対し，その日時及び場所
を通知しなければならない。債権者間に協議が整ったと
きは，執行官はその協議に従って配当を実施する。（２） 
３ 買受人が代金を納付した後に，第３７０条（強制執行
の停止及び取消し）第１項第一号から第七号までに掲げ
る文書の提出があった場合において，執行債権者以外に
配当を受けるべき債権者があるときは，執行官は，その
債権者のために配当を実施しなければならない。（３） 
４ 買受人が代金を納付した後に，第３７０条（強制執行
の停止及び取消し）第２項第一号又は第二号に掲げる文
書の提出があった場合においても，執行官は，配当を実
施しなければならない。（４） 
５ 確定期限の到来していない債権は，配当については，
弁済期が到来したものとみなす。 
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＜注＞ 
日本民事執行法１３９条・８４条３項及び４項・８８条，
日本民事執行規則１２８条参照。 
（１）債権者が一人である場合や複数であっても全員に全
額を弁済できる場合には，単に債権者に弁済金を配当して
剰余金を執行債務者に交付すれば足りる。 
（２）債権者が複数であって全員に全額を弁済することが
できない場合でも，債権者間に配当の協議が整った場合に
は格別の判断作用は必要ないから，執行官が配当手続を行
う。配当の協議が整わないときは，執行官はその事情をそ
の所属する始審裁判所に届け出て，始審裁判所が配当期日
を開いて配当を行うことになる。 
（３）第３７０条（強制執行の停止及び取消し）第１項第
一号から第七号までに掲げる執行取消書面が代金の納付
後に提出された場合には，代金の納付による動産の取得は
もはや覆すことができないから強制競売の手続きを取り
消すことはできない。この場合に，執行取消事由のある債
権者に売却代金を交付することはできないが，執行取消事
由のある債権者のほかに配当を受けるべき債権者がある
ときは，執行官は，その債権者のために配当を実施しなけ
ればならない。 
（４）第３７０条（強制執行の停止及び取消し）第２項第
一号又は第二号に掲げる文書は執行停止書面であるが，代
金の納付による動産の取得はもはや覆すことができない
から，単なる執行停止書面の提出だけでは，売却代金の配
当の実施を阻止することはできないとすることを定めた
ものである。 
 
 
第４００条（執行官による裁判所への寄託） 
１ 第３９９条（執行官による配当の実施）第１項又は第
２項の規定に従って配当を実施する場合において，その
配当を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事
由があるときは，執行官は，その配当の額に相当する金
額をその所属する始審裁判所に寄託し，その事情を届け
出なければならない。 
一 その債権が停止条件付き又は不確定期限付きであ
るとき。 
二 その債権が仮差押債権者の債権であるとき。 
三 第３７０条（強制執行の停止及び取消し）第２項第
一号に掲げる文書が提出されているとき。 
四 その債権に関する先取特権又は質権の実行を一時
禁止する裁判の正本が提出されているとき。 

２ 執行官は，配当の受領のために出頭しなかった債権者
に対する配当の額に相当する金銭をその所属する始審
裁判所に寄託しなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１４１条参照。 
 
 
第４０１条（始審裁判所への届出） 
 第３９９条（執行官による配当の実施）第２項に定める
協議が整わないときは，執行官は，その事情をその所属す
る始審裁判所に届け出なければならない。 
 

＜注＞ 
日本民事執行法１４２条，日本民事訴訟規則５９条・６０
条参照。 
 
 

第三節 債権及びその他の財産権に対す
る執行 

 
第４０２条（債権執行の意義・執行裁判所） 
１ 金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする債権に対
する強制執行を債権執行という。 
２ 差し押さえるべき債権の債務者を第三債務者という。 
３ 債権執行については，執行債務者の第８条（住所等に
よって定まる管轄）所定の地を管轄する始審裁判所が，
この地がないときは第三債務者の第８条（住所等によっ
て定まる管轄）所定の地を管轄する始審裁判所が，執行
裁判所として管轄する。 
４ 差し押さえられた債権について更に差押決定が発せ
られた場合において，差押決定を発した執行裁判所が異
なるときは，執行裁判所は，事件を他の執行裁判所に移
送することができる。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１４３条・１４４条 
（１）第１項は，債権執行の対象となる債権の種類を定め
たものである。金銭の支払を目的とする債権が原則的な対
象となるが，執行債務者の動産を占有する第三者がその動
産の提出を拒む場合には，動産執行ではなく債権執行の方
法による（第３８６条（執行債務者以外の者の占有する動
産の差押え）参照）。また，日本の現行法では，有価証券
が発行されている債権の一部については，動産執行の対象
としているが，カンボジアではそのような便宜的扱いを認
めない方が適当と考えられるので，債権執行の対象とした
ものである。 
（２）債権執行を管轄する執行裁判所は，原則として執行
債務者の住所等に基づいて定まる（第８条（住所等によっ
て定まる管轄）参照）。ただ，執行債務者が外国にありカ
ンボジアに住所をもったこともないというように，住所等
が一切カンボジアにない場合には，第三債務者の住所等を
基準とするものである（日本法では，第三債務者の住所地
等にその債権が所在するものと理解する）。 
（３）本条第４項は，執行手続の安定を図るための規定で
ある。 
 
 
第４０３条（差押決定） 
１ 債権執行の申立ては，執行裁判所に対してしなければ
ならない。 
２ 債権執行の申立書には，第３４９条（強制執行の申立
ての方式）第２項各号に掲げる事項のほか，第三債務者
を表示しなければならない。 
３ 債権の一部の差押えを申し立てるときは，執行債権者
は，債権執行の申立書において，その範囲を明らかにし
なければならない。 
４ 債権執行は，執行裁判所の差押決定により開始する。 
５ 執行裁判所は，差押決定において，執行債務者に対し
債権の取立てその他の処分を禁止し，第三債務者に対し
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執行債務者への弁済を禁止しなければならない。 
６ 差押決定は，執行債務者及び第三債務者を審尋しない
で発しなければならない。 
７ 差押決定は，執行債務者及び第三債務者に送達しなけ
ればならない。 
８ 差押えの効力は，差押決定が第三債務者に送達された
時に生ずる。 
９ 差押決定が債務者及び第三債務者に送達されたとき
は，書記官は，執行債権者に対し，その旨及び送達の年
月日を通知しなければならない。 
１０ 登記のされた抵当権その他の担保権によって担保
される債権に対する差押決定が効力を生じたときは，
書記官は，執行債権者の申立てにより，その債権につ
いて差押えがされた旨の登記を所管官庁に嘱託しな
ければならない。 

１１ 差押決定の申立てについての裁判に対しては，抗告
をすることができる。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１４３条・１４５条・１５０条，日本民事
執行規則１３３条・１３４条 
（１）債権執行の申立書に第三債務者を表示する必要があ
り（第２項），その表示に当たっては，その代表者，送達
場所等も記載することになる。特に，銀行預金債権の差押
えや賃金債権の差押えについては，預金や給料等の事務を
扱っている支店等の明示が，差押えの実効を挙げるために
は必要とされる。また，被差押債権については，その債権
の種類・額等によってその債権を特定して表示する必要が
ある。 
（２）差押決定の発令前に執行債務者又は第三債務者を審
尋すると，発令の前に執行債務者が差押えを予知し，被差
押債権の取立て・譲渡等の処分をして執行を免れてしまう
おそれがあるので，発令前の審尋が禁じられている（第６
項）。 
（３）差押決定は，執行債務者・第三債務者に送達される
が（第７項），差押の効力は第三債務者への送達で発生す
る（第８項）ので，実務上はまず第三債務者に先に送達を
して執行債務者による被差押債権の処分がされないよう
工夫する必要がある。なお，差押決定が効力を生じた後に
第三債務者が執行債務者に弁済をした場合には，第三債務
者は更に執行債権者に弁済しなければならないが，この点
は民法に規定されている（民法草案第４３８条（差押えに
よる弁済受領権限の制限）第２項参照）。 
（４）債権の差押えの効力は，担保物権の随伴性の原則か
ら，それを被担保債権とする担保権にも及び，担保権の処
分も禁止されるが，その処分禁止の効果を第三者にも対抗
するためには登記等の対抗要件を具備する必要があるの
で，書記官が申立てにより被担保債権の差押えの嘱託登記
をするものとされる（第１０項）。 
 
 
第４０４条（差押えの範囲） 
１ 執行裁判所は，差し押さえるべき債権の全部について
差押決定を発することができる。 
２ 差し押さえた債権の価額が執行債権者の債権及び執
行費用の額を超えるときは，執行裁判所は，他の債権を
差し押さえてはならない。 

３ 債権の一部が差し押さえられ，又は仮差押えの執行を
受けた場合において，その残余の部分を超えて他の差押
決定が発せられたときは，各差押え又は仮差押えの執行
の効力は，その債権の全部に及ぶ。債権の全部が差し押
さえられ，又は仮差押えの執行を受けた場合において，
その債権の一部について他の差押決定が発せられたと
きのその差押えの効力も，同様とする。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１４６条・１４９条 
（１）１個の債権については，それが執行債権額及び執行
費用の額を超えるときでも，その全部について差押えがで
きる（第１項）。これは，他の債権者が配当要求をしてき
た場合等にも，執行債権者に十分な満足を与えるためであ
る。これに対し，執行債権額及び執行費用の額を超える場
合に，複数の債権を差し押さえることはできない（第２項）。
超過差押えの禁止であり，動産執行の場合（第３９１条（超
過差押えの禁止）参照）と同様の趣旨である。 
（２）債権の差押え・仮差押えが同一債権について重複す
る場合には，各差押え・仮差押えの効力は債権の全部につ
いて及ぶものとされる（第３項）。たとえば，１００万リ
エルの債権のうち，７０万リエルがＡのために差し押さえ
られた後に，同一債権の５０万リエルの部分がＢにより差
し押さえられたときは，Ａの差押えの効力もＢの差押えの
効力もともに，１００万リエルの債権の全部に及ぶことに
なる。 
 
 
第４０５条（第三債務者の陳述の催告） 
１ 執行債権者の申立てがあるときは，執行裁判所は，差
押決定を送達するに際し，第三債務者に対し，差押決定
の送達の日から２週間以内に，次に掲げる事項について
陳述すべき旨を催告しなければならない。 
 一 差し押さえられた債権の存否並びにその債権が存
在するときは，その種類，額及び内容 

 二 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しな
い理由 

 三 当該債権について執行債権者に優先する権利を有
する者があるときは，その者の表示並びにその権利の
種類及び優先する範囲 

 四 当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押
えの執行の有無 

２ 第三債務者は，第１項の規定による催告に対して，故
意又は過失により，陳述をしなかったとき，又は不実の
陳述をしたときは，これによって生じた損害を賠償する
責めに任ずる。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１４７条，日本民事執行規則１３５条 
（１）本条は，差押決定が被差押債権について十分な情報
をもたない執行債権者の申立てのみに基づいて発令され
ることを考慮して，被差押債権の存否・額等について最も
多くの情報を有する第三債務者に手続に協力する義務を
課し，執行債権者がその後の手続を進めるに当たり必要な
情報を提供させることを目的とする。日本の実務では，第
１項各号の項目及び記入上の注意事項を印刷した書面が
書記官から送られ，第三債務者はその書面に記入して返送
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する扱いがされている。 
（２）第２項の損害としては，債権者が被差押債権が存在
するとの陳述を信じてその後の取立手続を行ったために
要した無駄な費用や他の財産に対する執行を控えた結果
として生じた損害などがある。損害を受けた第三債務者は，
訴訟で損害賠償請求をすることができる。 
 
 
第４０６条（債権証書の引渡し） 
１ 差し押さえられた債権について証書があるときは，執
行債務者は，執行債権者に対し，その証書を引き渡さな
ければならない。 
２ 執行債権者は，差押決定に基づいて，第５２５条（動
産の引渡しの強制執行）に規定する動産の引渡しの強制
執行の方法により，第１項の証書の引渡しを受けること
ができる。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１４８条。債権証書には，例えば，消費貸
借契約書，約束手形，小切手，使用貸借契約書などがある。 
 
 
第４０７条（継続的給付の差押え） 
 給料その他の継続的給付に係る債権に対する差押えの
効力は，執行債権者の債権及び執行費用の額を限度として，
差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法１５１条 
 本条は，継続的給付については，１度差押決定を得てお
けば，各弁済期ごとに差押決定を得る必要はないものとし，
執行債権者の便宜を図ったものである。「継続的給付に係
る債権」とは，特定の法律関係を基礎として将来確実に継
続して債権が発生し，又は弁済期の到来する場合を意味し，
具体的には，給料債権のほか，年金債権や地代・賃料債権，
利息金債権などがこれに当たる。なお，給料債権等に関し
て差押えが可能な範囲については，第３８２条（差押禁止
債権）参照。 
 
 
第４０８条（申立ての取下げ等の通知） 
１ 債権執行の申立てが取り下げられたときは，書記官は，
差押決定の送達を受けた第三債務者に対しても，その旨
を通知しなければならない。 
２ 債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたときは，
書記官は，差押決定の送達を受けた第三債務者に対し，
その旨を通知しなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行規則１３６条 
 債権執行の申立ての取下げや執行手続の取消決定があ
ったときは，手続の当事者である執行債権者及び執行債務
者には通知等がされるが，差押決定により，弁済禁止の効
力を受ける第三債務者（第４０３条（差押決定）第５項参
照）にも，当該効力が消滅した旨を通知しておく必要があ
るので，本条が設けられたものである。 
 
 

第４０９条（配当要求） 
１ 執行力のある執行名義の正本を有する債権者及び文
書により先取特権を有することを証明した債権者は，配
当要求をすることができる。 
２ 第１項の配当要求があったときは，執行裁判所は，そ
の旨を記載した文書を第三債務者に送達しなければな
らない。 
３ 配当要求を却下する決定に対しては，抗告をすること
ができる。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１５４条 
 本条は，債権執行手続において配当要求をすることがで
きる債権者を限定的に列挙した規定である。執行名義の正
本を有する債権者は，配当要求のほか，二重の差押えによ
っても配当に加入することができる。債権に対する先取特
権としては，賃金債権など一般の先取特権が主に想定され
るが，これらの債権者については，執行名義を要求するの
は酷であるので，賃金明細書等私文書でもその存在が証明
できれば，配当加入を認める趣旨である。なお，配当要求
によって配当に加入できる時期については，第４１５条
（配当を受けるべき債権者の範囲）参照。 
 
 
第４１０条（金銭の支払を目的とする債権の取立て） 
１ 金銭の支払を目的とする債権を差し押さえた債権者
は，執行債務者に対して差押決定が送達された日から１
週間を経過したときは，その債権を取り立てることがで
きる。ただし，執行債権者の債権及び執行費用の額を超
えて支払を受けることができない。 
２ 執行債権者が第三債務者から支払を受けたときは，そ
の債権及び執行費用は，支払を受けた額の限度で，弁済
されたものとみなす。 
３ 執行債権者は，第２項の支払を受けたときは，直ちに，
その旨を執行裁判所に届け出なければならない。 
４ 執行債権者は，執行債務者に対し，差し押さえた債権
の行使を怠ったことによって生じた損害を賠償する責
めに任ずる。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１５５条・１５８条 
（１）金銭の支払を目的とする債権に対する債権執行にお
いては，それを換価する方法として，第三者に売却するこ
とは迂遠であり，端的に第三債務者から当該債権を取り立
てることで足りる。そこで，執行債権者に被差押債権の取
立権限を認めるのが本条の規定である。 
（２）執行債権者の取立権限が発生するのは，債務者に対
する差押決定の送達から１週間経過後である（第１項）。
これによって，債務者が差押決定に対して不服を申し立て
る機会（第４０３条（差押決定）第１１項）を保障してい
る。なお，他に競合する執行債権者や配当要求債権者があ
るときは，第三債務者は寄託を義務付けられるので（第４
１１条（第三債務者の寄託）第２項），本条の取立権限は
発生しない。 
（３）取立ての範囲は，執行債権者の債権額及び執行費用
額に限定され（第１項），その支払を受けた部分について
は，執行債権者の満足に充てられる（第２項）。したがっ
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て，取立ての完了により，他の債権者の配当要求等の余地
はなくなり，債権執行手続は終了するので，支払を受けた
債権者はその旨を執行裁判所に届け出る義務を負う（第３
項）。 
（４）取立ては執行債権者の権利であるが，執行債務者が
取立てを禁止されている（第４０３条（差押決定）第４項）
ことから，適当な方法で取立てをすることは執行債権者の
義務でもある。執行債権者がこの取立義務に違反したとき
は，執行債務者に損害賠償義務を負う（第４項）。適時に
取立権を行使せず被差押債権を時効消滅させたときや取
立訴訟を拙劣に追行して敗訴したときなどがこれに当た
る。 
 
 
第４１１条（第三債務者の寄託） 
１ 金銭の支払を目的とする債権が差し押さえられたと
きは，第三債務者は，その債権のうち差し押さえられた
額又はその債権の全額に当たる金銭を執行裁判所に寄
託することができる。 
２ 第三債務者は，以下に掲げる場合には，以下に定める
額に当たる金銭を執行裁判所に寄託しなければならな
い。 
一 第４１２条（取立訴訟）第１

項に規定する訴えの訴状を
受ける時までに，その債権の
うち差し押さえられていな
い部分を超えて差押決定又
は仮差押決定が発せられ，そ
の送達を受けたとき 

債権の全額 

二 配当要求があった旨を記載
した文書の送達を受けたと
き 

債権の差し押さえ
られた部分 

３ 第三債務者は，第１項又は第２項による寄託をしたと
きは，その事情を執行裁判所に届け出なければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１５６条 
（１）第三債務者は，自己に責任なく執行債務者の事情で
執行手続に巻き込まれる立場にある。そこで，第三債務者
には，執行手続から離脱して面倒から逃れる地位を認める
必要がある。本条第１項は，自己に対する債権が差し押さ
えられた場合には，その債権を寄託して執行手続から離脱
する権利を第三債務者に付与したものである（権利寄託と
いう）。もちろん，第三債務者は寄託をしてもよいし，し
なくてもよい。なお，債権の一部が差し押さえられた場合
でも，執行手続から完全に離脱するため，その全額を寄託
できる。なお，供託所の制度ができた場合には，裁判所へ
の寄託に代えて供託所に供託する制度とすることも可能
である（日本法はそのような制度による）。 
（２）第２項の規定するような形で差押え・仮差押えの重
複があった場合や配当要求があった場合には，債権者が競
合することになるが，この場合には配当が実施されなけれ
ばならない（第４１５条（配当を受けるべき債権者の範囲）
参照）。そこで，第三債務者に寄託義務を課したのが本条
第２項の規定である（義務寄託という）。寄託義務がある
にもかかわらず，第三債務者が執行債権者の一人の取立て
に応じて弁済したとしても，その弁済の効力は他の債権者

に対する関係では対抗できない。 
（３）第三債務者は，寄託をした場合には，執行裁判所に
事情届出をしなければならない（３項）。事情届出には，
事件の表示，差押債権者・債務者の名称，寄託の事由（１
項によるものか２項によるものか等），寄託額などを記載
する（日本民事執行規則１３８条１項参照）。これにより，
裁判所は，寄託がされたことに加えて，差押債権者等の情
報を取得することができ，配当等の開始・内容について判
断することが容易となる。 
 
 
第４１２条（取立訴訟） 
１ 執行債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に
係る給付を求める訴えを提起したときは，受訴裁判所は，
第三債務者の申立てにより，他の債権者で訴状の送達の
時までにその債権を差し押さえたものに対し，決定で，
共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずること
ができる。 
２ 第１項の訴訟に係る判決の効力は，第１項の規定によ
り参加すべきことを命じられた執行債権者で参加しな
かったものにも及ぶ。 
３ 第４１１条（第三債務者の寄託）第２項の規定により
寄託の義務を負う第三債務者に対する第１項の訴訟に
おいて，原告の請求を認容するときは，受訴裁判所は，
請求に係る金銭の支払は寄託の方法によりすべき旨を
判決の主文に掲げなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１５７条 
（１）第三債務者が執行債権者の取立てに応じない場合に
は，執行債権者は給付訴訟を提起することができる（これ
を取立訴訟という）。本条は，債権者が重複する場合の特
則を定めたものである。 
（２）複数の執行債権者がある場合，取立訴訟が別個に提
起されると，第三債務者はそのすべてに勝訴しなければ，
自らの地位を守ることができない。そこで，取立訴訟の被
告となった第三債務者は，他の執行債権者に対して，当該
訴訟に参加することを求めることができるものとすると
ともに（第１項），当該債権者が共同訴訟人として参加し
ないときにも，判決の効力を当該債権者に拡張するものと
している（第２項）。 
（３）債務者が寄託義務を負う場合（第４１１条（第三債
務者の寄託）第２項参照）において，取立訴訟が提起され
たときは，単純な給付判決を出してしまうと，寄託がされ
ないこととなるので，この場合には，判決主文で金銭の支
払が寄託の方法でなされるべき旨を明らかにする必要が
ある（第３項）。 
 
 
第４１３条（売却を命ずる決定） 
１ 差し押さえられた債権が，条件付若しくは期限付であ
るとき，又は反対給付に係ることその他の事由によりそ
の取立てが困難であるときは，執行裁判所は，執行債権
者の申立てにより，執行裁判所の定める方法によりその
債権を売却し，売得金を執行裁判所に提出すべき旨を執
行官に命ずる決定を発することができる。 
２ 執行裁判所は，第１項の規定による決定をする場合に
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は，執行債務者を審尋しなければならない。但し，執行
債務者が外国にあるとき又はその住所が知れないとき
は，この限りでない。 
３ 執行裁判所は，差し押さえた債権の売得金で執行債権
者の債権に優先する債権及び手続費用を弁済して剰余
を生ずる見込みがないと認めるときは，第１項の決定を
発してはならない。 
４ 第１項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
５ 第１項の申立てについての決定は，確定しなければそ
の効力を生じない。 
６ 執行裁判所は，第１項に規定する決定を発する場合に
おいて，必要があると認めるときは，評価人を選任し，
債権の評価を命ずることができる。 
７ 執行官は，執行債権者の債権に優先する債権及び手続
費用を弁済して剰余のある価額でなければ，債権を売却
してはならない。 
８ 第１項の売却において，執行債務者は買受けの申出を
することができない。 
９ 執行官は，差し押さえられた債権を売却したときは，
執行債務者に代わり，第三債務者に対し，確定日付のあ
る証書による譲渡通知をしなければならない。 
１０ 第４０３条（差押決定）第１０項に規定する債権に
ついて，第１項の売却が終了したときは，裁判所は，
その債権を取得した買受人の申立てにより，買受人の
ために抵当権その他の担保権の移転の登記を所管官
庁に嘱託し，及び第４０３条（差押決定）第１０項の
規定による登記の抹消を所管官庁に嘱託しなければ
ならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１６１条・１６４条，日本民事執行規則１
３９条・１４１条 
（１）本条は，被差押債権が条件付，期限付，反対給付に
係っている等の事由により，通常の取立てが困難である場
合の特別の換価方法として，売却命令の手続を定めるもの
である。特別の手続であるので，その採用に際しては，執
行債務者を審尋する必要があり（第２項），確定しなけれ
ばその効力が生じない（第４項）。 
（２）売却命令の手続は，動産執行の手続に準じたもので
ある。無剰余売却の禁止（第３項・第７項），執行債務者
の買受申出禁止（第８項）が妥当する。ただ，債権に特有
の規律として，執行官による債権譲渡に準じた対抗要件の
具備（第９項）や書記官による随伴する担保権の登記嘱託
（第１０項）といったアフターサービスの措置がとられる。 
 
 
第４１４条（動産の引渡請求権の差押決定の執行） 
１ 動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は，執行債務
者に対して差押決定が送達された日から１週間を経過
したときは，第三債務者に対し，執行債権者の申立てを
受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求す
ることができる。 
２ 執行官は，動産の引渡しを受けたときは，動産執行の
売却の手続によりこれを売却し，その売得金を執行裁判
所に提出しなければならない。 

 

＜注＞ 
日本民事執行法１６３条 
 執行債務者所有の動産を第三者が占有する場合におい
て，当該第三者が動産の提出を拒むときは，動産執行の方
法によることができず，動産の引渡請求権の差押えの方法
によることになる。この場合は，金銭債権の場合に準じて，
執行債権者が第三債務者に対し当該動産の引渡しを請求
し（第１項），引渡しを受けた執行官が動産執行の手続に
よりそれを売却し（第２項），売得金の提出を受けた執行
裁判所が配当を行うことになる。 
 
 
第４１５条（配当を受けるべき債権者の範囲） 
 配当を受けるべき債権者は，次に掲げる時までに差押え，
仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。 
 一 第三債務者が第４１１条（第三債務者の寄託）第１
項又は第２項の規定による寄託をした時 

 二 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時 
 三 売却を命ずる決定により執行官が売得金の交付を
受けた時 

 四 動産引渡請求権の差押えの場合にあっては，執行官
がその動産の引渡しを受けた時 

 
＜注＞ 
日本民事執行法１６５条 
 本条は，配当を受けるべき債権者の範囲を，一定の時期
までに差押えや配当要求等をした債権者に限定したもの
である。配当を受けるべき債権者の範囲を拡大すると，執
行債権者の債権取立てへのインセンティブを失わせ，債権
執行の機能が十分に果たされないおそれがある。例えば，
執行債権者が取立訴訟を追行してようやく勝訴した段階
で，多額の債権を有する他の債権者が配当要求することを
認めると，苦労して訴訟を追行した債権者は報われず，訴
訟中様子見を決め込んでいた債権者が不当な利得を得る
ことになる。そこで，配当に加わることのできる債権者の
範囲を限定し，平等主義の過剰な適用を制限したのが本条
の趣旨である。 
 
 
第４１６条（その他の財産権に対する強制執行） 
 不動産，船舶，動産及び債権以外の財産権に対する強制
執行については，特別の定めがあるもののほか，債権執行
の例による。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法１６７条１項 
 本条は，不動産，船舶，動産及び債権以外の財産権（そ
の他の財産権という）についての強制執行の手続を定める
ものである。その他の財産権として，日本法上は，賃借権，
著作権，特許権，会社の社員権，船舶・不動産の引渡請求
権等がある。このような財産権に対する執行は，特別の定
めがない限り，債権執行の例による（換価方法は売却命令
によることになる）。ただ，各財産権の種類によって，債
権執行とは異なる扱いがされることも多い。例えば，特許
権等第三債務者が観念できないような財産権については，
差押えの効力は第三債務者への送達（第４０３条（差押決
定）第７項）ではなく，執行債務者に対する送達により発
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生することになる。また，登記等の対象となる財産権につ
いては，不動産等と同様に差押えの登記嘱託がされる必要
がある。その具体的な扱いは，債権執行の規定を参考にし
ながら，具体的な財産権の種類に応じて，裁判所の運用に
委ねられる。 
 
 

第四節 不動産執行 
第一款 不動産執行の対象，執行機関，執

行方法，差押えの方法・公示手段，
保全処分 

 
第４１７条（不動産に対する強制執行の対象・方法） 
１ 本節において不動産とは，土地，登記された建物，こ
れらの共有持分，登記された永借権及び用益権並びにこ
れらの権利の共有持分をいう。 
２ 不動産に対する強制執行は，強制売却の方法により行
う。 
３ 不動産に対する強制執行の申立書には，執行力のある
執行名義の正本のほか，次に掲げる書類を添付しなけれ
ばならない。 
 一 登記がされた不動産については，登記簿の謄本及び
登記簿に執行債務者以外の者が所有者として記載さ
れている場合にあっては，執行債務者の所有に属する
ことを証する文書 

 二 登記がされていない土地については，執行債務者の
所有に属することを証する文書 

 
注１） 日本民事執行法４３条，日本民事執行規則２３条
参照。 
注２） 本条１項は，不動産に対する強制執行の対象が，
土地，土地の共有持分，登記された永借権及び用益権並び
にこれらの権利の共有持分であることを明らかにする。建
物は，土地の所有権又は土地の利用権である物権（永借権
又は用益権）の構成部分であるから（カンボジア民法草案
参照），独立して強制執行の対象とはならない。土地の所
有権又は土地の利用権である物権を対象とする強制執行
の効力は，これらの構成部分となっている建物にも及び
（第４２１条（差押えの効力）），建物は敷地利用権と一体
をなすものとして強制売却される。 
注３） プノンペンの市内などでは，土地の私有が認めら
れていない関係で，私人に建物の所有権が認められ，その
登記がされる場合があるとのことであるので，そのような
建物を対象とする強制競売の手続を設けることとした。 
 
 
第４１８条（執行裁判所） 
 不動産に対する強制執行については，以下に定める裁判
所が執行裁判所として管轄する。 
 一 土地又は登記された建物を対象とするときは，その
所在地を管轄する始審裁判所 

 二 土地若しくは登記された建物の共有持分又は登記
された永借権，用益権，若しくはこれらの権利の共有
持分を対象とするときは，登記すべき地を管轄する始
審裁判所 

 
注１） 日本民事執行法４４条参照。 

 
 
第４１９条（開始決定等） 
１ 執行裁判所は，強制売却の手続を開始するには，強制
売却の開始決定をし，その開始決定において，執行債権
者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければ
ならない。 
２ 第１項の開始決定は，執行債務者に送達しなければな
らない。 
３ 不動産に対する強制執行の申立てを却下する決定に
対しては，抗告をすることができる。 

 
注１） 日本民事執行法４５条参照。 
注２） 不動産に対する強制執行の申立てを受けた執行裁
判所は，その申立てを認容する要件が具備する場合は強制
売却の開始決定をし，要件が欠けている場合は申立てを却
下する。 
注３） 強制売却の開始決定に対しては，上級裁判所へ抗
告をすることはできず，執行裁判所に対して執行異議を申
し立てることができるにすぎない。この段階で抗告を許す
と，執行の引き延ばしの目的で抗告が濫用されるおそれが
大きいからである。強制売却の手続が進行し，買受人に対
して売却許可決定が出されたときには，この決定に対して
抗告することができる（第４４４条（売却の許可又は不許
可の決定に対する抗告））。 
 
 
第４２０条（差押えの登記の嘱託等） 
１ 強制売却の開始決定がされたときは，書記官は，直ち
に，その開始決定に関わる差押えの登記を所管官庁に嘱
託しなければならない。 
２ 所管官庁は，第１項の規定による嘱託に基づいて差押
えの登記をしたときは，その登記簿の謄本を書記官に送
付しなければならない。 

 
注１） 日本民事執行法４８条 
注２） 未登記の土地の強制売却が開始されたときは，所
轄官庁は，まず当該土地の表示登記及び所有権の保存登記
をした上で，差押えの登記をする必要がある。 
 
 
第４２１条（差押えの効力） 
１ 不動産の差押えの効力は，不動産に付加してこれと一
体を構成している物，その従物及び従たる権利に及ぶ。 
２ 差押えの効力は，強制売却の開始決定が執行債務者に
送達された時に生ずる。ただし，差押えの登記がその開
始決定の送達前にされたときは，登記がされた時に生ず
る。 
３ 差押えは，執行債務者が通常の用法に従って不動産を
使用し，又は収益することを妨げない。ただし，第５１
６条（不動産の賃料債権の差押え）の規定により不動産
の賃料の支払いを目的とする債権が差し押さえられた
場合，及び第４２９条（保全処分）の規定により保全処
分が発せられた場合は，この限りでない。 

 
注１） 日本民事執行法４６条，ドイツ強制競売・管理法
２１条，カンボジア民法草案第８４６条（抵当権の効力の
及ぶ範囲）１項参照。 
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注２） 本条１項は，不動産の差押えの効力の客観的範囲
を規定する。「不動産に付加してこれと一体を構成してい
るもの」とは，土地の所有権又は土地の利用権である物権
（永借権又は用益権）の構成部分である建物，未分離の果
実などを意味する。「その従物」とは，不動産ないしその
構成部分である建物の従物（たとえば建具）を意味し，「従
たる権利」とは，たとえば，対象となった土地につき執行
債務者が有する地役権をさす。 
注３） 本条第２項は，開始決定の執行債務者への送達と
差押えの登記のどちらか先になされた時点で，差押えの効
力が発生するものと規定する。しかし実際には，登記が第
三者に対して差押えの効力を対抗するための要件である
ことを重視して，先に差押えの登記を了するよう配慮する
（登記完了を確認した上で，執行債務者に開始決定を送達
する）ことが望ましい。日本の実務は，そのように行なわ
れている。 
注４） 本条第３項は，不動産の強制売却の手続が開始さ
れても，売却（買受人の代金の納付）にいたるまでは，原
則として，執行債務者（所有者）が不動産の使用・収益を
続けることができる旨を定めている。例外として，賃料が
執行債権者により差し押さえられたり，保全処分が発令さ
れた場合は，執行債務者の使用・収益は制限される。 
注５） 「通常の用法」に従った使用・収益とは，不動産
を自ら使用し，既に賃貸（又は永借権，用益権の設定）中
の不動産の賃料を収受することなどを意味する。差押後に
不動産を新たに賃貸（又は永借権，用益権の設定）するこ
とは，これにあたらない。 
 
 
第４２２条（配当要求の終期及びその変更） 
１ 強制売却の開始決定に基づく差押えの効力が生じた
場合は，第４２４条（二重開始決定）１項により二重に
強制売却の開始決定をした場合を除き，執行裁判所は，
物件明細書の作成に要する期間を考慮して，配当要求の
終期を定めなければならない。 
２ 配当要求の終期が定められたときは，執行裁判所は，
開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し，かつ，
次に掲げる者に対し，債権の存否並びにその原因及び額
を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨
を催告しなければならない。 
 一 その不動産につき，最初の強制売却の開始決定に基
づく差押えの登記前に登記された仮差押えの債権者 

 二 その不動産につき，最初の強制売却の開始決定に基
づく差押えの登記前に登記された担保権を有する債
権者 

 三 租税その他の公課を所管する官庁 
３ 第２項に定める場合において，執行裁判所は，第２項
第２号に定める者に対して，次の各号に定める事項を催
告しなければならない。 
 一 配当要求の終期までに担保権を実行する意思の有
無につき届け出ること 

 二 担保権を実行する意思を有する場合には，配当要求
の終期までに担保権の実行の申立てをすべきこと 

４ 配当要求の終期から３月以内に売却許可決定がされ
ないときは，執行裁判所は，配当要求の終期を変更する
ことができる。 
５ 第４項の規定により配当要求の終期を変更したとき

は，執行裁判所は，その旨を公告しなければならない。 
 
注１） 日本民事執行法４９条・５２条参照 
注２） 日本民事執行法５２条は，配当要求の終期から３
ヶ月以内に売却許可決定がなされない場合に，終期が一律
に３ヶ月先になることを定めているが，本法においては規
律の単純化・柔軟化をはかっている。船舶執行についての
第４５８条（配当要求の終期及びその変更）も同様である。 
注３） 本条第２項第２号により，強制売却の開始前に登
記された担保物権を有する債権者に債権の届出を要求す
るのは，このような担保物権は強制売却によって消滅せず，
買受人に引き受けられる関係で（第５１０条（担保権の実
行としての強制売却後に存続する権利及び消滅する権利）
第１項），不動産の最低売却価額が，その担保物権の被担
保債権の金額によって影響を受けるため，執行裁判所とし
て，最低売却価額を決定する前提として，被担保債権の金
額を把握する必要がある（買受希望者としても，担保物権
を引き受けることによって負う実質的な負担額を知る必
要がある）からである。 
注４） 本条第２項第３号は，租税その他の公課を所管す
る官庁に租税債権等について，届出を要求するもので，日
本民事執行法４９条２項３号を参考にした規定である。 
この規定は，租税債権の実体法上の処遇（一般の私債権，
担保物権との優劣）や租税債権の取立てのための手続の仕
組と深く関係するので，将来，カンボジアにおいて租税債
権をめぐる法律制度が整備された時点では，本号をなお維
持すべきかどうか，また，第４２６条（配当要求）第１項
に，租税債権につき配当要求ができる旨の規定を加える必
要がないかどうかなどの点につき，再検討が必要となる可
能性があろう。 
 参考までに，日本では，これらのことは，国税徴収法で
規定されている（なお，国税だけでなく，地方税や社会保
険料の徴収も，同法の規定によってなされる。）。まず，租
税債権は，一般の私債権に対して優先し，また抵当権等の
担保物権によって担保されている債権に対しても，一定の
限度で優先するものとされている（同法８条・９条・１５
条以下）。また，租税債権は，徴収官庁が自ら，執行名義
を要せずに，滞納処分という手続（強制執行類似の手続）
によって強制的に取り立てることができるとされている
（同法４７条以下）。さらに，私債権の実現のために既に
開始されている強制執行の手続において租税債権につい
て配当を受けるためには，徴収官庁が交付要求という手続
を強制執行手続に対してとることが必要であり（同法８２
条以下），これがなされると私債権について配当要求があ
った場合と同様に扱われる。このほか，同一の財産をめぐ
って滞納処分と強制執行とが競合した場合については，特
別の法律（滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する
手続）によって規律されている。 
注５） 一般債権者による強制執行としての強制売却手続
の開始後に，担保権者が担保権実行としての強制売却の申
立てをした場合には，二重の開始決定がなされる（第５１
１条（不動産執行と担保権実行との二重開始決定））。しか
し，この場合は，売却条件が変わってくるため，先行の強
制執行手続が相当程度進行した段階で担保権実行として
の強制売却の申立てがなされると，物件明細書を作り直す
などの手続が必要となり，売却手続の進行が遅延する危険
がある。本条３項は，そのような事態を避けるため，担保
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権者に対して，早期の権利実行を促す趣旨である。 
 
 
第４２３条（催告を受けた者の債権の届出義務） 
１ 第４２２条（配当要求の終期及びその変更）第２項又
は第３項の規定による催告を受けた同項第１号，第２号
又は第３号に掲げる者は，配当要求の終期までに，その
催告に定める事項について届出をしなければならない。 
２ 第１項の届出をした者は，その届出に係る債権の元本
の額に変更があったときは，その旨の届出をしなければ
ならない。 
３ 第１項及び第２項の規定により届出をすべき者は，故
意又は過失により，その届出をしなかったとき，又は不
実の届出をしたときは，これによって生じた損害を賠償
する責めに任ずる。 

 
注１） 日本民事執行法５０条参照。 
 
 
第４２４条（二重開始決定） 
１ 強制売却の開始決定がされた不動産について更に強
制執行の申立てがあり，これを認容するときは，執行裁
判所は，更に強制売却の開始決定をするものとする。こ
の場合においては，先の開始決定に係る執行債権者に対
し，その旨を通知しなければならない。 
２ 先の開始決定に係る強制売却の申立てが取り下げら
れたとき，又は先の開始決定に基づく強制売却の手続が
取り消されたときは，執行裁判所は，後の強制売却の開
始決定に基づいて手続を続行しなければならない。 
３ 第２項の場合において，後の強制売却の開始決定が配
当要求の終期後の申立てに基づくものであるときは，執
行裁判所は，新たに配当要求の終期を定めなければなら
ない。この場合において，既に第４２３条（催告を受け
た者の債権の届出義務）第１項の届出をした者に対して
は，第４２２条（配当要求の終期及びその変更）第２項
の規定による催告は，要しない。 
４ 先の開始決定に基づく強制売却の手続が停止された
ときは，執行裁判所は，後の開始決定に係る執行債権者
に対し，その旨を通知しなければならない。この場合に
おいて，執行裁判所は，申立てにより，後の開始決定で，
配当要求の終期までにされた強制執行の申立てに基づ
くものに基づいて，手続を続行する旨の決定をすること
ができる。ただし，先の開始決定に係る強制売却が取り
消されたとすれば，第４３１条（売却後に存続する権利
及び消滅する権利）第１項から第３項までに掲げる事項
について変更が生ずるときは，この限りでない。 
５ 第４項に定める決定があったときは，執行裁判所は，
執行債務者に対し，その旨を通知しなければならない。 
６ 第４項の申立てを却下する決定に対しては，抗告をす
ることができる。 

 
注１） 日本民事執行法４７条，日本民事執行規則２５条
参照 
注２） 本条は，既に強制売却手続が開始されている不動
産につき，別の執行債権者が強制売却の申立てがなされた
場合につき，規定する。この場合，第２の申立てについて
も，強制売却決定をする。この決定自体の内容は，先行の

開始決定と変わらず，執行債務者への送達及び差押えの登
記の手続が行なわれる。 
 先行の開始決定に基づく強制売却の手続が進行する限
りは，第２の開始決定に基づく後行の売却手続は進めず，
その執行債権者は先行事件につき配当要求をした債権者
と同様に扱われる（第４５３条（配当を受けるべき債権者
の範囲）１号）。なお，二重の開始決定があったことが第
１の開始決定を得た執行債権者に通知されるのは，その債
権者が配当を受けられる額に影響を及ぼすので，他の財産
に対する強制執行をするなどの対策をとる機会を与える
ためである。 
 これに対して，先行の売却手続について，申立てが取り
下げられたり，売却手続が取り消された場合は，以後，第
２の開始決定に基づいて売却手続が当然に続行される（本
条第２項。別の債権者が配当要求をしたにすぎない場合は，
このような効力は認められない。）。 
 先行の手続が停止された場合は，第２の開始決定を得た
執行債権者の申立てに基づいて執行裁判所が売却手続を
続行する旨の決定をし，これによって売却手続が続行され
る（本条第４項本文）。しかし，第１の開始決定による差
押え登記後，第２の開始決定による差押え登記前に不動産
につき用益権が設定されたような場合は，その用益権は，
第１の開始決定による差押えには対抗できないが，第２の
開始決定による差押えには対抗できる。第１の開始決定に
基づいて不動産が売却された場合は，この用益権は消滅す
るが，第２の開始決定に基づいて不動産が売却された場合
は，この用益権は存続し買受人に引き受けられることにな
る。つまり，売却がどちらの開始決定の効果として行なわ
れるかによって売却条件が変わってしまう。そこで，後行
手続による売却の続行は許されず，停止された先行手続の
決着を待たなければならない（本条第４項但書）。 
 
 
第４２５条（担保権実行と不動産執行との二重開始決定） 
 第４２４条（二重開始決定）第１項から第３項までの規
定は，担保権実行としての強制売却の開始決定がされた不
動産について，強制執行の申立てがあった場合に，準用す
る。 
 
注１） 日本民事執行法４７条，日本民事執行規則２５条
参照。 
注２） 既に担保権実行手続としての強制売却が開始され
ている不動産について，強制執行の申立てがあった場合も，
第４２４条（二重開始決定）の場合と同様に，二重の開始
決定をし，原則として第１の開始決定に基づいて売却手続
を進めるが，第１の開始決定に関する申立てが取り下げら
れたり，売却手続が取り消された場合は，以後，第２の開
始決定に基づいて売却手続を続行する。しかし，第４２４
条（二重開始決定）４項以下の規定は準用されない。これ
は，担保権の実行としての強制売却手続においては，その
基本となった担保権及びそれに対抗できない物権は消滅
するのに対して，強制執行による強制売却の手続において
は，その不動産上に存する物権は原則として買受人に引き
受けられるため（第４３１条（売却後に存続する権利及び
消滅する権利）），第１の手続と第２の手続とでは，売却条
件が変わってしまうからである。 
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第４２６条（配当要求） 
１ 次に掲げる者は，配当要求をすることができる。 
 一 第３５４条（執行文の必要性及び付与機関）第１項
の規定により強制執行を実施することができる執行
名義の正本を有する債権者。ただし，第４３１条（売
却後に存続する権利及び消滅する権利）第１項により
不動産の売却後も存続する担保物権を有する債権者
はこの限りでない。 

 二 強制売却の開始決定に基づく差押えの登記後に登
記された仮差押債権者 

 三 文書により一般の先取特権を有することを証明し
た債権者 

２ 配当要求は，債権（利息その他の附帯の債権を含む。）
の原因及び額を記載した書面でしなければならない。 
３ 配当要求があったときは，執行裁判所は，執行債権者
及び執行債務者に対し，その旨を通知しなければならな
い。 
４ 配当要求を却下する裁判に対しては，抗告をすること
ができる。 

 
注１） 日本民事執行法５１条・日本民事執行規則２６
条・２７条参照。 
注２） 不動産の売却後も存続する担保物権を有する債権
者は，不動産の強制売却手続において配当要求をすること
はできない。また，そのような債権者が，被担保債権につ
いて執行名義を有する場合に，一般債権者の資格で配当要
求することもできない（本条１項１号）。これは次の理由
による。第一に，担保権者として弁済を受けることを欲す
るならば，担保権実行手続を自ら開始することができる筈
であるので，それによるべきものと考えられることである。
第二に，引受主義の下では，一般債権者の申立てによる強
制売却手続の対象となっているのは，価値的には，不動産
全体の価値から買受人が引き受ける担保権の価値を控除
した部分であるから，この手続による売得金から担保権者
が配当を受けるのは不合理である，と考えられることであ
る。 
注３） 租税債権の取扱いについて第４２２条（配当要求
の終期及びその変更）注４）５）参照。 
 
 
第４２７条（不動産の滅失等による強制売却の手続の取
消し） 
 不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる
事情が明らかとなったときは，執行裁判所は，強制売却の
手続を取り消さなければならない。 
 
注１） 日本民事執行法５３条参照。 
注２） 「売却による不動産の移転を妨げる事情」とは，
不動産を第三者が所有している場合，不動産の所在が明ら
かでない場合などである。 
 
 
第４２８条（差押えの登記の抹消の嘱託） 
１ 強制売却の申立てが取り下げられたとき，又は強制売
却の手続を取り消す決定が効力を生じたときは，書記官
は，その開始決定に関する差押えの登記の抹消を所管官

庁に嘱託しなければならない。 
２ 第１項の規定による嘱託に要する費用は，その取下げ
をした執行債権者又は取消決定を受けた執行債権者の
負担とする。 

 
注１） 日本民事執行法５４条参照。原則として，執行費
用は執行債務者の負担であるが，第１項に定める嘱託に要
する費用は，執行債権者が強制売却の申立てを取下げ，又
は執行債権者の申立てにより開始された手続が取り消さ
れたために生じた費用であるため，執行債権者の負担とし
た。 
 
 
第４２９条（保全処分） 
１ 債務者又は不動産の占有者が不動産の価格を著しく
減少する行為又は不動産の売却若しくは引渡しを困難
にする行為をし，又はこれらの行為をするおそれがある
ときは，執行裁判所は，執行債権者，最高価買受申出人
又は買受人の申立てにより，担保を立てさせ，又は立て
させないで，それらの行為をし，又はそれらの行為をす
るおそれがある者に対し，決定で，それらの行為を禁止
し，一定の行為を命じ，又は不動産に対する占有を解い
て執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
ただし，執行官に保管させるべきことを命ずることがで
きるのは，不動産の占有者がその占有の権原を買受人に
対抗することができない場合に限る。 
２ 執行裁判所は，債務者以外の占有者に対し第１項の規
定による決定をする場合には，その者を審尋しなければ
ならない。ただし，急を要する場合は，この限りでない。 
３ 事情の変更があったときは，執行裁判所は，申立てに
より，第１項の規定による決定を取り消し，又は変更す
ることができる。 
４ 第１項又は第３項の申立てについての決定に対して
は，抗告をすることができる。 
５ 第１項の規定による決定は，相手方に送達される前で
あっても，執行することができる。 
６ 第１項の規定による申立て又は決定の執行に要した
費用は，その不動産に対する強制売却の手続においては，
共益費用とする。 

 
＜注＞ 
注１） 日本民事執行法５５条・７７条 
注２） 本条は，執行手続中の不動産の価値を維持するた
めに保全処分の制度を定めるものである。自己の所有する
不動産が強制執行の対象となるとき，債務者は，多くの場
合，不動産の財産価値の維持に関心を失い，ひどい場合に
は，第三者とともに執行手続を妨害する行為に出るおそれ
すらある。そこで，執行債権者等にそのような債務者又は
第三者の行為を防止し，不動産の価格を維持し売却を可能
とするような保全処分の発令を可能とするのが本条の趣
旨である。 
注３） 保全処分として可能な措置は，①価格の減少や売
却の困難をもたらす行為の禁止命令，②それらの行為によ
って生じた状況を回復するための行為命令，③占有移転・
執行官保管の命令等である。ただ，③の命令は占有を剥奪
するという重大な効果を伴うので，占有者が売却後も占有
を継続できる権原を有する場合には，適用できない（１項
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但書）。 
注４） 保全処分発令の手続として，債務者以外の占有者
については，その権原の性質等を審査し，十分な手続保障
を与えるため，原則として審尋が必要的とされる（２項）。
また，保全処分は不動産の価格を維持し売却を可能にする
もので，手続関係者全員の利益に資するものであるので，
それに要した費用は共益費用とされ，優先的に回収される
（６項）。 
 
 

第二款 売却条件 
 
第４３０条（評価） 
１ 執行裁判所は，評価人を選任し，不動産の形状，占有
関係その他の現況についての調査に基づく評価を命じ
なければならない。 
２ 評価人は，第３３８条（執行官等の職務の執行の確保）
第２項の規定により執行官に対し援助を求めるには，執
行裁判所の許可を受けなければならない。 
３ 評価人は，評価のための調査をするに際し，不動産に
立ち入り，又は執行債務者若しくはその不動産を占有す
る第三者に対し，質問をし，若しくは文書の提示を求め
ることができる。 
４ 評価人から第３３８条（執行官等の職務の執行の確
保）第２項の規定により援助を求められた執行官は，評
価人が第３項の規定により不動産に立ち入る場合にお
いて，必要があるときは，閉鎖した戸を開くため必要な
処分をすることができる。 
５ 評価人は，不動産の現況の調査の結果及び評価を書面
で執行裁判所に提出しなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法５７条・５８条，カンボジア民事訴訟法
第１３０条（調査の嘱託）参照。船舶執行についての第４
６７条（評価）と類似の規定であり，ただし船舶執行と異
なり評価人の選任は必要的である。評価人については，法
によって資格を有する者を定めてはいないが，不動産鑑定
士などが，執行裁判所によって，選任される。 
 
 なお日本の実際の不動産執行事件の現況調査報告書，評
価書及び物件明細書はインターネットで入手することが
できる。（http://bit.sikkou.jp） 
 
 
第４３１条（売却後に存続する権利及び消滅する権利） 
１ 不動産の上の担保物権，用益物権及び賃借権で執行債
権者の差押えに対抗できるものは，売却後も存続する。 
２ 不動産の上の権利は，第１項に定めるもの以外は，売
却により消滅する。 
３ 不動産に係る差押え，仮差押えの執行及び執行債権者
又は仮差押えをした債権者に対抗することができない
仮処分の執行は，売却によりその効力を失う。 
４ 利害関係を有する者が最低売却価額が定められる時
までに第１項及び第２項の規定と異なる合意をした旨
の届出をしたときは，売却による不動産の上の権利の変
動は，その合意に従う。 

 
＜注＞ 

 執行債権者の権利に優先する担保物権，用益物権及び賃
借権の負担が不動産の上に存する場合において，それらの
負担の売却後の帰趨についての立法上の建前としては，消
除主義と引受主義とがある。消除主義とは，売却によりそ
れらの負担はすべて消滅するものとして買受人に負担の
ない不動産を取得させる建前をいい，日本民事執行法５９
条は，原則としてこの建前をとる。これに対して，引受主
義とは，それらの負担が付着したままの不動産を買受人に
取得させる建前をいい，この第４３１条（売却後に存続す
る権利及び消滅する権利）はこの建前に基づいている。 
 消除主義によれば，買受人の地位は安定するが，他方，
担保権者は望まない時期に投下資本の回収をすることに
なり，また買受人が手続内で支払う売却代金も負担を消滅
させる分だけ高額になる。これに対して，引受主義によれ
ば，優先する権利者の地位を動かさず，不本意な回収を強
いることもなく，買受人も一時の多額の支出を免れる反面
で，買受後の担保権の実行の可能性を残し，買受人の地位
は不安定である。要するに，消除主義は買受人保護を重視
するのに対して，引受主義は不動産に対して権利を有して
いる者の保護を重視するのである。 
 いずれの建前をとるかは，（１）金融債権者は投下資本
の早期回収を不利と感じるかどうか，（２）負担付の不動
産でも買受申出を容易に得られるような社会的環境かど
うか等を考慮して決める必要がある。カンボジアの現状で
は，不動産上の負担が全て登記から確実に把握できるとは
限らないことを前提とすると，引受主義をとれば消除すべ
き権利の確定を要しないという点で簡明であることから，
本法は引受主義を採用している。 
 
＜例＞ 不動産の価値１００ １番抵当権（Ａ）６０ ２
番抵当権（Ｂ）３０ （手続費用 ２） 
――引受主義 
 買受人は１０を支払い，２が手続費用へ，８が執行債権
者へ 
 １番抵当権，２番抵当権とも存続 
――消除主義 
 買受人は１００を支払い，６０がＡへ，３０がＢへ，２
が手続費用へ，８が執行債権者へ 
 抵当権は１番・２番とも消滅 
 
 ３項の「仮処分」は，売却条件に関するものであること
から，すべての仮処分を指すのではなく，買受人の所有権
取得を妨げ又は買受人の所得する所有権への物的負担と
なるべき権利を保全する仮処分の執行のみを指す。例えば，
第三者の所有権を保全するための処分禁止の仮処分であ
る。これに対して，不動産の占有移転禁止の仮処分の執行
は，買受人の所有権取得を妨げないため，売却によっては
失効せず，買受人に引き受けられる。 
 
 
第４３２条（最低売却価額の決定等） 
１ 執行裁判所は，評価人の評価に基づいて最低売却価額
を定めなければならない。 
２ 執行裁判所は，必要があると認めるときは，最低売却
価額を変更することができる。 

 
＜注＞ 
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（１）日本民事執行法６０条に対応する。 
（２）本条２項でいう「必要があると認めるとき」とは，
経済事情の変化により一般的に最低売却価格が不相当に
なった場合のほか，当該売却手続を円滑に進めていく見地
から，不相応な価格と認められる場合も含まれる。船舶執
行についての第４６８条（最低売却価額の決定等）と同旨
の規定である。 
 
 
第４３３条（一括売却） 
 執行裁判所は，相互の利用上不動産を他の不動産と一括
して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると
認めるときは，不動産が執行債権者又は執行債務者を異に
するものであっても，これらの不動産を一括して売却する
ことを定めることができる。ただし，一個の申立てにより
強制売却の開始決定がされた数個の不動産のうち，あるも
のの最低売却価額で各執行債権者の債権及び執行費用の
全部を弁済することができる見込みがある場合には，執行
債務者の同意があるときに限る。 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法６１条に対応する。不動産に対する強制
執行は，個々の不動産毎に進行するのが原則である。しか
し差押え不動産が複数あって，例えば，建物を構成部分と
する土地利用権と土地，あるいは隣接する複数の土地のよ
うに，その不動産の相互の利用上同一人に買い受けさせる
ことが相当な場合があり，その場合には複数の不動産を一
括して売却した方が，買受人にとって便利であるばかりで
なく，別々に売却するよりも高価に売却できるのが通常で
あるから，執行債権者及び執行債務者にとっても有利であ
る。 
 
 
第４３４条（物件明細書） 
１ 執行裁判所は，物件明細書を作成し，一般の閲覧に供
するために，その写しを評価人の評価書の写しと共に，
執行裁判所に備え置かなければならない。物件明細書に
は，次の事項を記載するものとする。 
 一 不動産の表示 
 二 第４３１条（売却後に存続する権利及び消滅する権
利）１項の規定により売却後も存続する不動産上の権
利及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わな
いもの 

２ 第１項に定める物件明細書を作成するため，必要があ
ると認めるときは，執行裁判所は，執行官に対し，不動
産の形状，占有の状況，建物が存するとき又は執行の対
象が建物であるときはその構造など不動産の現況を調
査し，その結果を書面によって報告するよう命じること
ができる。 
３ 執行官は，第２項の命令により不動産の現況を調査す
るに際しては，第４３０条（評価）第３項に定める評価
人の権限と同一の権限を有する。執行官は，必要がある
ときは，閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることが
できる。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法６２条に対応する。引受主義（第４３１

条（売却後に存続する権利及び消滅する権利））をとるか
ら，第１項第２号の「売却後も存続する不動産上の権利」
を買受希望者に明らかにする必要がある。 
 
 
第４３５条（無剰余のおそれがある場合の措置） 
１ 執行裁判所は，不動産の最低売却価額で手続費用を弁
済して剰余を生ずる見込みがないと認めるときは，その
旨を執行債権者に通知しなければならない。 
２ 執行裁判所は，執行債権者が次の各号に定めることを
しない場合には，執行債権者の申立てに係る強制売却の
手続を取り消さなければならない。 
 一 執行債権者が，申出額に達する買受けの申出がない
ときは自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出。た
だし，その申出は，第１項の規定による通知を受けた
日から１週間以内にしなければならず，また申出額は，
手続費用の見込額を超えなければならない。 

 二 第一号の申出額に相当する保証金の提供 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法６３条参照。最低売却価額が評価人の評
価に基づいている以上，これを大幅に超える価格で買受申
出がなされる可能性は低いことから，手続費用も償えない
ような場合には売却期日を待たずに強制売却の手続を原
則として取り消すものとしている。ただし，執行債権者が
自ら買い受ける旨を申し出て保証金を提供する場合には，
手続が無駄になることはないことから，手続を進行させる
ものとしている。 
 第４３１条（売却後に存続する権利及び消滅する権利）
の例でいえば，不動産の評価額が９２未満の場合である。 
 
 

第三款 売却の方法 
 
第４３６条（売却の方法等） 
１ 不動産の売却は，入札又は競り売りの方法により行う。 
２ 執行裁判所は，入札又は競り売りの方法により売却す
ることができなかったときに限り，自らの定める入札又
は競り売り以外の方法によることができる。 
３ 入札又は競り売りの方法により売却をするときは，執
行裁判所は，売却の日時及び場所を定め，執行官に売却
を実施させなければならない。 
４ 第３項の場合においては，書記官は，売却すべき不動
産の表示，最低売却価額並びに売却の日時及び場所を公
告しなければならない。 
５ 第３項の場合においては，第３９６条（売却場所の秩
序の維持）を準用する。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法６４条・６５条参照 
１ 入札とは，入札期日に参集した買受希望者に入札価額
を記入した入札書で買受の申出をさせ，引き続いて開札を
行い，その場で最高価額買受申出人を定める方式をいう。
入札の方法によれば，買受希望者がどの物件にどのような
価額の入札をしたかについて，他の買受希望者はまったく
知ることができないため，駆け引きや談合の余地がほとん
どなく，また，売却場所の雰囲気や悪質な競争相手に圧倒
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される心配もない。したがって，不動産売却に際して，原
則的な方法と考えられる。 
２ 競り売りとは，期日において，買受希望者に口頭で買
受の申出をさせ，その額を競り上げさせる方法により，最
高価額買受申出人を定める方式をいう。競り売りは，買受
希望者が互いに他の競争者の申出価額を知って，順次申出
額を競り上げていくところに特徴がある。この方式は，買
受の申出が簡便であり，競争が直接的に行われるため，高
価な価額での売却が期待できるという利点があるが，他方
において，駆け引きを伴う熟練した技術と経験を必要とす
るため，場慣れをした業者に有利であり，広く一般人によ
る参加を求めることが困難であるという欠点がある。 
 
 
第４３７条（買受けの申出の保証） 
１ 不動産の買受けの申出をしようとする者は，最低売却
価額の１０分の１に相当する額の保証金を提供しなけ
ればならない。ただし，執行裁判所は，相当と認めると
きは，この額を超える保証金の額を定めることができる。 
２ 執行裁判所は，最高価買受申出人以外の者から申出が
あったときは，第４３６条（売却の方法等）に基づいて
行われる売却の終了後，速やかに，第１項の規定により
提供された保証金を返還しなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法６６条，日本民事執行規則３９条・４５条
１項・５０条４項参照 
 本条は，不動産の買受の申出をしようとする者に対して
保証金の提供義務を課す趣旨の規定であるが，これは買受
人の代金の不納付を防止することを目的としている。すな
わち，買受の申出をした者が，売却許可決定を得て買受人
となったにもかかわらず，代金を納付しないときは，この
保証金を返還しないで売却代金の一部に充てることによ
り，不納付の買受人に対して制裁を課し，不納付を防止し
ようというものである。 
 
 
第４３８条（執行債務者の買受けの申出の禁止） 
執行債務者は，買受けの申出をすることができない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法６８条参照 
本条は，執行債務者は不動産の強制競売において，買受人
となることができない旨を定める。なぜなら，執行債務者
は，買受の申出をするだけの資力があるならば，それをも
って執行債権者に任意弁済すべきだからである。 
 
 
第４３９条（最高価買受申出人の決定等） 
１ 入札又は競り売りが終わったときは，執行官は，最高
価買受申出人を定め，その氏名又は名称及び入札価額を
告げた後，入札又は競り売りの期日の終了を宣言しなけ
ればならない。 
２ 最高の価額で買受けの申出をした入札人が二人以上
あるときは，執行官は，これらの者に更に入札をさせて
最高価買受申出人を定める。この場合においては，入札
人は，先の入札価額に満たない価額による入札をするこ
とができない。 

３ 第２項の入札人の全員が入札をしないときは，くじで
最高価買受申出人を定める。同項の入札において最高の
価額で買受けの申出をした入札人が二人以上あるとき
も，同様とする。 
４ 執行官は，入札又は競り売りを実施したときは，速や
かに，次に掲げる事項を記載した入札調書又は競り売り
調書を作成し，執行裁判所に提出しなければならない。 
一 不動産の表示 
二 入札又は競り売りの日時 
三 最高価買受申出人及び代理人の表示 
四 最高価買受申出人の買受価額 
五 最高価買受申出人を定めることができなかったと
きは，その旨及びその事情 
六 第３９６条（売却場所の秩序の維持）に規定する措
置を採ったときは，その理由及び採った措置 

５ 執行官は，最高価買受申出人又はその代表者若しくは
代理人に，入札調書又は競り売り調書に署名させなけれ
ばならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行規則４１条３項・４２条・４４条参照 
 
 
第４４０条（売却決定のための期日） 
１ 執行裁判所は，売却決定のための期日を開き，売却の
許可又は不許可を言い渡さなければならない。 
２ 執行裁判所は，売却決定のための期日を定めたときは，
利害関係人に対し，その旨を通知しなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法６９条，日本民事執行規則５２条・５３条
参照 
不動産の強制競売の執行機関はあくまでも執行裁判所で
あり，執行官は実際に売却を実施する機関にすぎないので，
執行官が売却を実施した後に，執行裁判所は，期日を定め
て売却許可又は不許可の決定をしなければならない。また，
実質的にも，不動産は一般的に動産などに比べてはるかに
高価であるから，その売却に慎重を期するために，執行官
による売却手続が終了したところで，競売開始決定から売
却までの手続全体をあらためて審査した上で，売却の許可
又は不許可の決定をすることが望ましいと考えられるの
である。 
 
 
第４４１条（売却の許可又は不許可に関する意見の陳述） 
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有す
る者は，第４４２条（売却の許可又は不許可）第２項各号
に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて，売
却決定のための期日において意見を陳述することができ
る。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法７０条参照。「不動産の売却の許可又は不
許可に関し利害関係を有する者」とは，執行債権者，執行
債務者，配当要求をした債権者，当該不動産の上に執行債
権者に対抗できる担保権等を有する者，最高価格買受人そ
の他の買受申出人などをいう。 
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第４４２条（売却の許可又は不許可） 
１ 執行裁判所は，第２項に定める場合を除き，売却許可
決定をしなければならない。 
２ 次に掲げる事由があると認めるときは，執行裁判所は，
売却不許可決定をしなければならない。 
一 強制売却の手続の開始又は続行をすべきでないこ
と。 
二 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若し
くは能力を有しないこと又はその代理人がその権限
を有しないこと。 
三 第４４５条（不動産が損傷した場合の売却の不許可
の申出等）第１項の規定による売却の不許可の申出が
あること。 
四 最低売却価額の決定の手続に重大な誤りがあるこ
と。 
五 売却の手続に重大な誤りがあること。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法７１条参照 
執行裁判所は，執行官による売却手続が終了したところで，
売却の開始決定から売却の終了までの手続全体をあらた
めて審査した上で，売却の許可又は不許可の決定をする。
その際，瑕疵が軽微な場合にも手続をあらためてやり直さ
せることは時間と費用を無駄にするから，本条２項は，売
却を不許可とすべき重大な瑕疵となる事由を列挙してい
る。これらのうちの１つにでも該当すれば売却は不許可と
なり，これらの事由がいずれも存在しなければ売却は許可
されることになる。これらの売却不許可事由は，売却決定
期日において，利害関係を有する者が意見として陳述する
ことができるが（第４４１条（売却の許可又は不許可に関
する意見の陳述）参照），執行裁判所は，この意見陳述の
有無にかかわらず，職権でその存否を調査しなければなら
ない。 
 
 
第４４３条（超過売却となる場合の措置） 
１ 数個の不動産を売却した場合において，そのうちの一
つ又は複数のものの買受けの申出の額で各債権者の債
権及び執行費用の全部を弁済することができる見込み
があるときは，執行裁判所は，他の不動産についての売
却許可決定を留保しなければならない。 
２ 第１項の場合において，その買受けの申出の額で各債
権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができ
る見込みがある一つの不動産又は複数の不動産の組み
合わせが複数あるときは，執行裁判所は，売却の許可を
すべき不動産について，あらかじめ，執行債務者の意見
を聴かなければならない。 
３ 第１項の規定により売却許可決定が留保された不動
産の最高価買受申出人は，執行裁判所に対し，買受けの
申出を取り消すことができる。 
４ 売却許可決定のあった不動産について代金が納付さ
れたときは，執行裁判所は，第３項の不動産に関する強
制売却の手続を取り消さなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法７３条参照 

執行債権者は，一つの申立てによって数個の不動産の売却
を求めることができるが，差押えの段階では動産執行や債
権執行の場合のような超過差押えの禁止規定はないので，
執行裁判所は，そのすべてについて開始決定をすることに
なる。これは，不動産執行については，開始決定の段階で
は不動産の価額や配当要求債権などがどのようになるか
が不明であるために，動産や債権のように執行の開始の段
階で執行機関が一応の評価をするのは困難であることか
ら，差押えの段階では超過差押えとなるか否かを判断せず，
執行手続を進めることにしているからである。しかし，そ
の後に手続が進行して，数個の不動産について売却を実施
した結果，そのうちの一部のものの売却代金で各債権者の
債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込み
が立ったときは，その全部の不動産について売却許可決定
をするのは債務者に過度の不利益を強いることになるか
ら，執行裁判所は，その一部の不動産についてのみ売却許
可決定をし，その他の不動産については売却許可決定を留
保しなければならないとしたのである（１項）。この場合
において，たとえば，各債権者の債権及び執行費用の合計
が１００万リエルで，Ａ不動産の最高価買受申出価額が１
２０万リエル，Ｂ不動産が６０万リエル，Ｃ不動産が５０
万リエルという場合，Ａ不動産について売却許可決定をす
るか，それともＢ不動産とＣ不動産について売却許可決定
をするかに関しては，執行債務者の意見を聴かなければな
らない（２項）。数個の不動産のうちの売却許可決定がな
された不動産の買受人が代金を納付したときは，その他の
売却許可決定が留保された不動産については，もはや売却
の許可又は不許可の決定をする意味がなくなるので，これ
らの不動産については，執行裁判所は強制売却の手続を取
り消さなければならない（４項）。数個の不動産のうちの
売却許可決定がなされた不動産の買受人が代金を納付し
ないときは，その売却許可決定は効力を失う。この場合に
は，執行裁判所は，売却許可決定を留保した不動産につい
て，売却許可決定をすることになる。 
 
 
第４４４条（売却の許可又は不許可の決定に対する抗告） 
１ 売却の許可又は不許可の決定に対しては，利害関係人
は，その決定により自己の権利が害される場合に限り，
抗告をすることができる。 
２ 売却許可決定に対する抗告は，第４４２条（売却の許
可又は不許可）第２項各号に掲げる事由があること又は
売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由と
しなければならない。 
３ 抗告裁判所は，必要があると認めるときは，抗告人の
相手方を定めることができる。 
４ 売却の許可又は不許可の決定は，確定しなければその
効力を生じない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法７４条参照。第２項に定める「売却許可決
定の手続に重大な誤り」には，売却許可決定の言渡し（第
４４０条）をしないで決定をした場合，裁判所が売却の許
可又は不許可に関し利害関係を有する者に意見の陳述（第
４４１条）を許さなかった場合，売却から売却決定のため
の期日までに，執行を停止すべき文書（第３７０条）が提
出されたにもかかわらず，売却許可決定を出した場合など
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がある。 
 
 
第４４５条（不動産が損傷した場合の売却の不許可の申
出等） 
１ 最高価買受申出人又は買受人は，買受けの申出をした
後天災その他自己の責めに帰することができない事由
により不動産が重大な損傷を受けた場合には，執行裁判
所に対し，売却許可決定前にあつては売却の不許可の申
出をし，売却許可決定後にあつては代金を納付する時ま
でにその決定の取消しの申立てをすることができる。 
２ 第１項の規定による売却許可決定の取消しの申立て
についての決定に対しては，抗告をすることができる。 
３ 第１項に規定する申立てにより売却許可決定を取り
消す決定は，確定しなければその効力を生じない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法７５条及びカンボジア民事訴訟法第４７
６条（船舶が損傷した場合の売却の不許可の申出等）の注
参照 
 
 
第４４６条（買受けの申出後の強制売却の申立ての取下
げ） 
買受けの申出があつた後に，執行債権者が強制売却の申
立てを取り下げるには，最高価買受申出人又は買受人の同
意を得なければならない。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法７６条参照 
執行債権者が強制売却の申立てを取り下げるには，執行債
務者の同意を得る必要はない。また，担保債権者のように
配当に参加しうる債権者についても，これらの者は手続き
に便乗して配当を受けられる地位を得たに過ぎないから，
その同意は必要とされない。しかし，これに対して，最高
価買受申出人又は買受人については，これらの者の同意を
得なければならない。これは，不動産の買受けに直接的な
利害関係を持つに至った者について，執行債権者の一方的
な申立ての取り下げにより，当該不動産を取得しうる地位
を失わせるのは，これらの者の保護に欠けるばかりか，不
動産の強制売却制度の信頼を著しく損なうからである。 
 
 

第四款 売却の効力 
 
第４４７条（代金の納付） 
１ 売却許可決定が確定したときは，買受人は，執行裁判
所の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなけ
ればならない。この期限は，売却許可決定が確定した日
から１月以内の日としなければならない。 
２ 買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭は，
代金に充てる。 
３ 買受人は，売却代金から配当を受けるべき債権者であ
るときは，売却決定期日の終了までに執行裁判所に申し
出て，配当を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日
に納付することができる。この場合において，買受人の
受けるべき配当の額について異議の陳述があったとき
は，買受人は，直ちに，異議のあった部分に相当する金

銭を納付しなければならない。 
４ 買受人は，代金を納付した時に不動産を取得する。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法７８条・７９条，同規則５６条 
（１）買受人の代金納付の期限は執行裁判所が事件に応じ
て定める（１項）。そして，買受人の不動産取得の時期は，
代金の納付時である（４項）。 
（２）買受人が配当を受けるべき債権者である場合には，
簡易な代金納付方法として，いわゆる差額納付が認められ
る（３項）。例えば，１００万リエルの債権を有する債権
者が，その不動産を２００万リエルで競落した場合，いっ
たん２００万リエルを納付してそこから１００万リエル
の配当を受けることは無駄であり，資金調達のコストもか
かるので，差額である１００万リエルを納付すれば足りる
（その代り，配当は受けられない）こととしたものである。
ただ，最終的な配当額は配当期日を経なければ確定しない
ので，他の債権者が買受人の配当額に異議を有する場合は，
異議のあった部分に関しては差額納付は認められない（３
項後段）。先の例で，買受人である債権者の債権が３０万
リエルだと主張する他の債権者がいる場合には，異議のあ
った７０万リエルについて代金納付義務が認められるこ
とになる。 
 
 
第４４８条（代金納付による登記の嘱託） 
１ 買受人が代金を納付したときは，書記官は，次に掲げ
る登記及び登記の抹消を所管官庁に嘱託しなければな
らない。 
 一 買受人の取得した権利の移転の登記 
 二 売却により消滅した権利又は売却により効力を失
った権利の取得に関する登記の抹消 

 三 売却により効力を失った仮処分に関する登記の抹
消 

 四 差押え又は仮差押えの登記の抹消 
２ 第１項の規定による嘱託をするには，書記官は，嘱託
書に売却許可決定の正本を添付しなければならない。 
３ 第１項の規定による嘱託に要する費用は，買受人の負
担とする。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法８２条 
（１）買受人に対する不動産の移転に伴い，執行裁判所の
事後処理として，書記官が当該不動産に関する登記嘱託を
することとしたのが本条である。なお，嘱託は書記官から
職権でされるが，登記に要する費用はあくまで利益を受け
る買受人の負担となる（３項）。 
（２）嘱託登記の対象となるのは，買受人への所有権移転
登記（１項１号）が中心であるが，売却により消滅・失効
する権利関係に関する登記の抹消登記の嘱託もされる（ど
のような権利が消滅・失効するかについては，第４３１条
（売却後に存続する権利及び消滅する権利）参照）。売却
により失効する永借権・抵当権等の登記の抹消や保全処
分・差押え等の登記の抹消である（１項２号・３号）。 
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第４４９条（買受人の責任） 
１ 第４３１条（売却後に存続する権利及び消滅する権
利）第１項により売却後も存続する担保権について執行
債務者がそれらによって担保された債権の債務者であ
るときは，買受人は，その債権を弁済する責めに任ずる。 
２ 第１項に定める場合において，売却後も存続する担保
権が確定した根抵当権であるときは，買受人は，その根
抵当権によって担保された債権を，極度額の限度におい
て，弁済する責めに任ずる。 

 
＜注＞ドイツ強制競売強制管理法５３条１項，日本民事執
行法５９条４項参照 
 担保権につき原則として引受主義を採用する本法の下
では，買受人は，担保権の被担保債務の負担を負うことを
前提に，本来の不動産価額よりも安価で不動産を買い受け
ることができる。例えば，１０００万リエルの不動産に７
００万リエルの被担保債権の抵当権が付いているときに
は，買受人は３００万リエルで不動産を買い受けることが
できるが，その場合には，７００万リエルの被担保債権に
ついて弁済の責任を負わすのが相当である。そこで，買受
人が引き受けた担保権の被担保債権の弁済義務について
規定するのが第１項の趣旨である。 
 民法草案第８８５条（元本の確定事由）第１項３号によ
れば，抵当不動産に対する強制売却手続の開始は根抵当権
の確定を導く。この場合に，買受人が根抵当権の被担保債
権を弁済する責任を負う旨は第１項が定めている。第２項
は，その弁済の責任が，根抵当権の極度額の範囲に限定さ
れる旨を明らかにする。 
 
 
第４５０条（不動産の引渡を命ずる決定） 
１ 執行裁判所は，代金を納付した買受人の申立てにより，
執行債務者又は不動産の占有者に対し，不動産を買受人
に引き渡すべき旨を命ずる決定をすることができる。た
だし，事件の記録上買受人に対抗することができる権利
により占有していると認められる者に対しては，この限
りでない。 
２ 買受人は，代金を納付した日から６月を経過したとき
は，第１項の申立てをすることができない。 
３ 執行裁判所は，執行債務者以外の占有者に対し，第１
項の規定による決定をする場合には，その者を審尋しな
ければならない。 
４ 第１項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
５ 第１項の規定による決定は，確定しなければその効力
を生じない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法８３条 
（１）売却された不動産を占有する者がいる場合に，第４
４９条（買受人の責任）と同様に，執行裁判所の事後処理
としてその者の占有を排除し，簡易な手続で買受人が占有
を取得できるようにするのが本条の趣旨である。もちろん
買受人は実体法上の所有権に基づく引渡請求権の行使と
して引渡請求訴訟を提起して引渡判決を取得することは
できるが，訴訟には時間・費用が掛かるので，簡易な決定
手続での引渡しを可能とすることにより，多くの買受人を

募り高価な売却を可能とするように配慮したものである。 
（２）引渡命令の対象となるのは，債務者のほか，「事件
の記録上買受人に対抗することができる権利により占有
していると認められ」ない占有者である（１項）。対抗関
係は，現況調査報告書等「事件の記録」により判断すれば
足り，別途実体関係を審理する必要はない。そのような占
有者は慎重な審理の結果，あるいは占有の権利が認められ
るかもしれないが，買受人の迅速な占有確保を優先して，
そのような占有者には引渡命令に対する請求異議の訴え
等を自ら提起してもらうことにしたものである。ただ，占
有者の手続保障のため，決定手続の中で審尋を必要的なも
のとしている（３項）。 
（３）引渡命令は，前述のように，あくまで執行手続に付
随する処分であるので，代金納付（所有権取得）後６月の
期間限定をしている（２項）。また，重大な効果を伴う決
定であるので，抗告を可能とする（４項）とともに，確定
しなければ効力を生じないものとしている（５項）。 
 
 
第４５１条（代金不納付の効果） 
１ 買受人が代金を納付しないときは，売却許可決定は，
その効力を失う。この場合においては，買受人は，買受
けの申出の保証として提供した金銭の返還を請求する
ことができない。 
２ 第１項の場合においては，執行裁判所は，あらためて
強制売却をしなければならない。 
３ 第２項の規定による強制売却においては，第１項の買
受人は買受けの申出をすることができない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法８０条 
（１）買受人が代金を納付しない場合には，売却許可決定
が失効するものとする（１項前段）。ただ，その競売手続
が異常競売（folle enchère）となり，利害関係人の申立て
により再競売がされるというスキームはとっていない。売
却手続のみが自動的に再度行われるとするものである（２
項）。ただ，この売却においては，代金を納付しなかった
前の売却の買受人は買受申出をすることができない（３
項）。そのような者は再度代金不納付を犯すおそれがあり，
円滑な売却を阻害した制裁を課す必要があるためである。 
（２）代金を納付しなかった買受人に対する制裁として，
買受申出の保証金の没収がある（１項後段）。仮に再度の
売却の結果，右保証金額を超えて競落価額が低落した場合
にも，異常競売に基づく再競売の場合とは異なり，代金を
納付しなかった買受人は，右保証金額を超えて差額納付義
務を負うものではない。 
 
 
第４５２条（売却代金） 
１ 配当に充てる売却代金は，次に掲げるものとする。 
 一 不動産の代金 
 二 第４５１条（代金不納付の効果）第１項後段の規定
により買受人が返還を請求することができない金銭 

２ 第４３３条（一括売却）の規定により不動産が一括し
て売却された場合において，各不動産ごとに売却代金の
額を定める必要があるときは，その額は，売却代金の総
額を各不動産の最低売却価額に応じて案分して得た額
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とする。各不動産ごとの執行費用の負担についても，同
様とする。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法８６条 
（１）債権者の配当に充てられるのは，納付された不動産
の代金（１項１号）とともに，以前に代金不納付があった
場合に没収されていた（第４５１条（代金不納付の効果）
参照）保証金額（１項２号）である。 
（２）一括売却（第４３３条（一括売却）参照）がされた
場合には，売却許可決定は一括してなされるが，各不動産
について配当を受けるべき債権者の範囲・順位等が異なる
場合には，売却代金を割り付ける必要がある。例えば，１
０００万リエルで売却されたＡ・Ｂ２個の不動産について，
Ａ不動産の執行債権者がＸ，Ｂ不動産の執行債権者がＹ
（ともに債権額１０００万リエル）で，配当要求等がない
といったケースの場合である。この場合の割付けは，最低
売却価額に応じてされる（２項前段）。前記の例で，Ａの
最低売却価額が６００万リエル，Ｂの最低売却価額が２０
０万リエルであった場合には，Ａに７５０万リエル，Ｂに
２５０万リエルが割り付けられ，Ｘ・Ｙにそれぞれ右額が
配当される。執行費用についても同様であり（２項後段），
上記の例で，執行費用が８０万リエル掛かった場合には，
Ａの負担が６０万リエル，Ｂの負担が２０万リエルとされ
る。 
 
 
第４５３条（配当を受けるべき債権者の範囲） 
売却代金の配当を受けるべき債権者は，次に掲げる者と
する。 
 一 配当要求の終期までに強制売却又は一般の先取特
権の実行としての強制売却の申立てをした債権者 

 二 配当要求の終期までに配当要求をした債権者 
 三 最初の強制売却の開始決定の基礎となった差押え
の登記前に登記された仮差押えの債権者 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法８７条参照。 
執行対象の不動産について有している権利が第４３１条
（売却後に存続する権利及び消滅する権利）にもとづき売
却によって消滅する場合に，そのような権利を有する債権
者が本条によって配当を受けることになる。 
 ３号の「仮差押え債権者」とは，差押えが複数ある場合
には，最先順位の差押えの登記前に登記された仮差押えの
債権者を意味する。この仮差押え債権者については，本案
訴訟の帰趨が決まるまで，配当等の額は寄託される。 
 
 

第五節 船舶に対する強制執行 
 
第４５４条（船舶等の意義） 
１ 本編及び第七編において船舶とは，総トン数２０トン
以上の船舶及び総トン数２０トン未満の船舶でカンボ
ジアにおいて登記がされているものをいう。 
２ 本編及び第七編において船舶国籍証書等とは，船舶の
国籍を証する文書その他船舶が適法に航行するために
必要な文書をいう。 

 
〈注〉日本民事執行法にはないが，本編及び第七編での用
語法を定めたものである。船舶のトン数測度に関する国際
条約（１９６９年）に基づいて，船舶のトン数の測度に関
する法律をカンボジアでも整備する必要がある。この条約
の発効以後は，各国ごとのトン数の差もほとんどなくなっ
た。すなわち，総トン数はいわゆる gross tonnage(GT)
をいう。今日では，船の大きさを表す指標としてもっとも
一般的に用いられる。総トン数は船のすべての閉囲場所の
合計容積から一定の計算式で求められる。おおよそ１トン
が１００立方フィートになる。 
「船舶国籍証書その他の船舶の航行のために必要な文書」
とは，船舶が適法に航行するために必要な文書をいう。例
えば，船舶国籍証書，航行認可書，航海日誌，船舶検査証
書，海員名簿などがある。 
 
 
第４５５条（船舶に対する強制執行の申立て及び方法） 
１ 船舶に対する強制執行は，執行裁判所が強制売却の方
法により行う。 
２ 船舶に対する強制執行の申立書には，執行債権者は，
第３４９条（強制執行の申立ての方式）第２項各号に定
める事項のほか，船舶の所在する場所並びに船長の氏名
及び現在する場所を記載しなければならない。 
３ 第２項の申立書には，執行債権者は，執行力のある執
行名義の正本のほか，次に掲げる書類を添付しなければ
ならない。 
一 登記がされたカンボジア船舶については，登記簿の
謄本 
二 登記がされていないカンボジア船舶又はカンボジ
ア船舶以外の船舶については，その船舶が第４５４条
（船舶等の意義）第１項の定める船舶であることを証
する文書及びその船舶が執行債務者の所有に属する
ことを証する文書 

 
〈注〉日本民事執行法１１２条，日本民事執行規則７４条
参照。本条は，総トン数２０トン以上の船舶及び総トン数
２０トン未満の船舶でカンボジアにおいて登記がされて
いるものについての強制執行は，不動産に準ずる方法によ
ることを定めたものである。民法上は船舶は動産であるが，
資産価値は不動産に匹敵する上，登記により所有権の得
喪・変更等について公示され，所有権の得喪・変更等の対
抗要件として位置づけられる（日本商法６８７条参照）。
そこで，執行技術上もなるべく不動産と共通のルールによ
ることが望ましいなどの理由から，本条が設けられた。船
舶の国籍を問わない。いわゆる便宜置籍船，すなわち税金
が安いなどの理由で，実質上の船主の国籍とは異なる国
（例えば，パナマやリベリア等）に船籍が置かれている船
舶についても，カンボジア王国の主権が及ぶ範囲内に所在
する限り，本条により，船舶執行されることになる。なお，
製造中の船舶は，動産執行の方法による。また，船舶共有
持分に対する強制執行は，権利執行（債権執行）の方法に
よる。 
 発航の準備を終えた船舶に対する強制執行及び保全執
行は日本法では禁止される（日本商法６８９条）。例外と
して，発航のために生じた債務については執行可能である。 
 そもそも，本条でいう船舶とは，人又は物を運搬する目
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的で水を航行する用に供しうる能力があり一定の構造を
有するものをいう。この場合，水とは，水上のほか水中も
含む。ホバークラフト（エアクッション艇）や水中翼船は，
船舶である。筏は，それを構成する木材自体の運搬を目的
とするものであるから船舶ではない。船の形をしていても，
場所的移動を予定しない灯台船や水上倉庫，水上住宅など
は船舶とまではいえない。また，池の底に敷設されたレー
ルの上を動く遊覧船も船舶ではない。 
 何をもってカンボジア船舶というかは，別途法律で定め
る必要がある。船舶国籍取得の要件については，立法例は，
国民の所有・国民の製造・国民の乗組を種々に組み合わせ
る。日本では，国民の所有だけを要件としている（日本船
舶法１条）。そして日本船舶所有者は，船籍港を定め（同
４条），登記（日本商法６８６条），登録（日本船舶法５条
１項）したのちに，船舶国籍証書を受けることになる（日
本船舶法５条２項，日本船舶法施行細則３０条）。カンボ
ジア船籍を取得することにより，カンボジア船舶と外国船
舶との区別が生ずる。 
 
 
第４５６条（執行裁判所） 
 船舶に対する強制執行については，強制売却の開始決定
の時における船舶の所在地を管轄する始審裁判所が，執行
裁判所として管轄する。 
 
〈注〉日本民事執行法１１３条参照。本条は，管轄裁判所
を定めたものである。船舶の所在地主義を採用する。 
 
 
第４５７条（開始決定等） 
１ 執行裁判所は，強制売却の手続を開始するには，強制
売却の開始決定をし，かつ，執行官に対し，船舶国籍証
書等を取り上げて執行裁判所に提出すべきことを命じ
なければならない。 
２ 第１項の開始決定においては，執行裁判所は執行債権
者のために船舶を差し押さえる旨を宣言し，かつ，執行
債務者に対し船舶の出航を禁止しなければならない。 
３ 第１項の開始決定は，執行債務者に送達しなければな
らない。 
４ 登記がされたカンボジア船舶について，第１項の開始
決定がされたときは，書記官は，直ちに，その開始決定
に関わる差押えの登記を所管官庁に嘱託しなければな
らない。 
５ 差押えの効力は，第３項の送達がされた時に生ずる。
ただし，差押えの登記が強制売却の開始決定の送達前に
されたときは，登記がされた時に生ずる。 
６ 強制売却の開始決定の送達又は差押えの登記前に執
行官が船舶国籍証書等を取り上げたときは，差押えの効
力は，その取上げの時に生ずる。 
７ 強制売却の申立てを却下する決定に対しては，抗告を
することができる。 

 
〈注〉日本民事執行法１１４条，４５条（開始決定等），
４６条（差押えの効力），４８条（日本船舶についての差
押えの登記の嘱託）参照。本条は，強制売却の手続を開始
するには，強制売却の開始決定とともに，船舶国籍証書等
を取り上げるよう，執行官に命ずることなどを定めたもの

である。船舶国籍証書の取り上げは，船舶を差押の場所に
とどめるための方法である。船舶に対する強制執行の開始
決定前に先行する開始決定が既にある場合，これにより船
舶国籍証書等が取り上げられているときは，執行官に対す
る命令を要しないとするか，なお命ずることとし，執行が
できないものとするか，についてはカンボジアの実情に即
して解釈されることを期待する。 
なお，本条では，強制売却の開始決定に対しては，抗告を
することができないとしている。したがって，強制売却の
開始決定に対しては，第３４４条（執行異議）による不服
申立てができる。これは，売却許可決定に対しては抗告で
争える（第４７５条（売却の許可又は不許可の決定に対す
る抗告））から，この段階では執行異議で十分であるとさ
れたためである。この点は，別の考え方もあり得る。 
 
 
第４５８条（配当要求の終期及びその変更） 
１ 強制売却の開始決定に基づく差押えの効力が生じた
場合においては，執行裁判所は，配当要求の終期を定め
なければならない。 
２ 配当要求の終期から，３月以内に売却許可決定がされ
ないときは，執行裁判所は，配当要求の終期を変更する
ことができる。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，４９条，５２条参照。 
 
 
第４５９条（申立て前の船舶国籍証書等の引渡しを命ず
る決定） 
１ 船舶に対する強制執行の申立て前に船舶国籍証書等
を取り上げなければ船舶に対する強制執行が著しく困
難となるおそれがあるときは，その船舶の登記がされた
地を管轄する始審裁判所は，申立てにより，執行債務者
に対し，船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を決
定により命ずることができる。船舶に登記がされていな
いとき，又は，急迫の事情があるときは，船舶の所在地
を管轄する始審裁判所が，この決定をすることができる。 
２ 第１項の申立てをするには，執行力のある執行名義の
正本を提示し，かつ，同項に規定する事由を疎明しなけ
ればならない。 
３ 第１項の決定は，執行債務者に送達しなければならな
い。 
４ 第１項の規定による決定に対しては，抗告をすること
ができる。 
５ 第１項の規定による決定は，執行債務者に送達される
前であっても，執行することができる。執行に要した費
用は，強制売却の手続きにおいては，共益費用とする。 
６ 第１項の規定による船舶国籍証書等を執行官に引き
渡すべき旨を命ずる決定は，執行債権者が告知を受けた
日から２週間を経過したときは，執行してはならない。 
７ 執行官は，船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から５
日以内に執行債権者が船舶に対する強制執行の申立て
をしたことを証する文書を提出しないときは，その船舶
国籍証書等を執行債務者に返還しなければならない。 

 
〈注〉日本民事執行法１１５条参照。本条は，船舶に対す
る強制執行の開始決定前における船舶国籍証書等の取上
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執行を定めたものである。このような事前の取上執行は，
船舶の航行へ強力な影響を与えるものであるから，一定の
要件のもとに，引渡しを命ずる決定の当然失効を生じさせ
ることとし，この場合，執行官は船舶国籍証書等を債務者
に返還しなければならない。 
 
 
第４６０条（保管人の選任等） 
１ 執行裁判所は，執行債権者の申立てにより，必要があ
ると認めるときは，強制売却の開始決定がされた船舶に
ついて，保管人を選任し，保管させることができる。 
２ 執行裁判所は保管人を監督する。保管人は善良な管理
者の注意をもってその職務を行わなければならない。保
管人は任務を終了した場合，遅滞なく執行裁判所に計算
の報告をしなければならない。 
３ 保管人は，執行裁判所が決定により定める保管に必要
な費用の前払い及び報酬を受け取ることができる。保管
人が船舶の保管のために要した費用及び報酬は，手続費
用とする。 
４ 第１項の申立てについての決定及び第３項の規定に
よる決定に対しては，抗告をすることができる。 

 
〈注〉日本民事執行法１１６条参照。本条は，保管人の選
任等を定めたものである。なお，日本法では船舶に対する
強制執行について，強制管理は許されていない。運行利益
に確実性を期しがたいからである。諸外国の立法例（例え
ば，ドイツ強制競売強制管理法１６５条２項）では，一定
の要件のもとに，これを容認するものもある。 
 
 
第４６１条（保証金の提供による強制売却の手続の取消
し） 
１ 執行債権者の債権について，第３７０条（強制執行の
停止及び取消し）第２項各号に掲げる文書が提出されて
いる場合において，執行債務者が執行債権者及び配当要
求をした債権者の債権並びに執行費用の総額に相当す
る保証金を買受けの申出前に提供したときは，執行裁判
所は，申立てにより，配当の手続を除き，強制売却の手
続を取り消さなければならない。配当要求の終期前に保
証金の提供をするときは，執行債務者が提供する金額は，
執行債権者及びその時までに配当要求をした債権者の
債権並びに執行費用の総額に相当する金額とする。 
２ 第１項に規定する文書の提出による執行停止がその
効力を失ったときは，執行裁判所は，同項の規定により
提供された保証金について，同項の債権者のために配当
を実施しなければならない。 
３ 第１項の申立てを却下する決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
４ 第７１条（担保の提供方法及び担保の変換）及び第７
２条（担保の提供を受けた者の権利）の規定は第１項の
保証金の提供について準用する。 

 
〈注〉日本民事執行法１１７条参照。本条は，保証金の提
供による強制売却の手続の取消しを定めたものである。船
舶の差押えにより著しく不利益を受ける執行債務者と執
行債権者等の利益の調整が図られている。英米法の action 
in rem （対物訴訟）における同種制度が参考となってい

る。 
 
 
第４６２条（航行許可） 
１ 執行裁判所は，営業上の必要その他相当の事由がある
と認める場合において，各債権者及び最高価買受申出人
又は買受人の同意があるときは，執行債務者の申立てに
より，船舶の航行を許可することができる。 
２ 第１項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
３ 第１項の規定による決定は，確定しなければその効力
を生じない。 

 
〈注〉日本民事執行法１１８条参照。本条は，関係者の同
意等を要件とする航行許可を定めたものである。第４６１
条（保証金の提供による強制売却の手続の取消し）とあい
まって差し押さえられた船舶の解放をしやすくしている。 
最高価買受申出人とは，最高価格での買い受けを申し出た
者をいい，その者のうち執行裁判所の許可を得た者を買受
人という。 
 
第４６３条（事件の移送） 
 執行裁判所は，強制売却の開始決定がされた船舶が管轄
区域外の地に所在することとなった場合には，船舶の所在
地を管轄する始審裁判所に事件を移送することができる。 
 
〈注〉日本民事執行法１１９条参照。本条は，事件の移送
を定めたものである。目的船舶の発航の場合に対処可能と
するためである。 
 
 
第４６４条（船舶国籍証書等の取上げができない場合の
強制売却の手続の取消し） 
 強制売却の開始決定がされた日から２週間以内に執行
官が船舶国籍証書等を取り上げることができないときは，
執行裁判所は，強制売却の手続を取り消さなければならな
い。 
 
〈注〉日本民事執行法１２０条参照。本条は，船舶国籍証
書等の取上げができない場合の強制売却の手続の取消し
を定めたものである。船舶執行において換価処分するため
には，船舶の具体的な確保が欠かせないため，２週間以内
に所定の措置が完了しないときは，船舶執行手続きを取り
消すこととしたものである。 
 
 
第４６５条（船舶の滅失等による強制売却の手続の取消
し） 
 船舶の滅失その他売却による船舶の移転を妨げる事情
が明らかとなつたときは，執行裁判所は，強制売却の手続
を取り消さなければならない。 
 
〈注〉日本民事執行法１２１条，５３条参照。 
 
 
第４６６条（差押えの登記の抹消の嘱託） 
１ 強制売却の申立てが取り下げられたとき，又は強制売
却の手続を取り消す決定が効力を生じたときは，書記官
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は，その開始決定に関する差押えの登記の抹消を所管官
庁に嘱託しなければならない。 
２ 第１項の規定による嘱託に要する費用は，その取下げ
をした執行債権者又は取消決定を受けた執行債権者の
負担とする。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，５４条参照。 
 
 
第４６７条（評価） 
１ 執行裁判所は，評価人を選任し，船舶の評価を命じる
ことができる。 
２ 評価人は，第３３８条（執行官等の職務の執行の確保）
第２項の規定により執行官に対し援助を求めるには，執
行裁判所の許可を受けなければならない。 
３ 評価人は，評価のための調査をするに際し，船舶に立
ち入り，又は執行債務者若しくはその船舶を占有する第
三者に対し，質問をし，若しくは文書の提示を求めるこ
とができる。 
４ 評価人から第３３８条（執行官等の職務の執行の確
保）第２項の規定により援助を求められた執行官は，評
価人が第３項の規定により船舶に立ち入る場合におい
て，必要があるときは，閉鎖した戸を開くため必要な処
分をすることができる。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，５７条・５８条，カンボ
ジア民事訴訟法第１３０条（調査の嘱託）参照。 
評価人については，法によって資格を有する者を定めては
いないが，専門の業者などが，執行裁判所によって，選任
される。 
 
 
第４６８条（最低売却価額の決定等） 
１ 執行裁判所は，評価人の評価があるときは，その評価
に基づいて最低売却価額を定めなければならない。 
２ 執行裁判所は，必要があると認めるときは，最低売却
価額を変更することができる。 
３ 第４３５条（無剰余のおそれがある場合の措置）の規
定は，船舶執行に準用する。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，６０条参照。本条は，最
低売却価額の決定等について，定めたものである。本条２
項でいう「必要があると認めるとき」とは，経済事情の変
化により一般的に最低売却価額が不相当になった場合の
ほか，当該売却手続きを円滑に進めていく見地から，不相
当な価額と認められる場合も含まれる。 
 
 
第４６９条（売却の方法等） 
１ 船舶の売却は，入札又は競り売りのほか，執行裁判所
の定める方法により行う。 
２ 入札又は競り売りの方法により売却をするときは，執
行裁判所は売却の日時及び場所を定め，執行官に売却を
実施させなければならない。 
３ 第２項の場合においては，書記官は，売却すべき船舶
の表示，最低売却価額並びに売却の日時及び場所を公告
しなければならない。 
４ 第２項の場合においては，第３９６条（売却場所の秩

序の維持）を準用する。 
 
〈注〉日本民事執行法１２１条，６４条・６５条，カンボ
ジア民事訴訟法第４３６条（売却の方法等）の注参照。 
 
 
第４７０条（買受けの申出の保証） 
１ 船舶の買受けの申出をしようとする者は，最低売却価
額の１０分の１に相当する額の保証金を提供しなけれ
ばならない。ただし，執行裁判所は，相当と認めるとき
は，この額を超える保証金の額を定めることができる。 
２ 執行裁判所は，最高価買受申出人以外の者から申出が
あったときは，第４６９条（売却の方法等）に基づいて
行われる売却の終了後，速やかに，第１項の規定により
提供された保証金を返還しなければならない。 

 
〈注〉１項につき，日本民事執行法１２１条，６６条参照。
２項につき，日本民事執行規則８３条，３９条参照。３項
につき，日本民事執行規則８３条，４５条１項，５０条４
項参照。カンボジア民事訴訟法第４３７条（買受の申出の
保証）の注参照。 
 
 
第４７１条（執行債務者の買受けの申出の禁止） 
 執行債務者は，買受けの申出をすることができない。 
 
〈注〉日本民事執行法１２１条，６８条，カンボジア民事
訴訟法第４３８条（執行債務者の買受けの申出の禁止）の
注参照。 
 
 
第４７２条（売却決定のための期日） 
１ 執行裁判所は，売却決定のための期日を開き，売却の
許可又は不許可を言い渡さなければならない。 
２ 執行裁判所は，売却決定のための期日を定めたときは，
利害関係人に対し，その旨を通知しなければならない。 

 
〈注〉第１項につき，日本民事執行法１２１条，６９条参
照。第２項につき，日本民事執行規則５２条・５３条参照。
カンボジア民事訴訟法第４４０条（売却決定のための期
日）の注参照。 
 
 
第４７３条（売却の許可又は不許可に関する意見の陳述） 
 船舶の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する
者は，第４７４条（売却の許可又は不許可）第２項各号に
掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて，売却
決定期日において意見を陳述することができる。 
 
〈注〉日本民事執行法１２１条，７０条，カンボジア民事
訴訟法第４４１条（売却の許可又は不許可に関する意見の
陳述）の注参照。 
 
 
第４７４条（売却の許可又は不許可） 
１ 執行裁判所は，第２項に定める場合を除き，売却許可
決定をしなければならない。 
２ 次に掲げる事由があると認めるときは，執行裁判所は，
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売却不許可決定をしなければならない。 
一 強制売却の手続の開始又は続行をすべきでないこ
と。 
二 最高価買受申出人が船舶を買い受ける資格若しく
は能力を有しないこと又はその代理人がその権限を
有しないこと。 
三 第４７６条（船舶が損傷した場合の売却の不許可の
申出等）第１項の規定による売却の不許可の申出があ
ること。 
四 最低売却価額の決定の手続に重大な誤りがあるこ
と。 
五 売却の手続に重大な誤りがあること。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，７１条，カンボジア民事
訴訟法第４４２条（売却の許可又は不許可）の注参照。 
 
 
第４７５条（売却の許可又は不許可の決定に対する抗告） 
１ 売却の許可又は不許可の決定に対しては，利害関係人
は，その決定により自己の権利が害される場合に限り，
抗告をすることができる。 
２ 売却許可決定に対する抗告は，第４７４条（売却の許
可又は不許可）第２項各号に掲げる事由があること又は
売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由と
しなければならない。 
３ 抗告裁判所は，必要があると認めるときは，抗告人の
相手方を定めることができる。 
４ 売却の許可又は不許可の決定は，確定しなければその
効力を生じない。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，７４条参照。本条の定め
る抗告は，自己の権利が害される場合に限られるため，例
えば，全額の弁済を受ける債権者は，最低売却価額が低い
という主張で，抗告をすることはできない。カンボジア民
事訴訟法第４４４条（売却の許可又は不許可の決定に対す
る抗告）の注参照。 
 
 
第４７６条（船舶が損傷した場合の売却の不許可の申出
等） 
１ 最高価買受申出人又は買受人は，買受けの申出をした
後天災その他自己の責めに帰することができない事由
により船舶が重大な損傷を受けた場合には，執行裁判所
に対し，売却許可決定前にあっては売却の不許可の申出
をし，売却許可決定後にあっては代金を納付する時まで
にその決定の取消しの申立てをすることができる。 
２ 第１項の規定による売却許可決定の取消しの申立て
についての決定に対しては，抗告をすることができる。 
３ 第１項に規定する申立てにより売却許可決定を取り
消す決定は，確定しなければその効力を生じない。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，７５条参照。船舶の損傷
が軽微なときは，本条による取り消しはできない。最高価
買受申出人又は買受人は，この場合，民法上の担保責任と
して，代金減額請求等が可能である。重大な損傷を受けた
場合であっても，売却許可決定後に代金を納付した以降は，
買受人は売却許可決定の取消しの申立てをすることがで

きない。 
 
 
第４７７条（買受けの申出後の強制売却の申立ての取下
げ） 
 買受けの申出があった後に，執行債権者が強制売却の申
立てを取り下げるには，最高価買受申出人又は買受人の同
意を得なければならない。 
 
〈注〉日本民事執行法１２１条，７６条参照。執行債権者
が強制売却の申立てを取り下げるには，執行債務者の同意
は必要ないが，最高価買受申出人又は買受人の同意を得な
ければならない。これは，船舶執行手続きに直接的な利害
関係を持った者については，執行債権者の一方的な申立て
の取り下げにより，船舶を取得しうる地位を失わせるのは，
これらの者の保護に欠けるばかりか，船舶競売制度の信頼
を著しく損なうからである。もっとも，例えば，一般の先
取特権又は船舶先取特権を有する債権者等の配当要求債
権者や差押えの登記前に仮差押えの登記をした債権者に
ついては，同意が必要とされない。手続きに便乗した地位
に過ぎないからである。 
 
 
第４７８条（代金の納付期限） 
 執行裁判所は，売却許可決定が確定したときは，速やか
に代金の納付期限を定め，買受人に対し，これを通知しな
ければならない。 
 
〈注〉日本民事執行規則８３条，５６条参照。 
 
 
第４７９条（代金の納付） 
１ 買受人は，第４７８条（代金の納付期限）の規定によ
り執行裁判所が定める期限までに代金を執行裁判所に
納付しなければならない。 
２ 買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭は，
代金に充てる。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，７８条，カンボジア民事
訴訟法第４４２条（代金の納付）の注参照。 
 
 
第４８０条（船舶の所有権の取得時期） 
 買受人は，代金を納付した時に船舶の所有権を取得する。 
 
〈注〉日本民事執行法１２１条，７９条参照。 
 
 
第４８１条（代金不納付の効果） 
１ 買受人が代金を納付しないときは，売却許可決定は，
その効力を失う。この場合においては，買受人は，第４
７０条（買受けの申出の保証）の規定により提供した金
銭の返還を請求することができない。 
２ 第１項の場合において，執行裁判所は，あらためて強
制売却をしなければならない。 
３ 第２項の規定による強制売却において，第１項の買受
人は買受けの申出をすることができない。 
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〈注〉日本民事執行法１２１条，８０条参照。本条では，
フランス民事執行法にいう異常競売（folle enchère）に基
づく再競売の制度は採用せず，従前の強制売却開始決定が
適法になされており，なお効力を有することを前提として，
執行裁判所が，あらたな売却を行うこととした。カンボジ
ア民事訴訟法第４５１条（代金不納付の効果）の注参照。 
 
 
第４８２条（代金納付による登記の嘱託） 
１ 買受人が代金を納付したときは，書記官は，次に掲げ
る登記及び登記の抹消を所管官庁に嘱託しなければな
らない。 
一 買受人の取得した所有権の移転の登記 
二 差押え又は仮差押えの登記の抹消 
２ 第１項の規定による嘱託をするには，書記官は嘱託書
に売却許可決定の正本を添付しなければならない。 
３ 第１項の規定による嘱託に要する費用は，買受人の負
担とする。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，８２条，カンボジア民事
訴訟法第４４８条（代金納付による登記の嘱託）の注参照。 
 
 
第４８３条（船舶の引渡しを命ずる決定） 
１ 執行裁判所は，代金を納付した買受人の申立てにより，
執行債務者又は船舶の占有者に対し，船舶を買受人に引
き渡すべき旨を命ずる決定をすることができる。ただし，
事件の記録上買受人に対抗することができる権原によ
り占有していると認められる者に対しては，この限りで
ない。 
２ 買受人は，代金を納付した日から６月を経過したとき
は，第１項の申立てをすることができない。 
３ 執行裁判所は，執行債務者以外の占有者に対し第１項
の規定による決定をする場合には，その者を審尋しなけ
ればならない。 
４ 第１項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
５ 第１項の規定による決定は，確定しなければその効力
を生じない。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，８３条，カンボジア民事
訴訟法第４５０条（不動産の引渡しを命ずる決定）の注参
照。 
 
 
第４８４条（売却代金） 
 配当に充てる売却代金は，次に掲げるものとする。 
一 船舶の代金 
二 第４８１条（代金不納付の効果）第１項後段の規定
により買受人が返還を請求することができない金銭 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，８６条参照。本条は，売
却代金となるものの範囲を定めたものである。 
 
 
第４８５条（配当要求） 
１ 次に掲げる者は，配当要求をすることができる。 
一 第３５４条（執行文の必要性及び付与機関）第１項

の規定により強制執行を実施することができる執行
名義の正本を有する債権者 
二 強制売却の開始決定に基づく差押えの登記後に仮
差押えの登記をした債権者 
三 船舶国籍証書等を取り上げる方法により仮差押え
の執行をした債権者 
四 文書により一般の先取特権又は船舶先取特権を証
する者 

２ 配当要求を却下する決定に対しては，抗告をすること
ができる。 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，５１条，８９条，カンボ
ジア民事訴訟法第３９４条（先取特権者等の配当要求）参
照。 
強制売却の開始決定に基づく差押えの登記前に仮差押登
記をした債権者は，本条による配当要求をすることなく，
配当を受けることができる（第４８６条（配当を受けるべ
き債権者の範囲）参照）。 
 
船舶先取特権とは，船舶に関する特定の債権者のために，
その船舶・属具等の上に認められる特別の先取特権のこと
である。もっとも，船舶先取特権が認められる債権の範囲
については，各国の国内法によって異なる。アメリカ法で
は，多くの海事債権が船舶先取特権として認められるが，
イギリスでは船舶衝突損害賠償債権・海難救助料・船員の
給与債権のみとされる。日本では，総債権者の共同の利益
のために生じた債権，雇用契約によって生じた船員の債権，
入港税等航海に関し船舶に課した諸税のような公益上の
債権など，商法が列挙する債権（８４２条）について認め
られていて，他の先取特権や船舶抵当権に優先する（８４
５条，８４９条）。 
 
なお，船舶の担保権や差押えに関しては，「海事先取特権
及び抵当権に関するある規則の統一のための国際条約」
（１９６７年，１９９３年）と「船舶の差押えに関するあ
る規則の統一のための国際条約」（１９５２年，１９９９
年）とがある。 
 
 
第４８６条（配当を受けるべき債権者の範囲） 
 売却代金の配当を受けるべき債権者は，次に掲げる者と
する。 
一 執行債権者 
二 配当要求の終期までに配当要求をした債権者 
三 強制売却の開始決定に基づく差押えの登記前に仮
差押えの登記をした債権者 

 
〈注〉日本民事執行法１２１条，８７条参照。本条は，配
当を受けるべき債権者の範囲を定めたものである。なお，
本節では船舶抵当権については，買受人が引き受けるべき
ものとの立場（引受主義）で立案している。 
 
 

第六節 裁判所による配当手続 
 
第４８７条（配当を実施すべき裁判所） 
 配当を実施すべき裁判所は，動産に対する強制執行にお
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いては，執行官の所属する始審裁判所，その他の場合にお
いては，執行裁判所である。（１） 
 
＜注＞ 
日本民事執行法８４条，１０７条，１２１条，１３９条，
１４２条，１６６条など参照。 
（１）各種の強制執行のうち，動産に対する強制執行（第
六編第二章第二節）においては，第一次的に，執行官が配
当を実施するが，第４０１条（始審裁判所への届出）によ
り，執行官の所属する始審裁判所が配当を実施する場合が
ある。動産に対する強制執行以外の強制執行においては，
執行裁判所が配当を実施する。 
 
 
第４８８条（配当の準備） 
１ 配当を実施すべき裁判所は，次の各号に掲げる事由が
生じたときは，配当期日を定め，配当を受けるべき債権
者及び執行債務者に対し，その日時及び場所を通知しな
ければならない。（１） 
一 動産に対する強制執行の場合において，第４００条
（執行官による裁判所への寄託）第１項による届出が
あった場合で寄託の事由が消滅したとき，又は第４０
１条（始審裁判所への届出）による届出があったとき 
二 債権及びその他の財産権に対する強制執行の場合
において，第４１２条（取立訴訟）による寄託がなさ
れたとき，第４１３条（売却を命ずる決定）による売
却を命ずる決定による売却がなされたとき，又は第４
１４条（動産の引渡請求権の差押決定の執行）第２項
により売得金が提出されたとき（２） 
三 不動産に対する強制執行の場合において，第４４７
条（代金の納付）第１項による売却代金の納付があっ
たとき，又は第４４７条（代金の納付）第３項第１文
の規定による申出があった場合において，売却許可決
定が確定したとき 
四 船舶に対する強制執行の場合において，第４７９条
（代金の納付）による売却代金の納付があったとき 

２ 配当期日が定められたときは，書記官は，各債権者に
対し，債権の元本，配当期日までの利息，及び執行費用
の額を計算した計算書を，１週間以内に配当を実施すべ
き裁判所に提出するよう催告しなければならない。
（３） 

 
＜注＞ 
 日本民事執行規則５９条，６０条に対応。 
（１）配当を実施すべきこととなったときとは，準不動産
執行の場合は，買受人による売却代金の納付があった場合
である。配当期日とは，配当表に基づく配当を行うための
期日と，弁済金を配当するための期日とを意味する。 
（２）不動産，船舶，動産及び債権以外の財産権（その他
の財産権）に対する強制執行については，第４１６条（そ
の他の財産権に対する強制執行）により，特別の定めがあ
るもののほか，債権に対する強制執行の例によるとされて
いる。配当の実施の関連では，債権に対する強制執行の場
合に，本条第１項第２号に定める３つの場合に配当が実施
されるが，その他の財産権に対する強制執行では，この３
つの場合のうち，第４１３条（売却を命ずる決定）による
売却を命ずる決定による売却がなされた場合にのみ，配当

が実施される。 
（３）配当表などの原案を準備する資料として，現段階の
権利内容を報告させる趣旨である。 
 
 
第４８９条（配当の実施） 
１ 配当を実施すべき裁判所は，第４８８条（配当の準備）
第１項に規定する場合には，配当表に基づいて配当を実
施しなければならない。但し，第２項に規定する場合は，
配当表に基づくことを要しない。（１） 
２ 債権者が１人である場合，又は債権者が２人以上であ
って配当に充てるべき金銭で各債権者の債権及び執行
費用の全部を弁済することができる場合には，配当を実
施すべき裁判所は，債権者に配当し，剰余金を執行債務
者に交付する。（２） 
３ 配当を実施すべきこととなった後に第３７０条（強制
執行の停止及び取消し）第１項第一号から第七号までに
掲げる文書の提出があった場合において，執行債権者以
外に配当を受けるべき債権者があるときは，配当を実施
すべき裁判所は，その債権者のために配当を実施しなけ
ればならない。（３） 
４ 配当を実施すべきこととなった後に第３７０条（強制
執行の停止及び取消し）第２項第一号又は第二号に掲げ
る文書の提出があった場合においても，配当を実施すべ
き裁判所は，配当を実施しなければならない。（４） 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法８４条，１２１条，１４２条２項，１６
６条２項に対応。 
（１）配当を実施すべきこととなった場合には（第４８８
条（配当の準備）第１項参照），債権者への弁済を図る手
続として，配当表を作成し配当期日を開いて配当を実施す
る手続（本条第１項）と，配当表に基づかない配当による
簡略な手続（本条第２項）とがある。配当表に基づく配当
は，後者の配当が行われる場合以外の場合に行われる。 
（２）配当表に基づかない配当手続は，債権者が１人の場
合，又は債権者が２人以上であって差押え又は換価によっ
て得た金銭で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済
することができる場合に行われる。この配当は，配当表に
基づく配当とは異なり，「配当表の記載に対する異議」と
いう特別の手続（第４９１条（配当表の記載に対する異議）
第１項）が定められていないので，執行債務者が債権の存
在・額を争うときは，請求異議の訴え（第３６３条（請求
異議の訴え））や担保権不存在確認の訴えを提起し，それ
に伴う執行停止を命ずる裁判を得なければ，債権者への配
当を妨げることはできない。 
 なお，動産に対する強制執行の場合は，配当表に基づか
ない配当は，執行官が行うことになるので（第３９９条（執
行官による配当の実施）第１項），裁判所がそれを実施す
ることはない。 
（３）配当を実施すべきこととなった後（例えば，船舶に
対する強制執行の場合，売却代金の納付後）に，執行を停
止した上でさらに取り消す文書（執行取消文書）の提出が
あった場合には，その提出を受けた債権者は配当を受領で
きないが，他に債権者があれば，その者のために配当がな
される。 
（４）配当を実施すべきこととなった後に，執行を停止す



公布 2006年 7月 6日 

 113

る文書（執行停止文書）の提出があった場合には，執行停
止の事由のある債権者を含めて，配当を実施すべき裁判所
は，配当を実施する。ただし，第３７０条（強制執行の停
止及び取消し）第２項第一号の文書の場合には，その提出
を受けた債権者に対する配当の額に当たる金銭は，裁判所
に保留され（第４９４条（配当の額の保留）第１項第三号），
第二号の文書の場合には，その提出は無視される。 
 
 
第４９０条（配当表の作成） 
１ 配当を実施すべき裁判所は，第４８９条（配当の実施）
第２項に規定する場合を除き，配当期日において，配当
表を作成する。（１） 
２ 裁判所は，配当期日には，次に掲げる債権者，及び執
行債務者を呼び出さなければならない。 
一 動産に対する強制執

行の場合 
第３９８条（金銭の配当
を受けるべき債権者の範
囲）に定める債権者 

二 債権及びその他の財
産権に対する強制執
行の場合 

第４１５条（配当を受け
るべき債権者の範囲）に
定める債権者 

三 不動産に対する強制
執行の場合 

第４５３条（配当を受け
るべき債権者の範囲）に
定める債権者 

四 船舶に対する強制執
行の場合 

第４８６条（配当を受け
るべき債権者の範囲）に
定める債権者 

３ 裁判所は，配当期日において，配当表の作成に関し，
出頭した債権者及び執行債務者を審尋し，並びに即時に
取り調べることのできる書証の取調べをすることがで
きる。 
４ 配当表には，次の額とならんで，各債権者について，
債権の元本，利息その他の附帯の債権，執行費用の額並
びに配当の順位及び額を記載しなければならない。 
一 動産に対する強制執行の

場合 
差押物の売得金及び
差押金銭の額 

二 債権及びその他の財産権
に対する強制執行の場合 

配当を実施すべき額

三 不動産に対する強制執行
の場合 

売却代金の額 

四 船舶に対する強制執行の
場合 

売却代金の額 

５ 第４項に規定する配当の順位及び額は，配当期日にお
いてすべての債権者間に合意が成立した場合にはその
合意により，その他の場合には民法，商事関連法その他
の法律の定めるところにより記載しなければならない。 
６ 確定期限の到来していない債権は，配当については，
弁済期が到来したものとみなす。（３）（４） 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法８５条，８８条に対応。 
（１）本条は，配当表に基づく配当が行われる場合（第４
８９条（配当の実施）第１項）の配当表作成の手続につい
て規定する。 
（２）配当表は，事前に各債権者から提出された計算書な
どを基礎としてその原案を作成しておき，配当期日にそれ
を各債権者及び執行債務者に閲覧させ，意見を徴した上で

作成される。 
（３）第６項は，確定期限付債権で期限未到来のものの配
当における取扱いを規定する。確定期限付債権で期限未到
来のものは，手続の迅速処理の面から，弁済期が到来した
ものとみなされる。債権者は，配当期日までの利息しか受
けられないが，そのかわり直ちに配当を受けうる。なお，
日本法では，無利息債権については，配当期日に全額の受
領ができるとするのは，債権者間の公平の観点から合理的
ではないので，配当期日から期限までの法定利率による中
間利息を控除した額を元本額とみなして，配当額を計算す
ることとしている（日本民事執行法第８８条第２項参照）。 
（４）停止条件付又は不確定期限付債権については，条件
成就又は不確定期限の到来まで，その配当の額に相当する
金銭は，裁判所に保留される（第４９４条（配当の額の保
留）第１項第一号）。 
 
 
第４９１条（配当表の記載に対する異議） 
１ 配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額に
ついて不服のある債権者及び執行債務者は，配当期日に
おいて，異議を述べることができる。（１）（２） 
２ 配当を実施すべき裁判所は，配当表の記載に対する異
議のない部分に限り，配当を実施しなければならない。
（３） 
３ 配当の実施の結果，執行債権者又は執行力ある執行名
義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額に
ついて配当を受けたときは，執行債務者は，書記官に対
し，当該債権者の提出した執行力のある執行名義の正本
の交付を求めることができる。（４） 
４ 第３項に規定する場合を除き，事件が終了したときは，
同項の債権者は，書記官に対し，執行力のある執行名義
の正本の交付を求めることができる。ただし，その債権
者が債権の一部について配当を受けた者であるときは，
書記官は，当該執行名義の正本に配当を受けた額を記載
して，これを交付しなければならない。（５） 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法８９条，日本民事執行規則第６２条・第
８３条・第９７条・第１３２条・１４５条に対応。 
（１）本条第１項は，配当表の記載事項に不服のある債権
者又は執行債務者がすべき不服申立方法について規定す
る。なお，配当表の作成されない配当（第４８９条（配当
の実施）第２項）について不服のある執行債務者は，請求
異議の訴え（第３６３条（請求異議の訴え））や担保権不
存在確認の訴えによる不服申立てをしなければならない。 
（２）配当表に記載された各債権者の債権の存否，配当の
順位又は配当の額の多少などについて不服のある債権者
又は執行債務者は，配当期日に出頭して配当表の記載に対
して異議を述べることができる。 
なお，配当表の作成手続上の瑕疵については，債権者又は
執行債務者は，執行異議（第３４４条（執行異議））を，
配当期日前あるいは配当期日に申し立てることができる。 
（３）配当表の記載に対する異議がない場合はもとより，
異議があっても，異議のなかった部分については，配当を
実施すべき裁判所は，直ちに配当を実施しなければならな
い。配当表の記載に対する異議があっても，第４９２条（配
当表の記載に対して異議を述べた債権者による異議の訴
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え）第３項や第４９３条（配当表の記載に対し異議を述べ
た執行債務者による異議の訴え）第４項により取り下げら
れたものとみなされる場合は，みなされた部分も含め，異
議のなかった部分について裁判所は配当を実施する。 
（４）第４項の執行名義とは，執行債権者が強制執行の申
立て時に提出したもの（第３４９条（強制執行の申立ての
方式）参照）又は配当要求する債権者が配当要求時に提出
したもの（第４０９条（配当要求）参照）を指す。執行債
権者，又は執行力ある執行名義の正本による配当要求をし
た債権者が債権全額の弁済を受けたときは，執行債務者は，
書記官に対し，その債権者が提出した執行力ある執行名義
の正本の交付を求めることができる。この請求があったと
きは，書記官は，記録中にある執行力ある執行名義の正本
を執行債務者に交付しなければならない。 
（５）第４項に規定する場合を除き事件が終了した場合に
は（つまり，債権全額の弁済を受けて事件が終了した場合
を除き），弁済を受けられなかった債権者においては，再
度の強制執行の申立てや配当要求に及ぶことが考えられ，
そのためには，提出した執行力ある執行名義の正本の再利
用を許すのが相当であるから，債権者は，その交付を求め
ることができるとされる。ただし，執行名義の交付を求め
る債権者が債権の一部の弁済を受けているときは，書記官
は，執行力ある執行名義の正本に配当を受けた額を記載し
た上で同正本を交付する。 
 
 
第４９２条（配当表の記載に対して異議を述べた債権者
による異議の訴え） 
１ 配当表の記載に対して異議を述べた債権者は，異議の
申出の相手方である債権者を被告として，配当表の記載
に対する異議の訴えを提起しなければならない。（１） 
２ 第１項の訴えは，配当を実施すべき裁判所が管轄する。
（２） 
３ 配当表の記載に対して異議を述べた債権者が，配当期
日から１週間以内に，裁判所に対し，第１項の訴えを提
起したことの証明をしないときは，配当表の記載に対す
る異議は，取り下げたものとみなす。（３） 
４ 第１項の訴えの判決においては，裁判所は，異議が正
当であると認めるときは，配当表を変更し，又は新たな
配当表の作成のために，配当表を取り消さなければなら
ない。（４）（５） 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法９０条参照。 
（１）配当表の記載に対する異議を述べた債権者は，配当
表の記載に対する異議の訴えを提起しなければならない。
配当表の記載に対する異議の申出をした執行債務者につ
いては，第４９３条（配当表の記載に対し異議を述べた執
行債務者による異議の訴え）参照。 
（２）配当表の記載に対する異議の訴えの管轄裁判所は，
配当を実施すべき裁判所（第４８７条（配当を実施すべき
裁判所））である。ここにいう裁判所は，配当機関として
の裁判所ではなく，現に配当手続を担当する裁判所の属す
る官署としての裁判所に含まれる，裁判機関たる裁判所を
指す。 
（３）配当表の記載に対する異議の訴えの起訴証明がない
と，配当表の記載に対する異議の取下げが擬制される。こ

れは，配当表の記載に対する異議の早期完結を期し，根拠
のない異議により配当の実施が阻害されるのを防ぐ趣旨
である。異議の取下げの擬制の効果として，配当を実施す
べき裁判所は，配当を実施しなければならない（第４９１
条（配当表の記載に対する異議）第２項）。 
（４）配当表の記載に対する異議訴訟では，配当表に記載
された被告の債権及び配当の額について原告の申し出た
異議の当否が審理される。原告は，異議事由として，被告
の債権の不成立・消滅，配当表に記載された優先権の欠缺
などの実体上の事由も，被告の差押え・配当要求の無効や
被告の債権についての執行取消文書の成立などの手続上
の事由も主張することができる。そして，原告の請求が理
由ありとして認容されるときは，その判決において配当表
において配当表上の被告への配当額を取り消すとともに，
その取り消した配当額を，どの債権者にどれだけの額再配
分するかを決めなければならない。また，他の，配当表の
記載に対する異議訴訟がまだ落着しないなどの事情によ
って，再配分する配当額が決まらない場合には，判決では
配当表上の被告への配当額を取り消すだけにとどめ，他の，
配当表の記載に対する異議訴訟の落着などをまって，新た
な配当表が作成されることになる。 
（５）以上の配当額の再配分は，本条のように，債権者が
原告の場合は，被告である債権者との間にだけ行われ，他
の債権者の配当額に影響を及ぼさない（また，第４９５条
（権利確定等に伴う配当の実施）第２項第二号及び注を参
照）。例えば，配当にあずかる債権者が，Ａ，Ｂ，Ｃの３
名で，それぞれの届出債権額が４００万リエル，６００万
リエル，８００万リエル，また配当を実施すべき額の総額
が９００万リエルとすると，配当表による配当額は，それ
ぞれ２００万リエル，３００万リエル，４００万リエルと
なる。いま，ＡがＢを相手どって配当表の記載に対する異
議の訴えを提起し，Ｂの債権の不存在を主張して勝訴判決
を得たとする。この場合，日本の判例によれば，Ｂの配当
額３００万リエルは，Ａに割り当てるべきであり，ただ，
Ａの債権は４００万リエルであり，既に２００万リエルの
割当てを受けているから，Ｂの配当額３００万リエルのう
ち２００万リエルだけＡに割り当て，残りの１００万リエ
ルは執行債務者に交付すればよいとされる。 
 
 
第４９３条（配当表の記載に対し異議を述べた執行債務
者による異議の訴え） 
１ 執行力のある執行名義の正本を有する債権者に対し
配当表の記載に対する異議を述べた執行債務者は，異議
の申出の相手方である債権者を被告として，請求異議の
訴えを提起しなければならない。（１） 
２ 執行力のある執行名義の正本を有しない債権者に対
し，配当表の記載に対する異議を述べた執行債務者は，
異議の申出の相手方である債権者を被告として，配当表
の記載に対する異議の訴えを提起しなければならない。
（２） 
３ 第２項の訴えは，配当を実施すべき裁判所が管轄する。 
４ 配当表の記載に対し異議を述べた執行債務者が，配当
期日から１週間以内に，裁判所に対し，第１項の訴えを
提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁
判の正本の提出をしないとき，又は第２項の訴えを提起
したことの証明をしないときは，配当表の記載に対する
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異議は，取り下げたものとみなす。 
５ 第２項の訴えの判決においては，配当を実施すべき裁
判所は，異議が正当であると認めるときは，配当表を変
更し，又は新たな配当表を作成するために，配当表を取
り消さなければならない。 

 
＜注＞ 
日本民事執行法９０条，３５条参照。 
（１）配当表の記載に対する異議を述べた執行債務者は，
異議の相手方が執行力のある執行名義の正本を有する債
権者である場合は，請求異議の訴え（第３６３条（請求異
議の訴え））を提起しなければならない。 
（２）配当表の記載に対する異議を述べた執行債務者は，
異議の相手方が執行力のある執行名義の正本を有しない
債権者である場合は，配当表の記載に対する異議の訴えを
提起しなければならない。 
 
 
第４９４条（配当の額の保留） 
１ 配当を受けるべき債権者の債権について次に掲げる
事由があるときは，配当を実施すべき裁判所は，その配
当の額に当たる金銭を保留しなければならない。（１） 
 一 その債権が停止条件付又は不確定期限付であると
き。（２） 

 二 その債権が仮差押債権者の債権であるとき。（３） 
 三 第３７０条（強制執行の停止及び取消し）第２項第
一号に掲げる文書が提出されているとき（４）。 

 四 その債権に関する先取特権，質権又は抵当権の実行
を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
（５） 

 五 第４９２条（配当表の記載に対して異議を述べた債
権者による異議の訴え）第１項又は第４９３条（配当
表の記載に対し異議を述べた執行債務者による異議
の訴え）第２項による配当表の記載に対する異議の訴
えが提起されたとき。（６） 

２ 配当を実施すべき裁判所は，配当の受領のために裁判
所に出頭しなかった債権者に対する配当の額に当たる
金銭を保留しなければならない。（７） 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法９１条に対応。 
（１）配当を受けるべき債権者であっても，常に直ちに配
当を受けうるわけではなく，配当金額の裁判所への保留で
満足しなければならない場合がある。本条は，その場合を
列挙する。 
 配当を実施すべき裁判所が配当金額を自らに保留すべ
き場合には，①債権者の債権に，直ちに配当を受領するこ
とのできない事由（本条第１項第一号ないし第五号）があ
る場合（本条第１項）と，②債権者が配当の受領のために
配当を実施すべき裁判所に出頭しない場合（本条第２項）
とがある。 
（２）停止条件付又は不確定期限付債権については，停止
条件の成就，不確定期限の到来の有無を確かめてでなけれ
ば，現実の配当をすべきか決められないので，配当金額は
裁判所に保留される。 
（３）仮差押えの被保全権利の存在は，債権者の本案勝訴
判決の確定までは明らかでないので，配当金額は，裁判所

に保留される。 
（４）請求異議の訴えなどの訴訟提起に伴う執行停止文書
が提出されているときも，その訴訟の落着を待たなければ，
現実の配当をなすべきか決められないので，配当金額は裁
判所に保留される。 
（５）担保権の実行を一時禁止する裁判（例えば，抗告又
は異議の申立てに伴う執行停止の処分。第３４３条（強制
執行の手続における抗告の特則）第２項第二号，第３４４
条（執行異議）第３項）の正本が提出されているときも，
（４）と同様，配当金額は裁判所へ保留される。 
（６）第４９２条（配当表の記載に対して異議を述べた債
権者による異議の訴え）第１項又は第４９３条（配当表の
記載に対し異議を述べた執行債務者による異議の訴え）第
２項による配当表の記載に対する異議の訴えが提起され
た場合も，その訴えの落着をまたなければ，配当を実施す
べきか決められないので，配当金額は裁判所へ保留される。 
（７）債権者が配当の受領のために配当を実施すべき裁判
所に出頭しない場合は，現実の配当をなすことが困難であ
るので，配当を実施すべき裁判所が配当の額に当たる金銭
を保留する。 
 
 
第４９５条（権利確定等に伴う配当の実施） 
１ 第４９４条（配当の額の保留）第１項の規定による保
留がなされた場合において，その保留の事由が消滅した
ときは，配当を実施すべき裁判所は，保留金について配
当を実施しなければならない。（１）（２） 
２ 第１項の規定により配当を実施すべき場合において，
次のいずれかに該当するときは，配当を実施すべき裁判
所は，配当表の記載に対して異議を述べなかった債権者
のためにも配当表を変更しなければならない。（３）
（４） 
一 第４９４条（配当の額の保留）第１項第一号から第
四号までに掲げる事由により保留がなされた債権者
に対して配当を実施することができなくなったとき。 
二 第４９４条（配当の額の保留）第１項第五号に掲げ
る事由により保留がなされた債権者が，第４９３条
（配当表の記載に対し異議を述べた執行債務者によ
る異議の訴え）第２項により執行債務者の提起した配
当表の記載に対する異議の訴えにおいて敗訴したと
き。 

 
＜注＞ 
 日本民事執行法９２条に対応。 
（１）第４９４条（配当の額の保留）第１項による配当の
額の保留がなされた場合において，保留の事由が消滅した
ときは，配当を実施すべき裁判所は，保留金について配当
を実施しなければならない。この場合，配当を留保された
債権者が配当を受領できるにいたったときは，その債権者
のために保留金の支払いがなされる。これに対し，配当を
留保された債権者が執行債務者との関係で配当を受領で
きないことになったときは，配当表の記載に対する異議を
述べなかった債権者のためにも配当表を変更し，追加配当
をする必要が生じる（本条第２項）。 
（２）停止条件付債権について停止条件が成就したときや，
仮差押債権者が本案勝訴の判決を得たとき，執行停止の事
由がなくなったときなど，保留された債権者に有利に保留
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の事由に関し決着がついた場合，その債権者に保留金が交
付される。 
（３）保留された債権者に不利に保留の事由に関し決着が
ついた場合，その債権者に劣後する債権者のために，保留
金の配当手続をやり直すことになる。この場合においては，
配当表の記載に対する異議を述べなかった債権者も含め
すべての債権者のために配当表を変更し，追加配当をする
必要がある。 
（４）例えば，配当にあずかる債権者が，Ａ，Ｂ，Ｃの３
名で，それぞれの届出債権額が４００万リエル，６００万
リエル，８００万リエル，また配当を実施すべき額の総額
が９００万リエルとすると，配当表による配当額は，それ
ぞれ２００万リエル，３００万リエル，４００万リエルと
なる。いま，執行債務者がＢを相手どって配当表の記載に
対する異議の訴え（第４９３条（配当表の記載に対し異議
を述べた執行債務者による異議の訴え）第２項）を提起し，
Ｂの債権の不存在を主張して勝訴判決を得たとする。この
場合，Ｂの債権が存在しないとの判断は，他の債権者にも
影響を及ぼし，９００万リエルは，ＡとＣだけで分けるこ
とになり，Ａの配当額は３００万リエル，Ｃの配当額は６
００万リエルとなる。なお，Ｂが執行力ある執行名義の正
本をもつ債権者で，執行債務者が第４９３条（配当表の記
載に対し異議を述べた執行債務者による異議の訴え）第１
項によりＢに対して請求異議の訴えを提起して勝訴判決
を得た場合も同様になる。 
 
 

第三章 担保権の実行の特則 
第一節 通則 

 
第４９６条（担保権実行のための執行名義） 
 担保権の実行は，第３５０条（執行名義）の規定にもか
かわらず，次の執行名義により行う。 
 一 担保権の存在を証する確定判決又はこれと同一の
効力を有するもの 

 二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書 
 
＜注＞日民執第２２条，第１８１条，第１９０条，第１９
３条，カ国民訴法第３５０条（執行名義）参照。 
（１）担保権の実行は，強制執行の１種として位置づけら
れるから，原則として，カ国民訴法第六編第一章の強制執
行の通則の規定が適用される。一般に強制執行の際に執行
名義が必要とされる（カ国民訴法第３５０条（執行名義））
のと同様，担保権の実行の際も，法の定める執行名義が要
求される。本条は，担保権の実行のための執行名義につき
特則を設けている。なぜなら，他の強制執行の場合には給
付請求権の執行が問題となり，執行名義として執行される
べき給付請求権の存在を確証する文書が要求されるのに
対し，担保権の実行では，実行されるべき担保権の存在を
確証するものが執行名義として要求されるからである。 
（２）担保権の実行には，不動産に対する担保権の実行，
船舶に対する担保権の実行，動産に対する担保権の実行，
債権その他財産権に対する担保権の実行があり，本条は，
これら各種の担保権実行につき共通する執行名義を定め
たものである。具体的には，担保権の存在を証する確定判
決又はこれと同一の効力を有するもの（本条第一号）と，
担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書が，担保

権実行のための執行名義とされる。前者の例としては，抵
当権存在確認の訴えの請求認容の確定判決又は抵当権不
存在確認の訴えの請求棄却の確定判決，抵当権設定登記を
命ずる確定判決，これらと同内容の和解調書，請求認諾調
書などが挙げられる。後者の例は，抵当権設定契約公正証
書である。 
 
 
第４９７条（担保権実行のための執行名義に関する請求
異議の訴え及び執行文の付与に対する異議の訴えの管轄
の特則） 
１ 第３６３条（請求異議の訴え）の規定にもかかわらず，
担保権の実行のための執行名義に関する請求異議の訴
えは，次の各号に掲げる執行名義の区分に応じ，それぞ
れ当該各号に定める裁判所が管轄する。 
一 第４９６条（担保権

実行のための執行
名義）第一号に掲げ
る執行名義 

当該裁判手続の始審裁判所

二 第４９６条（担保権
実行のための執行
名義）第二号に掲げ
る執行名義 

被告の第８条（住所等によ
って定まる管轄）所定の地
を管轄する裁判所。同条に
よる管轄裁判所がないとき
は，その担保権の目的物の
所在地を管轄する始審裁判
所。担保権の目的物が債権
であるときは，第三債務者
の第８条（住所等によって
定まる管轄）所定の地を管
轄する裁判所 

２ 第１項の規定は，執行文付与に対する異議の訴えに準
用する。 

 
＜注＞日民執１８２条，第３５条，カ国民訴法第３６３条
（請求異議の訴え）参照。 
（１）本条は，担保権実行の際に提起される請求異議の訴
え及び執行文付与に対する異議の訴えの管轄につき規定
する。請求異議の訴えの管轄については，カ国民訴法第３
６３条（請求異議の訴え）第３項に一般的な定めがあるが，
これは，執行債権の強制執行のための執行名義を念頭に定
められているため，第４９６条（担保権実行のための執行
名義）により執行名義につき別段の定めのある担保権実行
には適用できない。そこで，本条第１項は，カ国民訴法第
３６３条（請求異議の訴え）第３項の規定の特則として，
担保権実行のための執行名義にあわせた請求異議の訴え
の管轄を定める。 
（２）本条第２項は，担保権実行の際に提起される執行文
付与に対する異議の訴えの管轄につき，担保権実行に関す
る請求異議の訴えの管轄の定めを準用する旨定める。カ国
民訴法第３６４条（執行文付与に対する異議の訴え）第２
項が第３６３条（請求異議の訴え）第３項の管轄の定めを
準用するのと同趣旨である。 
（３）本条は，担保権実行の通則として，不動産に対する
担保権実行，船舶に対する担保権の実行，動産に対する担
保権の実行，債権その他財産権に対する担保権の実行に適
用がある。 
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第４９８条（担保権実行の停止及び取消し） 
１ 次に掲げる文書の提出があったときは，執行裁判所又
は執行官は，担保権実行の手続を停止し，かつ既にした
執行処分を取り消さなければならない。 
 一 第４９６条（担保権実行のための執行名義）第一号
に掲げる執行名義を取り消す旨を記載した裁判の正
本 

 二 担保権実行を許さない旨を記載した裁判の正本 
 三 第４９６条（担保権実行のための執行名義）に掲げ
る執行名義に係る和解又は認諾の効力がないことを
宣言する確定判決の正本 

 四 担保権実行をしない旨又はその申立てを取り下げ
る旨を記載した裁判上の和解の正本 

 五 担保権実行の停止及び執行処分の取消しを命ずる
旨を記載した裁判の正本 

２ 次に掲げる文書の提出があったときは，執行裁判所又
は執行官は，担保権実行の手続を停止しなければならな
い。ただし，第二号の場合には停止の効力は，２か月に
限る。 
 一 担保権実行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁
判の正本 

 二 債権者が，第４９６条（担保権実行のための執行名
義）に掲げる執行名義の成立後に，担保権によって担
保される債権の弁済を受け，若しくはその債権の弁済
の猶予を承諾した旨を記載した文書 

３ 第３７０条（強制執行の停止及び取消し）は，担保権
の実行には適用しない。 
４ 第３４５条（取消決定等に対する抗告）の規定は，第
１項の規定により執行処分を取り消す場合については
適用しない。 

 
＜注＞日民執第１８３条，第３９条，第４０条，カ国民訴
法第３７０条（強制執行の停止及び取消し）参照。 
（１）担保権の実行の手続を停止し，又は執行処分を取り
消すには，本条第１項の定める文書の提出が要求される。
担保権の実行の手続を停止し，又は執行処分を取り消すに
は，強制執行の停止及び取消しについて規定する第３７０
条（強制執行の停止及び取消し）は適用されない。 
（２）第１項による執行処分の取り消しは，その原因であ
る取消事由が極めて明瞭であることから，他の取消処分と
は異なり，抗告を認める必要はない。これが第４項の趣旨
である。 
 
 
第４９９条（留置権による強制売却及び換価のための強
制売却） 
 留置権による強制売却及び民法その他の法律の規定に
よる換価のための強制売却は，担保権の実行としての強制
売却について本法が定める規定により行う。 
 
＜注＞日本民事執行法１９５条参照。 
（１）換価のための強制売却とは，債権者の債権の回収（担
保権の実行）のためではなく，その他の必要性のために財
産を換価する場合を指し，その場合にも，公正な換価を行
うために強制売却の方法によることが要請される。例えば，
カンボジア民法草案第２１２条（共有物の分割方法），第

４５８条（自助売却権），第１２７１条（売却による換価）
参照。 
（２）留置権による強制売却は，担保権の実行としての強
制売却について本法が定める規定によるが，第４９６条
（担保権実行のための執行名義）の定めるような「担保権
の実行のための執行名義」は必要としない。 
 
 

第二節 動産に対する担保権の実行 
 
第５００条（動産に対する担保権実行の要件） 
 動産に対する担保権の実行は，執行債権者が，執行官に
対し，第４９６条（担保権実行のための執行名義）に定め
る執行名義を提出しない場合でも，担保の目的たる動産を
提出したとき，又は動産の占有者が差押えを承諾したこと
を証する文書を提出したときには，開始することができる。 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法１９０条参照。 
 第４９６条（担保権実行のための執行名義）は，確定判
決と公正証書を各種の担保権実行に共通の執行名義と定
めているが，かなり高額な動産の場合を別とすると，動産
の売買等の取引をするのに公正証書をいちいち作成する
ことは稀であると思われ，また，確定判決の取得を要求す
ることも担保権者に酷である。そこで，本条は，動産の場
合に限り，担保権者が担保目的物である動産をみずから占
有しているときはその動産を執行官に提出することによ
り，執行官は動産に対する担保権の実行を開始できるとし
ている。また，担保権者が動産の占有を有しないときは，
占有者が差押えを承諾したことを示す文書を取得して担
保権者が執行官に提出したときも，同様とする。 
 
 
第５０１条（動産の差押えに対する執行異議） 
 第５００条（動産に対する担保権実行の要件）により動
産に対する担保権の実行が開始されたときは，その差押え
に対する執行異議の申立てにおいて，動産の所有者又は被
担保債権の債務者は，担保権の不存在又は消滅を理由とす
ることができる。 
 
＜注＞ 
 日本民事執行法１９１条参照。 
 第５００条（動産に対する担保権実行の要件）は動産担
保権者の担保権実行を容易にするための一種の緩和措置
である。そこで，公平を図るため，債務者又は所有者側に
も，請求異議の訴えだけでなく，執行異議（第３４４条（執
行異議）２項）という簡易な手段によって担保権の不存在
又は消滅という実体法上の事由を主張することを認める
趣旨である。執行異議は，本来は手続法違反を主張するた
めの手段であるが，本条の場合はその例外となる。 
 
 
第５０２条（動産に対する担保権実行の申立書の記載事
項） 
 動産に対する担保権実行の申立書には，申立人は，次に
掲げる事項を記載しなければならない。 
 一 執行債権者，執行債務者である当該動産の所有者，
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被担保債権の債務者及び代理人の表示 
 二 担保権及び被担保債権の表示 
 三 担保権実行の対象となる動産及びその所在場所の
表示 

 四 被担保債権の一部について担保権の実行をすると
きは，その旨及びその範囲 

 
＜注＞ 
 日本民事執行規則１７８条１項参照。 
 執行債務者である当該動産の所有者と，被担保債権の債
務者とが，同一人の場合でも，異なる場合でも，常に両方
について記載しなければならない。 
 
 
第５０３条（動産執行に関する規定の適用除外） 
 第３８０条（差押禁止動産），第３８１条（差押禁止動
産の範囲の変更）及び第３９１条（超過差押えの禁止）の
規定は，動産に対する担保権実行の手続には適用しない。 
 
＜注＞ 
 本条の趣旨は，日本民事執行法１９２条と同じである。 
 本編では，第三章は第二章の特則であるので，第三章に
規定がなければ，その性質に反しない限り，第二章の規定
が適用されることになる。そこで，第二章のうち適用除外
される条文のみを掲げている。但し，一般の先取特権の実
行の場合は，債務者の一般財産が対象になりうるので，そ
の性質上，これらの規定も適用されなければならない。 
 
 
第５０４条（簡易な質権実行の手続） 
１ 動産質権者は，民法の簡易な質権実行に関する規定に
基づき，債務の履行地を管轄する始審裁判所に，質物を
もって直ちに債権の弁済に充てることを許可する旨の
決定を申し立てることができる。 
２ 第１項の申立てについて決定をするにあたっては，裁
判所は，質権者，質物の所有者及び被担保債権の債務者
を審尋しなければならない。 
３ 第１項に定める許可の決定をするときは，裁判所は，
民法の簡易な質権実行に関する規定に基づき，あらかじ
め評価人を選任し，質物の評価をさせなければならない。
但し，質権者がみずから質物の評価額を定めて第１項の
申立てをし，質物の所有者がその額に同意したときは，
この限りではない。 
４ 裁判所が第１項の規定により許可の決定をするとき
は，その手続費用は質物の所有者の負担とする。 
５ 第１項に定める許可の決定においては，裁判所は，評
価人の評価額をもって質物を直ちに弁済に充てること
を許可する旨を宣言するとともに，評価人の評価額が弁
済すべき債務及び手続費用の合計額を超えるときは，そ
の差額を質物の所有者に返還すべきことを命じなけれ
ばならない。 
６ 第１項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
７ 第５項の決定は，確定しなければ効力を生じない。 
 
＜注＞ 
 本条は，民法第６編に簡易な質権実行を認める規定があ

ることに対応し，その手続を定めるものである。これは，
本来の担保権実行の手続とは別の手続である。日本非訟事
件手続法第８３条ノ２参照。 
 １項は，簡易な質権実行手続の申立ての内容及び管轄を
明記している。 
 ３項の但し書は，手続の簡素化及び費用の節約を図るこ
とを可能にする趣旨である。これは手続上の措置であり，
民法草案の規定の趣旨に反するものではないと思われる。 
 ５項は，質権者は，評価額から被担保債権額と手続費用
を差し引いて，差額を質物の所有者に支払って精算しなけ
ればならないという趣旨である（カンボジア民法草案第第
８３２条（簡易な質権実行）第２項参照）。なお，手続費
用には鑑定費用も含まれる。５項の許可の決定は，差額の
返還請求権につき，質物所有者のための執行名義となると
解される。 
 
 

第三節 債権及びその他の財産権に対す
る担保権の実行 

 
第５０５条（債権に対する担保権実行の申立書の記載事
項等） 
１ 第４０２条（債権執行の意義・執行裁判所）第１項に
規定する債権に対する担保権の実行の申立書には，第４
０３条（差押決定）第２項及び第３項の規定にかかわら
ず，執行債権者は，次に掲げる事項を記載しなければな
らない。 
一 執行債権者，執行債務者，被担保債権の債務者，第
三債務者及び代理人の表示 
二 担保権及び被担保債権の表示 
三 担保権の実行の対象となる債権の表示 
四 被担保債権の一部について担保権の実行をすると
きは，その旨及びその範囲 

２ 第１項の申立書には，第４９６条（担保権実行のため
の執行名義）に掲げる執行名義の正本を添付しなければ
ならない。 

 
＜注＞日本民事執行法１９３条，日本民事執行規則１７９
条参照。本条は，債権を担保とする担保権の実行の手続要
件を定める。 
 
 
第５０６条（物上代位に基づく債権の差押え） 
１ 担保権を有する者が，目的物の売却，賃貸，滅失若し
くは損傷又は目的物に対する物権の設定により執行債
務者が受けるべき金銭その他の物に対して，民法その他
の法律の規定によってするその権利の行使については，
本条に定めるほか，第５０５条（債権に対する担保権実
行の申立書の記載事項等）の規定による。 
２ 第１項による権利の行使については，申立書に，第５
０５条（債権に対する担保権実行の申立書の記載事項
等）第１項各号に掲げる事項のほか，担保される債権と
差し押さえるべき債権との関連性を記載しなければな
らない。 
３ 動産について担保権を有する者が，第１項によってす
るその権利の行使については，執行債権者は，第５０５
条（債権に対する担保権実行の申立書の記載事項等）第
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２項の規定にかかわらず，第４９６条（担保権実行のた
めの執行名義）に定める執行名義の正本に代えて，担保
権の存在を証する文書の正本を添付することができる。 

 
＜注＞日本民事執行法１９３条，日本民事執行規則１７９
条参照。 
本条は，担保権の目的物が売却，賃貸，滅失，破損等に
よって法律上又は事実上，変形した場合，担保権がそうし
た価値的に変形したもの（例えば，代金請求権，保険金請
求権等）についても効力を及ぼす場合の権利実行の手続要
件を定める。これは，「物上代位」と呼ばれる。カンボジ
アにおいて土地収用法が制定されれば，土地所有権又は土
地利用権に関する補償金支払請求権も物上代位の対象と
なる。カンボジア民法（案）によれば，先取特権，質権，
抵当権は物上代位の効力を有する（それぞれ第７８２条，
第８１７条，第８４９条）。 
 
 
第５０７条（その他の財産権に対する担保権の実行） 
 第４１６条（その他の財産権に対する強制執行）に規定
する財産権を目的とする担保権の実行については，特別の
定めがあるもののほか，第六編第二章第三節（債権及びそ
の他の財産権に対する執行）に定める債権執行の例による。 
 
＜注＞カンボジア王国民事訴訟法第４１６条（その他の財
産権に対する強制執行）参照。日本民事執行法１９３条・
１６７条，日本民事執行規則１８０条・１８０条の２参照。 
 本条は，不動産，船舶，動産及び債権以外の財産権（そ
の他の財産権という）についての担保権の実行の手続を定
める。その他の財産権として，日本法上は，賃借権，著作
権，特許権，会社の社員権，船舶・不動産の引渡請求権等
がある。このような財産権に対する担保権の実行は，特別
の定めがない限り，債権執行の例による（換価方法は売却
命令によることになる）。ただ，各財産権の種類によって，
債権執行とは異なる扱いがされることも多い。例えば，特
許権等第三債務者が観念できないような財産権について
は，差押えの効力は第三債務者への送達ではなく，執行債
務者に対する送達により発生することになる。また，登記
等の対象となる財産権については，不動産等と同様に差押
えの登記嘱託がされる必要がある。その具体的な扱いは，
債権執行の規定を参考にしながら，具体的な財産権の種類
に応じて，裁判所の運用に委ねられる。 
 
 
第５０８条（適用除外） 
 第３８２条（差押禁止債権），第３８３条（差押禁止債
権の範囲の変更）及び第４０４条（差押えの範囲）第２項
は，本節に適用しない。 
 
＜注＞ 
日本民事執行法１９３条・１４６条２項・１５２条・１５
３条参照。 
 
 

第四節 不動産に対する担保権の実行 
 

第５０９条（不動産に対する担保権実行の申立書の記載
事項等） 
１ 不動産に対する担保権の実行の申立書には，申立人は，
次に掲げる事項を記載しなければならない。 
 一 執行債権者，執行債務者である当該不動産の所有者，
被担保債権の債務者及び代理人の表示 

 二 担保権及び被担保債権の表示 
 三 担保権の実行の対象となる不動産の表示 
 四 被担保債権の一部について担保権の実行をすると
きは，その旨及びその範囲 

２ 担保権の実行の申立書には，第４９６条（担保権実行
のための執行名義）に掲げる執行名義の正本のほか，次
に掲げる書類を添付しなければならない。 
一 一般の先取特権

以外の担保権の
実行の場合 

登記簿の謄本 

二 一般の先取特権
の実行の場合 

登記がされた不動産について
は，登記簿の謄本及び，登記
簿に執行債務者以外の者が所
有者として記載されている場
合にあっては，執行債務者の
所有に属することを証する文
書。登記がされていない土地
については，執行債務者の所
有に属することを証する文書

 
＜注＞ 日民執規第１７０条，カ国民訴法第４１７条（不
動産に対する強制執行の対象・方法）第３項参照。 
（１）不動産に対する担保権の実行は，強制売却の方法に
よる。これは，不動産上に担保権を有する執行債権者が，
その担保権の実行として，目的不動産を競売し，その売得
金から優先弁済を受けるという方法で行われ，その手続は，
基本的に，金銭の支払いを目的とする請求権についての強
制執行における不動産に対する強制執行の手続である強
制売却と一致しており，それゆえ，不動産執行としての強
制売却の手続に準じて行われる。したがって，本節に別段
の定めのないかぎり，不動産に対する強制執行の手続の定
め（カ国民訴法第六編第二章第四節）と配当手続（カ国民
訴法第六編第二章第六節）の規定が準用される（後出第５
２０条（不動産執行に関する規定の適用除外）参照）。 
（２）本条でいう担保権とは，抵当権（カ国民法草案第８
４３条以下。根抵当権［カ国民法草案第８６７条ないし第
８８７条］を含む），不動産質権（カ国民法草案第８３４
条ないし第８３９条），一般の先取特権又は特別の先取特
権（不動産の先取特権）である。譲渡担保権（カ国民法草
案第８８８条以下）は含まれない。特に譲渡担保権は，不
動産上に設定することは認められていない（カ国民法草案
第８８８条（譲渡担保権の定義）第１項参照）。留置権に
ついては，第４９９条（留置権による強制売却及び換価の
ための強制売却）参照。 
（３）本条は，不動産に対する担保権の実行としての強制
売却の申立ての際に必要とされる申立書（第３４９条（強
制執行の申立ての方式）第１項）に記載しなければならな
い事項と，その方式について定める。なお，申立ては，不
動産所在地（不動産の共有持分，登記された永借権，用益
権並びにこれらの権利の共有部分については，その登記を
すべき地）を管轄する始審裁判所が執行裁判所として管轄
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する（第４１８条（執行裁判所）が適用される。後掲第５
２０条（不動産執行に関する規定の適用除外）参照）。 
（４）本条第１項第一号ないし第四号に掲げられた，申立
書に記載すべき事項は，必要的記載事項である。申立書に
は，執行債務者である当該不動産の所有者と被担保債権の
債務者とが同一人である場合でも，物上保証のように執行
債務者である当該不動産の所有者と被担保債権の債務者
が異なる場合でも，常に不動産の所有者と被担保債権の債
務者の両方を記載しなければならない。なお，申立ては代
理人が行うこともでき，その場合は，申立書に代理人の表
示が必要となる（本条第１項第一号）。 
（５）申立書に添付する書類として，原則として，既登記
の不動産を目的とする担保権実行の申立ての場合，登記簿
謄本が要求される。これは，その目的不動産が執行債務者
の所有であることを証明させるためである。一般先取特権
の実行の申立ての場合は，目的不動産が執行債務者の一般
財産に属することを証明させるために，目的不動産が執行
債務者の所有に属することを証する文書の添付が要求さ
れる。 
 
 
第５１０条（担保権の実行としての強制売却後に存続す
る権利及び消滅する権利） 
１ 不動産の上の担保物権，用益物権及び賃借権で執行債
権者の担保権に対抗できるものは，担保権の実行として
の強制売却の後も存続する。 
２ 不動産の上の権利は，第１項に定めるもの以外は，売
却により消滅する。 
３ 不動産に係る差押え，仮差押えの執行及び執行債権者
又は仮差押えをした債権者に対抗することのできない
仮処分の執行は，売却によりその効力を失う。 
４ 利害関係を有する者が最低売却価額が定められる時
までに第１項及び第２項の規定と異なる合意をした旨
の届出をしたときは，売却による不動産の上の権利の変
動は，その合意に従う。 

 
＜注＞カ国民訴法第４３１条（売却後に存続する権利及び
消滅する権利），日民執第５９条参照。 
（１）不動産上の物的負担の取扱いについては，引受主義
と消除主義の２つの原則があるが，ここでは，引受主義が
採られている（引受主義が採用される理由は，カ国民訴法
第４３１条（売却後に存続する権利及び消滅する権利）の
注を参照）。引受主義の下では，不動産上の負担のうち，
執行債権者の差押えに対抗できないものは，換価を機に消
滅するが，執行債権者の差押えに対抗できるものは，その
まま存続し，その負担付で買受人は不動産を取得する。そ
して，不動産全体の価額から差押債権に優先する債権の額
を減じたものが，実質的に不動産の現在価額と観念され，
そのことが評価（第４３０条（評価））に際し考慮される。
したがって，担保権の実行手続の開始が担保権を有する債
権者から申し立てられれば，その後の実行手続では，当該
担保権に優先する担保権等は影響を受けず，買受人に引き
受けられる（本条第１項）。逆に，後順位の担保権等は，
消滅する（本条第２項参照）。なお，買受人の責任につい
ては，第４４９条（買受人の責任）参照。 
（２）本条第３項については，第４３１条（売却後に存続
する権利及び消滅する権利）注を参照。 

（３）既に不動産執行又は担保権実行としての強制売却の
開始決定がなされている不動産に対して担保権実行の申
立てがなされて，二重開始決定があった場合に，強制売却
により消滅する権利については，第５１４条（二重開始決
定がある場合の物件明細書の作成等）を参照。 
 
 
第５１１条（不動産執行と担保権実行との二重開始決定） 
１ 第４１９条（開始決定等）により強制売却の開始決定
がされた不動産について担保権の実行の申立てがあり，
これを認容するときは，執行裁判所は，更に強制売却の
開始決定をするものとする。この場合においては，先の
開始決定に関する執行債権者に対し，その旨を通知しな
ければならない。 
２ 先の開始決定に係る強制売却の申立てが取り下げら
れたとき，又は先の開始決定に基づく強制売却の手続が
取り消されたときは，執行裁判所は，後の強制売却の開
始決定に基づいて手続を続行しなければならない。 
３ 第２項の場合において，後の強制売却の開始決定が配
当要求の終期後の申立てに基づくものであるときは，執
行裁判所は，新たに配当要求の終期を定めなければなら
ない。既に第４２３条（催告を受けた者の債権の届出義
務）第１項の届出をした者に対しては，第４２２条（配
当要求の終期及びその変更）第２項の規定による催告は，
要しない。 
４ 先の開始決定に基づく強制売却の手続が停止された
ときは，後の開始決定に係る執行債権者に対し，その旨
を通知しなければならない。この場合において，その執
行債権者の有する担保権が先の執行債権者の差押えに
対抗できるものであるときは，執行裁判所は，申立てに
より，後の強制売却の開始決定に基づいて手続を続行す
る旨の決定をすることができる。 
５ 第４項に定める決定があったときは，執行裁判所は，
執行債務者に対し，その旨を通知しなければならない。 
６ 第４項の申立てを却下する決定に対しては，抗告をす
ることができる。 

 
＜注＞日民執第１８８条・第４７条，カ国民訴法第４２４
条（二重開始決定）・第４２５条（担保権実行と不動産執
行との二重開始決定）参照。 
（１）本条は，既に不動産に対する強制執行（第六編第二
章第四節）として強制売却の申立てがなされ，強制売却手
続の開始決定がなされた不動産について，さらに当該不動
産上の担保権者から担保権の実行としての強制売却の申
立てがあった場合につき規定する。この場合，執行裁判所
は，担保権実行の申立てについても，その申立てを相当と
認めるときは，二重に強制売却手続の開始決定（二重開始
決定）をする。二重開始決定があったことが先行の開始決
定を得た執行債権者に通知されるのは，その債権者が配当
を受けられる額に影響を及ぼすので，他の財産に対する強
制執行をするなどの対策をとる機会を与えるためである
（本条第１項）。 
（２）強制売却される不動産上の担保権は，執行債権者の
差押えに対抗できる限り，売却によって消滅することなく，
売却後も存続するのが原則である（第４３１条（売却後に
存続する権利及び消滅する権利）第１項・第２項参照）。
しかし，本条の規定するように，強制執行としての強制売
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却の開始決定がされた後に担保権実行の申立てがあり，二
重に開始決定がされた場合には，後の申立てをした債権者
の有する担保権及びそれに後れる担保権（用益物権・賃借
権等）は，先の申立てをした債権者の差押えに対抗できる
ものであっても，売却により消滅することとなる（第５１
４条（二重開始決定がある場合の物件明細書の作成等）参
照）。そこで，本条第１項により，先の申立てに基づき開
始された強制売却手続を実施するときにも，このことを前
提として，最低売却価額の決定（第４３２条（最低売却価
額の決定等）），物件明細書の作成（第４３４条（物件明細
書））などをしなければならない。例えば，不動産上に，
１番抵当権，２番抵当権，３番抵当権が設定されており，
一般債権者が当該不動産に対する強制執行の申立てをし
て強制売却開始決定を得たあとに，１番抵当権を有する債
権者が担保権の実行のため強制売却の申立てをしたとす
ると，１番抵当権だけではなく，２番，３番抵当権も消滅
する。 
（３）先行の強制売却手続について，その申立てが取り下
げられたり，売却手続が取り消された場合は，以後，後行
の開始決定に基づき，担保権実行としての強制売却手続が
続行される（本条第２項）。 
（４）先行の強制売却手続が停止された場合は，後行の開
始決定を得た執行債権者の申立ての基礎をなす担保権が
先行の執行債権者の差押えに対抗しうるときは，売却条件
（第４３４条（物件明細書）第１項第二号）に変更がない
から，後行の執行債権者の申立てに基づいて，執行裁判所
が売却手続を続行する旨の決定をなし，これによって売却
手続が続行される（本条第４項）。 
 
 
第５１２条（担保権実行と担保権実行との二重開始決定） 
１ 担保権の実行の開始決定がされた不動産について更
に担保権の実行の申立てがあり，これを認容するときは，
執行裁判所は，更に強制売却の開始決定をするものとす
る。この場合においては，先の開始決定に関する執行債
権者に対し，その旨を通知しなければならない。 
２ 先の開始決定に係る強制売却の申立てが取り下げら
れたとき，又は先の開始決定に基づく強制売却の手続が
取り消されたときは，執行裁判所は，後の強制売却の開
始決定に基づいて手続を続行しなければならない。 
３ 第２項の場合において，後の強制売却の開始決定が配
当要求の終期後の申立てに基づくものであるときは，執
行裁判所は，新たに配当要求の終期を定めなければなら
ない。既に第４２３条（催告を受けた者の債権の届出義
務）第１項の届出をした者に対しては，第４２２条（配
当要求の終期及びその変更）第２項の規定による催告は，
要しない。 
４ 先の開始決定に基づく強制売却の手続が停止された
ときは，後の開始決定に係る執行債権者に対し，その旨
を通知しなければならない。この場合において，後の開
始決定の申立てをする執行債権者の担保権が先の執行
債権者の担保権に対抗できるものであるときは，執行裁
判所は，申立てにより，後の強制売却の開始決定に基づ
いて手続を続行する旨の決定をすることができる。 
５ 第４項に定める決定があったときは，執行裁判所は，
執行債務者に対し，その旨を通知しなければならない。 
６ 第４項の申立てを却下する決定に対しては，抗告をす

ることができる。 
 
＜注＞日民執第１８８条・第４７条，カ国民訴法第４２４
条（二重開始決定）・第４２５条（担保権実行と不動産執
行との二重開始決定）参照。 
（１）本条は，既に担保権者が担保権実行として強制売却
の申立てをし，強制売却手続の開始決定がなされた不動産
について，さらに別の担保権の実行としての強制売却の申
立てがあった場合につき規定する。その取扱いは，既に不
動産執行としての強制売却の開始決定後に担保権の実行
としての強制売却の申立てがあった場合の取扱い（第５１
１条（不動産執行と担保権実行との二重開始決定））に準
ずる。 
 
 
第５１３条（先行する不動産執行又は担保権実行として
の強制売却後に消滅する権利） 
１ 第５１１条（不動産執行と担保権実行との二重開始決
定）第１項の場合において，後の担保権の実行としての
強制売却の申立てが，先の執行債権者の差押えに対抗で
きる担保権に基づくときは，売却により，後の申立てを
した執行債権者の担保権並びにそれに対抗できない他
の担保権，用益物権及び賃借権は消滅する。 
２ 第５１２条（担保権実行と担保権実行との二重開始決
定）第１項の場合において，後の強制売却の申立てが，
先の執行債権者の担保権に対抗できる担保権に基づく
ときは，売却により，後の申立てをした執行債権者の担
保権並びにそれに対抗できない他の担保権，用益物権及
び賃借権は消滅する。 
３ 第１項及び第２項の規定は，後の申立てが先の申立て
に基づく手続の入札又は競り売りの期日の開始後にさ
れたときは，適用しない。 

 
＜注＞日民執第５９条，カ国民訴法第４３１条（売却後に
存続する権利及び消滅する権利）参照。 
（１）本条第１項及び第２項は，既に不動産執行又は担保
権実行の開始決定がなされている不動産に対して更に担
保権実行としての強制売却の申立てがあった場合に，先行
の開始決定に基づいて進行する手続が完結した後に，不動
産上のいかなる権利が消滅するかを規定する。 
（２）本条第１項によれば，例えば，不動産上に，１番抵
当権，２番抵当権，３番抵当権が設定されており，一般債
権者が当該不動産に対する強制執行の申立てをして強制
売却開始決定を得たあとに，１番抵当権を有する債権者が
担保権の実行のため強制売却の申立てをしたとすると，１
番抵当権は，一般債権者の申立てにより開始された当該強
制売却手続において売却代金から配当を受けて消滅する。
それとともに，これに後れる２番抵当権や３番抵当権も強
制売却後消滅する（これらの担保権者は，先の申立てをし
た債権者の差押えに対抗できる限り，優先順位に従い，配
当にあずかることができる。後掲第５１９条（配当を受け
るべき債権者の範囲）参照）。それに対し，１番抵当権者
ではなく，２番抵当権者が後行の担保権実行の申立てをし
た場合は，強制売却後，１番抵当権は，買受人に引き受け
られ，２番抵当権及び３番抵当権は消滅する。 
（３）本条第２項によれば，例えば，不動産上に，１番抵
当権，２番抵当権，３番抵当権が設定されており，３番抵
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当権者が当該不動産に対する担保権実行の申立てをして
強制売却開始決定を得たあとに，それに優先する１番抵当
権を有する債権者が担保権の実行のため強制売却の申立
てをしたとすると，強制売却後，１番抵当権はもとより，
２番抵当権，３番抵当権も消滅する。それに対し，３番抵
当権を有する債権者が先行の担保権実行を申し立て強制
売却手続が開始した後で，２番抵当権を有する債権者が担
保権実行の申立てをした場合は，強制売却後，１番抵当権
は存続し，買受人に引き受けられる。 
（４）以上の説明は，担保権実行としての後の強制売却の
申立てが先行の強制売却の申立てに基づく手続の入札又
は競り売りの期日の開始までになされた場合にのみ，あて
はまる。それに対し，後の担保権実行の申立てが上記の入
札又は競り売りの期日の開始後になされたときは，本条第
１項又は第２項の適用はなく，後掲第５１５条（不動産の
強制売却手続の入札又は競り売り期日の開始後に担保権
実行の申立てがなされた場合の取扱い））に従って処理さ
れる。 
 
 
第５１４条（二重開始決定がある場合の物件明細書の作
成等） 
１ 第５１３条（先行する不動産執行又は担保権実行とし
ての強制売却後に消滅する権利）第１項又は第２項に定
める場合には，執行裁判所は，最低売却価額の決定及び
物件明細書の作成に際し，後の申立てをした執行債権者
の担保権並びにそれに対抗できない他の担保権，用益物
権及び賃借権が売却により消滅することを考慮しなけ
ればならない。 
２ 執行裁判所は，第１項の場合において必要があるとき
は，最低売却価額の決定又は物件明細書の作成をやり直
さなければならない。 

 
＜注＞カ国民訴法第４３０条（評価），第４３２条（最低
売却価額の決定等）及び第４３４条（物件明細書）参照。 
（１）第５１１条（不動産執行と担保権実行との二重開始
決定）及び第５１２条（担保権実行と担保権実行との二重
開始決定）が規定するように，既に強制売却の開始決定の
ある不動産について担保権実行の二重開始決定がある場
合，後の担保権実行は，先の申立てに基づき開始された手
続において実施される。しかし，後の担保権実行の申立て
をした債権者の有する担保権及びそれに後れる担保権等
は，先の申立てをした債権者の差押えに対抗できるもので
であっても，売却により消滅することになる（第５１３条
（先行する不動産執行又は担保権実行としての強制売却
後に消滅する権利）参照）。そのため，先の申立てに基づ
き開始された強制売却手続を実施するときにも，このこと
を前提として，最低売却価額の決定や物件明細書の作成を
しなければならない。 
しかし，後の担保権実行の申立ての時期によっては，先の
申立てに基づき開始された強制売却手続において，後の申
立てをした執行債権者の担保権等の消滅を考慮せずに最
低売却価額の決定や物件明細書の作成などが行われてい
る場合がありうる。そのときは，これらの手続をやりなお
す必要が生ずる。したがって，先の申立てに基づく強制売
却手続の進度に即して，必要な措置がとられなければなら
ず，例えば，上記の事情を考慮せずに最低売却価額が決定

された後で売却の日時が指定されているようなときは，そ
れを変更するとか，最低売却価額の新たな決定に，不動産
の評価が必要なときは，それをやり直すなど，必要な措置
がとられなければならない。その際，第六編第二章第四節
第二款の諸規定が適用される。 
（２）なお，先行の執行手続が相当程度進行した段階で担
保権実行の申立てがなされることがないように，第４２２
条（配当要求の終期及びその変更）第３項により，強制執
行の開始決定に伴い，担保権者に対し担保権実行の意思の
有無につき届け出るよう催告がなされる。 
 また，後の担保権実行の申立てが先行の強制売却手続の
入札又は競り売りの期日の開始後になされた場合には，後
掲第５１５条（不動産の強制売却手続の入札又は競り売り
期日の開始後に担保権実行の申立てがなされた場合の取
扱い）により，後の担保権実行の手続は停止される。この
場合は，先の強制売却手続で買受人による代金納付があれ
ば，本条による不動産評価や最低売却価額の決定，物件明
細書の作成のやり直しは必要ない。 
 
 
第５１５条（不動産の強制売却手続の入札又は競り売り
期日の開始後に担保権実行の申立てがなされた場合の取
扱い） 
１ 第５１１条（不動産執行と担保権実行との二重開始決
定）第１項の定める場合において，担保権の実行として
の強制売却の申立てが，先の強制売却の手続の入札又は
競り売りの期日の開始後になされたときは，執行裁判所
は，その強制売却の開始決定をなすと同時に，後の強制
売却の手続を停止する。ただし，その担保権が先の執行
債権者の差押えに対抗できない場合は，その限りではな
い。 
２ 第５１２条（担保権実行と担保権実行との二重開始決
定）第１項の定めのある場合において，担保権の実行と
しての強制売却の申立てが，先の強制売却の手続の入札
又は競り売りの期日の開始後になされたときは，執行裁
判所は，その強制売却の開始決定をなすと同時に，後の
強制売却の手続を停止する。ただし，後の強制売却の申
立てをした執行債権者の担保権が先の執行債権者の担
保権に対抗できない場合は，その限りではない。 
３ 第１項又は第２項により後の強制売却の手続が停止
されたのち，先の強制売却の手続において代金納付があ
ったときは，執行裁判所は，後の強制売却の手続に関す
る開始決定を取り消す。 

 
＜注＞ 
（１）第５１１条（不動産執行と担保権実行との二重開始
決定）は，既に不動産執行の開始決定に基づき強制売却手
続が進められている不動産につき，担保権実行の申立てが
あった場合の取扱いを規定するが，後行の担保権実行の申
立てが先行の強制売却手続の入札又は競り売りの期日の
開始後になされた場合には，第５１１条（不動産執行と担
保権実行との二重開始決定）と異なる処理をする必要があ
る。なぜなら，既に完了している売却の手続をやり直すな
どにより，これまでの手続が無駄になる可能性があるから
である。そこで，先行する売却手続の帰趨が明らかになる
まで，後の申立てに基づく強制売却手続は停止するものと
する。ただし，後の執行債権者の担保権が先の執行債権者
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の差押えに対抗できない場合は，上記の弊害が生じないか
ら，後の手続の停止は必要でない。 
（２）第５１２条（担保権実行と担保権実行との二重開始
決定）は，既に不動産に対する担保権実行の開始決定に基
づき強制売却手続が進められている不動産につき，更に別
の担保権実行の申立てがあった場合の取扱いを規定する
が，後行の担保権実行の申立てが先行手続の入札又は競り
売りの期日の開始後になされた場合には，（１）と同様，
第５１２条（担保権実行と担保権実行との二重開始決定）
と異なる処理をする必要がある。 
（３）第１項又は第２項により，停止された後行の強制売
却手続は，先行の強制売却手続の申立てが取り下げられた
り，手続が取り消されたときは，開始続行されることにな
るが，先行の強制売却手続で買受人の代金納付がなされた
ときは，後行の強制売却手続は，開始決定を取り消される。
したがって，開始決定が取り消されたときは，担保権実行
の申立てをした執行債権者は，あらためて，執行の申立て
をする必要が生ずる。 
 
 
第５１６条（不動産の賃料債権の差押え） 
１ 強制売却の開始決定により不動産に対し差押えの効
力が生じた場合において，執行債権者が，その不動産の
賃料の支払いを目的とする債権について差押えの申立
てをしたときは，執行裁判所は，その旨の決定をするこ
とができる。この決定は，執行債務者及び賃料の支払義
務を負う者を審尋しないで発しなければならない。 
２ 執行裁判所は，第１項の決定において，執行債務者に
対して賃料の支払いを目的とする債権の取立てその他
の処分を禁止し，賃料の支払義務を負う者に対して執行
債務者への弁済を禁止し，かつ差し押さえられた債権の
全額に相当する金銭を執行裁判所に寄託することを命
じなければならない。 
３ 第１項の決定は，執行債務者及び賃料の支払義務を負
う者に送達しなければならない。 
４ 差押えの効力は，第１項の決定が賃料の支払義務を負
う者に送達された時に生ずる。 

 
＜注＞ 
（１）本条は，不動産に対する担保権実行としての強制売
却の手続が開始されたときに，強制売却が終了する（買受
人の代金納付）までの間の当該不動産の賃料債権を，（担
保権実行をした）執行債権者の申立てに基づいて差し押さ
え，賃借人に賃料を執行裁判所に寄託させた後に，不動産
の売却代金とともに，不動産についての各債権者の順位に
従って配当するという簡易な手続を定める。 
寄託請求だけのために執行債権者に取立訴訟の提起を許
しても提訴のイニシアティブに乏しいし，賃料の取立ての
ためだけに管理人を選ぶことも，それに要するコストを考
えると現実的ではない。その上，不動産が売却されるまで
の短期間のための手続であることを斟酌すると，賃借人が
任意に賃料を裁判所に寄託する場合にのみ機能する手続
でも十分であると考えられる。 
（２）手続の単純化を図ることと，不動産の強制売却手続
では配当すべき債権者の範囲が広いことを考慮して，執行
債権額（被担保債権額）を問わず，賃料債権全額が差し押
さえられるものとされる。 

 
 
第５１７条（賃料債権の差押えの効力） 
１ 第５１６条（不動産の賃料債権の差押え）第１項の規
定により不動産の賃料の支払いを目的とする債権を差
し押さえた執行債権者は，執行債務者に対して同項の決
定が送達された日から１週間を経過したときは，賃料の
支払義務を負う者に対して，差し押さえられた債権の全
額に相当する金銭を裁判所に寄託することを請求する
ことができる。 
２ 第５１６条（不動産の賃料債権の差押え）第１項によ
る差押えの効力は，買受人がその不動産の代金を納付す
るまでの間，執行債務者が差押えの後に受けるべき賃料
に及ぶ。 
３ 賃料の支払いを目的とする債権の債務者が裁判所に
寄託した賃料は，売却代金とする。 

 
＜注＞ 
（１）第５１６条（不動産の賃料債権の差押え）による賃
料債権の差押えの効力は，買受人の代金納付による所有権
移転までの間，存続する。 
 
 
第５１８条（不動産の賃料債権の差押えと債権執行手続
との関係） 
１ 第５１６条（不動産の賃料債権の差押え）第１項の差
押決定が効力を生ずる前に，不動産の賃料の支払いを目
的とする債権について，第４０３条（差押決定）の差押
決定が不動産の賃借人に送達されたときは，その差押決
定の送達前に第５１６条（不動産の賃料債権の差押え）
第１項の差押決定を得た執行債権者の担保権の登記が
なされている場合を除き，第５１６条（不動産の賃料債
権の差押え）第１項の差押決定は効力を生じない。 
２ 不動産の賃料の支払いを目的とする債権について，第
５１６条（不動産の賃料債権の差押え）第１項の差押決
定が効力を生じた後は，その債権につき第４０３条（差
押決定）の規定により差押えをすることができない。 

 
＜注＞ 
（１）本条は，不動産に対する担保権の実行としての強制
売却に伴う賃料債権の差押えと債権に対する強制執行（第
六編第二章第三節）の手続による賃料債権の差押えとの関
係を定める。第１項は，債権執行による賃料債権の差押え
が，不動産に対する担保権の実行としての強制売却に伴う
賃料債権の差押えに先行する場合を定める。この場合は，
債権執行による差押決定の第三債務者たる不動産賃借人
への送達が担保権者の登記より先であれば，原則として，
債権執行が優先し，担保権者の差押決定は効力を生じない。
しかし，担保権の登記が債権執行による差押決定の賃借人
への送達よりも先であれば，担保権者の差押決定が優先す
る。 
（２）第２項は，逆に，第５１６条（不動産の賃料債権の
差押え）の差押えが先行した場合には，賃料のみを債権執
行の手続で差し押さえることはできない旨定める。 
 
 
第５１９条（配当を受けるべき債権者の範囲） 
 担保権の実行としての強制売却の売却代金の配当を受
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けるべき債権者は，第４５３条（配当を受けるべき債権者
の範囲）に定めるもののほか，売却により消滅する担保権
を有する債権者とする。ただし，差押えの効力が生じた後
に登記された担保権を有する債権者は，このかぎりでない。 
 
＜注＞日民執第８７条，カ国民訴法第４５３条（配当を受
けるべき債権者の範囲） 
（１）不動産に対する担保権実行としての強制売却の結果
として，当該担保権のほかに，それに後れる担保権は消滅
するから（前掲第５１０条（担保権の実行としての強制売
却後に存続する権利及び消滅する権利）参照），引受を前
提とした不動産執行の場合の第４５３条（配当を受けるべ
き債権者の範囲）とは違い，強制売却により消滅する担保
権を有する債権者は，配当要求するまでもなく，当然配当
を受けることができる。 
（２）既に強制売却の開始決定がなされた不動産につき，
更に担保権を有する他の債権者が担保権実行の申立てを
した場合（第５１１条（不動産執行と担保権実行との二重
開始決定）・第５１２条（担保権実行と担保権実行との二
重開始決定））も，その申立てをした執行債権者の担保権
及びそれに対抗できない担保権は，強制売却により消滅す
るから（第５１３条（先行する不動産執行又は担保権実行
としての強制売却後に消滅する権利）第１項・第２項），
それらの担保権を有する債権者は，配当要求するまでもな
く，当然配当を受けることができる。 
（３）ただし，（１）又は（２）のいずれの場合において
も，消滅する担保権が強制売却の開始決定による差押えの
効力が生じた後に登記されたものであるときは，その担保
権を有する債権者は，当然には配当にあずかることはでき
ない。 
 
 
第５２０条（不動産執行に関する規定の適用除外） 
 不動産に対する担保権の実行には，第３４９条（強制執
行の申立ての方式）第２項及び第３項，第４１７条（不動
産に対する強制執行の対象・方法）第３項，第４３１条（売
却後に存続する権利及び消滅する権利）第１項並びに第４
５３条（配当を受けるべき債権者の範囲）は適用しない。 
 
＜注＞日民執第１８８条，日民執規第１７３条第１項参照。 
 本編では，第三章は，第二章の特則であるので，第三章
に規定がなければ，その性質に反しないかぎり，第二章の
規定（特に第六編第二章第四節（不動産執行）の規定と第
六編第二章第六節（裁判所による配当手続）の規定）が適
用されることになる。そこで，第二章のうち適用除外され
る条文のみ掲げる。 
 
 

第五節 船舶に対する担保権の実行 
 
第５２１条（船舶に対する担保権実行の申立書の記載事
項等） 
１ 第４５５条（船舶に対する強制執行の申立て及び方
法）第２項の規定にかかわらず，船舶に対する担保権実
行の申立書には，執行債権者は，次に掲げる事項を記載
しなければならない。 
 一 執行債権者，執行債務者である当該船舶の所有者，

被担保債権の債務者及び代理人の表示 
 二 担保権及び被担保債権の表示 
 三 担保権の実行の対象となる船舶の表示 
 四 船舶の所在する場所並びに船長の氏名及び現在す
る場所 

 五 被担保債権の一部について担保権の実行をすると
きは，その旨及びその範囲 

２ 第４５５条（船舶に対する強制執行の申立て及び方
法）第３項の規定にかかわらず，担保権実行の申立書に
は，第４９６条（担保権実行のための執行名義）に掲げ
る執行名義の正本のほか，次に掲げる書類を添付しなけ
ればならない。 
一 一般の先取特権

以外の担保権の
実行の場合 

登記簿の謄本 

二 一般の先取特権
の実行の場合 

登記がされた船舶について
は，登記簿の謄本及び，登記
簿に執行債務者以外の者が所
有者として記載されている場
合にあっては，執行債務者の
所有に属することを証する文
書，登記がされていない船舶
については，執行債務者の所
有に属することを証する文書

３ 執行裁判所は，執行債権者の申立てにより，船舶の占
有者に対し，船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨
を決定により命ずることができる。ただし，執行債権者
に対抗することができる権原により占有していると認
められる者に対しては，この限りでない。 
４ 第３項の申立てについての決定に対しては，抗告をす
ることができる。 
５ 第３項の規定による決定は，相手方に送達される前で
あっても，執行することができる。 

 
＜注＞ 日本民事執行規則１７０条・１７４条参照。カン
ボジア民事訴訟法第３４９条（強制執行の申立ての方式），
第４１７条（不動産に対する強制執行の対象・方法）第３
項，第５０９条（不動産に対する担保権実行の申立書の記
載事項等）参照。 
 
 本条は，船舶に対する担保権の実行としての強制売却の
申立ての方式等について定めるほか，船舶占有者に対する
船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨の決定につい
ても定めている。この船舶占有者に対する船舶国籍証書等
の引渡決定は，船舶に対する担保権の実行の局面では重要
である。執行名義に基づくいわゆる船舶執行は，執行名義
の名宛人以外の独立した占有者には，占有権原の対抗の有
無を問わず，することができない。これに対して，船舶に
対する担保権の実行の場合，申立人に対抗することができ
る権原を有しない者に対しても船舶国籍証書等の引渡決
定ができないものとすれば，事実上，船舶に対する担保執
行をできないものとするに等しいことになる。そこで，本
条３項において，そのような場合に対応するために，
arrestの余地を認めたものである。 
 
 
第５２２条（不動産に対する担保権の実行に関する規定
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の準用） 
 船舶を目的とする担保権の実行としての強制売却につ
いては，特別の定めがあるもののほか，第六編第三章第四
節（不動産に対する担保権の実行）の規定を準用する。 
 
＜注＞ 日本民事執行法１８９条参照。 
 民法上は船舶は動産であるが，資産価値は不動産に匹敵
する上，登記により所有権の得喪・変更等について公示さ
れ，所有権の得喪・変更等の対抗要件として位置づけられ
る。そこで，執行技術上もなるべく不動産と共通のルール
によることが望ましい。そこで，基本となる船舶執行の規
定が適用されることは当然の前提とした上で，船舶を目的
とする担保権の実行としての強制売却については，不動産
に対する担保権の実行に準ずるべきであるところから，本
条は，その規定の準用を定めたものである。船舶の国籍を
問わない。いわゆる便宜置籍船（税金が安いなどの理由で，
実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている
船舶）についても，カンボジア王国の主権が及ぶ範囲内に
所在する限り，本条により，船舶執行されることになる。 
 なお，本条により第六編第三章第四節（不動産に対する
担保権の実行）における不動産執行規定の適用除外規定も
また準用されることになる。 
 
 
第５２３条（読み替え規定） 
 第４５９条（申立て前の船舶国籍証書等の引渡しを命ず
る決定）第２項中「執行力のある執行名義の正本」とある
は，「第４９６条（担保権実行のための執行名義）に規定
する文書」と読み替えるものとする。 
 
＜注＞ 日本民事執行法１８９条参照。 
 
 

第四章 金銭の支払を目的としない請求権につ
いての強制執行 

 
第５２４条（不動産等の引渡しの強制執行） 
１ 不動産又は人の居住する船舶その他の物の引渡しの
強制執行は，目的物の所在地を管轄する始審裁判所に所
属する執行官が執行債務者の目的物に対する占有を解
いて執行債権者にその占有を取得させる方法により行
う。 
２ 第１項の強制執行は，執行債権者又はその代理人が執
行の場所に出頭したときに限り，することができる。 
３ 執行官は，第１項の強制執行をするに際し，執行債務
者の占有する不動産又は船舶その他の物に立ち入り，必
要があるときは，閉鎖した戸を開くため必要な処分をす
ることができる。 
４ 執行官は，第１項の強制執行においては，その目的物
でない動産を取り除いて，執行債務者，その代理人又は
同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわ
きまえのあるものに引き渡さなければならない。この場
合において，その動産をこれらの者に引き渡すことがで
きないときは，執行官は，これを保管しなければならな
い。 
５ 第４項の規定による保管の費用は，執行費用とする。 
６ 第４項に規定する者に同項の動産を引き渡すことが

できないときは，執行官は，動産執行の売却の手続によ
りこれを売却することができる。 
７ 第６項の規定により動産を売却したときは，執行官は，
その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し，そ
の残余をその所属する始審裁判所に寄託しなければな
らない。 
８ 第１項及び第４項の強制執行が終了したときは，執行
官は，執行債務者に対し，その旨を通知しなければなら
ない。 

 
注１） 日本民事執行法１６８条，日本民事執行規則１５
４条参照。 
注２） 本条は，不動産又は人の居住する船舶その他の物
の引渡しの強制執行の方法（直接強制）について定める。
「その他の物」とは，キャンピングカー，トレーラーカー
などの動産で，人が居住しているものをいう。 
注３） 本条に規定された動産以外の動産を目的とする引
渡請求権の強制執行は，第５２５条（動産の引渡しの強制
執行）が規定する。 
注４） 本条による強制執行は，執行官が目的物について，
執行債務者の占有を解いた上で，執行債権者に占有を取得
させるものであり，執行官が目的物の占有を一時的にせよ
取得することは予定していない。したがって本条による執
行は，執行債権者又はその代理人の立会がない限り，行う
ことができない（本条第２項）。 
注５） 本条第４項～第７項は，本条による強制執行の目
的である不動産又は人の居住する船舶その他の物に，家具
や機械など，強制執行の目的ではない動産が存在する場合
に，執行官がそれを排除した上で，目的不動産又は船舶等
を執行債権者に引渡すことを定める。執行官は，原則とし
て，排除した動産を執行債務者等に引渡さなければならな
いが，それができないときは保管した上で，売却し，費用
を控除した残額をその所属する始審裁判所に寄託する。な
お，既に上記の動産を対象として差押え（仮差押え）の執
行がされていた場合には，２種類の執行が競合することに
なるので，厳密に２つの手続を調整するためには，本条に
よる執行処分をした執行官から前の差押え（仮差押え）を
した執行官に通知をすることが必要となる（日本民事執行
規則１５１条）。しかし稀な事態であるので明文の規定を
置くまでもないであろう。 
注６） 強制執行の目的である土地の上に，建物が存在す
る場合には，土地の引渡しを命ずる執行名義の強制執行と
して，本条の手続により建物を収去することは，できない。
この場合には土地の引渡しだけではなく，建物の収去を命
ずる執行名義が必要である。建物の収去を命ずる執行名義
の強制執行は，第５２７条（代替執行）又は第５２８条（間
接強制）により行う。 
注７） 第８項による通知は，送達のように厳格な方式を
必要とせず，任意の方法ですることができる。執行の現場
に執行債務者がいれば，口頭で終了の事実を告げれば足り
る。 
 
 
第５２５条（動産の引渡しの強制執行） 
１ 第５２４条（不動産等の引渡しの強制執行）第１項に
規定する動産以外の動産の引渡しの強制執行は，その動
産の所在地を管轄する始審裁判所に所属する執行官が
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執行債務者からこれを取り上げて執行債権者に引き渡
す方法により行う。 
２ 第１項の強制執行をする場所に執行債権者又はその
代理人が出頭しない場合において，当該動産の種類，数
量等を考慮してやむを得ないと認めるときは，執行官は，
強制執行の実施を留保することができる。 
３ 執行官は，動産の引渡しの強制執行の場所に執行債権
者又はその代理人が出頭しなかった場合において，執行
債務者から動産を取り上げたときは，これを保管しなけ
ればならない。 
４ 第３８４条（動産執行の開始）第６項，第３８５条（執
行債務者の占有する動産の差押え）第２項及び第５２４
条（不動産等の引渡しの強制執行）第４項から第８項ま
での規定は，第１項の強制執行について準用する。 

 
注１） 日本民事執行法１６９条，日本民事執行規則１５
５条参照。 
注２） 本条は，第５２４条（不動産等の引渡しの強制執
行）に規定する「人の居住する船舶その他の物」以外の動
産を目的とする引渡請求権の強制執行の方法（直接強制）
について定める。第５２４条（不動産等の引渡しの強制執
行）による場合と異なる点は，執行官が執行債務者から取
り上げた動産を保管する（占有を一時的に取得する）場合
が想定されていること（本条第１項・第３項。第５２４条
（不動産等の引渡しの強制執行）第２項対照）である。も
っとも，執行債権者又はその代理人が出頭しないと，執行
官だけでは目的動産の運搬や保管が困難であるような場
合には，執行官は，強制執行の実施を留保し，改めて執行
実施の期日を定めることができる（本条第２項）。 
 
 
第５２６条（目的物を第三者が占有する場合の引渡しの
強制執行） 
１ 第三者が強制執行の目的物を占有している場合にお
いてその物を執行債務者に引き渡すべき義務を負って
いるときは，物の引渡しの強制執行は，執行裁判所が，
執行債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ，
請求権の行使を執行債権者に許す旨の決定をする方法
により行う。 
２ 第４０２条（債権執行の意義・執行裁判所）第３項及
び第４項，第４０３条（差押決定），第４０５条（第三
債務者の陳述の催告），第４０６条（債権証書の引渡し）
並びに第４１０条（金銭の支払を目的とする債権の取立
て）第１項，第２項及び第４項の規定は，第１項の強制
執行について準用する。 

 
注１） 日本民事執行法１７０条，日本民事執行規則１５
６条参照。 
注２） 強制執行の目的物を執行名義に記載された当事者
以外の第三者が占有している場合には，その第三者に執行
名義の執行力が及ぶ場合（第３５１条（強制執行をするこ
とができる者の範囲）第１項第２号・第３号又は第２項に
当たる場合）は別として，その執行名義によって第三者に
対して引渡しの強制執行をすることはできない。本条は，
このような場合でも，第三者がその物を執行債務者に引き
渡すべき義務を負っている場合には，執行債務者の第三者
に対する引渡請求権を差し押さえ，執行債権者に引渡請求

権の行使を許す，という方法によって，強制執行をするこ
とができる旨を定めたものである。 
注３） 執行債権者の請求にもかかわらず，第三者が引渡
しを拒む場合には，執行債権者は第三者を被告として引渡
しを求める訴え（第４１２条（取立訴訟）参照）を提起し，
その勝訴判決を執行名義として，第５２４条（不動産等の
引渡しの強制執行）又は第５２５条（動産の引渡しの強制
執行）により強制執行をすることになる。 
 
 
第５２７条（代替執行） 
１ 債務が作為を内容とする場合で，これを債務者に代っ
て第三者にさせることができるときは，その強制執行は，
執行債権者の申立てにより，執行裁判所が，執行債務者
の費用でその行為を第三者に代りにさせることを執行
債権者に許可する旨の決定をする方法により行う。 
２ 第１項の執行裁判所は，第３６３条（請求異議の訴え）
第３項第１号又は第３号に掲げる執行名義の区分に応
じ，それぞれ当該各号に定める裁判所とする。 
３ 執行裁判所は，第１項の決定をする場合には，執行債
務者を審尋しなければならない。 
４ 執行裁判所は，第１項の決定をする場合には，申立て
により，執行債務者に対し，その決定に掲げる行為をす
るために必要な費用をあらかじめ執行債権者に支払う
べき旨を命ずることができる。 
５ 第１項の強制執行の申立て又は第４項の申立てにつ
いての裁判に対しては，抗告をすることができる。 
６ 第３３８条（執行官等の職務の執行の確保）第２項の
規定は，第１項の決定を執行する場合について準用する。 
７ 第１項から第６項までの規定は，債務が不作為を内容
とする場合において，執行債権者が，執行債務者の費用
で，不作為義務違反行為の結果の除去，不作為義務違反
行為の防止のための物的施設の設置その他適当な措置
を求めるときに，これを準用する。 

 
注１） 日本民事執行法１７１条参照。 
注２） 本条による強制執行の対象となる作為義務とは，
その内容からいって，執行債務者自身ではなく第三者がそ
の作為をすることでも，目的を達することができる場合で
ある。土地上の建物や工作物の取壊し（収去）をする義務
などが，その適例である。執行債務者自らがしなければ目
的を達することができない作為義務 ── たとえば，俳
優が劇場に出演する義務，画家が絵を描く義務など ── 
の強制執行は，第５２８条（間接強制）の間接強制の方法
によるしかない。 
注３） 不作為を命ずる執行名義の強制執行は，不作為義
務そのものの強制のためには間接強制（第５２８条（間接
強制））の方法によることとなる。しかし，既に違反行為
がなされその結果が残っている場合 ── たとえば，土
地上に工作物を設置しない義務に違反して，工作物を設置
した場合 ── にそれを除去させたり，将来に向けて違
反行為の防止のための施設 ── たとえば，一定レベル
を越える騒音を発生させない義務の履行を確保するため
の防音設備 ── を設置させる場合には，本条第７項に
より代替執行の方法で執行することが可能である。 
注４） 意思表示をする義務の強制執行については，第５
２９条（意思表示の擬制）に定められており，本条の対象
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外である。 
 
（参考）カンボジア王国民法典草案 第３９６条 
第３９６条（裁判所による履行の強制命令） 
 債権者は，債務者が債務を任意に履行をしないときは，
債務の性質が強制履行を許さない場合を除き，強制履行を
求めることができる。強制履行の手続きは民事訴訟法の定
めるところによる。 
 
 
第５２８条（間接強制） 
１ 作為又は不作為を目的とする債務についての強制執
行は，執行裁判所が，執行債務者に対し，遅延の期間に
応じ，又は相当と認める一定の期間内に履行しないとき
は直ちに，債務の履行を確保するために相当と認める一
定の額の金銭を執行債権者に支払うべき旨を命ずる決
定をする方法によっても行うことができる。 
２ 第１項の執行裁判所は，第３６３条（請求異議の訴え）
第３項第１号又は第３号に掲げる執行名義の区分に応
じ，それぞれ当該各号に定める裁判所とする。 
３ 事情の変更があったときは，執行裁判所は，執行債権
者又は執行債務者の申立てにより，第１項の規定による
決定を変更することができる。 
４ 執行裁判所は，第１項又は第３項の規定による決定を
する場合には，申立ての相手方を審尋しなければならな
い。 
５ 第１項の規定により命じられた金銭の支払があった
場合において，債務不履行により生じた損害の額が支払
額を超えるときは，執行債権者は，その超える額につい
て損害賠償の請求をすることができる。 
６ 第１項の強制執行の申立て又は第３項の申立てにつ
いての裁判に対しては，抗告をすることができる。 

 
注１） 日本民事執行法１７２条参照。 
注２） 本条による強制執行は，意思表示をする義務（第
５２９条（意思表示の擬制）参照）を除き，広く作為又は
不作為を内容とする義務を対象とする。代替執行（第５２
７条（代替執行））が可能な場合でも，それによらずに，
本条の間接強制によることができる。どちらの方法による
かは，執行債権者が執行の申立てをする際に選択する（第
３４９条（強制執行の申立ての方式）２項３号・５号）。 
注３） 本条第４項にいう「申立ての相手方」とは，執行
債権者が申立てをした場合には執行債務者を意味し，執行
債務者が申立てをした場合には執行債権者を意味する。 
 
 
第５２９条（意思表示の擬制） 
１ 意思表示をすべきことを執行債務者に命ずる判決若
しくは決定が確定し，又は執行債務者が意思表示をすべ
き旨の和解若しくは認諾に基づく執行名義が成立した
ときは，執行債務者は，その確定又は成立の時に意思表
示をしたものとみなす。ただし，意思表示を求める請求
権が，停止条件付又は不確定期限付であるときは，第３
５６条（特別執行文）第１項の規定により執行文が付与
された時に意思表示をしたものとみなす。執行債務者の
意思表示が執行債権者の反対給付と引換えになすべき
ときは，本条第２項又は第３項の規定により執行文が付

与された時に意思表示をしたものとみなす。 
２ 執行債務者の意思表示が執行債権者の反対給付と引
換えになすべき場合においては，執行文は，執行債権者
が反対給付又はその提供のあったことを証する文書を
提出したときに限り，付与することができる。 

 
注１） 日本民事執行法１７３条参照。 
注２） 意思表示をすることを執行債務者に命ずる執行名
義の強制執行は，一定の時点で意思表示がなされたものと
擬制することで，観念的に行なわれる。擬制の効果が生ず
る時点は，執行名義の種類によって異なり，原則として，
判決又は決定の場合はそれが確定した時，和解又は認諾の
場合はそれが成立した時である。 
注３） 意思表示を求める請求権が，条件付又は不確定期
限付であるときは，裁判が確定し又は執行名義の成立した
だけでなく，その事実の証明に基づく特殊執行文が付与さ
れた時にはじめて意思表示があったものと擬制する。なお，
意思表示を求める請求権が確定期限付の場合（「○年○月
○日限り意思表示をせよ」という内容の執行名義の場合）
で，執行名義の成立時点でまだ期限が到来していなかった
ときには，その期限の到来により意思表示があったものと
擬制する。 
注４） 一般には，反対給付の履行又は提供は，執行文付
与の要件ではなく，執行開始の要件であり，執行機関が調
査すれば足りる（第３６１条（執行機関が調査すべき執行
開始の要件））。しかし，意思表示を命ずる執行名義の場合
は，その執行は意思表示を擬制するという観念的なもので
あり，現実の手続が行なわれないので，反対給付の履行又
は提供についても，執行文付与の要件として，擬制の効果
を発生させる前に，この点を調査判断することとした（本
条第２項）。 
注５） 日本において，意思表示の擬制による強制執行が
行なわれる典型的な事例は，登記申請手続をすることを内
容とする執行名義の場合である。不動産の買主が売主を被
告として所有権移転登記申請手続をすることを求める訴
えで勝訴し，判決が確定した場合がこれに当たる。これは，
日本では，不動産登記法において，登記の申請は登記権利
者（上記の例では買主）と登記義務者（上記の例では売主）
とが共同して登記官に対して移転登記を申請する（意思表
示をする）ことによって，登記官が登記簿に記入（移転登
記）をする，という仕組になっていること（共同申請主義）
に由来する。上記の例では，被告（売主）に移転登記申請
手続を命じた判決が確定すると，被告の申請行為がなされ
たものと擬制されるので，原告（買主）は自らの登記申請
書とこの確定判決とを登記官に提出することによって，移
転登記を得ることができる。なお，この関係で本条第２項
が適用されるのは，たとえば，不動産につき代金の支払い
と引き換えに所有権移転登記申請手続をすることを命ず
る執行名義の場合である。 
 
 
第七編 保全処分 

第一章 通則 
 
第５３０条（趣旨） 
 執行債務者の財産の現状が変更されることによって，強
制執行ができなくなり若しくは著しく困難になるおそれ
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があるとき，又は権利関係につき争いがあることによって，
当事者の一方の地位に著しい損害若しくは急迫な危険を
生ずるおそれがあるときは，自己の権利を保全しようと思
う者は，他の法律に特別の定めがある場合のほか，本編の
定めるところに従い，保全処分を求めることができる。
（１） 
 
注（１）日本民事保全法第１条参照。 
 
 
第５３１条（保全処分の種類） 
保全処分とは次の各号に定めるものをいい，その内容は
それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 仮差押え 金銭の支払を目的とする債権

の強制執行を保全するために
債務者の財産の処分を制限す
る処分 

二 係争物に関する
仮処分 

係争物の現状の変更により，
債権者が権利を実行すること
ができなくなるおそれがある
とき，又は権利を実行するの
に著しい困難を生ずるおそれ
があるときにその係争物の現
状を維持させる処分 

三 仮の地位を定め
る仮処分 

争いがある法律関係について
債権者に生ずる著しい損害又
は急迫の危険を避けるために
必要があるときに判決の確定
までの仮の状態を定める処分 

 
＜注＞ 
日本民事保全法１条，２０条，２３条１項及び２項を参考
として，３種類の保全処分の内容を表したものである。第
５４５条（仮差押決定の必要性）及び第５４８条（仮処分
決定の必要性等）と関連する。 
被保全権利が金銭債権かそうでないかにより，仮差押えと
仮処分とが区別される。もっとも機能的には，仮差押えと
係争物に関する仮処分とは将来における強制執行の困難
や不能を避けるための処分である点で共通する。係争物に
関する仮処分の例としては，特定の動産の引渡請求権を保
全するための占有移転禁止〔さらに執行官保管〕仮処分が
ある。 
仮の地位を定める仮処分は，権利関係の確定の遅れによる
損害や不利益のうち将来の強制執行の困難や不能以外の
ものを避けるためのものである。例としては，労働者につ
いて解雇の有効性が争われている場合の労働者としての
地位保全の仮処分や賃金仮払いの仮処分があり，後者は被
保全権利について仮の満足を受けさせる保全処分である
ことから満足的仮処分といわれる。 
 
 
第５３２条（保全処分の機関） 
１ 保全処分における決定は，申立てにより，裁判所が行
う。 
２ 保全処分の執行は，申立てにより，裁判所又は執行官
が行う。 
３ 本編の規定により保全処分の執行を行うべき裁判所

を保全執行裁判所とする。 
４ 第３３６条（執行機関）第４項の規定は，執行官が行
う保全処分の執行に準用する。 

 
＜注＞ 
 日本民事保全法第２条に対応する規定である。内容につ
いては，第３３６条（執行機関）及び同条の注を参照。 
本案の裁判が控訴審に係属しているときにはその控訴裁
判所が保全処分の執行を行う場合もありうることから，第
３項は保全執行裁判所を始審裁判所に限定をしていない。 
 
 
第５３３条（専属管轄） 
本編に規定する裁判所の管轄は，専属とする。 

 
＜注＞ 
日本民事保全法６条に対応する。保全決定の発令（第５４
５条（仮差押決定の必要性））及び保全執行については，
緊急に行う必要があることから，当事者の合意で管轄を変
更することを認めない趣旨である。第３４６条（専属管轄）
と同趣旨である。 
 
 
第５３４条（申立ての方式） 
次に掲げる申立ては，書面でしなければならない。 
一 保全決定の申立て 
二 保全決定の申立てを却下する決定に対する抗告 
三 保全異議の申立て 
四 保全決定の取消しの申立て 
五 第５６１条（抗告）に定める抗告 
六 保全執行の申立て 

 
＜注＞ 
日本民事保全規則第１条に対応する。保全処分に関する手
続における基本的な申立てについては，明確性を確保する
ために，書面で行うことを必要としている。 
 
 
第５３５条（保全処分の手続に関する裁判等） 
１ 保全決定に関する手続又は保全執行に関し裁判所の
行う手続に関する裁判は，決定でする。 
２ 保全執行裁判所は，執行処分をするに際し，必要があ
ると認めるときは，利害関係を有する者その他参考人を
審尋することができる。 
３ 執行官が行う執行処分に対する不服申立てについて
の裁判を始審裁判所がする場合も，第１項及び第２項と
同様とする。 

 
＜注＞ 
 全体として第３３７条（執行裁判所等の裁判等）に準じ
た規定である。 
 第１項は，日本民事保全法３条と同様の規定である。保
全処分の手続は迅速に行う必要があることから，すべて決
定の形式で裁判をする。 
 
 
第５３６条（担保の提供） 
この編の規定により担保を立てるには，当事者は，担保
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を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所に，
金銭又は裁判所が相当と認める有価証券を寄託する方法
によらなければならない。 
 
＜注＞ 
日本民事保全法４条１項本文に対応する。担保提供の方法
については第７１条（担保の提供方法及び担保の変換）が
定めており，本条はどこの裁判所に寄託すべきかを定める
ものである。なお第３７７条（担保の提供）参照。 
 
 
第５３７条（保全処分の費用等） 
１ 保全決定を申し立てる場合には，申立人は，５０００
リエルの手数料を裁判所に納めなければならない。 
２ 保全執行裁判所に対し保全執行の申立てをするとき
は，申立人は，保全執行の手続に必要な費用として保全
執行裁判所の定める金額を予納しなければならない。 
３ 申立人が費用を予納しないときは，保全執行裁判所は，
保全執行の申立てを却下し，又は保全執行の手続を取り
消すことができる。 
４ 第３項の規定により申立てを却下する決定に対して
は，抗告をすることができる。 
５ 執行官に対して保全執行の申立てを行う場合には，申
立人は，別に定めるところにより，手数料を納めなけれ
ばならない。 

 
＜注＞ 
 保全処分に係る費用については，原則として，第６１条
（申立て手数料）の規定を除いて，第一編第四章（訴訟費
用）の規定が適用されることになる。即ち，保全手続にお
いては発令と執行とが一体であることから，保全決定及び
保全執行を通じて，裁判所及び執行官の申立て手数料，こ
れ以外の裁判費用及び当事者費用について，保全決定が認
められればその相手方，保全命令申立てが棄却されれば申
立人が負担することになる。なお，執行費用については本
条第２項・第３項に特則があることから，一般原則である
第６２条（手数料以外の裁判費用）の第３項・第４項の適
用は排除される。 
 第１項は，日本民訴費用法別表第一第１１項の２ロに対
応する。なお執行機関が裁判所の場合には，保全執行の手
数料も含むことになる。 
 第２項から第４項は，保全執行費用の予納については強
制執行費用（第３７５条（予納））と概ね同じルールに服
することを示すものである。具体的には，第３７３条（手
数料以外の費用）が定める手数料以外の費用についてであ
る。 
 第５項は，第３７２条（申立て手数料）第２項と同様に，
執行官は裁判所職員であり，かつ手数料制をとることを前
提とするものである。執行官の手数料や費用のみならず，
職務の範囲や執行官の処分に対する不服申立てその他の
事項について定める執行官法を別途定める必要がある。 
 
 
第５３８条（保全処分の事件の記録の閲覧等） 
１ 保全決定に関する手続又は保全執行に関し裁判所の
行う手続について，利害関係を疎明した者は，裁判所に
対し，手数料を納付して事件の記録の閲覧若しくは謄写，

その正本，謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事
項の証明書の交付を請求することができる。 
２ 執行官の行う保全執行について，利害関係を疎明した
者は，執行官に対し，手数料を納付して事件の記録の閲
覧若しくは謄写，その正本，謄本若しくは抄本の交付又
は事件に関する事項の証明書の交付を請求することが
できる。 

 
＜注＞ 
 第１項は日本民事保全５条本文に，第２項は日本執行官
法１８条にそれぞれ対応する。 
 なお日本民事保全法５条但書は，「ただし，（保全処分
を申し立てた者）以外の者にあっては，保全命令の申立て
に関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の
指定があり，又は債務者に対する保全命令の送達があるま
での間は，この限りでない。」と定めており，保全処分の
密行性に配慮している。ただし，保全処分を申し立てた者
以外の者が，早い段階で保全処分の申立てを知り，その記
録の閲覧等を求めるということは極めて稀であると思わ
れることから，本法からは外してある。 
 
 
第５３９条（第二編から第四編の規定の準用） 
特別の定めのある場合を除き，保全処分の手続に関して
は，第二編から第四編の規定を準用する。 
 
＜注＞ 
第二編（第一審の訴訟手続），第三編（上訴）及び第四編
（再審）の各編に含まれている規定で，性質上，保全処分
の手続にも適用すべき条文がある。したがって，本条は，
この第七編に特別の規定がない限り，第二編から第四編の
規定が保全処分の手続にも準用されることを定めている。
準用される条文の例としては，決定手続では口頭弁論は必
要的ではない旨及びその場合の審尋について定める第１
１４条（口頭弁論の必要性）１項但書及び同条第２項，決
定の告知に関する第２１３条（決定の告知），期日・期間・
送達について定める第二編第八章，抗告について定める第
三編第四章（ただし第七編第二章第六節（抗告）に特別の
定めのないもの）を挙げることができる。 
 
 

第二章 保全決定 
第一節 通則 

 
第５４０条（管轄裁判所） 
１ 保全決定事件は，本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する始審裁
判所が管轄する。 
２ 本案の管轄裁判所は，第一審裁判所とする。ただし，
本案が控訴審に係属するときは，控訴裁判所とする。 
３ 仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権であると
きは，その債権は，第三債務者の第８条（住所等によっ
て定まる管轄）所定の地にあるものとする。ただし，船
舶又は動産の引渡しを目的とする債権は，その物の所在
地にあるものとする。 
４ 第３項本文の規定は，仮に差し押さえるべき物又は係
争物が第４１６条（その他の財産権に対する強制執行）
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所定の財産権で第三債務者又はこれに準ずる者がある
場合について準用する。 

 
〈注〉 
日本民事保全法１２条，第４０２条（債権執行の意義・執
行裁判所）参照。 
本条は，保全決定事件の管轄裁判所について規定したもの
である。 
本案が上告審に係属するときは，第一審が「本案の管轄裁
判所」となる。このように，本案が係属する裁判所と異な
る審級の裁判所に保全決定の申立てがなされ，審理が行わ
れる場合であっても，本案の事件記録が保全事件を扱う裁
判所に送付されることはない。保全決定を求める申立人は，
あらためて必要な書類を提出すべきである。 
 
 
第５４１条（申立書の記載事項及び疎明） 
１ 保全決定の申立書には，次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。 
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人
の氏名及び住所 
二 求める保全決定の内容 
三 保全すべき権利又は法律関係 
四 保全の必要性 
２ 第１項第三号及び第四号については，これを具体的に
記載し，かつ，立証を要する事由ごとに証拠を記載する
よう努めなければならない。 
３ 第１項第三号及び第四号については，これを疎明しな
ければならない。 

 
〈注〉 
日本民事保全法１３条，日本民事保全規則１条・１３条，
カンボジア民事訴訟法第７５条（訴え提起の方式・訴状の
記載事項）参照。 
本条は，保全決定の申立書の記載事項等について定めたも
のである。保全決定の発令要件は，被保全権利及び保全の
必要性であって，この両者を申立人は疎明しなければなら
ない。疎明の意義については，カンボジア民事訴訟法第１
３１条（疎明）及び同条の＜注＞参照。 
 
 
第５４２条（保全決定の担保） 
 保全決定は，担保を立てさせて，又は担保を立てさせな
いですることができる。 
 
〈注〉 
日本民事保全法１４条参照。本条は保全決定における担保
の扱いについて定めたものである。 
 
 
第５４３条（送達） 
 裁判所は保全決定を当事者に送達しなければならない。 
 
〈注〉 
日本民事保全法１７条参照。カンボジア民事訴訟法第２１
３条（決定の告知）１項によれば，決定は告知をすること
によって効力を生ずることとされているが，保全決定の重
要性に鑑み，その内容を確実に当事者に了知させ，その証

明方法を当事者に残すようにするために，送達を義務づけ
た。 
 
 
第５４４条（却下の裁判に対する抗告） 
１ 保全決定の申立てを却下する裁判に対しては，債権者
は，告知を受けた日から２週間の期間内に，抗告をする
ことができる。 
２ 第１項の期間は，伸長することができない。 
 
〈注〉 
日本民事保全法１９条参照。カンボジア民事訴訟法第３０
３条（抗告期間）によれば，抗告期間は１週間とされてい
るが，保全決定の申立てを却下する裁判については，事案
の複雑性を考慮して，２週間とした。 
保全決定の申立てを却下する裁判には，不適式な保全決定
申立書面を却下する決定や，保全決定の申立てを理由なし
として却下する（理論的には棄却）決定を含む。 
 
 

第二節 仮差押決定 
 
第５４５条（仮差押決定の必要性） 
１ 仮差押決定は，金銭の支払を目的とする債権について，
強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき，
又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれが
あるときに発することができる。 
２ 仮差押決定は，第１項の債権が条件付又は期限付であ
る場合においても，これを発することができる。 

 
〈注〉 
日本民事保全法２０条，カンボジア民事訴訟法第５３０条
（趣旨）の注，第５３１条（保全処分の種類）の注参照。 
 
 
第５４６条（仮差押決定の対象） 
 裁判所は目的物を特定して仮差押決定を発しなければ
ならない。ただし，動産の仮差押決定は，目的物を特定し
ないで発することができる。 
 
〈注〉 
日本民事保全法２１条参照。本条にいう目的物には，債権
も含む。 
 
 
第５４７条（仮差押解放金） 
１ 仮差押決定においては，裁判所は，仮差押えの執行の
取消しを得るために債務者が寄託すべき金銭の額を定
めなければならない。 
２ 第１項の金銭の寄託は，仮差押決定を発した裁判所又
は保全執行裁判所にしなければならない。 

 
〈注〉 
日本民事保全法２２条参照。仮差押えは，金銭債権の強制
執行を保全するものであるから，当該金銭債権に相当する
金銭の寄託がされれば，債権者に損害は生じない。他方，
債務者にとって，その所有する物件が仮差押えによって処
分が禁止されれば，さまざまな不利益が生ずることになる
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ため，上記の金銭の寄託で仮差押えの効力から解放される
メリットは少なくない。こうした考慮のもとに，本条が設
けられている。 
 
 

第三節 仮処分決定 
 
第５４８条（仮処分決定の必要性等） 
１ 裁判所は，係争物の現状の変更により，債権者が権利
を実行することができなくなるおそれがあるとき，又は
権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがある
ときに，係争物に関する仮処分決定を発することができ
る。 
２ 裁判所は，争いがある法律関係について債権者に生ず
る著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要
とするときに，仮の地位を定める仮処分決定を発するこ
とができる。 
３ 第５４５条（仮差押決定の必要性）第２項の規定は，
仮処分決定について準用する。 
４ 第２項の仮処分決定については，裁判所は，口頭弁論
又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経な
ければ，発することができない。ただし，その期日を経
ることにより仮処分決定の申立ての目的を達すること
ができない特別の事情があるときは，この限りでない。 

 
〈注〉 
日本民事保全法２３条参照。本条１項・２項は，仮処分決
定の必要性につき，係争物に関する仮処分決定と仮の地位
を定める仮処分決定とで書き分けたものである。３項は，
債権が条件付又は期限付である場合においても，これを発
することができる旨の仮差押決定の規定を準用するもの
である。４項は，保全処分の審理は密行性が基本であるが
（したがって，カンボジア民事訴訟法第３条（審問請求権，
対審審理の原則）は，保全処分の審理には，そのまま適用
されない），仮の地位を定める仮処分決定の重大性に鑑み，
この場合の相手方の防御の機会を原則として保障したも
のである。その意味で，フランス法のレフェレに類するも
のといえる。 
 
 
第５４９条（仮処分の方法） 
 裁判所は，仮処分決定の申立ての目的を達するために必
要な限度で，債務者に対し一定の行為を命じ，若しくは禁
止し，若しくは給付を命じ，又は保管人に目的物を保管さ
せる処分その他の処分をすることができる。 
 
〈注〉 
日本民事保全法２４条参照。本条は，係争物に関する仮処
分と仮の地位を定める仮処分を通じて，裁判所がすること
のできる仮処分決定の内容を定めたものである。債務者へ
の影響の大きさを勘案し，債権者の申立ての目的を達する
ために，必要かつ最小限のものにとどめるべきである。 
 仮処分の具体的方法は，（１）債務者に対し一定の行為
を命じること，（２）債務者に給付を命じること，（３）保
管人に目的物を保管させること，（４）その他の必要な処
分をすること，となる。 
（１）「債務者に対し一定の行為を命じること」とは，債

務者に対して一定の作為・不作為を命じることである。例
えば，工作物の撤去や建築禁止，通行禁止などがある。 
（２）「債務者に給付を命じること」とは，物の引き渡し
や金銭の支払いなどのように，直接強制に親しむ行為を命
じることである。 
（３）「保管人に目的物を保管させること」とは，係争物
の占有を債務者から保管人に移すことである。係争物の現
状維持を図るためによく利用される。執行官の保管が典型
であるが，債権者の保管や第三者の保管ということもあり
得る。なお，執行官保管の場合に，債務者に目的物の使用
を許す旨の仮処分決定がなされることがある。 
（４）「その他の処分」とは，例えば，債権の取立禁止仮
処分決定の場合では，第三債務者に対して弁済禁止を命ず
ることが必要な処分であり，係争物について執行官保管の
場合では，公示をさせることがこれに該当する。 
 
 

第四節 保全決定に対する異議 
 
第５５０条（保全決定に対する異議の申立て） 
 保全決定に対しては，債務者は，その決定をした裁判所
に異議を申し立てることができる。 
 
〈注〉 
日本民事保全法２６条参照。第５３４条（申立ての方式）
により，保全決定に対する異議の申立ては書面でしなけれ
ばならない。 
 
 
第５５１条（保全執行の停止の裁判等） 
１ 保全決定に対する異議の申立てがあった場合におい
て，保全決定の取消しの原因となることが明らかな事情
及び保全執行により償うことができない損害を生ずる
おそれがあることにつき疎明があったときに限り，裁判
所は，申立てにより，保全決定に対する異議の申立てに
ついての決定において第３項の規定による裁判をする
までの間，担保を立てさせて，保全執行の停止又は執行
処分の取消しを命ずることができる。 
２ 抗告裁判所が保全決定をした場合において，事件の記
録が原裁判所に存するときは，その裁判所も，第１項の
規定による裁判をすることができる。 
３ 裁判所は，保全決定に対する異議の申立てについての
決定において，既にした第１項の規定による裁判を取り
消し，変更し，又は認可しなければならない。 

 
〈注〉 
日本民事保全法２７条参照。本条は，保全決定に対する異
議によっては，保全執行を停止することが基本的にはでき
ないことを示している。保全決定に対する異議による保全
執行の停止には，「保全決定の取消しの原因となることが
明らかな事情」と「保全執行により償うことができない損
害を生ずるおそれ」の二つの要件が充たされなければなら
ない上，必ず担保を立てなければならない。 
「保全決定の取消しの原因となることが明らかな事情」と
は，保全決定の要件となる被保全権利と保全の必要性につ
いて，それとは一見して明らかに反する事情をいう。例え
ば，事実認定の基礎となった書証を偽造とする有罪判決が
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確定しているとか，あらたな重要な書証が発見されたとか，
法解釈の誤りがあるとか，交通事故による被害者が損害賠
償金の仮払い仮処分を得て，その後，元気に働くなど，生
活に支障がなくなり，もはや保全の必要性がないといった
場合をいう。 
「保全執行により償うことができない損害を生ずるおそ
れ」とは，事後的な金銭賠償では債務者が到底満足を得ら
れないおそれをいう。例えば，保全執行により，債務者の
事業が倒産するとか，回復しがたい信用失墜となるおそれ
をいう。債権者の賠償能力も考慮要素となる。また，保全
決定の際に立てられた担保額が不十分な場合は，そのこと
が債務者に有利な事情として考慮される。 
なお本条では，担保を立てることを条件とする保全決定を
含む。 
 
 
第５５２条（保全決定に対する異議の審理） 
 裁判所は，口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことがで
きる審尋の期日を経なければ，保全決定に対する異議の申
立てについての決定をすることができない。 
 
〈注〉 
日本民事保全法２９条参照。 
 
 
第５５３条（審理の終結） 
 裁判所は，保全決定に対する異議の審理を終結するには，
相当の猶予期間を置いて，審理を終結する日を決定しなけ
ればならない。ただし，口頭弁論又は当事者双方が立ち会
うことができる審尋の期日においては，直ちに審理を終結
する旨を宣言することができる。 
 
〈注〉 
日本民事保全法３１条参照。 
一般的に，決定手続においては，裁判所はいつでも審理
の終結を宣言できる。ただし，保全決定に対する異議の審
理においては，当事者が自らの利益を守るために裁判資料
を提出する機会を与えるべく，相当の猶予期間を定めて，
審理を終結する日を決定しなければならない。ただし，口
頭弁論または当事者双方が立会うことができる審尋の期
日においては，直ちに審理終結の宣言をすることができる。 
 
 
第５５４条（保全決定に対する異議の申立てに関する決
定） 
１ 裁判所は，保全決定に対する異議の申立てについての
決定においては，保全決定を認可し，変更し，又は取り
消さなければならない。 
２ 裁判所は，第１項の規定による保全決定を取り消す決
定について，債務者が担保を立てることを条件とするこ
とができる。 
３ 第５４３条（送達）の規定は，第１項の決定について
準用する。 

 
〈注〉 
日本民事保全法３２条参照。 
本条は，先になされた保全決定について，正当であればこ
れを認可し，修正すべき点があればこれを変更し，不当で

あれば取り消す旨を定める。第１項にいう「変更」におい
ては，相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てる
こと又は第５４２条（保全決定の担保）の規定による担保
の額を増加した上，相当と認める一定の期間内に債権者が
その増加額につき担保を立てることを保全執行の実施又
は続行の条件とする旨を定めることが含まれる。 
 
 
第５５５条（原状回復を命ずる決定） 
 仮処分決定に基づき，債権者が物の引渡し若しくは金銭
の支払いを受け，又は物の使用若しくは保管をしていると
きは，裁判所は，債務者の申立てにより，第５５４条（保
全決定に対する異議の申立てに関する決定）第１項の規定
により仮処分決定を取り消す決定において，債権者に対し，
債務者が引き渡した物の返還，債務者が支払った金銭の返
還又は債権者が使用若しくは保管をしている物の返還を
命ずることができる。 
 
〈注〉 
日本民事保全法３３条参照。 
 
 
第５５６条（保全決定を取り消す決定の効力） 
 第５５４条（保全決定に対する異議の申立てに関する決
定）第１項の規定により保全決定を取り消す決定は，確定
をしなければその効力を生じない。ただし，裁判所は，特
に必要があると認めるときは，その効力を直ちに生じさせ
る旨を宣言することができる。 
 
〈注〉 
日本民事保全法３４条参照。 
決定は，一般的には，告知によってその効力を生ずる（第
２１３条（決定の告知））。「保全決定を取り消す決定は，
確定しなければその効力を生じない」とは，確定するまで
は保全決定の効力が存続するするということを意味する。
本条第１文は，保全決定を受けた債権者の利益を保護する
ことをその目的とする（例えば，抗告期間中に債務者が保
全の目的物を処分してしまわないようにする）。ただし，
債務者の利益を保護するために特別に必要があると認め
られる場合には，裁判所は，保全決定を取り消す決定の効
力を直ちに生じさせる旨を宣言することができる。 
 
 

第五節 保全決定の取消し 
 
第５５７条（本案の訴えの不提起等による保全決定の取
消し） 
１ 保全決定をした裁判所は，債務者の申立てにより，債
権者に対し，相当と認める一定の期間内に，本案の訴え
を提起するとともにその提起を証する書面を提出すべ
きことを命じなければならない。 
２ 第１項の期間は，２週間以上でなければならない。 
３ 債権者が第１項の規定により定められた期間内に同
項の書面を提出しなかったときは，裁判所は，債務者の
申立てにより，保全決定を取り消さなければならない。 
４ 第１項の書面が提出された後に，同項の本案の訴えが
取り下げられ，又は却下された場合には，その書面を提
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出しなかったものとみなす。 
５ 第１項及び第３項の規定の適用については，本案に関
し仲裁契約があるときは仲裁手続の開始の手続を本案
の訴えの提起とみなす。 
６ 第５項の仲裁手続が仲裁判断によらないで終了した
ときは，債権者は，その終了の日から第１項の規定によ
り定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起
しなければならない。 
７ 第３項の規定は債権者が第６項の規定による本案の
訴えの提起をしなかった場合について，第４項の規定は
第６項の本案の訴えが提起された後にその訴えが取り
下げられ，又は却下された場合について準用する。 
８ 第５４３条（送達）の規定は，第３項及び第７項の規
定による決定について準用する。 

 
〈注〉 
日本民事保全法３７条参照。 
保全決定は，訴訟手続により権利の存否を判断すること
なく，債務者の利益を仮に保護するためになされるもので
ある。しかし，その状態が不当に長く続くならば，債務者
の不利益にもつながるので，本条では，債務者の申し立て
により，裁判所は，２週間以上の期間を定めて，その期間
内に債権者が本案の訴えを提起し，その提起を証する書面
を提出すべきことを命じなければならない旨を定める。 
既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証す
る書面を提出すべき旨の決定で足りる。 
 
 
第５５８条（事情の変更による保全決定の取消し） 
１ 保全すべき権利若しくは法律関係又は保全の必要性
の消滅その他の事情の変更があるときは，保全決定を発
した裁判所又は本案の裁判所は，債務者の申立てにより，
保全決定を取り消すことができる。 
２ 第１項の事情の変更は，債務者が疎明しなければなら
ない。 
３ 第５４３条（送達）及び第５５４条（保全決定に対す
る異議の申立てに関する決定）第２項の規定は，第１項
の申立てについての決定について準用する。 

 
〈注〉 
日本民事保全法３８条参照。 
事情の変更により保全決定の取消しができる場合には，大
きく二つの場合がある。一つは，保全決定を不当とする新
たな事実が決定後に生じた場合である。もう一つは，保全
決定時にはそのような事実が既に生じていたが，その事実
を債務者が保全決定後にはじめて知った，あるいは疎明で
きることとなった場合である。 
具体例としては，被保全権利が弁済等により消滅した場合
や，保全の必要性が債務者の財産状態の好転により消滅し
た場合である。仮払い仮処分では，債権者の財産状態が好
転したことにより保全の必要性が消滅した場合となる。 
 
 
第５５９条（特別の事情による仮処分決定の取消し） 
１ 仮処分決定により償うことができない損害を生ずる
おそれがあるときその他の特別の事情があるときは，仮
処分決定をした裁判所又は本案の裁判所は，債務者の申

立てにより，担保を立てることを条件として仮処分決定
を取り消すことができる。 
２ 第１項の特別の事情は，疎明しなければならない。 
３ 第５４３条（送達）の規定は，第１項の申立てについ
ての決定について準用する。 

 
〈注〉 
日本民事保全法３９条参照。 
特別の事情により保全決定の取消しができる場合とは，大
きく二つの場合がある。一つは，債権者への金銭補償によ
って仮処分の目的を達しうるという事情である。もう一つ
は，当事者双方の衡平の見地からみて，債務者が通常受け
る損害を超える異常な損害を受ける場合である。 
前者の，債権者への金銭補償によって仮処分の目的を達し
うるという事情については，議論がある。金銭補償の可能
性が単独で本条による取り消しに当たると解するにして
も，慎重に運用すべきである。すなわち，債権者の有する
権利（通例は非金銭債権）の基礎又は背後に金銭債権があ
って，この金銭の支払いにより被保全権利の満足が得られ
る関係にあるという場合に限るべきである。 
なお，第５４７条（仮差押解放金）と対比される「仮処分
解放金」の制度は採用されていないが，本条による運用に
より同制度が実質的に取り込まれることを見込んでいる。 
 
 
第５６０条（保全決定に対する異議の規定の準用等） 
１ 第５５１条（保全執行の停止の裁判等）から第５５３
条（審理の終結）まで，第５５５条（原状回復を命ずる
決定），第５５６条（保全決定を取り消す決定の効力）
の規定は，保全決定の取消しに関する裁判について準用
する。ただし，第５５７条（本案の訴えの不提起等によ
る保全決定の取消し）第１項の規定による裁判について
は，この限りでない。 
２ 第１項において準用する第５５１条（保全執行の停止
の裁判等）第１項の規定による裁判は，保全決定の取消
しの申立てが保全決定を発した裁判所以外の本案の裁
判所にされた場合において，事件の記録が保全決定を発
した裁判所に存するときは，その裁判所も，これをする
ことができる。 

 
〈注〉 
日本民事保全法４０条参照。 
 
 

第六節 抗告 
 
第５６１条（抗告） 
１ 次の各号に定める決定に対しては，その送達を受けた
日から２週間の期間内に，抗告をすることができる。た
だし，抗告裁判所がした保全決定に対する異議の申立て
についての裁判に対しては，この限りでない。 
一 保全決定に対する異議又は保全決定の取消しの申
立てについての決定 
二 第５５５条（原状回復を命ずる決定）の規定による
決定 
三 第５６０条（保全決定に対する異議の規定の準用
等）第１項において準用する第５５５条（原状回復を
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命ずる決定）の規定による決定 
２ 第１項の期間は，伸長することができない。 
３ 第５４３条（送達）並びに第５５４条（保全決定に対
する異議の申立てに関する決定）第２項の規定は抗告に
ついての決定について，第５５１条（保全執行の停止の
裁判等）第１項，第５５２条（保全決定に対する異議の
審理），第５５３条（審理の終結）並びに第５５５条（原
状回復を命ずる決定）の規定は抗告に関する決定につい
て，第３１７条（決定に対する再審の申立て）の規定は
抗告をすることができる裁判が確定した場合について
準用する。 
４ 第３項において準用する第５５１条（保全執行の停止
の裁判等）第１項の規定による裁判は，事件の記録が原
裁判所に存するときは，その原裁判所も，これをするこ
とができる。 

 
〈注〉 
日本民事保全法４１条，カンボジア民事訴訟法第３０１条
（抗告提起の方式）参照。 
抗告審がはじめて保全決定をした場合は，実質的には，決
定における二審制を充たすものと理解されるため，抗告を
認めないこととしている。 
本案事件が控訴裁判所に係属している場合に，控訴裁判所
が保全決定をし，保全決定に対する異議の申立てについて
の決定をしたとき又は控訴裁判所が保全申立てを却下す
る決定をしたときは，最高裁へ抗告することができる。 
 
 

第三章 保全執行 
 
第５６２条（保全執行の要件） 
１ 保全執行は，保全決定の正本に基づいて実施する。た
だし，保全決定に表示された当事者以外の者に対し，又
はその者のためにする保全執行は，執行文の付された保
全決定の正本に基づいて実施する。 
２ 保全執行は，債権者に対して保全決定が送達された日
から２週間を経過したときは，これをしてはならない。 
３ 保全執行は，保全決定が債務者に送達される前であっ
ても，これをすることができる。 

 
＜注＞ 
日本民事保全法４３条 
 保全執行は，迅速性を要するため，原則として執行文の
付与を要しない（１項）。また，保全処分は急迫な事情の
下で応急の処置として発せられ，本来即座に執行されるべ
きものであるので，２週間の執行期間の制限がある（２項）。
ただ，２週間以内に執行行為に着手すれば足り，その後の
続行行為は執行期間内に行う必要はない。さらに，保全処
分の迅速性・密行性の要請から，執行の前提として，保全
決定の債務者への事前送達も必要とされない（３項）。 
 
 
第５６３条（第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例） 
 控訴裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対
する第三者異議の訴えは，第３６５条（第三者異議の訴え）
第２項の規定にかかわらず，仮に差し押さえるべき物又は
係争物の所在地を管轄する始審裁判所が管轄する。 

 
＜注＞ 
日本民事保全法４５条 
 保全執行裁判所は，第５６５条（動産に対する仮差押え
の執行）以下の規定により執行方法により定まるが，保全
決定裁判所が保全執行裁判所となる場合（例えば，第５６
６条（債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行）
第２項参照）には，保全執行裁判所が控訴裁判所となるこ
とがある。この場合の第三者異議の訴えは，原則に従えば
控訴裁判所となるが（第３６５条（第三者異議の訴え）第
２項），控訴裁判所が第１審として上記訴訟を管轄するの
は適当でないので，目的物所在地の始審裁判所を上記のよ
うな場合の管轄裁判所とするものである。 
 
 
第５６４条（第六編の規定の準用） 
 この章に特別の定めがある場合を除き，第３３８条（執
行官等の職務の執行の確保）から第３４５条（取消決定等
に対する抗告）まで，第３４８条（強制執行に関する手続
における任意代理人），第３４９条（強制執行の申立ての
方式）第２項及び第３項，第３５１条（強制執行をするこ
とができる者の範囲）第１項，第３５４条（執行文の必要
性及び付与機関）第２項，第３５５条（執行文付与の申立
て）第１項及び第３項，第３５６条（特別執行文）第２項
から第４項まで，第３５７条（執行文の記載事項）から第
３５９条（執行名義の原本への記入）まで，第３６２条（執
行文の付与等に関する異議の申立て），第３６４条（執行
文付与に対する異議の訴え）及び第３６５条（第三者異議
の訴え），並びに第３６７条（請求異議の訴え等の提起に
伴う執行停止の裁判）から第３７０条（強制執行の停止及
び取消し）までの規定は，保全執行について準用する。 
 
＜注＞ 
日本民事保全法４６条 
 保全執行については，その性質に反しない限り，強制執
行に関する規定が準用される。本条は，第六編第一章の通
則関係の規定のうち，保全執行に準用されるものを限定的
に列挙したものである。 
 
 
第５６５条（動産に対する仮差押えの執行） 
１ 動産に対する仮差押えの執行は，目的物の所在地を管
轄する始審裁判所に所属する執行官が目的物を占有す
る方法により行う。 
２ 執行官は，仮差押えの執行がされた金銭を執行官の所
属する裁判所に寄託しなければならない。 
３ 仮差押えの執行がされた動産について著しい価額の
減少を生ずるおそれがあるとき，又はその保管のために
不相応に高額な費用を要するときは，執行官は，仮差押
債権者又は債務者の申立てにより，第六編第二章第二節
に規定する動産執行の売却の手続によりこれを売却し，
その売得金を執行官の所属する裁判所に寄託しなけれ
ばならない。 
４ 第３８４条（動産執行の開始）第２項，第３８５条（執
行債務者の占有する動産の差押え）から第３９２条（剰
余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止）までの規
定は，動産に対する仮差押えの執行について準用する。 
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＜注＞ 
日本民事保全法４９条 
 動産に対する仮差押えは，執行官が行い，その方法は動
産の差押えと基本的に同じである（第１項・第４項）。た
だ，金銭が差押えの目的である場合には，差押債権者に直
接交付するのではなく裁判所に寄託するし（第２項），仮
差押目的物が減価の著しいものや保管に費用を要するも
のである場合には，暫定的な売却及び代金の裁判所への寄
託がされる（第４項）。なお，登録のある自動車・自動二
輪車に対する仮差押えについては，第３８７条（登録され
た自動車等に関する特則）の規定が準用され，仮差押え執
行をした執行官は，登録簿に差押えがあった旨を記載する
よう嘱託し，右記載がされた時に差押えの効力が生ずる。 
 
 
第５６６条（債権及びその他の財産権に対する仮差押え
の執行） 
１ 第４０２条（債権執行の意義・執行裁判所）に規定す
る債権に対する仮差押えの執行は，保全執行裁判所が第
三債務者に対し債務者への弁済を禁止する決定をする
方法により行う。 
２ 第１項の仮差押えの執行は，仮差押決定を発した裁判
所が，保全執行裁判所として管轄する。 
３ 金銭の支払を目的とする債権に対し仮差押えの執行
がされた場合において，第三債務者がその債権の額に相
当する金銭を裁判所に寄託したときは，債務者が第５４
７条（仮差押解放金）の規定により定められた金銭の額
に相当する金銭を裁判所に寄託したものとみなす。ただ
し，その金銭の額を超える部分については，この限りで
ない。 
４ 第１項及び第２項の規定は，その他の財産権に対する
仮差押えの執行について準用する。 
５ 第４０３条（差押決定）第２項，第３項，第６項，第
７項，第８項，第１０項及び第１１項，第４０４条（差
押えの範囲）から第４０８条（申立ての取下げ等の通知）
まで，第４１１条（第三債務者の寄託）並びに第４１６
条（その他の財産権に対する強制執行）の規定は，第１
項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。 

 
＜注＞ 
日本民事保全法５０条 
 債権に対する仮差押えは，保全執行裁判所が行い，その
方法は債権の差押えと基本的に同じである（第１項・第５
項）。なお，債権仮差押えを受けた第三債務者がその債権
の全部又は一部を寄託したときは，寄託金のうち仮差押解
放金相当額については，解放金の寄託とみなされが，右相
当額を超えた部分については，裁判所への寄託は執行債務
者に対する弁済の効力を生じる（第３項）。仮差押解放金
が寄託された場合の仮差押執行の取消しについては，第５
６９条（仮差押解放金の寄託による仮差押執行の取消し）
参照。 
 
 
第５６７条（不動産に対する仮差押えの執行） 
１ 第４１７条（不動産に対する強制執行の対象・方法）

第１項に規定する不動産に対する仮差押えの執行は，仮
差押えの登記をする方法により行う。 
２ 仮差押えの執行については，仮差押命令を発した裁判
所が保全執行裁判所として管轄する。 
３ 仮差押えの登記は，書記官が嘱託する。 
４ 第４２０条（差押えの登記の嘱託等）第２項，第４２
１条（差押えの効力）第３項本文，第４２４条（二重開
始決定）第１項，第４２５条（担保権実行と不動産執行
との二重開始決定），第４２７条（不動産の滅失等によ
る強制売却の手続の取消し）及び第４２８条（差押えの
登記の抹消の嘱託）の規定は，不動産に対する仮差押え
の執行について準用する。 

 
＜注＞ 
日本民事保全法４７条 
 不動産に対する仮差押えは，仮差押えの登記により（１
項）仮差押命令を発した裁判所が行い（２項），その方法
は不動産の差押えと基本的に同じである（第４項）。 
 
 
第５６８条（船舶に対する仮差押えの執行） 
１ 船舶に対する仮差押えの執行は，仮差押えの登記をす
る方法又は執行官に対し船舶国籍証書等を取り上げて
保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により
行う。これらの方法は，併用することができる。 
２ 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は，
仮差押決定をした裁判所が，船舶国籍証書等の取上げを
命ずる方法による仮差押えの執行は，船舶の所在地を管
轄する始審裁判所が，保全執行裁判所として管轄する。 
３ 仮差押えの登記は，書記官が所管官庁に嘱託する。 
４ 第４５５条（船舶に対する強制執行の申立て及び方
法）第２項及び第３項，第４６５条（船舶の滅失等によ
る強制売却の手続の取消し）並びに第４６６条（差押え
の登記の抹消の嘱託）の規定は仮差押えの登記をする方
法による仮差押えの執行について，第４５５条（船舶に
対する強制執行の申立て及び方法）第３項，第４５７条
（開始決定等）第７項，第４６０条（保管人の選任等），
第４６２条（航行許可）の規定は船舶国籍証書等の取上
げを命ずる方法による仮差押えの執行について準用す
る。 

 
＜注＞ 
日本民事保全法４８条 
 船舶に対する仮差押えは，保全執行裁判所が行い，その
方法は船舶の差押えと基本的に同じである（第１項・第４
項）。船舶の意義については，第４５４条（船舶等の意義）
第１項参照。 
 
 
第５６９条（仮差押解放金の寄託による仮差押執行の取
消し） 
１ 債務者が第５４７条（仮差押解放金）の規定により定
められた金銭の額に相当する金銭を裁判所に寄託した
ときは，保全執行裁判所又は執行官の所属する始審裁判
所は，仮差押えの執行を取り消さなければならない。 
２ 第１項の規定による決定は，第５６４条（第六編の規
定の準用）の準用する第３４５条（取消決定等に対する
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抗告）第２項の規定にかかわらず，即時にその効力を生
ずる。 

 
＜注＞ 
日本民事保全法５１条 
 仮差押解放金が裁判所に寄託されたときは，仮差押執行
は取り消される（第１項。仮差押解放金制度の趣旨につい
ては，第５４７条（仮差押解放金）注参照）。右取消決定
に対しては抗告ができるが，その判断要件の明確性に基づ
き，確定しないでも執行取消しの効力が生じるものとして
いる（第２項）。 
 
 
第５７０条（仮処分の執行） 
 仮処分の執行は，仮差押えの執行又は強制執行に準じて
行う。 
 
＜注＞ 
日本民事保全法５２条１項 
 仮処分は，その方法が様々でありうるので（第５４９条
（仮処分の方法）参照），具体的な執行方法の規定は設け
ず，仮処分命令主文の内容に応じて定まるものとして，仮
差押え・強制執行に準じて行うことのみを定める。 
 
 
第５７１条（占有移転禁止の仮処分の効力） 
１ 物の引渡しの請求権を保全するため，債務者に対し，
その物の占有の移転を禁止し，及びその占有を解いて執
行官に引き渡すべきことを命ずるとともに，執行官にそ
の物の保管をさせることを内容とする仮処分決定がさ
れたときは，執行官は，債務者がその物の占有の移転を
禁止されている旨及び執行官がその物を保管している
旨を，剥離しにくい方法による公示書の掲示その他相当
の方法により公示しなければならない。 
２ 第１項の仮処分の執行がされたときは，債権者は，本
案の執行名義に基づき，その物の引渡しの強制執行をす
ることができる。ただし，その執行がされたことを知っ
てその物を占有した者に対する場合に限る。 
３ 第１項の仮処分の執行後に当該物を占有した者は，そ
の仮処分の執行がされたことを知って占有したものと
推定する。 

 
＜注＞ 
日本民事保全法６２条・６３条，日本民事保全規則４４条 
 物の引渡訴訟においては，訴え提起後は訴訟係属時の占
有者を被告として訴訟追行すれば，提訴後に占有関係の承
継があったとしても，その判決の効力は占有承継人に拡張
する（１９８条３号，第３５１条（強制執行をすることが
できる者の範囲）第１項第３号）。ただ，提訴時の占有者
から占有関係を承継した者ではない者（単に不法占拠して
いる者等）に対しては判決の効力は拡張されないし，また
動産の場合には，善意取得者が発生する可能性もある。占
有移転禁止の仮処分において債務者から実際に占有を奪
う場合には上記のような事態は生じないが，実際には，債
務者の使用を許す形で仮処分決定が発令されるケースが
多い。そこで，引渡訴訟を提起した者又は提起しようとす
る者に現在の占有関係を固定する途を付与したのが本条

の趣旨である。 
占有移転禁止の仮処分が発令され，それが公示されるこ
と（第１項）により，善意無過失の承継人が発生すること
を防止するとともに，悪意の非承継人に対しても判決効を
拡張する（第２項）。そして，仮処分の公示後の占有者は
悪意の占有者と推定される（第３項）。なお，具体的な公
示書の掲示方法はカンボジアの実情に応じて工夫される
べきであるが，日本では，①目的物が建物で屋内に公示す
る場合は，公示書を透明ビニール製等のファイルに入れた
りして，両面ガムテープ・釘等で建物の壁等見易い場所に
貼り，②目的物が建物で屋外に公示する場合又は目的物が
土地である場合は，公示内容を記載した木製等の公示札を
木杭に打ち付けて立てたり，建物の外壁に釘・針金等で固
定する方法によるか，①に準じ，露出しない状態にした公
示書を目的物に固定する方法などが採用されている。 
占有者が債権者に対抗することができる権原により当該
物を占有している場合（例えば，その者が債権者に対抗で
きる賃借権を有している場合等）や，占有者が仮処分の執
行を知らず，かつ，債務者の占有の承継人でない場合（例
えば，公示が剥離していて仮処分執行を実際には知らずに
占有した場合等）には，その者は，執行文の付与に対する
異議の申立て（第３６２条（執行文の付与等に関する異議
の申立て））において，右のような事由を主張することが
できるものと解される。 
 
 
第八編 経過規定 

第一章 経過規定 
 
（前注） 
（１）経過規定及び経過措置の意義 
 新たに法令が制定され，又は既存の法令が改正又は廃止
されると，法の体系に変更が加えられ，法秩序に変化が生
ずることになる。この場合に，一挙に新しい法秩序へ移行
することとすると，法的安定性を不当に害したり，社会生
活や法的手続に混乱が生ずることがある。そこで，従来の
法秩序から新しい法秩序への移行を円滑に行うことがで
きるようにするために，新旧の法秩序の間に必要な調整を
加え，従来の法令の適用を暫定的に容認したり，新しい法
令の規定の適用について暫定的な特例を設ける措置を定
める必要が生ずる。このような新旧の法秩序の調整に関す
る措置を「経過措置」といい，これを定める規定を「経過
規定」という。 
（２）経過措置における新法主義と旧法主義 
 民事訴訟法等の手続法においては，その規律の対象とす
る手続は，裁判所又は当事者による訴訟行為の連鎖によっ
て構成され，その開始から終了まで一定の時間的な経過を
伴うことになるから，改正法の施行時に既に係属している
事件について新旧の手続をどのように適用していくかを
決定する必要がある。これについての基本的な考え方とし
て，「新法主義」と「旧法主義」の二つの考え方がある。 
 一般に，「新法主義」とは，改正後の手続を改正法の施
行又は適用の前に申し立てられた事件（又は施行前に生じ
た事項）についても適用すべきであるとする考え方をいう。 
 これに対し，「旧法主義」とは，改正法の適用の対象を
改正法の施行後に申し立てられた事件に限定し，その施行
又は適用の前に申し立てられた事件（又は施行前に生じた
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事項）については改正前の手続を適用すべきであるとする
考え方をいう。なお，刑罰規定については，罪刑法定主義
の要請から，改正法の規定を遡及適用することはできない
と解されている。 
（３）本編及び第九編の注においては，民事訴訟法を「新
法」といい，民事訴訟法の適用前の民事訴訟に関する手続
を「旧手続」という。 
 
 
第５７２条（経過措置の原則） 
この法律の適用前に提起された訴訟のこの法律の適用
後における手続は，本第八編（経過規定）に特別の定めが
ある場合を除き，この法律によって完結する。この場合に
おいて，この法律の適用前の手続において生じた効力を妨
げない。 
 
＜注＞ 
（１）本条は，新法の適用時に既に係属している事件につ
いて新旧の手続をどのように適用するかに関し，原則を定
めるものである。 
 本条は，経過措置の原則として，上記の新法主義を採用
し，新法の規定を既に係属している事件についても適用す
ることとしつつ，新法の適用前に生じた効力はそのまま承
認することとして新法の適用範囲を制限したものである。 
（２）新法の適用時に係属している事件については，本編
に特別の定めがない限り，新法の規定が適用され，新法に
よって手続が完結される（本条前段）。すなわち，既に係
属している訴訟については，それ以前に行われた手続が当
時の手続として有効である限り，これを尊重し，それまで
の手続を前提として，適用後の手続について新法を適用し，
手続を完結させることになる。 
 この場合，新法の適用時において，手続上既に生じてい
た効果はそのまま維持される（本条後段）。したがって，
期日の呼出しについては，旧手続による呼出しの手続が適
法に履践されている限り，呼出しの効力が生じているので，
呼出しの手続がこの法律の呼出しの手続に関する規定に
従っていないとしても，既に生じた呼出しの効果が覆滅さ
れることはない。また，人証の採用決定についても，その
効力がそのまま維持されるので，旧手続において採用され
た人証について再度この法律による採用決定をすること
なく，証拠調べをすることができる。 
 なお，この法律の適用の時に指定されている本審の期日
は，この法律の規定による口頭弁論の期日として指定され
たものとみなされる（第５７８条第１項）ので，本審とし
て指定されている期日に口頭弁論を行うことができる。 
 
 
第５７３条（管轄に関する経過措置） 
この法律の適用の際に現に係属している訴訟の管轄及
び移送については，なお従前の例による。 
 
＜注＞ 
 本条は，管轄に関する経過措置について旧法主義を採用
し，この法律の適用の際に現に係属している訴訟の管轄及
び移送については，なお従前の例によるものとしている。
その理由は，次のとおりである。 
 すなわち，この法律の適用の際に現に係属している訴訟

の管轄及び移送について新法主義を採用すると，旧手続に
より管轄が認められたものについて，管轄が認められなく
なったり，逆に旧手続においては管轄違いであったものが
管轄違いでなくなったり，旧手続においては移送の要件を
満たさなかったものが移送の対象となるなど，手続の安定
を害し，当事者に不測の不利益を与えるおそれがある。ま
た，裁判所の標準時は，訴えの提起時である（第１７条）
から，管轄の有無を判断するための準則が後の立法によっ
て変更されると，実質的に同条の趣旨に反することになる。 
 そこで，本条は，この法律の適用の際に現に係属してい
る訴訟の管轄及び移送については，なお従前の例によるも
のとしたものである。したがって，この法律の適用時に現
に係属している訴訟における管轄及び移送については，新
法の適用によって何らの影響を受けず，専ら旧法時の考え
方によって処理されることになる。 
 
 
第５７４条（事件の分配に関する経過措置） 
１ 訴えが提起された後，調査又は和解の手続を担当する
裁判官（以下「調査等担当裁判官」という。）が指名さ
れる前にこの法律が適用されたときは，この法律の適用
の時に訴えの提起がされたものとみなして第２６条（事
件の分配）の規定を適用する。 
２ 調査等担当裁判官が指名された後本審の裁判長又は
裁判官が指名される前にこの法律が適用されたときは，
調査等担当裁判官が第２６条（事件の分配）の規定によ
る事件の分配を受けたものとみなす。 
３ 第２項の場合において，その事件が第２３条（第一審
における単独制と合議制）第２項に規定する事件である
ときは，本条第２項の規定にかかわらず，この法律の適
用の時に訴えの提起がされたものとみなして第２６条
（事件の分配）の規定を適用する。 
４ 控訴審において事件が受理された後本審の裁判官が
指名される前にこの法律が適用されたときは，この法律
の適用の時に事件の受理がされたものとみなして第２
６条（事件の分配）の規定を適用する。 
５ 第４項の規定は，上告審における事件の分配について
準用する。 

 
＜注＞ 
（１）現在の実務では，事件の担当裁判官は，所長が指名
することとされているで，事件の分配は，所長が行うこと
になっている。これに対し，新法第２６条第１項は，裁判
所における事件の分配は，毎年あらかじめ，当該裁判所の
所長の決定により定めるものとし，同条第２項は，事件は，
所長が決定した事務分配の定めにより，自動的に各裁判官
に分配しなければならないものとしている。 
 ところで，事件の分配は，事件の申立てがされた段階に
おいてされるが，その後にこの法律が適用された場合には，
この法律の規定による事件の分配がされるのか又は旧手
続による裁判官の指名がされるのか，この法律の規定によ
り事件の分配がされるとすれば，何時の時点を基準として
事件の分配がされるか等について，疑義が生ずる余地があ
る。そこで，本条は，第２６条の適用について疑義が生ず
る余地がある場合について，その適用の有無及び適用の基
準時等について経過措置を規定することとしたものであ
る。 
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（２）本条が規定する経過措置の内容は，次のとおりであ
る。 
 事件の受理後，調査又は和解の手続を担当する裁判官が
指名される前にこの法律が適用された場合には，新法の適
用の時に訴えの提起がされたものとみなして事件の分配
が行われる（本条第１項）。 
 調査又は和解の手続を担当する裁判官が指名された後
本審の裁判長又は裁判官が指名される前にこの法律が適
用された場合には，その調査又は和解の手続を担当する裁
判官が事件の分配を受けたものとみなされる（本条第２
項）。ただし，その事件が除斥又は忌避の申立てに関する
事件（第３０条第１項）その他法律において合議体で審理
及び裁判をすべきものと認められた事件等合議体で取り
扱うべき事件（第２３条第２項）である場合には，１人の
裁判官で事件を取り扱うことができないので，民事訴訟法
の適用の時に訴えの提起がされたものとみなして事件の
分配が行われる（本条第３項）。 
 控訴審又は上告審においては，本審の裁判官が指名され
る前にこの法律が適用されたときは，新法の適用の時に訴
えの提起がされたものとみなして事件の分配が行われる
（本条第４項及び第５項）。 
（３）新法の適用の時にすでに本審の裁判官が指名されて
いたときついては，第５７４条に定めがないが，第５７２
条の経過措置の原則により，本審の裁判官がそのままその
事件の担当裁判官となり，審理が続行されることになるの
で，新たに事件の分配がされることはない。 
 
 
第５７５条（除斥又は忌避の裁判に関する経過措置） 
第３０条（除斥又は忌避の裁判）第１項の規定は，忌避
又は除斥の申立てについて合議体で審理及び裁判をする
のに足りる員数の裁判官が配置されていない始審裁判所
においては，当分の間，同項に「その裁判官の所属する裁
判所の合議体」とあるのを「その裁判官の所属する裁判所
の他の裁判官」と読み替えて適用する。 
 
＜注＞ 
 第３０条（除斥又は忌避の裁判）第１項は，裁判官の除
斥又は忌避については，その裁判官の所属する合議体が，
決定で，裁判するものとしているので，除斥又は忌避の申
立事件は，法定合議事件（第２３条第２項第２号）に該当
する。しかし，除斥又は忌避の裁判の申立ての対象となっ
ている裁判官のほかに合議体を構成するに足りる員数の
裁判官が配置されていない始審裁判所においては，そのま
までは合議体を構成することができず，また，司法大臣に
よる裁判所法上の特別措置によりその裁判のための合議
体を構成するに足りる裁判官を配置することも，困難であ
ると考えられる。 
 そこで，本条は，このような裁判所においては，例外措
置として，当分の間，現在の手続と同様に，単独裁判官に
よって除斥又は忌避の裁判をすることができることとす
るものである。したがって，本条が適用される裁判所では，
除斥又は忌避の事件は，法定合議事件（第２３条第２項第
２号）に該当しないことになる。 
 なお，「当分の間」とは，不確定な期限を表す場合に用
いられる表現であり，暫定的な措置であることを示すもの
である。しかし，いわゆる限時法，すなわち，一定の有効

期間を付した法ではないので，その効力を失わせるために
は，法律でこれを廃止することが必要である。 
 
 
第５７６条（調査手続及びその後の手続に関する経過措
置） 
１ 調査手続の実施中にこの法律が適用された場合には，
裁判所は，直ちに調査手続を打ち切り，速やかに弁論準
備手続の期日を指定し，当事者を呼び出さなければなら
ない。 
２ 調査手続の完結後，本審の期日が開かれる前にこの法
律が適用された場合には，速やかに弁論準備手続の期日
を指定し，当事者を呼び出さなければならない。ただし，
第５７８条（本審の期日に関する経過措置）第２項の規
定により，弁論準備手続を行う場合は，この限りではな
い。 
３ 第１項及び第２項の場合においては，調査手続におい
てされた訴訟行為は，第１０６条（弁論準備手続におけ
る訴訟行為等）に規定する裁判所の権限の範囲内で弁論
準備手続においてされたものとみなす。 
４ 裁判所は，本審の期日が開かれた後にこの法律が適用
された場合において当事者が調査手続において尋問し
た証人又は当事者本人で本審でその尋問をしなかった
ものについて当事者が口頭弁論において尋問の申出を
したときは，その尋問をしなければならない。 

 
＜注＞ 
（１）旧手続における調査手続は，本審における審理の準
備としての争点整理と証拠調べの双方の性質を兼ね備え
ているもであり，この法律の弁論準備手続とはかなり性格
を異にする手続と考えられる。 
 一方，新法は，審理手続中で争点整理と証拠調べとを区
分し，別々の手続により行うものとするとともに，訴えが
提起されると，証拠調べその他の本格的審理を行うべき口
頭弁論期日の指定に先だってまず弁論準備手続の期日を
指定し，当事者の主張及び証拠の整理その他の争点整理を
実施すべきものとしている（第８０条）。また，弁論準備
手続はあくまで口頭弁論期日の準備として実施するもの
で，それ自体として訴訟資料になるものではないことから，
その後の口頭弁論期日における弁論準備手続の結果の陳
述によって，はじめて訴訟資料となるものとしている（第
１１６条）。 
 このような手続構造及び調査手続が弁論準備手続とは
基本的性格及び内容を異にする手続であることからする
と，この法律の適用時において，すでに本審の期日が開か
れ，調査手続の結果が訴訟資料化されている場合は別とし
て，これ以前の段階においてこの法律が適用された場合に
は，第５７２条の経過措置の原則を調査手続にそのまま適
用して，調査手続に弁論準備手続を繋いで手続を続行する
ことは適当ではないと考えられる。 
 そこで，本条は，調査手続について，特別の経過措置を
設けることとしたものである。 
（２）調査手続の実施中にこの法律が適用された場合には，
調査手続をそのまま続行したり，調査手続にそのまま弁論
準備手続を繋いで手続を進めることはこの法律の趣旨に
反するので，裁判所は，直ちに調査手続を打ち切り，速や
かに弁論準備手続の期日を指定し，当事者を呼び出さなけ



公布 2006年 7月 6日 

 139

ればならない（本条第１項）。 
 その後の手続は，当初から弁論準備手続が実施された場
合と同様であるが，弁論準備手続においては，証拠の申出
に関する決定その他口頭弁論の期日外においてすること
ができる決定をすることができるほか，争点及び証拠の整
理を行うのに必要な限度で文書の証拠調べを行うことが
できることとされているので，調査手続においてされた証
拠調べの結果等は，上記の弁論準備手続における裁判所の
権限の範囲内において弁論準備手続においても有効であ
るものと取り扱って差し支えないものと考えられる。そこ
で，本条第３項は，調査手続においてされた訴訟行為は， 
第１０６条（弁論準備手続における訴訟行為等）に規定す
る裁判所の権限の範囲内で弁論準備手続においても効力
を認めることとしている。 
（３）調査手続の完結後，本審の期日が開かれる前にこの
法律が適用された場合には，調査手続の結果は得られてい
るが，調査手続の結果をそのまま認め，弁論準備手続によ
る十分な争点及び証拠の整理を経ないで口頭弁論による
本格的審理を開始することは適当ではないと考えられる。
そこで，本条第２項は，調査手続の完結後，本審の期日が
開かれる前にこの法律が適用がされた場合には，改めて弁
論準備手続を実施した上で口頭弁論期日を行うものとし
ている。 
 したがって，この場合には，速やかに弁論準備手続の期
日を指定し，当事者を呼び出さなければならない（本条第
２項本文）。ただし，調査手続の完結後，すでに第１回目
の本審の期日が指定されているときには，期日（第５７８
条第１項の規定により本審の期日は，口頭弁論の期日とし
て指定されたものとみなされる。）の開始に先立ち，弁論
準備手続を行うことができるので，この場合には，弁論準
備手続の期日の指定を行う必要はない（本条第２項ただし
書）。 
 その後の手続は，当初から弁論準備手続が実施された場
合と同様であるが，調査手続において行われた訴訟行為の
効力については，調査手続の実施中に新法が適用された場
合と同様に取り扱われる（本条第３項）。 
（４）本審の期日が開かれた後に新法が適用された場合に
は，調査手続の段階での証拠調べにおいて行われた証人の
証言又は当事者本人の尋問の結果はそのまま証拠となり，
その後の口頭弁論における他の証拠とともに事実認定の
用に供されることになる。この場合に，本審でその証人又
は当事者本人の尋問をしないまま審理を終えることがで
きるものとすると，当事者としては，これらの人証につい
て，本格的な審理の段階での尋問の機会が与えられないま
ま，判決を受けることを余儀なくされることになり，当事
者に対する手続保障が不十分となるおそれがある。 
 そこで，本条第４項は，調査手続において尋問した証人
又は当事者本人で本審でその尋問をしなかったものにつ
いて当事者が口頭弁論において尋問の申出をしたときは，
その尋問をしなければならないものとし，当事者の尋問権
を保障している。 
 
 
第５７７条（訴訟費用に関する経過措置） 
１ この法律の適用前に提起された事件に係る当事者又
は事件の関係人が負担すべき手数料その他民事訴訟の
費用については，なお従前の例による。 

２ 訴訟費用の担保に関する規定は，この法律の適用前に
提起された事件については，適用しない。 

 
＜注＞ 
（１）民事訴訟は，手数料の納付又は費用を要する行為を
含む多数の訴訟行為等により構成される一連の手続であ
り，訴訟費用の負担の裁判は，その審級ごとの訴訟費用の
全部又は各審級を通じた訴訟の総費用を対象としてされ
（第６５条），訴訟費用額の確定も，事件ごとに一体とし
て行われ，当事者双方の訴訟費用について相殺処理がされ
る（第６６条）。 
 このようなことからすると，この法律の適用前に提起さ
れた事件に係る当事者又は事件の関係人が負担すべき手
数料その他民事訴訟の費用について，その発生の時期がこ
の法律の適用前か適用後かによってその範囲及び額を変
更することは，法的安定性と当事者の公平を損なうおそれ
がある。例えば，訴えの提起の手数料は，訴えの提起時に
納付すべきものであるが，訴えが提起された後にこれをそ
の後の法改正により変更することは，法的安定性を害する。 
 そこで，本条は，民事訴訟の費用について，旧法主義を
採用し，新法の適用前に提起された事件に係る当事者又は
事件の関係人が負担すべき手数料その他民事訴訟の費用
については，新法の規定を適用せず，なお従前の例による
こととしている。 
 この法律の適用前に提起された事件の中間的・付随的申
立ての手数料及び手数料以外の裁判費用についても，同様
になるものと解される。 
（２）旧手続では，訴訟費用の担保の制度はないが，新法
は，被告がカンボジア国内に住所，事務所及び営業所を有
しないときは，裁判所は，被告の申立てにより，決定で，
訴訟費用の担保を原告に命じなければならないものとし，
その担保に不足を生じたときも同様とするとしている（第
６７条第１項）。 
 訴訟費用の担保について，訴えの提起時に担保の提供義
務がなかったのに，その後の法改正により提供義務を生じ
させ，その提供がない場合には訴えを却下することは原告
に不測の不利益を与えるおそれがあるので，本条第２項は，
旧法主義を採用し，新法の適用前に提起された事件につい
ては，訴訟費用の担保の規定を適用しないものとしている。 
 
 
第５７８条（本審の期日に関する経過措置） 
１ この法律の適用の時に指定されている本審の期日は，
この法律の規定による口頭弁論の期日として指定され
たものとみなす。 
２ 第１項の場合において，その本審の期日が調査手続の
完結後初めての期日であるときは，口頭弁論期日の開始
に先立ち，弁論準備手続を行うことができる。 
３ 第２項の場合において，弁論準備手続を終結すること
ができなかったときは，更に弁論準備手続の期日を指定
するとともに，口頭弁論期日を取り消し，又は延期しな
ければならない。 

 
＜注＞ 
（１）新法においては，本格的な訴訟の審理は，口頭弁論
期日において実施するものとされ，旧手続本審の期日の概
念は採用されていないから，新法の適用後にそのまま本審
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の期日を開くことはできない。しかしながら，口頭弁論の
期日と本審の期日とは，本格的な審理の期日である点にお
いて共通性を有するので，本審として予定されていた期日
に口頭弁論を実施しても，問題は生じないと考えられる。 
 そこで，本条第１項は，この法律の適用の時に指定され
ている本審の期日は，この法律の規定による口頭弁論の期
日として指定されたものとみなすこととしているので，す
でに本審の期日が指定されている場合には，改めて口頭弁
論期日の指定をやり直さなくても，本審の期日として指定
されている期日に口頭弁論の手続を行うことができる。 
 なお，調査手続の完結後，本審の期日が開かれる前にこ
の法律が適用された場合には，改めて弁論準備手続を実施
した上で口頭弁論期日を行わなければならない（本条第２
項）が，調査手続の完結後，すでに第１回目の本審の期日
が指定されているときには，期日の開始に先立ち，弁論準
備手続を行うことができる。そこで，この場合には，弁論
準備手続の期日の指定を行う必要はないことになる（第５
７６条第２項ただし書）。 
 
 
第５７９条（証拠調べにおける制裁に関する経過措置） 
１ 第二編第三章（証拠）の過料の規定は，この法律の規
定により証拠として取り調べることが決定された場合
又はこの法律の適用後に当事者又はその代理人が文書
の作成の真成を争った場合について適用する。 
２ 第２７３条（第一審の訴訟手続の規定の準用）及び第
２８６条（控訴の規定の準用）において準用する第二編
第三章（証拠）の過料の規定の適用についても，前項と
同様とする。 

 
＜注＞ 
 新法第二編第三章（証拠）に規定する証人等に対する制
裁は，新法による適式の呼出し等の手続が履践されている
ことを前提として設けられたものであるので，本条は，そ
の適用の対象を，新法の適用後に証拠として取り調べるこ
とが決定された人証等に限定するものである。 
 また，第１５７条（文書の成立の真正を争った者に対す
る過料）の規定を新法の適用前に文書の成立を争った場合
に遡及適用することは適当ではないので，本条は，同条の
制裁も，新法の適用後に当事者又は代理人が文書の作成の
真正を争った場合に限定して適用することとしている。 
 
 
第５８０条（欠席判決に関する経過措置） 
原告又は被告がこの法律の適用前に呼出しの手続がさ
れた期日に欠席した場合の手続については，なお従前の例
による。 
 
＜注＞ 
 欠席判決は，訴訟当事者の一方が口頭弁論期日に欠席し
た場合に，出席当事者の主張のみに基づいてされる判決で
ある（第二編第五章第五節（欠席判決）参照）。欠席判決
に対しては，故障の申立てをすることにより，訴訟は欠席
前の状態に復する（第２０８条）が，その申立てには，予
見することができなかった事由等によりやむを得ず期日
に出頭することができなかったことなど第２０４条の要
件が必要である。 

 欠席判決に関する規定の適用を本法第５７２条の経過
措置の原則に委ねた場合，この法律の適用の前の期日に欠
席した場合にも，判決の言渡しが未了である限り，適用す
る余地がある。 
 しかし，新法の適用前の期日に欠席した場合について欠
席判決の規定を遡及適用すると，欠席した当事者が予期し
ない欠席判決を受けることにより，上記のように不服申立
てが制限されるという不測の不利益を受けるおそれがあ
る。 
 そこで，本条は，欠席判決に関する規定は，原告又は被
告がこの法律の適用前に呼出しの手続がされた期日に欠
席した場合に限って適用するものとして，その適用範囲を
限定し，その適用後に呼出しの手続がされた期日に欠席し
た場合については，この法律を適用せず，従前の例による
こととしている。 
 
 
第５８１条（上訴の可否及び上訴期間に関する経過措置） 
１ この法律の適用前に終結した審理に基づいてされた
判決に対する上訴の可否及び上訴の期間については，な
お従前の例による。 
２ この法律の適用前に最高裁判所から差戻しを受けた
事件について控訴裁判所がした新たな判決に対する上
告の可否及び上告の期間については，なお従前の例によ
る。 
３ 控訴裁判所がこの法律の適用前に終結した審理に基
づいてした判決を破棄し，事件を控訴裁判所に差し戻す
旨の最高裁判所の判決がされた事件について控訴裁判
所がした新たな判決に対する上告の可否及び上告の期
間については，なお従前の例による。 
４ 判決以外の裁判でこの法律の適用前に告知されたも
のに対する上訴の可否及び上訴の期間については，なお
従前の例による。 

 
＜注＞ 
（１）本条は，上訴の可否及び上訴期間に関する経過措置
を定めるものである。 
 新法は，上訴の可否及び上訴期間について，判決に対す
る上訴の期間を判決書の送達を受けた日から１か月とし
（第２６４条第１項，第２８６条），上告については，法
定の上告理由が必要であることとする（第２８４条，第２
８５条）など，旧手続にかなりの変更を加えている。した
がって，現に係属中の事件について一律にこれに関する新
法の規定の適用を認めると，法的安定性を害し，当事者に
不利益を与えるなどの問題が生ずるおそれがある。そこで，
本条は，経過措置に関する新法主義の原則（第５７２条）
の例外として，次のような場合には，新法の規定を適用せ
ず，従前の例によることとしている。 
（２）この法律の適用前に審理が終結した事件の判決につ
いて，上訴の可否及び上訴期間に関する新法の規定の適用
を認めると，判決に対する上訴の可否及び上訴期間が審理
が終結した後に変更されることになり，法的安定性を害す
るとともに，手続の混乱を来し，当事者に不測の不利益を
与える可能性がある。 
 そこで，本条第１項は，この法律の適用前に終結した審
理に基づいて言い渡された判決に対する上訴の可否及び
上訴期間については，新法の規定を適用せず，なお従前の
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例によることとしている。 
 具体的には，同条により，この法律の適用前に終結した
審理に基づいて言い渡された判決については，上訴の可否
及び上訴の期間に関する新法の規定は適用されず，旧手続
が適用されるから，旧手続において上訴が許されなかった
判決については，新法においてその判決について上訴が認
められているとしても，上訴は認められない。逆に，新法
において上訴が認められない裁判であっても，旧手続にお
いて上訴が認められる場合には，上訴をすることができる。
上訴の期間についても，旧手続が適用され，この法律に定
める上訴期間は，これに対して，何らの影響を及ぼさない
から，従前の手続における上訴期間の経過後にされた上訴
は，上訴期間を徒過したものとして，不適法となる。 
 これに対し，審理の終結時期が新法の適用期日後である
場合には，原則として上訴の可否及び上訴期間に関する新
法の規定が適用される（本条第１項，第５７２条）が，次
に述べるように，新法の適用前に最高裁判所から差戻しを
受けた控訴裁判所の判決等一定の判決については，旧手続
が適用される場合がある（本条第２項，第３項）。 
（３）この法律の適用前に最高裁判所から差戻しを受けた
事件について控訴裁判所がした新たな判決（本条第２項）
については，旧手続における上告制度との関係で，その事
件で最高裁判所のした破棄判決に拘束力を認めるのは適
当ではないため（第５８３条，第５８２条第２項），控訴
裁判所の新たな判決の審理の終結時期のいかんにかかわ
らず，不服申立てについては旧法主義を採用し，旧手続に
おける不服申立てをそのまま維持する必要がある。 
 そこで，本条第２項は，その判決に対する上告の可否及
び上告の期間については，新法の規定を適用せず，なお，
従前の例によることとしている。なお，上告及び上告審の
訴訟手続についても，同様の趣旨の規定が設けられている
（第５８２条第２項）。 
（４）最高裁判所が，控訴裁判所が新法の適用前に終結し
た審理に基づいてした判決を破棄し，事件を控訴裁判所に
差し戻す旨の判決をした事件において，控訴裁判所がした
新たな判決については，この法律の適用前に最高裁判所か
ら差戻しを受けた事件について控訴裁判所がした新たな
判決と同様に，旧手続における上告制度との関係で，その
事件で最高裁判所のした破棄判決に拘束力を認めるのは
適当ではないため（第５８３条，第５８２条第３項），控
訴裁判所の新たな判決の審理の終結時期のいかんにかか
わらず，不服申立てについては旧法主義を採用し，旧手続
における不服申立てをそのまま維持する必要がある。 
 そこで，本条第３項は，その判決に対する上告の可否及
び上告の期間については，新法の規定を適用せず，なお，
従前の例によることとしている。なお，その判決に対する
上告及び上告審の訴訟手続についても，同様の趣旨の規定
が設けられている（第５８２条第３項）。  
（５）判決以外の裁判については，判決の場合のように審
理の終結という概念がないため，本条第４項は，これに代
わる基準時を判決以外の裁判の外部的成立の時期である
告知の時とし，判決以外の裁判でこの法律の適用前に告知
されたものに対する上訴の可否及び上訴期間については，
新法の規定を適用せず，旧手続を適用することとしている。 
 具体的には，判決以外の裁判でこの法律の適用前に告知
されたものについては，上訴の可否及び上訴の期間に関す
る新法の規定は適用されず，旧手続が適用されるから，旧

手続において上訴が許されなかった裁判については，新法
においてその裁判について上訴が認められているとして
も，上訴は認められない。逆に，新法において上訴が認め
られない裁判であっても，旧手続において上訴が認められ
る場合には，上訴をすることができる。上訴の期間につい
ても，旧手続が適用され，この法律に定める上訴期間は，
これに対して，何らの影響を及ぼさないから，従前の手続
における上訴期間の経過後にされた上訴は，上訴期間を徒
過したものとして，不適法となる。 
 
 
第５８２条（上告及び上告審の訴訟手続に関する経過措
置） 
１ この法律の適用前に終結した審理に基づいてされた
控訴裁判所の判決に対して上告があった場合の上告及
び上告審の訴訟手続については，なお従前の例による。 
２ 控訴裁判所がこの法律の適用前に最高裁判所から差
戻しを受けた事件についてした新たな判決に対して上
告があった場合の上告及び上告審の訴訟手続について
は，なお従前の例による。 
３ 控訴裁判所がこの法律の適用前に終結した審理に基
づいてした判決を破棄し，事件を控訴裁判所に差し戻す
旨の最高裁判所の判決がされた事件について控訴裁判
所がした新たな判決に対して上告があった場合の上告
及び上告審の訴訟手続については，なお従前の例による。 

 
＜注＞ 
（１）本条は，上告及び上告審の訴訟手続に関する経過措
置を定めるものであり，上告及び上告審の訴訟手続につい
てなお従前の例によるべき場合を規定している。 
（２）新法の適用前に終結した審理に基づいてされた控訴
裁判所の判決に対して上告があった場合の上告及び上告
審の訴訟手続については，なお従前の例による（本条第１
項）。したがって，これに対する上告については，新法の
上告及び上告審の訴訟手続に関する規定の適用はなく，旧
手続が適用されることになる。このような経過措置が設け
られた理由は，次のとおりである。 
 すなわち，新法は，上告及び上告審の訴訟手続に関して，
原審が適法の確定した事実は上告審を拘束するものとし
て（第２９６条第１項），上告審を完全な法律審として位
置付け，上告提起の方式や上告理由書の記載事項を法定す
るなど，旧手続を大幅に改めている。 
したがって，第５７２条の経過措置の原則をそのまま適
用して，事件が上告審に係属した後に新法の規定を適用す
ると，上告審の訴訟手続の進行中に上告審の手続構造の根
幹が変更されることになり，手続の安定を害するとともに，
手続の混乱を招くおそれがある。新法適用の基準時として
は，審理の終結時と判決の言渡時とが考えられるが，判決
の言渡期日とした場合には，同一の時期に終結した事件で
あっても，言渡期日が新法の適用時期の前になるか後にな
るかで上告及び上告審の審理手続が異なることになるな
どの不都合がある。そこで，本条第１項は，控訴裁判所の
審理の終結時期を基準とする考え方を採用し，新法の適用
前に終結した審理に基づいてされた控訴裁判所の判決に
対して上告があった場合の上告及び上告審の訴訟手続に
ついては，なお従前の例によることとしたものである。 
 これに対し，新法の適用後に終結した審理に基づいてさ
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れた控訴裁判所の判決に対する上告については，特別の経
過措置は設けられていないので，第５７２条の経過措置の
原則により，新法の規定が適用される。ただし，次に述べ
るように，２度目の上告については，なお従前の例による
ものとされる場合がある（第５８２条第２項，第３項）。 
（３）控訴裁判所が新法の適用前に最高裁判所から差戻し
を受けた事件についてした新たな判決に対して上告があ
った場合には，新法の上告及び上告審の訴訟手続に関する
規定は，適用されない（本条第２項） 
 このような経過措置が設けられた理由は，次のとおりで
ある。 
 まず，現行の上告及び上告審の訴訟手続に関する実務は，
概ね次のとおりである。 
 すなわち，最高裁判所は 1回目の上告においては，原則
として（例外は，管轄違いの裁判と裁判費用の争いに関す
る裁判の場合であるといわれている。）破棄自判をするこ
とができないものとされており，最高裁判所は，原判決の
判断に誤りがある場合には，原判決を破棄して，事件を控
訴裁判所に差し戻すことになる。 
 ところが，旧手続においては，新法の第２９９条第２項
のような，控訴裁判所に対する最高裁判所の判決の拘束力
を規定した法規範がなく，最高裁判所の判断が差戻審にお
ける控訴裁判所の判断を法的に拘束することにはならな
いため，控訴裁判所が，最高裁判所の判決に示された判断
に従わず，従前の控訴裁判所の判断を維持して変更しない
ことがある。これに対して，当事者が２度目の上告をする
ことが少なくないが，２度目の上告審においては，最高裁
判所は，事実審理も法律上の判断も全部やり直す権限があ
り，手続を全部やり直し，証拠調べも自らやり直すことが
実務上行われている。なお，このような制度の建前から，
当事者は，差戻後の控訴裁判所の判決の結論に不服な場合
には，２度目の上告をして，最高裁で手続をやり直しても
らうことを期待し，その結果ほとんどのケースがいずれか
の当事者によって２度上告されて最高裁に持ち込まれる
ことになっているのが実情であり，現在も，多くの２度目
の上告事件が最高裁の事実審理を待っている実情にある。 
 以上のような実務の下では，１度目の上告審は，事実上，
法律審的に運用され，２度目の上告審は，事実審的に運用
されているものと理解され，１度目の上告審の破棄判決に
ついては，破棄判決の拘束力が認められていないため，１
度目の上告審の判決によって当該事件における法律判断
を確定させ，その判断の枠組みの中で差戻審に判断をさせ
るという法律審としての機能を事実上発揮していないも
のと判断される。 
 これに対して，今回の民事訴訟法は，上告審を完全に法
律審として位置付け，事実の認定は，事実審裁判所の専権
であって，その適法の確定した事実は，上告裁判所を拘束
し（第２９６条），上告には，上告理由を必要とするとと
もに，上告理由を憲法違反若しくは法令違反又は重大な手
続違反に限定し（第２８４条，第２８５条），上告裁判所
が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は，差し戻し
を受けた裁判所を拘束するものとされている（第２９９条
第２項）。 
 したがって，今回の改正は，上告審の基本構造にかかわ
る大改正であり，控訴審の審理の在り方及び当事者の訴訟
活動に重大な影響を及ぼすものである。また，当事者とし
ては，控訴審の審理が終結する前であれば，このような改

正を考慮に入れて控訴審の訴訟活動を行うことができる
が，控訴審の審理が終結した後に上告制度が改正されると，
その時点では当事者としてこれを考慮に入れた対応をす
ることはできないことになり，当事者としては，不服の理
由が法令違反に限定され，事実認定を理由とする不服の道
を絶たれるなど，その後の民事訴訟法の適用により，予想
しなかった不利益を受けるおそれがある。 
 そこで，本条第２項は，新法の適用前に終結した審理に
基づいてされた控訴裁判所の判決に対する上告について
は，上告審の訴訟手続に関して旧法主義を採用し，これに
ついて旧手続を適用することとしたものである。 
（４）最高裁判所が，控訴裁判所が新法の適用前に終結し
た審理に基づいてした判決を破棄し，事件を控訴裁判所に
差し戻す旨の判決をした事件において，控訴裁判所がした
新たな判決に対する上告があった場合の上告及び上告審
の訴訟手続ついては，なお従前の例によることとされるか
ら，これについては，旧手続が適用され，新法の規定は適
用されない（本条第３項）。 
 このような経過措置が設けられた理由は，上記（３）で
説明したところとほぼ同じである。すなわち，旧手続にお
いては，最高裁判所は，２度目の上告審においては，事実
審理も法律上の判断も全部やり直す権限があり，手続を全
部やり直し，証拠調べも自らやり直すことが実務上行われ
ていたものである。その上告審において新法を適用し，法
律審としての審理しかできないこととすることは，一連の
手続の最終段階のみについて手続の基本構造を変更する
ことになり，手続の安定を害し，当事者の期待を害するこ
とになる。 
 そこで，本条第３項は，控訴裁判所がこの法律の適用前
に終結した審理に基づいてした判決を破棄し，事件を控訴
裁判所に差し戻す旨の最高裁判所の判決がされた事件に
ついて控訴裁判所がした新たな判決に対する上告及び上
告審の訴訟手続については，新法の規定を適用せず，なお
従前の例によることとしたものである。 
 
 
第５８３条（破棄判決の拘束力に関する経過措置） 
第５８２条（上告及び上告審の訴訟手続に関する経過措
置）の規定により上告及び上告審の訴訟手続がなお従前の
例によることとされる場合において，最高裁判所が原判決
を破棄し，事件を控訴裁判所に差し戻す旨又は他の裁判所
に移送する旨の判決をしたときは，その判決については，
第２９９条（破棄差戻し等）第２項の規定は，適用しない。 
 
＜注＞ 
 本条は，破棄判決の拘束力に関する経過措置として，破
棄判決の効力に関する第２９９条第２項の規定が適用さ
れない場合を規定するものである。 
 第５８２条は，上告審の審理手続について，新法の規定
を適用せず，旧手続によるべき場合を規定しているが，上
告審の審理手続を旧手続で行う場合には，旧手続において
は最高裁判所の破棄判決に拘束力は認められていなかっ
たものであるから，その手続の下では，破棄判決の拘束力
に関する第２９９条（破棄差戻し等）第２項の規定の適用
を排除して，その適用がないこととする必要がある。 
 そこで，本条は，第５８２条（上告及び上告審の訴訟手
続に関する経過措置）の規定により上告及び上告審の訴訟



公布 2006年 7月 6日 

 143

手続がなお従前の例によることとされる場合において，最
高裁判所が原判決を破棄し，事件を控訴裁判所に差し戻す
旨又は他の裁判所に移送する旨の判決をしたときは，その
判決については，第２９９条（破棄差戻し等）第２項の規
定は，適用しないこととし，訴訟手続だけではなく，破棄
判決の拘束力についても，新法の規定を適用しないものと
している。 
 
 
第５８４条（再審に関する経過措置） 
第四編（再審）の規定は，この法律の適用後に確定した
裁判に限り適用する。 
 
＜注＞ 
 本条は，再審に関する経過措置として，再審の申立ての
対象となる裁判は新法の適用後に確定した裁判に限られ
ることを規定するものである。 
 どのような場合に再審が認められるかは，確定判決の効
力の問題であるから，この点について新法主義を採用し，
旧手続で認められていない再審を認めることは，旧手続に
おいて成立した確定判決の効力を事後的に変更すること
になり，法的安定性を害するおそれがある。 
 そこで，本条は，再審は，新法の適用後に確定した裁判
についてのみ認めることとしたものである。 
 
 
第５８５条（強制執行に関する経過措置） 
１ この法律の適用前に申し立てられた強制執行の事件
については，なお従前の例による。ただし，民事判決執
行手続に関する法律第３章（禁固刑による身柄拘束）の
規定については，この限りではない。 
２ この法律の適用前の訴訟手続においてされた民事判
決執行手続に関する法律第３章（禁固刑による身柄拘
束）の規定による身柄拘束を命ずる裁判は，この法律の
適用の日から効力を失う。 
３ この法律の適用の時において民事判決執行手続に関
する法律第３章（禁固刑による身柄拘束）の規定による
身柄拘束がされているときは，これを命じた裁判長又は
裁判所長は，直ちに債務者の釈放を命じなければならな
い。 

 
＜注＞ 
 本条は，強制執行に関する経過措置として，旧法主義を
採用するものである。 
 旧手続における強制執行の手続については，民事判決執
行手続に関する法律が適用されているが，新法に規定する
強制執行の手続は，旧手続とは大幅に異なるもので，旧手
続との連続性も乏しいと考えられる。このような状況で，
新法主義を採用すると，これまで不服の申立てができなか
ったものができるようになったり，売却手続の中途で売却
の方法が変更されたりし，変更される部分についてどのよ
うにしてこれまでの手続に新しい手続を繋いでいくかな
ど複雑困難な問題が生ずる。 
 そこで，本条第１項は，手続の安定及び簡明の観点から，
旧法主義を採用し，新法の適用前に申し立てられた強制執
行の事件については，なお従前の例によるものとしている。 
 ただし，民事執行手続に関する法律第３章（禁固刑によ

る身柄拘束）の規定による身柄拘束については，新法によ
り強制執行の制度が整備された後にこれを維持すること
は適当ではないので，本条第１項ただし書は，民事執行手
続に関する法律第３章（禁固刑による身柄拘束）の規定に
ついては，新法の適用後は一切適用しないこととしている。 
 さらに，本条第１項ただし書の趣旨が確実に実現できる
ようにするため，新法の適用前の手続においてされた身柄
拘束を命ずる裁判は，この法律の適用の日から効力を失い
（本条第２項），新法の適用の時において身柄拘束がされ
ているときは，これを命じた裁判長又は裁判所長は，直ち
に債務者の釈放を命じなければならないこととしている
（本条第３項）。 
 
 
第５８６条（保全処分に関する経過措置） 
１ この法律の適用前に申し立てられた保全処分の事件
について保全処分の申立てについての裁判がされる前
にこの法律が適用されたときは，その後の手続は，この
法律により完結する。この場合において，この法律の適
用前の手続において生じた効力を妨げない。 
２ 前項に規定する事件について保全処分の申立てにつ
いての裁判がされた後にこの法律が適用されたときは，
その手続については，なお従前の例による。 

 
＜注＞ 
 本条は，保全処分に関する経過措置として，新法の適用
前に申し立てられた事件について，新法を適用する場合と
旧手続によるべき場合とを規定するものである。 
 旧手続における保全処分については，法律の規定はなく，
実際上は，１９８４年の司法省通達の「仮処分」の項によ
って手続が進められていたが，その内容は，簡潔で，保全
処分の手続や内容などが必ずしも明確ではないという問
題点があった。 
 新法は，保全処分に関する規定を第七編として設け，規
定の整備を図っているので，保全処分の手続や内容を明確
にするという観点からは，できる限り新法の規定を適用す
ることができるようにした方が望ましいと考えられる。 
 他方で，保全処分の手続は，裁判手続と執行手続の両者
を含む全体としては複雑な手続であるから，新法の適用前
に申し立てられた民事保全の事件について全面的に新法
を適用することとすると，不服申立ての方法が途中で変更
されたり，執行手続が不安定になるなどの問題が生ずる。 
 そこで，本条は，このような点を総合的に考慮して，保
全処分の手続を，不服申立てや保全執行が問題となる，保
全処分についての裁判がされた後の手続と比較的単純な
手続であるその裁判がされる前の手続とに区分し，保全処
分の申立てについての裁判がされる前にこの法律が適用
されたときについては，新法主義を採用し，その後の手続
は，この法律により完結するものとし，保全処分の申立て
についての裁判がされた後にこの法律が適用されたとき
は，その手続については，旧法主義を採用して，旧手続に
より手続を進行させるものとしている。 
 
 
第九編 最終条項 

第一章 最終条項 
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第５８７条（本法の適用） 
 この法律は，施行の日から１年の期間普及した後に適用
する。 
 
＜注＞ 
 本条は，新法の適用期日について定めるものであり，新
法は，施行の日から１年の期間普及した後に適用されるこ
とを定めるものである。 
 公布のために国王により審署された法律は，プノンペン
においては審署の日から１０日後に，全土においては審署
の日から２０日後に施行される（憲法第９３条第１項）の
で，新法は，国王による審署の日から起算してプノンペン
においては１年１０日を経過した日，全土においては，１
年２０日を経過した日から適用されることになる。 
 新法が施行日から１年の期間普及した後に適用される
こととされた理由は，次のとおりである。 
 すなわち，一般に，法律は，施行されると，実効力を発
揮し，直ちにこれを適用することができる状態となる。カ
ンボジア王国憲法によれば，公布のために国王により審署
された法律は，プノンペンにおいては審署の日から１０日
後に，全土においては審署の日から２０日後に施行される
（憲法第９３条第１項）。ただし，緊急である旨明記され
た法律は，全土において公布後直ちに施行される（同条第
２項）。 
 そうすると，新法も議会による採択後国王による審署が
されると，その日から遅くとも２０日後には施行され，実
効力を発揮することになる。しかし，新法は，従来の民事
訴訟及び民事執行等の手続を大幅に変更する内容を含ん
でいるため，その適用に先立って国民への十分な周知，普
及が必要であり，また，この法律の手続を円滑に運用する
ために必要な，裁判所，執行官などに関する制度の整備そ
の他の準備に相当の期間を要するので，このように短期間
に実効力を付与することは適当ではなく，一定の普及及び
準備のための期間を経た後に適用することとするのが適
当であると考えられる。 
 そこで，本条は，このような事情を考慮し，この法律は
施行の日から１年の期間普及した後に適用することとし
たものである。 
 
 
第５８８条（他の法律の廃止等） 
１ 次に掲げる法律は，この法律の適用の日から効力を失
う。 
 一 １９９２年５月２日付けディクリー第５１ＫＲに
より公布された民事判決執行手続に関する法律 

 二 １９９３年２月８日付けディクリー第０７ＫＲに
より公布された訴訟費用に関する法律 

２ この法律の適用の際に現に効力を有する他の法律の
規定中，この法律の規定に抵触するものは，この法律の
適用の日から，その抵触する限度で効力を有しないもの
とする。 

 
＜注＞ 
 本条は，新法の適用に伴い，廃止する法律及び失効する
他の法律の規定について定めるものである。 
 新法は，民事執行や民事保全を含む民事訴訟の手続に関
する基本法として制定されたものである（第１条参照）。

したがって，これに関する従来の法律である民事判決執行
手続に関する法律（本条第１項第１号）及び訴訟費用に関
する法律（同項第２号）は，新法の適用の日から効力を失
う（本条第１項）。 
 なお，本法の制定前は，カンボジア王国においては，民
事訴訟に関する基本法はなく，訴訟手続に関する規律は，
司法省の通達によっているが，これらは，新法が適用され
る前に法制度を前提とするものであるので，新法の適用と
同時に実質的にその存在意義を失い，新法の適用後は，専
ら新法及びその下における成文法によって訴訟手続の規
律がされるものと考えられる。 
 他の法律中に新法の規定と矛盾・抵触する規定がある場
合には，新法の規定が優先的に適用され，新法の適用の際
に現に効力を有する他の法律の規定中，新法の規定と矛
盾・抵触するそのものは，新法の規定と抵触する限度で失
効する（本条第２項）。 
 
 


